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１．概要 

 本資料は、再処理施設、ＭＯＸ燃料加工施設に関する設工認申請の対象設備を明確化

（選定）するにあたって、今回変更しない設備を含めた設工認申請対象設備（以下、

「申請対象設備」という）の網羅的な抽出および申請対象設備の機能・重要度に応じ

た申請書記載グレードの分類の考え方を補足説明するものである。 

 まず２．で、事業変更許可申請書との整合および技術基準への適合の観点で網羅的に

申請対象設備を抽出するための方法と、各申請対象設備の申請書記載グレード（仕様

表対象／基本設計方針対象）を判断する基準等を示す。 

 この中で、申請書記載グレードを判断するためには、特に、仕様表の作成対象となる

設備の考え方が重要である。このため、「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表

等）、添付書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」における仕様表の

記載方針に基づき、本資料の３．において、仕様表の記載項目及び仕様表対象とする

設備の考え方を示す。 

 以上の考え方の検証として、４．で、再処理施設の実例を用いて、申請対象設備の抽

出および記載グレードの分類の具体的な実施プロセスと結果を示す。 

 最後に５．で、まとめと今後の対応を示す。本資料の考え方に基づき申請対象設備の

抽出および記載グレードの分類を行い、その結果をもとに以下を実施していく。 

 共通０６と併せて設工認申請書作成要領（基本設計方針、仕様表等）の見直しを

行う。 

 「共通０１：１項申請と２項申請の区分」、「共通０３：（技術基準規則）新規

制基準を受けて追加等された要求事項及び変更等した項目の明確化」などにフィ

ードバックし、１項、２項の分類や変更申請で変更事項として示すべき事項等の

設備ごとの展開を行った結果をもとに、設工認申請書の添付書類「設工認申請対

象設備の技術基準への適合性に係る整理」（以下、「設備リスト」という）の見

直しを行う。 

 「共通０４：設工認の申請計画の考え方」における複数の申請書に跨る設備等の考

え方に反映すべき事項がある場合には、見直しを行う。 

 

２．申請対象設備の選定（抽出及び分類）について 

（１）申請対象設備の抽出 

申請対象設備は、事業変更許可申請書で担保した事項を実現するための設備（許可

整合）および技術基準の要求事項を満足するための設備（技術基準適合）となる。設

工認申請では、これらの設備を各施設の中から網羅的に抽出する必要がある。 

このため、技術基準等の要求事項を明確化した上で、その安全機能（設計要件）の

達成に必要な設備（申請対象設備）を以下のとおり抽出する。 

a. 事業変更許可申請書の本文及び添付書類六（加工施設及び廃棄物管理施設は添付書

類五）に記載する設備を抽出する。 

b. a 及び技術基準規則への適合の観点から条文ごとの要求事項（機能、性能）を満足
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する設備を詳細設計図書（機器リスト、エンジニアリングフローダイアグラム、構

造図等）を用いて全ての設備を網羅し、機能および重要度に応じて抽出する。 

 

（２）申請対象設備の分類 

申請対象設備は、要求される安全機能（設計要件）と重要度に応じて、設工認申請

書における記載グレード*を分類する必要がある。このため、以下の観点から抽出さ

れた申請対象設備を分類する。（別紙－１） 

*：仕様表(①)/基本設計方針に個別名称有り(②-a)／基本設計方針に個別名称無し(②-b) 

 

[仕様表対象設備（①）] 

・技術基準等の要求事項を達成するため、その機能、性能に係る仕様項目（温度、

圧力、容量等）を示すことにより適合性を説明する設備（耐震 Sクラス、安重、

重大事故等対処設備等で詳細を３．に示す。） 

 

[基本設計方針に個別名称を記載する設備（②-a）] 

・技術基準等の要求事項を達成するため、仕様項目を示す必要はないが許可及び技

術基準において設置（系統構成含む）することを明示している設備（仕様表対象

以外） 

例）照明設備、通信連絡設備、火災防護設備（火災感知器、消火器等）、ホイール

ローダ等 

 

[基本設計方針に個別名称を記載しない設備（②-b）] 

・上記以外の申請対象設備 

例）主配管以外のテストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライン等、保守

用の機器、ケーブル、安全避難通路、不法侵入の防止に係る機器等 

 

設備リストに記載する設備は、申請書本文との整合性の観点から、仕様表対象設備

（①）および基本設計方針に個別名称を記載する設備（②-a）とする。 

 

３．仕様表記載項目及び仕様表対象とする機器の基本的な考え方について 

  申請対象設備の内、仕様表対象設備の判断に当たり、以下の（１）～（３）で仕様表

記載項目、仕様表対象機器の判断基準及び機種分類について整理し、設工認作成要領に

まとめた。（別紙－２） 

（１）仕様表記載項目の基本的な考え方について 

仕様表対象機器の記載項目にあたっては、設工認申請対象範囲の機器に対し、技術

基準規則の条文ごとの要求事項に基づき、発電炉、既設工認の仕様表記載項目との比

較を踏まえ、機能・性能を満足するために必要な項目とその記載内容を条文記載項目

整理表に整理した。 
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（２）仕様表対象とする機器の基本的な考え方 

仕様表対象は、技術基準規則への適合性の観点から満足すべき機能・性能を数値等

（設備の性能仕様（捕集効率、吐出圧力、流量、遮蔽材料、中性子吸収材料等）等）

で示す必要のある機器である。事業変更許可申請書で記載した主要な機器及び基本設

計方針（機能）で示した機器について、技術基準規則の要求事項を踏まえ仕様表対象

機器を整理する必要がある。 

仕様表対象機器を判断するにあたっては、核燃料施設は（機器等の数が膨大且つ重

要度が高いものから低いものまで混在して多岐に亘ること、非密封の核燃料物質等を

連続的なプロセスで取り扱っており、動的な機能で公衆への影響を低減しているこ

と）を踏まえ、以下に示す基本的な考え方により仕様表対象機器を判断する。 

＜仕様表対象機器の基本的な考え方＞ 

設備の重要度と公衆への影響に応じて具体的な仕様を記載して説明を行う必要が

ある主要な機器を仕様表対象機器と判断し、設備リストにおいてその対象を明確に

する。上記（１）の整理における機能、性能を数値で示す必要のある機器のうち、

「事業変更許可申請書本文に示す各施設の主たる機能（当該設備の主たる機能及び

安全機能）とその達成のために設置する主要な設備＝主流路」及び「公衆及び放射

線業務従事者への影響を可能な限り低減する」という規則要求事項の主旨を踏ま

え、公衆に対する影響の程度に応じた以下に示す４つの分類に該当する個別機器等

を仕様表対象機器とする。なお、以下の４分類に該当しない機器及び上記（１）の

整理において機能、性能を数値で示す必要のない機器においては、設備の設置又は

系統構成によって基準適合性及び許可整合性を示すものとし、基本設計方針、添付

書類へ展開する機器として整理する。 

 機能の喪失により、公衆又は放射線業務従事者に放射線障害を及ぼすおそれ

があるもの及び運転時における異常な過渡変化時、設計基準事故時又は重大

事故時等において公衆又は放射線業務従事者に及ぼすおそれがある放射線障

害を防止するため、放射性物質又は放射線が核燃料施設を設置する工場又は

事業所（以下「工場等」という。）外へ放出されることを抑制し、又は防止

するものとして、安全上重要な施設、重大事故等対処施設、耐震 Sクラス設

備、常設耐震重要重大事故等対処設備及び 1.2 倍の基準地震動による地震力

により機能喪失しない設備）（以下「耐震重要施設等」という。）のうち主

要な個別機器等 

 通常運転状態において公衆又は放射線業務従事者に及ぼすおそれがある放射

線障害を防止するため、放射性物質又は放射線が核燃料施設を設置する工場

等外へ放出されることを抑制し、又は防止するものとして、安全機能を有す

る施設のうち、核燃料物質等の貯蔵・保管・廃棄機能に係る確認を必要とす

る使用済燃料の貯蔵施設、製品貯蔵施設及び放射性廃棄物の廃棄施設（気

体・液体・固体）の主要な個別機器等 
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 上記以外で事業変更許可申請書本文に記載している再処理、廃棄物管理、MOX

燃料加工を行うための使用済燃料又は核燃料物質等を含む溶液又は粉末を取

り扱う主要な個別機器等 

 設計想定事象（自然現象、工場若しくは事業所内又はその周辺における核燃

料施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によ

るもの（故意によるものを除く。）、火災、溢水その他の核燃料施設の安全

性を損なわせる原因となるおそれがある事象）において、安全上重要な施

設、重大事故等対処施設、耐震重要施設等の機器等の機能喪失を防止するも

のとして、安全機能を有する施設のうち、その他加工施設、その他再処理設

備の附属施設、その他廃棄物管理設備の附属施設の火災防護設備、溢水防護

設備、竜巻防護対策設備等の主要な機器等 

 

（３）仕様表対象機器の記載項目の整理について 

 上記（１）の要求事項の整理及び（２）の仕様表対象機器の判断を統一的に行うた

め、施設全体に設置される機器を、最終的な機能・性能及び構造の観点から、施設固

有機器（９機種）と施設共通機器（３７機種）に分類し、機種ごとに上記（１）で整

理した仕様表の記載項目をあてはめ、基本パターンを整理した。 

また、基本パターンの整理に当たり、各仕様表記載項目の適合性説明を行う上で必

要となる情報として「共通項目」、「設計条件情報」及び「仕様情報」に分類した。 

仕様表の作成及び申請対象設備の抽出、分類の過程で仕様表項目の考え方並びに仕

様表対象機器に変動があった場合は、考え方を整理し仕様表作成要領、設備リストに反

映する。 
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３．（１）～（３）に係る作業におけるフロー図に基づく仕様表対象機器分類の考

え方を下図に示す。 

 

 

 

図 仕様表対象機器分類の考え方  
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４．申請対象設備の網羅性の検証について 

２．及び３．に基づき事業変更許可申請書、既設工認、設計図書の色塗り等により

申請対象設備が抜け漏れなく網羅的に抽出できていること及び仕様表対象機器と基本

設計方針対象機器の分類の確からしさを検証し、設備リストを作成する。 

   上記作業プロセスによりプール水冷却系の仕様表対象設備が漏れなく抽出されてい

ることおよび他系統の関連（電気設備、計測制御設備等）を設備選定の網羅性＜１回

目＞として別紙－３に示す。 

 

５．まとめ 

本資料で整理した２．および３．に基づくプロセスにより申請対象設備を漏れなく明

確化できることから、以下のとおり対応することとする。 

 ２．および３．の作業プロセスにより、申請対象設備を漏れなく明確化できるこ

とを合理的に示すため、以下の代表設備により仕様表対象設備の施設共通機器を

網羅的に抽出されることを検証する。 

＜１回目＞プール水冷却系(今回４．にて説明) 

＜２回目＞プルトニウム精製設備、精製建屋塔槽類廃ガス処理設備（プル系）、

精製建屋換気設備、安全圧縮空気系、安全冷却水系（内部ループ） 

＜３回目＞安全保護回路、放射線監視設備、電気設備、火災防護設備、緊急時対

策所 

※一部設備（火災防護設備、溢水防護設備、重大事故等対処設備等）は詳細設計中である等、

説明対象設備が変更になる場合がある。 

 ３．の実績を反映した設工認作成要領および選定ガイドに従い、全ての申請対象

設備の抽出、分類を実施する。 

 以上の結果及び他の共通補足説明資料に基づく整理結果を反映し、設備リストを

見直す。 

 個々の機器の仕様表に関しては、３．の実績を反映した設工認作成要領に従い、

該当する申請回次に向けて作成を進める。個々の機器の仕様表は、基本設計方針

及び既認可の仕様表と比較した３段表を作成し、記載項目に過不足が無いことを

確認する。 

 上記の作業を進めるにあたり、判断に迷う場合は、別途相談させていただきたい。 

                                      

以  上
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別紙－１

再処理

MOX

廃棄物管理

濃縮

【耐震Ｓクラス、安全上重要な施設】
・該当なし
【重大事故等対処設備】
・該当なし
【上記以外】
・加工施設の主流路（UF6を内包する系統（第1類、第2類））に設置される配管、発生槽、
遠心分離機、各コールドトラップ、各回収槽、排気系統、廃液系統、フィルタ等
・インターロック等の機能を有するロータリポンプ、高周波インバータ装置
・UF6を内包する機器（第1類、第2類）を搬送するクレーン、搬送台車
・放射線監視測定機器（排気用モニタ、モニタリングポスト等）、非常用設備（無停電電
源、DG、遠隔消火設備等）、その他（搬送、洗缶、除染設備等）

【設計基準対象施設】
加工工程のうち、主たる経路（UF6を内包する系統（第1類、第2類））にあたらない以下の
設備
・保管廃棄する区画（エリア）
・個人管理設備、出入管理設備、気象観測設備、放射線サーベイ機器
・自動火災報知機，消火器，消火栓、避難・誘導設備、非常用照明、通信連絡設備等
【重大事故等対処設備】
・該当なし

仕様表記載対象と基本設計方針対象の基本的な考え方（改正５）

【グレード②-b】
基本設計方針対象の具体例

【設計基準対象施設】
・誤操作の防止、人の不法な侵入等の防止、安全避難通路等
・①、②-a以外のテストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライン
等の機器

【重大事故等対処施設】
・①、②-a以外のテストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライン
等の機器

区分
【グレード①】

仕様表対象機器の具体例
【グレード②-a】

基本設計方針対象機器の具体例

主な対
象設備

【耐震Ｓクラス、安全上重要な施設】
・ 安重設備（Sクラスグローブボックス，焼結炉，貯蔵設備、臨界管理用の高さ制限ゲー
ト、混合酸化物貯蔵容器等）,安重グローブボックスに内装する核燃料物質を取り扱う機
器
・安重Sクラスのフィルタ、ダクト、排風機
・安重Sクラスのグローブボックス消火装置（ボンベ，主配管，主要弁，安全弁）
【重大事故等対処設備】
・ グローブボックス排気設備のダクトのうちＳＡとして使用する範囲及び可搬型ダクトを接
続する流路、系統上に設置するダンパ、可搬型排風機付フィルタユニット、可搬ダクト等
・大型移送ポンプ車、放水砲、可搬型建屋外ホース、軽油貯槽，軽油用タンクローリ、代
替モニタリング設備、代替試料分析関係設備、代替放射能観測設備、代替気象観測設
備、可搬型ダンパ出口風速計、アルファ・ベータ線用サーベイメータ等
【上記以外】
・ 加工施設の主流路となる排気系統、フィルタ、排気筒
・ 加工施設の主流路となる廃液系統に設置される配管、検査槽、廃液貯槽、検査槽・廃
液貯槽間及び排水口から共有する再処理施設への送液用のポンプ、ろ過処理装置、吸
着処理装置（処理装置に付随する貯槽、ポンプ含む）

【設計基準対象施設】
・加工工程のうち、添加剤、被覆材等の部材取扱い設備、立ち合い検査設備等の加工の
主たる経路にあたらない設備
・グローブボックス内に設置する分析設備
・オープンポートボックス、フード
・ 排水口から海洋放出管までの経路
・ 輸送容器の保管エリア、保管廃棄する区画（エリア）
・DB設備の個人管理設備、出入管理設備、気象観測設備、放射線サーベイ機器
・自動火災報知機，消火器，耐火壁，消火栓、避難・誘導設備、運転保安灯、非常用母
線、常用母線、通信連絡設備、水素・アルゴン混合ガス設備（供給停止回路、遮断弁等
を除く）、荷役設備、選別・保管設備等
【重大事故等対処設備】
・監視測定用運搬車、可搬型汚濁水拡散防止フェンス、運搬車、代替通信連絡設備等

【設計基準対象施設】
再処理工程のうち、主たる経路にあたらない以下の設備
・計測制御系統施設の計器、盤等
・電気設備の照明設備等
・溢水防護設備及び化学薬品防護設備の溢水防護板・薬品防護板、自動検知・遠隔隔
離システム，緊急遮断弁等等
・分析設備の分析装置、気送設備、フード等
・空キャスクの保管エリア、保管廃棄する区画（エリア）
・空キャスクの保守に用いるクレーン、台車等
・DB設備の個人管理設備、出入管理設備、気象観測設備、放射線サーベイ機器
・通信連絡設備（通信盤、通信端末）
・火災防護設備の火災感知器，消火器，固定式消火設備（消火栓等）、耐火壁（防火ダン
パ，隔壁）

【重大事故等対処設備】
・運搬車、ホイールローダ、代替通信連絡設備等

【耐震Ｓクラス、安全上重要な施設】
・ 安重設備（燃料貯蔵プール等、溶解槽、よう素追出し槽、中継槽、抽出塔、プルトニウ
ム溶液TBP洗浄器、分離建屋一時貯留処理槽、プルトニウム濃縮缶、精製建屋一時貯
留処理槽、一時貯槽、焙焼炉、還元炉、粉末充てん機、保管容器、粉末缶、混合酸化物
貯蔵容器、高レベル濃縮廃液貯槽、Sクラスグローブボックス、計測制御設備又は安全保
護回路からの信号で作動する主要弁、固化セル圧力放出系の逆止弁（安全弁及び逃が
し弁）等）
・安重Sクラスの塔槽類廃ガス処理設備又は換気設備のフィルタ、ダクト、排風機
・安重Sクラスの計測制御設備、安全保護回路、制御室換気設備、主排気筒、主排気筒
ガスモニタ、遮蔽設備（セル遮蔽、遮蔽扉、遮蔽窓といった補助遮蔽等）
・電気設備（非常用所内電源系統）、安全冷却水系（冷却塔、ポンプ、熱交換器等）、安全
圧縮空気系（圧縮機、貯槽等）、安全蒸気系（安全蒸気ボイラ等）、プール水冷却系（ポン
プ、熱交換器等）、補給水設備（貯槽、ポンプ等）

【重大事故等対処設備】
・ サイフォンブレーカ、止水板及び蓋、代替／重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の
供給槽、供給弁等、代替安全圧縮空気系の可搬型ホースを接続する流路、系統上に設
置する弁及びダンパ、水封安全器（安全弁及び逃がし弁）等、代替安全冷却水系の可搬
型ホースを接続する流路、系統上に設置する弁及びダンパ、可搬型排水貯槽、可搬型
中型移送ポンプ、代替換気設備／廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽、廃ガス貯留槽の安
全弁、空気圧縮機、凝縮器、予備凝縮器、可搬型ダクト、可搬型フィルタ、可搬型排風
機、大型移送ポンプ車、放水砲、可搬型建屋外ホース、軽油貯槽，軽油用タンクローリ、
代替モニタリング設備、計装設備、代替電源設備、代替試料分析関係設備、代替放射能
観測設備、代替気象観測設備、アルファ・ベータ線用サーベイメータ等

【上記以外】
・ 再処理施設の主流路となる塔槽類廃ガス処理設備又は換気設備排気系統、フィルタ、
主排気筒、北換気筒、低レベル廃棄物処理建屋換気筒
・ 再処理施設の主流路となる廃液系統に設置される配管、廃液貯槽、蒸発缶、ろ過装
置、海洋放出ポンプ、海洋放出管
・ 再処理施設の主流路となる系統（使用済燃料の受入れ～分離～精製～脱硝～酸回収
及び溶媒回収）に設置される配管、貯槽、蒸発缶、搬送設備、機械装置等
・火災防護対象設備の固定式消火設備（ガス消火設備等）、耐火壁のうち火災区域／火
災区画構造物（コンクリート壁）
・溢水防護対象設備／化学薬品防護設備の防水区画境界に設置する防水区画構造物
（堰、防水扉、水密扉）
・竜巻防護対策設備の飛来物防護ネット及び飛来物防護板
・遮蔽設備（外部遮蔽、遮蔽扉、遮蔽窓、遮蔽ハッチ、遮蔽体付グローブボックスといった
補助遮蔽等）

【耐震Ｓクラス、安全上重要な施設】
・収納管及び通風管
・遮蔽設備（床面走行クレーン（遮蔽容器）、貯蔵区域遮蔽等）

【上記以外】
・廃棄物管理施設の主流路（返還ガラス固化体の受入れ～貯蔵）を行う系統に設置され
るくクレーン、台車等の搬送設備、ガラス固化体の各種検査装置、床面走行クレーン等
・廃棄物管理施設の主流路となる排気系統、フィルタ、排風機、北換気筒
・遮蔽設備（外部遮蔽、遮蔽扉、遮蔽窓、遮蔽ハッチ、遮蔽体付グローブボックスといった
補助遮蔽等）

【設計基準対象施設】
廃棄物管理工程のうち、主たる経路にあたらない以下の設備
・計測制御系統施設の計器、盤等
・電気設備の盤及び照明設備等
・空キャスクの保管エリア、保管廃棄する区画（エリア）
・空キャスクの保守に用いるクレーン、台車、扉等
・個人管理設備、出入管理設備、気象観測設備、放射線サーベイ機器
・火災防護設備の火災感知器，消火器，固定式消火設備（消火栓等）、耐火壁，
・通信連絡設備（通信盤、通信端末）

【設計基準対象施設】
・人の不法な侵入等の防止に係る機器等、安全避難通路等
・①、②-a以外のテストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライン
等の機器

【設計基準対象施設】
・誤操作の防止、人の不法な侵入等の防止、安全避難通路等
・①、②-a以外のテストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライン
等の機器

【設計基準対象施設】
・人の不法な侵入等の防止に係る機器等、安全避難通路等
・①、②-a以外のテストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライン
等の機器

【重大事故等対処施設】
・①、②-a以外のテストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライン
等の機器

Yes

加工規則・再処理規則等、技術基準規

則及び事業許可規則で要求されている

施設、系統、機器等

【STEP2】

耐震Ｓクラス、安全上重要な施設、

重大事故対処施設か

事業許可申請書及び技術基準規

則整合性の観点で機能、性能を

設備、機器の設置又は系統構成

によって示す必要があるか

No

Yes

【STEP1】

【左記の対象外となる設備等】

○施設敷地内に設置されているが事業変更許可申請書に記載のない設備又は構築物等や事業

変更許可申請書の配置図等に記載はあるが、機能、性能等の要求のない設備

【具体例】

構築物等である事務建屋、体育館、技術開発研究所、訓練及び見学施設、飲料水設備等は対

象外

申請対象設備（設工認申請対象設備の技術基準への適合性に係る整理）

No

非安重の設備であって再処理・加工・廃

棄物管理の機能、性能を達成するため

に設備、機器の仕様（値、材質等）を特

定する必要があるか

Yes

No

施設共通で個別施設が無い人の

不法な侵入等の防止に係る機器

等、安全避難通路等

No

Yes

【主流路の定義】

〇再処理・加工・廃棄物管理の主工程の機能、性能を達成するために必要な主たる設備及び機器（主配管、主

要弁、搬送設備、機械装置等）であって、テストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライン等を除く範

囲

〇安全機能及び重大事故等対処の機能確保の観点で機能・性能を達成するために必要な主たる設備、機器（主

配管、主要弁、搬送設備、機械装置等）であって、テストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライン等を除く範囲

【主流路中に存在する機器の具体例】

主要弁、主配管・ダクト（管継手含む）、搬送設

備、冷却水ポンプ、冷却塔、フィルタ

再処理・加工・廃棄物管理の機能、性能

を達成するために設備、機器の仕様（値、

材質等）を特定する必要があるか

【STEP3】

【個別機器の具体例】

主排気筒、グローブボックス、軽油貯槽、貯水

槽、タンクローリ等のようなものはそのままYes

【個別機器以外の具体例】

安重の系統、重大事故等対処施設の系

統のうち、主流路以外のもの

Yes

No

【個別機器の具体例】

一般産業品（購入品）であって、運搬車、

ホイールローダ、代替通信連絡設備等

【STEP5】

個別機器を基本設計方針で特定する

必要がある設備、機器か
主流路以外のもの

安重の系統、重大事故等対処施設の系

統のうち、主流路以外のもの

【STEP4】

【STEP2,3の考え方】

〇要求される機能を達成するために必要な設備、機器で仕様（値、寸法、材料等）を示す必要のあるものを抽出

・事業変更許可申請書で安全設計の観点で容量、除去効率等の仕様が示されているもの（建物、容器、ポンプ、フィルタ、排風機等）

・事業変更許可申請書で外部衝撃、溢水等に対する防護設備として設定されているもの（飛来物防護ネット、飛来物防護板)

・系統として安全設計を要求する施設等において、耐震、閉じ込め、臨界、遮蔽等の安全設計上の要求のある配管、主要弁、、安全弁、フィルタ、熱交換

器、圧縮機、搬送設備、粉末容器等（仕様表記載項目を設定すべき機器等）⇒設計図面等の色塗りにより主流路や主要弁等の範囲、対象を抽出

・技術基準規則の要求を達成するために機能、性能を必要とするもの（放射線管理施設の出入管理設備、通信連絡設備等の設置要求だけのものは除く）

※事業変更許可申請書及び技術基準規則における機能・性能に係る要求事項に対し、発電炉において類似する設備がある場合は発電炉の別表第二及び工認

を参考として仕様表対象を決定

【STEP4,，5の考え方】

〇以下に示すような事業変更許可申請書で施設を構成する設備、機器を設置するとしたものを抽出（主

流路に当たらない設備も含む）

（計測制御系統施設）

・計器、盤（監視制御盤、安全系監視制御盤）、監視カメラ、火災監視盤、放射線監視盤等の表示装置

（放射線管理施設）

・ゲートの出入管理設備、退出モニタ及び放射線サーベイ機器（DB）、シャワー及び手洗い場等の汚染管

理設備

・気象観測機器（DB）、放射能測定器（DB）、ホールボディカウンタ

（通信連絡設備）

・ページング装置、電話交換器、防災ネットワーク機器、通信端末機器（電話、トランシーバ等）

（電気設備）

・照明設備、DB専用の運転予備用及び常用系の母線、直流電源設備、無停電電源装置の電気盤

（検査、分析設備）

・分析装置、分析試料移送装置、分析試料採取装置、オープンポートボックス、フード、グローブボックス

等

（火災防護設備、消防用設備）

・火災感知器、消火設備（消火器、防火水槽、消火栓等）、耐火壁（防火ダンパ、隔壁等）

（溢水防護設備／薬品防護設備）

・緊急遮断弁、遠隔隔離システム、漏えい検知器、溢水防護板、薬品防護板等
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発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【仕様表の作成要領】 別紙－２ 

＜比較検討＞

発電炉 工認手続きガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

２．工事の計画の認可及び届出及び認可手続の範囲 

（２）工事計画に記載すべき設備及び機器等の範囲 

工事計画に記載しなければならない事項は，規則第9

条第2項又は第12条第2項で発電用原子炉施設の種類に

応じて規則別表第2の中欄で定めるものとされており，

規則別表第2の中欄において，設備ごとにさらに機器等

の単位で記載要求事項を定めている。この規則別表第2

に規定されている記載要求事項については，少なくと

も技術基準規則への適合性を示す上で必要十分な内容

が記載される必要があり，以下では，規則別表第1にお

ける設備及び機器等の規定も含めて，機器等の仕様に

関する記載要求範囲と設備及び機器等の記載要求範囲

に分けて示す。 

２ 設工認申請における仕様表の作成要領 

1. 目的

再処理規則第２条に規定される再処理施設，加工規則第 3

条の 2 の 2 に規定される加工施設の種類，廃棄物管理規則第

4 条に規定される特定廃棄物管理施設の種類に記載する施設

のうち新規制基準対応として事業変更許可申請書への整合及

び技術基準規則への適合を機器等の仕様で示す設備（以下「仕

様表対象設備」という。）について，設備及び機器等の記載要

求範囲，機器等の仕様に関する記載要求範囲に関する記載の

統一及び一貫性を図ることを目的として仕様表の作成要領を

策定する。 

なお，記載例については，別紙１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 工事計画認可申請における要目表の作成要領 

1. 目的

新規制基準対応設備のうち別表第二において設備別記載事

項を記載する設備について，記載の統一及び一貫性を図るこ

とを目的として要目表の作成要領を策定する。 

なお，記載例については，別紙１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤字：炉の作成要領との

相違 

緑字：炉のガイドとの相

違 

青字：今回改正点 

【全体】 

仕様表作成要領の全体構

成について，以下のとお

り構成変更 

① 設備及び機器等の記

載要求範囲（対象の考

え方，具体的な個別機

器，個別施設） 

② 仕様表記載項目（記載

項目の考え方，具体的

な記載項目） 

③ 仕様表の記載方法（具

体的な記載方法及び

記載例） 

仕様表作成要領構成、記載の基本方針 
・発電炉工認ガイド及び作成要領は，法令化されている別表第１及び別表第２を補足する観点から追加記載が必要な事項等について纏められているが，当社はこれが無いことを
踏まえて「①設備及び機器等の記載要求範囲（仕様表対象設備の考え方⇒具体的な個別機器⇒個別施設）」「②個別機器の仕様表記載項目（記載項目の考え方，具体的な記載項目）」
「③仕様表の記載方法（具体的な記載方法及び記載例）」の順に展開し，わかりやすいように展開して作成要領を構成，記載する。

・発電炉別表第１及び別表第２が無いため，記載にあたっては対象としたものの根拠（理由）がわかるように記載する。（空欄，備考欄を活用）

・仕様表作成要領は発電炉工認ガイド及び作成要領での記載内容，記載程度を参考（対比）としているものは比較できるように記載する。

・記載要領内での用語の定義は，可能な限り事業指定基準規則，技術基準規則，事業変更許可申請書等において定義しているものと一致させることで，理解し易いように記載す
る。また，本要領に基づき仕様表等を作成する作業者が混乱，バラツキが発生しないよう必要に応じて理解できる程度まで噛み砕いた記載とする。

・記載はなるべく簡潔に記載するように努め，特に簡潔に記載するにあたって考え方，対象が極力不明確とならないよう「～を含む。」「～を除く。」といった表現を用いるととも
に，「〇〇等」は対象を列記して記載する場合のみに使用する。
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＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続きガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

２）設備及び機器等の記載要求範囲 

規則別表第２の中欄においては，同表の上欄で示している発電

用原子炉施設の種類として，原子炉本体，核燃料物質の取扱施

設及び貯蔵施設，原子炉冷却系統施設，計測制御系統施設，放

射性廃棄物の廃棄施設，放射線管理施設，原子炉格納施設及び

その他発電用原子炉の附属施設に区分し，設備ごとに熱交換

器，ポンプ，容器，貯蔵槽，ろ過装置，安全弁及び逃がし弁，

主要弁，主配管，送風機，排風機並びにフィルター等の機器等

を記載することとされている。これらについて，まず個別機器

等の記載要求範囲を示すとともに，個別施設ごとに設備及び機

器等の記載要求範囲を示す。 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

2. 設備及び機器等の記載要求範囲 

 再処理規則第２条に規定される再処理施設，加工規則第 3

条の 2 の 2 に規定される加工施設の種類，廃棄物管理規則

第 4 条に規定される特定廃棄物管理施設の種類に示す施設

（以下「個別施設」という。）に区分し，個別施設毎に建物・

構築物，熱交換器，ポンプ，容器，貯槽，ろ過装置，安全弁

及び逃がし弁，主要弁，主配管，ファン及びフィルタ等の機

器（以下「個別機器等」という。）を記載する。これらにつ

いて，まず核燃料施設の特徴を踏まえた個別機器等の記載要

求範囲を示すとともに，個別施設毎に設備の記載要求範囲を

示す。 

仕様表対象設備は，「事業変更許可申請書本文に示す各施

設の主たる機能（当該設備の主たる機能及び安全機能）とそ

の達成のために設置する主要な設備＝主流路※」及び「公衆

及び放射線業務従事者への影響を可能な限り低減する」とい

う規制要求事項の主旨を踏まえ，公衆に対する影響の程度に

応じた以下に示す３つの分類に該当する個別機器等を対象

とする。 

※主流路とは，当該設備が果たすべき主たる機能（例：使

用済燃料の受入れ及び貯蔵，せん断等）を達成するための

本流に含まれる個別機器等の纏まり（系統，設備）であり，

プロセス・ユーティリティ設備であれば容器，主配管，主

要弁といったもの，搬送・機械設備であればクレーン，台

車といったものを纏めたものをいう。 
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発電炉 工認手続きガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜仕様表対象設備の基本的な考え方＞ 

【分類Ａ】 

・機能の喪失により、公衆又は放射線業務従事者に放射線障害

を及ぼすおそれがあるもの及び運転時における異常な過渡変

化時，設計基準事故時又は重大事故時等において公衆又は放射

線業務従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するた

め、放射性物質又は放射線が核燃料施設を設置する工場又は事

業所（以下「工場等」という。）外へ放出されることを抑制し、

又は防止するものとして，安全上重要な施設，重大事故等対処

施設，耐震 Sクラス設備，常設耐震重要重大事故等対処設備及

び 1.2 倍の基準地震動による地震力により機能喪失しない設

備）（以下「耐震重要施設等」という。）のうち主要な個別機器

等 

【分類Ｂ】 

(1)通常運転状態において公衆又は放射線業務従事者に及ぼす

おそれがある放射線障害を防止するため、放射性物質又は放

射線が核燃料施設を設置する工場等外へ放出されることを

抑制し、又は防止するものとして，安全機能を有する施設の

うち，核燃料物質等の貯蔵・保管・廃棄機能に係る確認を必

要とする使用済燃料の貯蔵施設，製品貯蔵施設及び放射性廃

棄物の廃棄施設（気体・液体・固体）の主要な個別機器等 

(2)事業変更許可申請書本文に記載している再処理，廃棄物管

理，MOX 燃料加工を行うための使用済燃料又は核燃料物質等

を含む溶液又は粉末を取り扱う主要な個別機器等 

【分類Ｃ】 

・設計想定事象（自然現象，工場若しくは事業所内又はその周

辺における核燃料施設の安全性を損なわせる原因となるおそ

れがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除

く。），火災、溢水その他の核燃料施設の安全性を損なわせる原

因となるおそれがある事象）において，安全上重要な施設，重

大事故等対処施設，耐震重要施設等の機器等の機能喪失を防止

するものとして，安全機能を有する施設のうち，その他加工施

設，その他再処理設備の附属施設，その他廃棄物管理設備の附

属施設の火災防護設備，溢水防護設備，竜巻防護対策設備等の

主要な個別機器等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・別表第二と同等の再処

理施設等における仕様表

対象設備の基本的な考え

方と具体的な対象設備を

示している箇所を引用

し、記載を明確化 
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＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

（個別機器等事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（個別機器等事項） 

  個別機器等事項では，核燃料施設（再処理施設，廃棄物

管理施設，MOX 燃料加工施設）に設置される機器等が，前項

で示す基本的な考え方に該当する機器等の仕様を仕様表で

記載するにあたり，機能，性能及び構造上の類似性を考慮

し，複数の種類（機種）に区分する。 

  種類（機種）の区分は，核燃料施設の特徴から複数の施

設において類似性がある「施設共通の機器」と類似性が無

い「施設固有の機器」に分けて区分する。 

 

 

 

【施設共通の機器】 

  施設共通の機器としては，以下のとおりとする。 

なお，主流路中に設置される小型ポット，フィルタのよ

うな機器であって主配管と同等の経路維持のために構造強

度を有することで適合性を示す必要がある機器は，基本設

計方針及び添付書類（強度及び耐食性に関する説明書，添

付図面）で示す。 

 

(a)容器（円筒・円環・板状・角柱型） 

分類 対象 

Ａ 臨界防止，閉じ込め，火災及び爆発防止，廃棄

（浄化含む），落下及び転倒防止，安全上重要

な施設の機能を維持するために必要な支援機能

の観点から再処理設備本体の溶解施設，分離施

設，精製施設，脱硝施設，液体廃棄物の廃棄施

設，固体廃棄物の廃棄施設及びその他再処理設

備の附属施設においてはプルトニウム（低濃度

のものを除く）を含む溶液又は粉末を保有する

貯槽，高レベル放射性液体廃棄物（高レベル廃

液，不溶解残渣廃液，アルカリ濃縮廃液，抽出

廃液等）を保有する貯槽，設計基準事故時にお

いて溶解槽に供給する硝酸ガドリニウムを保有

する可溶性中性子吸収材緊急供給槽，漏えいし

た高レベル放射性液体廃棄物の沸騰を防止する

ための希釈水（水）を保有する貯槽，非常用発

電機へ燃料を供給する燃料貯蔵設備の燃料タン

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

個別機器等事項における

機種分類の基本的な考え

方を追加。 
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＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク，圧縮空気を供給する空気貯槽等とする。ま

た，設計上の想定を超える条件で発生する臨界

事故時における拡大防止，放射線分解による水

素爆発防止，冷却機能喪失による蒸発乾固防

止，TBP 等の錯体の急激な反応における火災及

び爆発防止に対する重大事故等への対処のう

ち，重大事故等を仮定する容器である設計基準

対処施設と兼用する貯槽，代替可溶性中性子吸

収材緊急供給槽，重大事故時可溶性中性子吸収

材供給槽，補機駆動用燃料供給設備の軽油貯

槽，タンクローリ，代替換気設備のうち廃ガス

貯留設備の水封安全器，廃ガス貯留槽，代替安

全圧縮空気系の圧縮空気を供給する圧縮空気自

動供給貯槽，圧縮空気自動供給／機器圧縮空気

自動供給／圧縮空気手動供給ユニット（ボン

ベ），臨界事故時水素掃気系（本体用：一般／

安全（水素、計測制御））の圧縮空気貯槽，代

替安全冷却水系の可搬型排水受槽，緊急時対策

所における居住性を確保するための空気を保有

するボンベ並びに緊急時対策建屋電源設備の発

電機へ燃料を供給する燃料貯蔵タンク，MOX 燃

料加工施設の閉じ込める機能喪失に対処するた

めの遠隔消火装置（ボンベ）等で常設又は可搬

型のものとする。 

Ｂ (1)廃棄（浄化含む）機能の観点から気体廃棄

物の廃棄施設においては廃ガスの洗浄液を保有

する貯槽，洗浄塔，スプレイ塔等，液体廃棄物

の廃棄施設においてはアルカリ廃液及び低レベ

ル廃液，廃溶媒，分析済溶液，廃樹脂等を保有

する貯槽とする。 

(2)安全機能を有する施設のうち，再処理設備

本体の溶解施設，分離施設，精製施設，脱硝施

設，酸及び溶媒の回収施設において溶解を行う

ための硝酸の調整，供給を行う貯槽，溶解，抽

出を行った際の洗浄廃液，凝縮液等を保有する

貯槽，分離施設，精製施設，脱硝施設のウラン

溶液を保有する貯槽及び低濃度プルトニウムを

含む溶液を保有する貯槽，精製施設の注水槽，
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脱硝施設のウラン粉末を保有する貯槽，還元炉

へ供給する還元ガスを保有する貯槽，酸及び溶

媒の回収施設における回収硝酸，溶媒を保有す

る貯槽，分析済溶液を保有する貯槽とする。 

Ｃ 安全機能を有する施設のうち，火災防護設備の

消火設備のうち給水処理設備と兼用するろ過水

貯槽及び固定式消火設備の消火剤を保有する容

器（ボンベ），圧縮空気を供給する空気貯槽，

給水処理設備の純水貯槽，化学薬品貯蔵供給設

備の薬品等を保有する貯槽とする。 

 他施設と共用する給水処理設備のろ過水貯槽，圧縮空気設

備の空気貯槽等の主登録先は再処理施設とする。 

 

(b)容器（塔型） 

分類 対象 

Ａ 臨界防止，閉じ込め，火災及び爆発防止，廃棄

（浄化含む）機能の観点から再処理設備本体の

精製施設においてはプルトニウム濃縮缶，酸化

塔，脱ガス塔，酸及び溶媒の回収施設において

は第２酸回収系の蒸発缶・精留塔，気体の廃棄

施設においては廃ガスの浄化を行う洗浄塔，吸

収塔，ルテニウム吸着塔，廃ガス洗浄器等，液

体廃棄物の廃棄施設においては高レベル廃液等

を処理するための高レベル廃液濃縮缶とする。

また，放射線分解による水素爆発及び TBP 等の

錯体の急激な反応における火災及び爆発に対す

る重大事故等への対処のうち，重大事故等を仮

定する容器である設計基準対処施設と兼用する

プルトニウム濃縮缶，高レベル廃液濃縮缶とす

る。 

Ｂ (1)廃棄（浄化含む）機能の観点から気体廃棄

物の廃棄施設においては廃ガスの浄化を行う洗

浄塔，スプレイ塔等，液体廃棄物の廃棄施設に

おいてはアルカリ廃液及び低レベル廃液等を処

理するための蒸発缶とする。 

(2)安全機能を有する施設のうち，分離施設，

精製施設においてはウラン濃縮缶，酸及び溶媒

の回収施設においては第１酸回収系及び溶媒処
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理系の蒸発缶，精留塔，溶媒蒸留塔，脱硝施設

においてはウラン濃縮缶とする。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 

(c)容器（ライニング型） 

分類 対象 

Ａ 閉じ込め（崩壊熱除去）機能の観点から使用済

燃料の貯蔵施設の容器である燃料貯蔵プール等

及び補給水槽並びに重大事故等の対処において

使用済燃料貯蔵槽への注水又は代替安全冷却水

系等による冷却，注水を行うための水を保有す

る水供給設備の貯水槽とする。 

Ｂ (1)廃棄・保管機能の観点から液体及び固体廃

棄物の廃棄施設において低レベル放射性廃液，

低レベル固体廃棄物（廃樹脂等）の処理・貯

蔵・保管を行うための貯槽とする。 

(2)該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 安全機能を有する施設のうち，火災時における

消火性能を担保するための消火水を保有する消

火用水貯槽とする。 

 容器（ライニング型）は，建物・構築物に金属ライニング

又は樹脂コーティングされた容器をいう。 

 他施設と共用する給水処理設備の消火用水貯槽，水供給設

備の貯水槽の主登録先は再処理施設とする。 

 

(d)パルスカラム 

分類 対象 

Ａ 臨界防止，閉じ込め，火災及び爆発防止機能維

持の観点から，再処理設備本体の分離施設，精

製施設においてプルトニウム（低濃度のものを

除く）を含む有機溶媒又は溶液の抽出及び核分

裂生成物を洗浄により除去するパルスカラムと

する。 

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。 

(2)安全機能を有する施設のうち，再処理設備

本体の分離施設，精製施設において低濃度のプ

ルトニウムを含む有機溶媒又は溶液，ウランを

含む有機溶媒又は溶液の抽出及び核分裂生成物
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を洗浄により除去するパルスカラムとする。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 

(e)ミキサセトラ 

分類 対象 

Ａ 臨界防止，閉じ込め機能，火災及び爆発防止機

能の観点から再処理設備本体の分離施設，精製

施設においてプルトニウム（低濃度のものを除

く）を含む有機溶媒又は溶液の抽出及び核分裂

生成物を洗浄により除去するミキサセトラとす

る。 

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。 

(2)安全機能を有する施設のうち，再処理設備

本体の分離施設，精製施設，酸及び溶媒の回収

施設において低濃度のプルトニウムを含む有機

溶媒又は溶液，ウランを含む有機溶媒又は溶液

等，再利用する有機溶媒等を含む溶液等を溶液

の抽出及び核分裂生成物を洗浄により除去する

ミキサセトラとする。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 

(f)漏えい液受皿 

分類 対象 

Ａ 臨界防止，閉じ込め機能維持の観点から，再処

理設備本体の精製施設，脱硝施設においてプル

トニウム（低濃度のものを除く）を含む溶液の

漏えいによる臨界を防止するための液厚を確保

する必要がある漏えい液受皿及び再処理設備本

体の溶解施設，分離施設，精製施設，放射性廃

棄物の廃棄施設において高レベル放射性液体廃

棄物が配管等から漏えいした場合に漏えい液を

回収するために設置する漏えい液受皿とする。 

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。 

(2)該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 上記以外の放射性物質等を含む溶液が漏えいした場合に

設置される漏えい液受皿は，基本設計方針及び添付書類

（閉じ込めの機能に関する説明書，添付図面）で示す。 
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(g)運搬・製品容器 

分類 対象 

Ａ 臨界防止，閉じ込め機能維持の観点から，ウラ

ン粉末又は MOX 粉末を収納する運搬・製品容

器，固体廃棄物の廃棄施設において溶融ガラス

を保管するキャニスタで可搬型のものとする。 

Ｂ (1)廃棄・保管機能の観点から高濃縮度燃料貯

蔵ラックへ使用済燃料を収納する際に使用する

収納缶，固体廃棄物の廃棄施設においてハル・

エンドピース，チャンネルボックス及びバーナ

ブルポイズン，低レベル固体廃棄物のうちプル

トニウムを含む溶液若しくは粉末又は高レベル

廃液等により汚染された廃棄物であって補助遮

蔽等を用いて放射線への影響を低減又は散逸防

止のための措置を講じて事業所内を運搬する容

器で可搬型のものとする。また，MOX 燃料加工

施設においては，臨界防止機能の維持の観点か

らの加工工程上で取り扱う MOX 粉末，燃料棒等

を収納する容器で可搬型のものとする。 

(2)安全機能を有する施設のうち，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の防染バケットで可

搬型のものとする。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 

(h)ろ過装置 

分類 対象 

Ａ 該当する個別機器等は無い。 

Ｂ (1)使用済燃料の貯蔵，廃棄（浄化含む）機能

の観点から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の燃料貯蔵プール等のプール水の浄化又は液

体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液等の脱塩，

ろ過，浄化するろ過装置とする。 

(2)該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 
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(i)熱交換器 

分類 対象 

Ａ 使用済燃料の貯蔵，閉じ込め（崩壊熱除去），

廃棄（浄化含む）機能の観点から使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設，再処理設備本体，放

射性廃棄物の廃棄施設（気体，液体，固体）に

おいて崩壊熱除去を行う熱交換器及び廃ガスを

冷却して除湿することにより，廃ガス中の放射

性トリチウム，揮発性ルテニウム等を除去する

凝縮器，冷却器とする。また，放射線分解によ

る水素爆発及び冷却機能喪失による蒸発乾固に

対する重大事故等への対処に必要な代替換気設

備の凝縮器，予備凝縮器とする。 

Ｂ (1)廃棄（浄化含む）機能の観点から放射性廃

棄物の廃棄施設（気体，液体，固体）において

廃ガスを冷却して除湿することにより，廃ガス

中の放射性トリチウムの除去，廃ガス中のＮＯ

ｘガス回収，揮発性ルテニウムを除去する凝縮

器，冷却器等，低レベル廃液等を処理するため

の蒸発缶（加熱部）とする。 

該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 容器の附属品として設置している冷却又は加熱を行うコ

イル，ジャケット，蒸発缶（加熱部）等は，ユニット品と

して容器側に機能，性能に係る仕様を纏めて記載する。 

 廃棄機能に係らない換気・空調用又は製品製造のための加

熱・冷却用の熱交換器は除く。 

 

(j)冷却塔／冷凍機 

分類 対象 

Ａ 閉じ込め（崩壊熱除去）機能の観点から気体廃

棄物の廃棄施設及びその他再処理設備の附属施

設の安全冷却水系のセル内クーラ，冷却塔，冷

凍機とする。また，設計上の想定を超える条件

で発生する臨界事故時における拡大防止及び

TBP 等の錯体の急激な反応における火災及び爆

発に対する重大事故等への対処のうち，設計基

準対処施設と兼用する廃ガス貯留処理設備の空
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気圧縮機冷却用の冷却水を供給する一般冷却系

（再処理設備本体用等）の冷却塔とする。 

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。 

(2)安全機能を有する施設のうち，その他再処

理設備の附属施設において各施設へ冷却水を供

給するための一般冷却水系の冷却塔／冷凍機と

する。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 冷却塔／冷凍機は動的機器（ファン，圧縮機）を有するユ

ニット品として冷却塔／冷凍機側に機能，性能に係る仕様

を纏めて記載する。 

 廃棄機能に係らない換気・空調用の冷却塔／冷凍機は除

く。 

 

(k)ボイラ 

分類 対象 

Ａ 閉じ込め機能維持の観点から高レベル放射性液

体廃棄物の漏えいが発生した場合にその他再処

理設備の附属施設の安全蒸気系から特殊ポンプ

へ漏えい液回収駆動用の蒸気を供給するための

安全蒸気ボイラとする。 

Ｂ (1)廃棄機能の観点から蒸発缶処理能力に関わ

る低レベル廃液処理設備の蒸発缶等への加熱蒸

気を供給する蒸気発生器とする。 

(2)安全機能を有する施設のうち，その他再処

理設備の附属施設において各施設へ供給する蒸

気を供給するための一般蒸気系のボイラとす

る。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 ボイラは動的機器（ファン，圧縮機），容器等を含むユニ

ット品としてボイラ側で機能，性能に係る仕様を纏めて記

載する。 

 廃棄機能に係らない換気・空調用のボイラは除く。 

 他施設と共用するボイラの主登録先は再処理施設とする。 
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(l)電気ヒータ 

分類 対象 

Ａ 廃棄機能の観点から気体廃棄物の廃棄施設のせ

ん断処理・溶解廃ガス処理設備に設置し，廃ガ

ス中の放射性よう素を除去するためのよう素フ

ィルタへ送る廃ガスを加熱する加熱器（電気ヒ

ータ）とする。 

Ｂ (1)廃棄機能の観点から気体廃棄物の廃棄施設

の塔槽類廃ガス処理設備及び高レベル廃液ガラ

ス固化廃ガス処理設備に設置し，廃ガス中の放

射性よう素を除去するためのよう素フィルタへ

送る廃ガスを加熱する加熱器（電気ヒータ）と

する。 

(2)該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 

(m)ポンプ 

分類 対象 

Ａ 放射性物質を含む溶液の廃棄，冷却，閉じ込

め，臨界防止（形状寸法管理），非常用電源等

の安全上重要な施設の安全機能維持及び重大事

故等の対処（冷却，放水，注水）に必要な水，

燃料等を移送，補給するポンプで常設又は可搬

型のものとする。 

Ｂ (1)廃棄（浄化含む）機能の観点から燃料貯蔵

プール等の浄化を行うろ過装置にプール水等を

供給するポンプ，気体廃棄物の廃棄施設にいて

廃ガスを移送する溶媒処理廃ガス処理系のポン

プ，液体又は固体廃棄物の廃棄施設の低レベル

廃液等の廃棄処理を行うための蒸発缶，ろ過装

置への供給等に使用するポンプとする。 

(2)該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 火災防護設備の消火設備のうち消火剤（水）を

供給するポンプ，間接支持構造物の地下水の排

水を行うポンプとする。 

 ポンプは動力源に電源を使用するポンプであり，安全機

能，性能の担保に関係しない溶液の移送のみを行うもの及

びドラム缶から発電機等へ燃料を補給する際に使用する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28



 発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【仕様表の作成要領】    

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハンドポンプは除く。 

 他施設と共用する消火設備の消火剤（水）を供給するポン

プの主登録先は再処理施設とする。 

 

(n)特殊ポンプ 

分類 対象 

Ａ 高レベル廃液等の漏えい時において閉じ込め機

能維持の観点から沸騰の可能性がある溶液を移

送するために安全蒸気系からの蒸気を供給して

駆動するスチームジェットポンプとする。 

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。 

(2)該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 上記以外の放射性物質等を含む溶液が漏えいした場合に

回収する特殊ポンプは，基本設計方針及び添付書類（閉じ

込めの機能に関する説明書，添付図面）で示す。 

 

(o)圧縮機 

分類 対象 

Ａ 火災及び爆発防止（水素掃気）及び安全上重要

な施設の支援機能（計測制御用空気の供給等）

の確保及び重大事故等の対処に必要な圧縮空気

（水素掃気用圧縮空気の供給及び臨界事故時に

おける廃ガス貯留を行うための空気供給並びに

計測制御用空気の供給等）を供給する安全圧縮

空気系及び一般圧縮空気系の空気圧縮機で常設

又は可搬型のものとする。 

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。 

(2)安全機能を有する施設のうち，その他再処

理設備の附属施設において各施設へ供給する圧

縮空気を供給するための一般圧縮空気系の圧縮

機とする。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 上記以外の圧縮機で溶液移送用，計装用（弁駆動用，計測

用），機械装置駆動用，発電機始動用に使用するものを除

く。 

 他施設と共用する圧縮機の主登録先は再処理施設とする。 
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(p)ファン 

分類 対象 

Ａ 安全上重要な施設及び重大事故等対処設備のう

ち「公衆の放射線障害の防止（環境への放射性

物質の放出量を合理的に達成できる限り低くす

ること）を目的として設置するもの」として，

放射性物質の放出を抑制，低減及びセル，グロ

ーブボックス等への閉じ込め（廃棄，換気，崩

壊熱除去）機能の観点から気体廃棄物の廃棄施

設の廃ガス及び空気を廃棄する廃ガス処理設備

及び換気設備の排風機及び製品貯蔵施設の崩壊

熱を除去するための換気設備の排風機，設計基

準事故時及び重大事故時において「従事者等の

放射線防護を目的として設置するもの」とし

て，従事者等の居住性を維持する観点から制御

室及び緊急時対策所に設置する換気設備の送風

機で常設又は可搬型のものとする。 

Ｂ (1)安全機能を有する施設のうち「公衆の放射

線障害の防止（環境への放射性物質の放出量を

合理的に達成できる限り低くすること）を目的

として設置するもの」として，放射性物質の放

出を抑制，低減及び建屋内等への閉じ込め（換

気，廃棄）機能を持つ気体廃棄物の廃棄施設の

廃ガス及び空気を廃棄する廃ガス処理設備及び

換気設備（収納管及びフード等含む）の排風機

とする。 

(2)該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 廃棄・換気・崩壊熱除去機能に係らない換気・空調用の送

風機は除く。 
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Ｂ．主要弁 

主配管に施設する弁のうち，「原子炉冷却材圧力バウンダリの

隔離弁」，「原子炉非常停止信号又は工学的安全施設等起動（作

動）信号により直接作動する自動操作弁（原子炉格納容器バウ

ンダリの隔離弁を含む。）」及び「加圧水型発電用原子炉施設の

主蒸気逃がし弁（設置許可基準規則第２条第２項第１４号の重

大事故等対処設備として最終的な熱の逃がし場へ輸送する設

備として機能するもの）」をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(q)主要弁 

分類 対象 

Ａ ・安全上重要な施設の安全機能維持及び重大事

故等への対処のために必要な計測制御系統施設

及び警報設備等からの自動操作信号により作動

する弁，ダンパとする。 

・計測制御系統施設及び警報設備等からの自動

操作信号により作動する弁，ダンパ以外で，設

計基準事故又は重大事故等への対処のために必

要な主配管に設置する弁のうち安全評価，有効

性評価でその機能，性能（バウンダリ含む）を

期待している弁及びダンパ（手動弁及び手動ダ

ンパを除く）で常設又は可搬型のものとする。 

Ｂ (1)安全機能を有する施設のうち，火災及び爆

発の防止の観点から熱的・化学的制限値を維持

のために必要な計測制御系統施設及び警報設備

等からの自動操作信号により作動する弁，ダン

パとする。 

(2)該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 溢水（蒸気含む）又は化学薬品が漏えいした場

合の影響を抑制するためにこれを隔離するため

のシステムからの信号により作動する弁とす

る。 

 以下に主要弁のうち，自動操作信号により作動する弁以外の

対象例を示す。 

 重大事故時において放射線分解により発生する水素の発

生防止のために代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

槽から所定の圧力又は流量で水素掃気用の空気を供給す

るために作動する減圧弁（代替安全圧縮空気系） 

 高レベル廃液ガラス固化設備の溶融ガラスの漏えい時に

おける固化セル圧力放出系からの放出を行うために作動

する逆止弁（設計基準事故時における閉じ込め機能維持） 

 プール水冷却系又は安全冷却水系の機能維持の観点から

下位クラスとの接続部に設置され冷却水の異常な漏出を

防止するために作動する逆止弁（安全冷却水系による崩壊

熱除去機能:PS の維持） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・主要弁について，発電炉

ガイドを参考に安重，SA

機能維持の観点から計装

設備等からの信号により

作動する弁，ダンパ及び

機能維持の観点から必要

な弁，ダンパのうち手動

弁，手動ダンパを除くも

のが対象であることを追

加。（ヒアリング時主要弁

範囲コメント有） 
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Ｃ．安全弁及び逃がし弁 

通常運転状態，工学的安全施設の作動状態又は重大事故等対処

設備の作動状態において，容器又は主配管の過圧破損を防止す

るために設置する安全弁又は逃がし弁をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．主配管 

通常運転状態，工学的安全施設の作動状態又は重大事故等時

においてその配管が属する系統に求める主たる機能を果たす

ために本流が流れる配管をいう。使用済樹脂移送配管のよう

に，流体が常時流れないものも含むこととする。 

 

 

 

 

 

ただし，放射線管理施設の換気設備においては，事故時にお

(r)安全弁及び逃がし弁 

分類 対象 

Ａ 通常運転状態，安全上重要な施設の作動状態又

は重大事故等対処設備の作動状態において，容

器又は主配管の過圧破損を防止するために設置

する安全弁又は逃し弁で常設又は可搬型のもの

とする。 

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。 

(2)該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

以下に安全弁及び逃がし弁の対象例を示す。 

 圧縮空気設備の安全圧縮空気系の容器又は主配管の過圧

破損を防止するために設置する安全弁又は逃がし弁とす

る。（通常運転時） 

 設計基準事故時において高レベル廃液の漏えいが発生し

た場合に起動する給水施設の蒸気供給設備の安全蒸気系

の容器又は主配管の過圧破損を防止するために設置する

安全弁及び逃がし弁とする。（設計基準事故時） 

 重大事故時において放射線分解により発生する水素の発

生防止のために代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

槽等から水素掃気用の空気を供給する系統，設計上の想定

を超える条件で発生する臨界事故時における拡大防止又

は TBP 等の錯体の急激な反応における火災及び爆発の拡

大防止として廃ガス貯留設備において発生した廃ガスを

貯留する容器及び主配管の過圧破損を防止するための安

全弁及び逃がし弁とする。（重大事故時） 

 

(s)主配管 

分類 対象 

共通 ・通常運転状態，安全上重要な施設の作動状態

又は重大事故時等において，その配管が属する

系統に求める主たる機能を果たすために本流が

流れる常設又は可搬型の配管（減衰器含む），

ダクト，ホースとする。液体状の放射性廃棄物

の移送配管のように，流体が常時流れないもの

も含むこととする。 

・計測制御系統施設及びその他再処理設備の附

属施設等の制御室換気設備，緊急時対策建屋の
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いて公衆並びに中央制御室，緊急時制御室及び緊急時対策所の

従事者等の放射線障害の防止の機能として必要なもので他の

設備に属さないものとする。 

 

 

 

 

本流が流れる箇所の管継手も主配管とし，要目表に記載する

必要があるが，クラス３管，重大事故等クラス３管又は発電用

火力設備に関する技術基準を定める省令（平成９年通商産業省

令第５１号。以下「火力省令」という。）を準用する管に接続す

る管継手であって，ＪＩＳ規格若しくは設計・建設規格に適合

し，管と同等以上の肉厚を有するもの又はそれらと同等の保安

水準の確保が達成できるものにあっては，要目表への記載を必

要としないこととする。 

また，クラス１管，クラス２管，重大事故等クラス１管又は

重大事故等クラス２管であって，母管から分岐する主配管に接

続するための管台については，要目表に明記することとする。 

 

 

テストライン，ミニマムフロ－ライン，バイパスライン（沸

騰水型発電用原子炉施設に係るタービンバイパスラインは除

く。），循環ライン（容器の撹拌を目的とするライン），ドレン

ライン，ベントライン及び計装ラインは主たる機能を果たすた

めに本流が流れる配管ではないため主配管にはならないが，主

配管からの分岐部は主配管の管台として必要に応じて評価対

象となるほか，系統図において必要な仕様（外径，厚さ及び材

料等）を記載することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

換気設備においては，設計基準事故及び重大事

故等時において公衆並びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室，中央制御室及び緊

急時対策所の従事者等の放射線障害の防止の機

能として必要なもので，気体状の放射性物質を

含む気体廃棄物の廃棄施設の換気設備に属さな

い換気設備のダクトとする。 

 管継手及び管台については，原則として，JIS 規格品又は

JIS 規格相当品の場合は，仕様表への記載を必要としない

こととし，特殊な異材継手等の管継手及び管台について

は，仕様表へ記載し，系統図において必要な仕様（外径，

厚さ及び材料等）を記載することとする。（管継手の扱い

については，別添３を参照。） 

 

 

 

 

 

 

 

 テストライン，ミニマムフローライン，バイパスライン，

循環ライン（容器の攪拌を目的とするライン），ドレンラ

イン，ベントライン及び計装ライン（放射線監視設備のモ

ニタリング設備の計測ライン含む），オーバーフローライ

ン液調整ライン，除染ライン，槽間移送ライン，分析採取

ライン，一般ユーティリティ設備であって当該流体の供給

が安全機能維持及び重大事故等の対処に関係しない機器

等へ供給する配管は，主たる機能を果たすために本流が流

れる配管ではないため主配管にはならないが，主配管から

の分岐部は主配管の管台として必要に応じて評価対象と

なる。評価対象で必要となる管台の仕様は，添付書類（強

度及び耐食性に関する説明書，系統図）で外径，厚さ及び

材料等を記載する。 
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Ｄ．フィルター 

規則別表第２において「公衆の放射線障害の防止を目的とし

て設置するものに限る。」又は「従事者等の放射線防護を目的

として設置するものに限る。」とされており，気体状の放射性

よう素を除去するよう素（チャコール）フィルター及び放射性

微粒子を除去する微粒子（高性能粒子）フィルターを記載する

必要がある。 

「公衆の放射線障害の防止を目的として設置するもの」として

は，環境へ排気することを想定した系統（循環運転が基本であ

っても排気筒等へ接続する排気系統を有するものを含む。）で，

放射性物質の放出を抑制，低減，又は除去するために設置する

ものとする。ただし，「従事者等の放射線防護を目的として設

置するもの」として給気側に設置するものは「公衆の放射線障

害の防止を目的として設置するもの」には含めない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(t)フィルタ 

分類 対象 

Ａ 安全上重要な施設及び重大事故等対処施設のう

ち，通常運転時，設計基準事故時又は重大事故

等時において「公衆の放射線障害の防止（環境

への放射性物質の放出量を合理的に達成できる

限り低くすること）を目的として設置するも

の」として塔槽類からの廃ガス等を処理する廃

ガス処理設備及び放射性物質を含む建屋及びセ

ル等の換気設備の排気側に設置する気体状の放

射性よう素を除去するよう素フィルタ，放射性

微粒子を除去する微粒子（高性能粒子）フィル

タ及びミストフィルタであって常設又は可搬型

のものとする。 

また，「従事者等の放射線防護を目的として設

置するもの」としては，設計基準事故時又は重

大事故等時における従事者等の居住性を確保す

るための制御室換気設備及び緊急時対策建屋換

気設備の給気側に設置する放射性微粒子を除去

する微粒子（高性能粒子）フィルタであって常

設又は可搬型とする。 

Ｂ (1)廃棄機能の観点から通常運転時，設計基準

事故時において「公衆の放射線障害の防止（環

境への放射性物質の放出量を合理的に達成でき

る限り低くすること）を目的として設置するも

の」として塔槽類からの廃ガス等を処理する廃

ガス処理設備及び放射性物質を含む建屋の換気

設備の排気側に設置する気体状の放射性微粒子

を除去する微粒子（高性能粒子）フィルタとす

る。 

(2)安全機能を有する施設のうち，塔槽類から

の廃ガス等を処理する廃ガス処理設備の排気側

に設置する気体状の放射性よう素を除去するよ

う素フィルタとする。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 廃棄・換気・居住性機能（除去効率）に関係しないフィル

タは除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・フィルタについて，公衆

への放射線障害の防止

（平常時，事故時）及び事

故時における従事者等へ

の放射線防護を目的とし

て制御室換気設備及び緊

急時対策所換気設備のフ

ィルタが対象であること

を明確化。 
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Ｅ．原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器バウンダ

リ 

  原子炉冷却材圧力バウンダリについては技術基準規則に

定めるものとし，原子炉格納容器バウンダリについては，原子

炉冷却材圧力バウンダリ，原子炉格納容器バウンダリの範囲を

定める規程（JEAG4602-2004 日本電気協会）に定めるものをい

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(u)建物・構築物 

分類 対象 

Ａ 臨界防止，閉じ込め，遮蔽，外部衝撃（外部火

災，航空機墜落火災等），火災及び爆発の防止

機能の観点から安全上重要な施設及び重大事故

等対処設備を収納する建物・構築物（洞道含

む）とし，遮蔽設備（外部遮蔽及びセル遮蔽の

コンクリート壁），放射性固体廃棄物を貯蔵・

保管廃棄するための崩壊熱除去機能を有する貯

蔵ピット（収納管・通風管・冷却空気出口シャ

フト等），製品貯蔵施設の貯蔵ホールを含むも

のとする。 

・遮蔽，外部衝撃（外部火災，航空機墜落火災

等），火災及び爆発の防止機能の観点から放射

性物質は内包しないが設計基準事故及び重大事

故等対処に必要な設備を収納する制御室，緊急

時対策所，保管庫・貯水所とする。 

Ｂ (1)閉じ込め，遮蔽，外部衝撃（外部火災，航

空機墜落火災等），火災及び爆発の防止機能の

観点から安全機能を有する施設のうち，放射性

物質を内包する建物・構築物（洞道含む）で使

用済燃料，放射性固体廃棄物を貯蔵・保管廃棄

するための崩壊熱除去機能を有する使用済燃料

輸送容器の保管エリア，低レベル固体廃棄物等

の保管エリアの他，施設外への漏えい防止の観

点で設置している施設外漏えい堰とする。 

(2)該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 外部遮蔽及びセル遮蔽（コンクリート壁），火災区域又は

火災区画を構成する火災区域・火災区画構築物（コンクリ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

・発電炉固有の設備であ

るため，記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当無し 
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ート壁），外部衝撃（外部火災，航空機墜落火災等）からの

防護壁（コンクリート壁）は，建物・構築物のユニット品

として機能，性能に係る仕様を纏めて記載する。 

 他施設と共用する貯蔵容器搬送用洞道の主登録は MOX 燃

料加工施設とする。 

 

(v)排気筒 

分類 対象 

Ａ 通常運転時，設計基準事故時及び重大事故等時

において「公衆の放射線障害の防止（環境への

放射性物質の放出量を合理的に達成できる限り

低くすること）を目的として設置するもの」と

して，環境へ排気（廃棄）することを想定した

排気筒（主排気筒，北換気筒のうち鉄塔及び使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）を対象とす

る。 

Ｂ (1)所定の排気口から環境へ排気（廃棄）する

排気筒として，北換気筒のうち使用済燃料輸送

容器管理建屋換気筒及びハル・エンドピース及

び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒，低レベル

廃棄物処理建屋換気筒及び燃料加工建屋の排気

筒とする。 

(2)該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 排気筒内に設置される各筒身は，排気筒のユニット品とし

て機能，性能に係る仕様を纏めて記載する。 

 他施設と共用する北換気筒（鉄塔）の主登録は廃棄物管理

施設とする。 

 

(w)飛来物防護設備 

分類 対象 

Ａ 該当する個別機器等は無い。 

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。 

(2)該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 外部衝撃（竜巻，航空機落下等）による設計飛

来物からの安全上重要な施設の安全機能及び重

大事故等対処設備の機能を確保するための飛来

物防護ネット，飛来物防護板，防護扉等とす
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る。 

 

(x)ラック 

分類 対象 

Ａ 臨界防止及び落下・転倒機能の維持の観点から

使用済燃料の貯蔵施設において使用済燃料の仮

置き，搬送，貯蔵を行うための容器である燃料

貯蔵ラック，バスケット，仮置き架台等及び製

品貯蔵施設においてウラン粉末又は MOX 粉末等

の搬送，貯蔵を行うための容器とする。また，

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための重大事故等

への対処のうち，臨界防止を行うための使用済

燃料の仮置き，搬送，貯蔵を行うための容器で

ある設計基準対処施設と兼用する燃料貯蔵ラッ

ク，バスケット，仮置き架台等とする。 

Ｂ (1)安全機能を有する施設のうち，固体廃棄物

の廃棄施設において高レベル固体廃棄物（ガラ

ス固化体）の遮蔽，転倒防止の観点から一時保

管を行う仮置き架台等とする。 

(2)該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 空容器を収納するラックは除く。 

 

(y)防水／被液防護設備 

分類 対象 

Ａ 該当する個別機器等は無い。 

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。 

(2)該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 溢水及び化学薬品の漏えい防止による安全上重

要な施設の安全機能及び重大事故等対処設備の

機能を確保するための防水区画構造物（堰，防

水扉，水密扉，止水板及び蓋）とする。 

 

(z)遮蔽設備 

分類 対象 

Ａ 通常運転時，設計基準事故時又は重大事故等時

において「公衆の放射線障害の防止（環境への
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放射性物質の放出量を合理的に達成できる限り

低くすること）を目的として設置するもの」及

び「従事者等の放射線防護を目的として設置す

るもの」として安全上重要な施設及び重大事故

等対処施設を収納する放射性物質等を含む建

物・構築物の補助遮蔽（ハッチ，窓，プラグ，

扉，蓋等）とする。 

Ｂ (1)通常運転時において「公衆の放射線障害の

防止（環境への放射性物質の放出量を合理的に

達成できる限り低くすること）を目的として設

置するもの」及び「従事者等の放射線防護を目

的として設置するもの」として安全機能を収納

する放射性物質等を含む建物・構築物の補助遮

蔽（ハッチ，窓，プラグ，扉，蓋等）とする。 

(2)該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 ポンプ，核燃料物質等取扱いボックス等に附属している補

助遮蔽は，ユニット品としてポンプ，核燃料物質等取扱い

ボックス等側で機能，性能に係る仕様を纏めて記載する。 

 外部遮蔽及びセル遮蔽（コンクリート壁）は，建物・構築

物のユニット品として機能，性能に係る仕様を纏めて記載

する。 

 

(aa)搬送設備 

分類 対象 

Ａ 臨界防止，使用済燃料を取り扱う搬送設備であ

って，従事者及び公衆への過度の被ばく防止の

観点から安全上重要な落下及び転倒防止機能を

有する搬送設備（クレーン）とする。 

Ｂ (1)安全機能を有する施設のうち通常運転時に

おいて核燃料物質等を取り扱う落下及び転倒防

止機能を有する搬送設備（クレーン，台車等）

とする。 

(2)該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 放射線障害の観点から人への影響が小さい低レベル固体

廃棄物等を運搬する搬送設備を除く。 

 他施設と共用する洞道搬送台車の主登録は MOX 燃料加工
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施設とする。 

 

(ab)機械装置 

分類 対象 

Ａ 臨界防止，閉じ込め機能の観点から核燃料物質

等の移送，運搬，処理を行う安全上重要な施設

に係る脱硝施設のプルトニウムを含む粉末を取

り扱う脱硝皿取扱装置，粉砕機，混合機，粉末

充てん機等とする。MOX 燃料加工施設において

は，MOX 燃料の主要な加工工程の装置(一次混合

装置等)とする。 

Ｂ (1)廃棄機能，火災及び爆発防止機能の観点か

ら気体，液体，固体状の放射性廃棄物の処理を

行う機械装置類で，放射性廃棄物の廃棄施設の

固化装置，チャンネルボックス及びバーナブル

ポイズンを切断する装置，熱分解装置，焼却装

置等とする。 

(2)安全機能を有する施設のうち，核燃料物質

等の移送，運搬，処理及び気体，液体，固体状

の放射性廃棄物の処理を行う機械装置類で，ウ

ラン粉末及び MOX 粉末を取り扱う取扱装置，検

査装置等とする。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 

(ac)核物質等取扱ボックス 

分類 対象 

Ａ 安全上重要な施設のうち，精製施設，脱硝施

設，MOX 燃料加工施設において粉体及び液体状

のプルトニウム等を取扱う設備機器を収納する

グローブボックスとする。また，MOX 燃料加工

施設のグローブボックス内における火災におけ

る重大事故等の発生を仮定するグローブボック

ス及び対処を行うために必要なグローブボック

スとする。 

Ｂ (1)安全機能を有する施設のうち密封されてい

ない核燃料物質（ウラン及びはプルトニウムを

含む溶液又は粉末）及び使用済燃料等（放射性

廃棄物）を取り扱うものであって，閉じ込め機
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Ｆ．非常用のもの 

  規則別表第１又は別表第２の原子炉冷却系統施設，計測制

御系統施設，放射線管理施設及びその他発電用原子炉の附属施

設の非常用電源設備で記載されており，設計基準事故時に機能

が要求される機器等にあっては施設ごとに以下のものをいう。

また，重大事故等対処設備を構成する機器等も含むものとす

る。 

 

 
発電用原子炉

施設の種類 

沸騰水型 

発電用原子炉施設 

改良型沸騰水型 

発電用原子炉施設 

加圧水型 

発電用原子炉施設 

原子炉冷却系

統施設 

〇原子炉補機冷却設備に

あっては，工学的安全施

設等の機器へ冷却水を供

給することにより，工学

的安全施設等としての機

能を間接的に果たすも

の。 

また，非常用電源設備に

冷却水を供給する場合は

その範囲も含む。 

〇原子炉補機冷却設備に

あっては，工学的安全施

設等の機器へ冷却水を供

給することにより，工学

的安全施設等としての機

能を間接的に果たすも

の。 

また，非常用電源設備に

冷却水を供給する場合は

その範囲も含む。 

〇原子炉補機冷却設備に

あっては，工学的安全施

設等の機器へ冷却水を供

給することにより，工学

的安全施設等としての機

能を間接的に果たすも

の。 

また，非常用電源設備，

原子炉停止系又は制御用

空気設備に冷却水を供給

する場合はその範囲も含

む。 

計測制御系統

施設 

〇制御方式及び制御方法

にあっては，発電用原子

炉の緊急停止機能又は未

臨界維持機能を有する以

下のもの。 

・発電用原子炉の反応度

の制御方式 

・ほう酸水注入の制御方

式 

・制御棒の位置の制御方

法 

・ほう酸水注入設備の制

御方法 

・安全保護系等の制御方

式及び制御方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇制御材駆動装置にあっ

ては，原子炉の緊急停止

機能及び未臨界維持機能

を有する以下のもの。 

・制御棒駆動機構 

・制御棒駆動水圧設備

（スクラム機能に係る容

器，主要弁及び主配管に

限る。） 

〇制御方式及び制御方法

にあっては，発電用原子

炉の緊急停止機能又は未

臨界維持機能を有する以

下のもの。 

・発電用原子炉の反応度

の制御方式 

・ほう酸水注入の制御方

式 

・制御棒の位置の制御方

法 

・ほう酸水注入設備の制

御方法 

・安全保護系等の制御方

式及び制御方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇制御材駆動装置にあっ

ては，原子炉の緊急停止

機能及び未臨界維持機能

を有する以下のもの。 

・制御棒駆動機構 

・制御棒駆動水圧設備

（スクラム機能に係る容

器，主要弁及び主配管に

限る。） 

〇制御方式及び制御方法

にあっては，発電用原子

炉の緊急停止機能又は未

臨界維持機能を有する以

下のもの。 

・発電用原子炉の反応度

の制御方式 

 

 

・制御棒の位置の制御方

法 

・一次冷却材のほう素濃

度の制御方法 

・安全保護系等の制御方

式及び制御方法 

 

〇ほう酸注入機能を有す

る設備にあっては，未臨

界維持機能を有する以下

のもの。 

・ほう酸を内包するポン

プ，容器，ろ過装置及び

主配管 

 
（続き） 〇計測装置にあっては， 〇計測装置にあっては， 〇計測装置にあっては，

能（グローブボックスの密閉構造又はフードの

風速維持）の観点から閉じ込め一次バウンダリ

となるグローブボックス，オープンポートボッ

クス，フードとする。 

(2)該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 

(ad)変圧器 

分類 対象 

Ａ 安全上重要な施設の安全機能及び重大事故等対

処施設の機能を維持するために必要な電源供給

機能維持の観点から外部からの電源を受電し，

負荷先である各施設で使用するための電源へ降

圧するための受電開閉設備の変圧器，動力変圧

器とする。 

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。 

(2)該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 他施設と共用する受電開閉設備の変圧器の主登録は再処

理施設とする。 

 

(ae)受電開閉設備用遮断器 

分類 対象 

Ａ 安全上重要な施設の安全機能及び重大事故等対

処施設の機能を維持するために必要な電源供給

機能維持の観点から，外部からの電源を受電し，

負荷先である各施設側で故障等が発生した場合

又は外部電源側での１相開放等による故障が発

生した場合であっても安定した電源を供給する

ための母線構成及び故障箇所の切り離しを行う

ための受電開閉設備用遮断器とする。 

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。 

(2)該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 他施設と共用する受電開閉設備用遮断器の主登録は再処

理施設とする。 
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 発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【仕様表の作成要領】    

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 
計測制御系統

施設 

以下を計測する装置であ

って，工学的安全施設等

起動信号又は原子炉非常

停止信号の発生機能を有

するもの若しくは事故時

のプラント状態の把握機

能を有するもの。 

・中性子束（中性子源領

域，中間領域，出力領

域） 

・原子炉圧力容器本体内

の圧力又は水位 

 

 

 

・原子炉格納容器本体内

の圧力 

・原子炉格納容器本体内

の水素ガス濃度 

 

 

・制御棒の位置 

 

・原子炉格納容器本体へ

の冷却材流量 

・原子炉格納容器本体の

水位 

・原子炉建屋内の水素ガ

ス濃度 

以下を計測する装置であ

って，工学的安全施設等

起動信号又は原子炉非常

停止信号の発生機能を有

するもの若しくは事故時

のプラント状態の把握機

能を有するもの。 

・中性子束（中性子源領

域，中間領域，出力領

域） 

・原子炉圧力容器本体内

の圧力又は水位 

 

 

 

・原子炉格納容器本体内

の圧力 

・原子炉格納容器本体内

の水素ガス濃度 

・炉心流量 

 

・制御棒の位置 

・制御棒駆動水の圧力 

・原子炉格納容器本体へ

の冷却材流量 

・原子炉格納容器本体の

水位 

・原子炉建屋内の水素ガ

ス濃度 

以下を計測する装置であ

って，工学的安全施設等

起動信号又は原子炉非常

停止信号の発生機能を有

するもの若しくは事故時

のプラント状態の把握機

能を有するもの。 

・中性子束（中性子源領

域，中間領域，出力領

域） 

・原子炉容器本体の入口

又は出口の一次冷却材の

圧力，温度又は流量 

・加圧器内の圧力又は水

位 

・原子炉格納容器本体内

の圧力 

 

 

・蒸気発生器内の水位 

・主蒸気の圧力又は流量 

 

 

・原子炉格納容器本体へ

の冷却材流量 

・原子炉格納容器本体の

水位 

・二次格納施設内の水素

ガス濃度 

放射線管理施

設 

〇プロセスモニタリング

設備にあっては，以下を

計測する装置であって，

工学的安全施設等起動信

号又は原子炉非常停止信

号の発生機能を有するも

の若しくは事故時のプラ

ント状態の把握機能を有

するもの。 

・主蒸気管中の放射性物

質濃度 

・原子炉格納容器本体内

の放射性物質濃度 

・放射性物質により汚染

するおそれがある管理区

域から環境に放出する排

水中又は排気中の放射性

物質濃度 

〇エリアモニタリング設

備にあっては，以下を計

測する装置であって，事

故時の状態の把握機能を

有するもの。 

 

 

・使用済燃料貯蔵槽エリ

アの線量当量率 

〇換気設備にあっては，

放射性物質の放出低減機

能及び安全上特に重要な

関連機能を有する以下の

もの。 

・中央制御室，中央制御

室外の原子炉停止機能を

有する場所，緊急時制御

室及び緊急時対策所に設

置する換気設備（事故時

に循環及び浄化を行うも

のに限る。） 

〇プロセスモニタリング

設備にあっては，以下を

計測する装置であって，

工学的安全施設等起動信

号又は原子炉非常停止信

号の発生機能を有するも

の若しくは事故時のプラ

ント状態の把握機能を有

するもの。 

・主蒸気管中の放射性物

質濃度 

・原子炉格納容器本体内

の放射性物質濃度 

・放射性物質により汚染

するおそれがある管理区

域から環境に放出する排

水中又は排気中の放射性

物質濃度 

〇エリアモニタリング設

備にあっては，以下を計

測する装置であって，事

故時の状態の把握機能を

有するもの。 

 

 

・使用済燃料貯蔵槽エリ

アの線量当量率 

〇換気設備にあっては，

放射性物質の放出低減機

能及び安全上特に重要な

関連機能を有する以下の

もの。 

・中央制御室，中央制御

室外の原子炉停止機能を

有する場所，緊急時制御

室及び緊急時対策所に設

置する換気設備（事故時

に循環及び浄化を行うも

のに限る。） 

〇プロセスモニタリング

設備にあっては，以下を

計測する装置であって，

工学的安全施設等起動信

号又は原子炉非常停止信

号の発生機能を有するも

の若しくは事故時のプラ

ント状態の把握機能を有

するもの。 

・主蒸気管中の放射性物

質濃度 

・原子炉格納容器本体内

の放射性物質濃度 

・放射性物質により汚染

するおそれがある管理区

域から環境に放出する排

水中又は排気中の放射性

物質濃度 

〇エリアモニタリング設

備にあっては，以下を計

測する装置であって，事

故時の状態の把握機能を

有するもの。 

・原子炉格納容器本体内

の線量当量率 

・使用済燃料貯蔵槽エリ

アの線量当量率 

〇換気設備にあっては，

放射性物質の放出低減機

能及び安全上特に重要な

関連機能を有する以下の

もの。 

・中央制御室，中央制御

室外の原子炉停止機能を

有する場所，緊急時制御

室及び緊急時対策所に設

置する換気設備（事故時

に循環及び浄化を行うも

のに限る。） 

その他発電用

原子炉の附属

施設の非常用

電源設備 

〇その他の電源装置にあっては，発電用原子炉の安全性を確保するために工学的安全

施設等に電源を供給するもの 

※原則として，発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指

針（平成２年８月３０日原子力安全委員会決定）等でクラス１又は２として規定

される構築物，系統又は機器を対象としている。 

 

(af)電源盤 

分類 対象 

Ａ 外部電源喪失又は交流電源喪失時において，安

全機能を有する施設，安全上重要な施設の安全

機能及び重大事故等対処施設の機能を維持する

ために必要な電源供給機能維持の観点から，外

部電源又は発電機から負荷先である各施設側で

使用するための電源を供給及び故障時において

内蔵する配線遮断器等により故障箇所の切り離

しを行うための電源盤（メタルクラッドギア開

閉装置，パワーセンタ，モータコントロールセン

タ，分電盤，計測交流電源盤，充電器盤）であっ

て常設又は可搬型のものとする。 

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。 

(2)該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 電源供給を行う際に使用するケーブル（常設又は可搬型）

は基本設計方針対象とする。 

 

(ag)発電機 

分類 対象 

Ａ 外部電源喪失又は交流電源喪失時において，安

全上重要な施設の安全機能及び重大事故等対処

施設の機能を維持するために必要な電源供給機

能維持の観点から，負荷先である各施設側で使

用するための非常用電源，重大事故へ対処する

ために必要な電源を供給する常設（内燃機関）又

は可搬型の発電機とする。 

Ｂ (1)外部電源喪失時において，廃棄物管理施設

の安全機能を維持するために必要な電源供給機

能の観点から，負荷先である廃棄物管理施設に

必要な電源を供給するため電力を供給する予備

用発電機とする。 

(2)該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 電源供給を行う際に使用するケーブル（常設又は可搬型）

は基本設計方針対象とする。 
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(ah)無停電電源装置 

分類 対象 

Ａ 外部電源喪失又は交流電源喪失時において，安

全上重要な施設の安全機能及び重大事故等対処

施設の機能を維持するために必要な電源供給機

能維持の観点から，負荷先である各施設側で使

用するために必要な無停電電源を供給するため

の無停電電源装置で常設のものとする。 

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。 

(2)該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 

(ai)電力貯蔵装置 

分類 対象 

Ａ 外部電源喪失又は交流電源喪失時において，安

全上重要な施設の安全機能を維持するために必

要な電源供給機能維持の観点から，負荷先であ

る各施設側で使用するための非常用電源として

必要な直流電源を供給するための蓄電池で常設

のものとする。 

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。 

(2)該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 

(aj)計装／放管設備 

＜計装設備＞ 

分類 対象 

Ａ 通常運転状態，運転時の異常な過渡変化時，設計

基準事故時及び重大事故等時において安全上重

要な施設の安全機能及び重大事故等へ対処する

ための機能を確保するためにプラントの状態を

監視又は推定，制御（計測制御設備，安全保護回

路及び代替安全保護回路からの信号による安全

保護動作含む）するための計器等（設計基準対処

施設の計測制御設備，安全保護回路，警報設備

等，重大事故等対処設備の計装設備（空冷装置含

む），代替安全保護回路）で常設又は可搬型のも

のとする。また，制御室及び緊急時対策所におけ
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る居住性が維持されていることを確認するため

の計器を含むものとする。 

Ｂ (1)臨界防止，火災及び爆発防止，閉じ込め

（崩壊熱除去），廃棄機能に係る安全機能を有

する施設の健全性を確認するために必要なパラ

メータを直接又は間接的に監視，制御する計器

等とする。 

(2)該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 溢水（蒸気含む）又は化学薬品が漏えいした場

合の影響を抑制するための主要弁を作動させる

ための計器及び間接支持構造物の地下水対策等

に使用する集水ピットの水位計とする。 

 電源供給を行う際に使用するケーブル及び信号伝送に使

用するケーブル，無線伝送装置（アンテナ含む）及び制御

盤，監視盤で常設又は可搬型のものは基本設計方針対象と

する。 

 重大事故等の対処において使用する可搬型の水素濃度計

や燃料貯蔵プール等の監視装置は，容器，ホース，ファン，

凝縮器等のユニット品で構成されることから機能，性能に

係る仕様を纏めて記載する。 

 他施設と共用する計装設備の主登録は再処理施設とする。 

 

 ＜放管設備＞ 

通常運転状態，設計基準事故時及び重大事故等時において公

衆又は従事者の放射線障害の防止（環境への放射性物質の放出

量を合理的に達成できる限り低くすること）を目的として放射

線又は放射性物質の濃度等を監視する放管設備は以下のとお

り。 

分類 対象 

Ａ ・大気中へ放出される放射性物質の濃度及び線

量を監視及び測定し，並びにその結果を記録す

るための放射線監視設備及び代替モニタリング

設備の常設又は可搬型の排気モニタとする。 

・設計基準事故時及び重大事故時において、大気

中へ放出される放射性物質の濃度及び線量を監

視及び測定し，並びにその結果を記録するため

の設備である，放射線監視設備（排気筒モニタ），

環境モニタリング設備（モニタリングポスト
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等），代替モニタリング設備（可搬型線量率計

等），環境管理設備（放射能観測車），代替放射能

観測設備等で常設又は可搬型のものとする。 

・重大事故時において空気中の放射性物質濃度

等を分析するために使用する試料分析関係設備

（核種分析装置等），代替試料分析関係設備で常

設又は可搬型のものとする。 

・周辺監視区域における外部放射線に関わる線

量当量，空気中の濃度，放射性物質に汚染された

ものの表面密度を測定するサーベイメータで重

大事故等の対処において使用するものとする。 

・制御室及び緊急時対策所における居住性が維

持されていることを確認するための設備を含む

ものとする。 

Ｂ (1) 

・大気中へ放出される放射性物質の濃度及び線

量を監視及び測定し，並びにその結果を記録す

るための放射線監視設備のシャフトモニタとす

る。 

・管理区域における外部放射線に関わる線量当

量，空気中の濃度，放射性物質に汚染されたも

のの表面密度を測定する臨界警報装置，エリア

モニタ，ダストモニタ，サーベイメータとす

る。 

(2)該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 電源供給を行う際に使用するケーブル及び信号伝送に使

用するケーブル，無線伝送装置（アンテナ含む）及び制御

盤，監視盤で常設又は可搬型のものは基本設計方針対象と

する。 

 他施設と共用する放管設備の主登録は再処理施設とする。 

 

(ak)保守設備 

分類 対象 

Ａ 再処理施設のうち,ガラス溶融炉の閉じ込め機

能を維持しながら保守等を行うために運転状態

で使用する特殊な保守設備（レンガ回収治具，負

圧維持治具，メルタ用シャッタ等）とする。 
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Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。 

(2)該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 

 

【施設固有の機器】 

施設固有の機器として，以下のとおりとする。 

分類 対象 

せん断機 再処理施設固有の機器であり，使用済燃料の

せん断を行う機器で，主な安全機能としては

臨界防止，火災及び爆発防止機能を有する。 

溶解槽 再処理施設固有の機器であり，使用済燃料の

溶解を行う機器で，主な安全機能としては臨

界防止，閉じ込め機能を有する。 

清澄機 再処理施設固有の機器であり，溶解液中の不

溶解残渣（核分裂生成物）の清澄（遠心分

離）を行う機器で，主な安全機能としては臨

界防止，閉じ込め機能を有する。 

脱硝装置 

脱硝塔 

再処理施設固有の機器であり，硝酸ウラニル

溶液及び硝酸プルトニウム溶液から熱分解処

理・蒸発処理・脱硝処理を行い，ウラン粉末

又はウラン・プルトニウム混合粉末を製造す

る機器で，主な安全機能としては臨界防止，

閉じ込め機能を有する。 

焙焼炉 

還元炉 

再処理施設固有の機器であり，ウラン・プル

トニウム混合粉末を加熱処理（還元炉は還元

ガスを使用）し，MOX 粉末を製造する機器

で，主な安全機能としては，臨界防止，閉じ

込め，火災及び爆発防止機能を有する。 

ガラス溶融

炉 

再処理施設固有の機器であり，液体状の放射

性廃棄物である高レベル濃縮廃液，不溶解残

渣廃液，アルカリ濃縮廃液等をガラス原料と

ともに溶融し，ガラス固化体を製造する機器

で，主な安全機能としては，閉じ込め，固体

廃棄物の廃棄機能を有する。 

ガラス固化

体検査装置 

廃棄物管理施設固有の機器であり，ガラス固

化体検査機能を有する機器で，主な安全機能

としては固体廃棄物の受入れ機能を有する。 
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焼結装置 

小規模焼結

処理装置 

MOX 燃料加工施設固有の機器であり，グリー

ンペレットを水素・アルゴン混合ガス雰囲気

にて焼結する機能を有する機器で，主な安全

機能としては臨界防止，閉じ込め，火災及び

爆発防止機能を有する。 

スタック乾

燥装置 

MOX 燃料加工施設固有の機器であり，スタッ

ク編成した焼結ペレットをアルゴン雰囲気に

て乾燥する機能を有する機器で，主な安全機

能としては臨界防止，閉じ込め機能を有す

る。 
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（個別施設事項） 

Ｇ．原子炉本体 

 原子炉本体の基本仕様の他，次に掲げる施設に応じそれぞれ

に掲げる事項について対象としている。 

・沸騰水型発電用原子炉施設 炉心本体，燃料体，チャンネル

ボックス，炉心支持構造物，原子炉圧力容器又は原子炉容器等 

・加圧水型発電用原子炉施設 炉心本体，燃料体，炉心支持構

造物，熱遮蔽材，原子炉圧力容器又は原子炉容器等 

 

Ｈ．核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 
 燃料取扱設備，新燃料貯蔵設備，使用済燃料貯蔵設備，使用

済燃料貯蔵槽冷却浄化設備及び燃料取替用水設備（加圧水型発

電用原子炉施設に限る。）とする。 
 燃料取扱設備の新燃料又は使用済燃料を取り扱う機器とし

ては，新燃料又は使用済燃料の装荷，取出又は保管等を行うた

めに使用する機器とする。 
 使用済燃料貯蔵設備の使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏

えいを監視する装置としては，使用済燃料の冷却と放射線の遮

蔽の機能を有する貯蔵槽内の水の状況を監視するためのもの

であり，中央制御室等への情報伝達又は警報発信等の機能を有

する装置をいう。なお，使用済燃料貯蔵容器のうち，設置許可

基準規則第２条第２項第４１号に定める兼用キャスクについ

ては，核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関す

る規則（昭和５３年総理府令第５７号。以下「外運搬規則」と

いう。）第２１条第２項の規定による容器の設計に関する原子

力規制委員会の承認（以下「設計承認」という。）を受けている

旨，供用を開始する前までに法第５９条第３項の規定による容

器に関する原子力規制委員会の承認（以下「容器承認」という。）

を受ける旨並びに供用中は当該設計承認及び当該容器承認に

係る使用する期間の更新等に必要な手続を継続して行う旨を

記載することとする。 
 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備としては，通常時の貯蔵槽内

の保有水を冷却又は浄化するための設備に加えて，重大事故の

発生防止等のために設置する注水設備及び放射性物質の拡散

抑制のために燃料取扱建屋へ放水する設備等を常設又は可搬

型を問わず含むものとする。水源についても含める。 

 

 

（個別施設事項（再処理施設）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

使用済燃料の受入れ，一時保管，貯蔵，せん断処理施設へ

の使用済燃料の送出しを行う使用済燃料輸送容器受入れ・保

管設備，燃料取出し設備，燃料移送設備，燃料貯蔵設備，燃

料送出し設備とする。また，燃料貯蔵プール等の冷却，遮蔽

を行うプール水浄化・冷却設備のプール水冷却系及び補給水

設備，燃料貯蔵プール等内の水を浄化装置（ろ過装置）によ

り浄化するプール水浄化・冷却設備のプール水浄化系とす

る。 

使用済燃料の取出し準備としての輸送容器内部の水の交

換を行う燃料取出し準備設備，使用済燃料輸送容器の保守を

使用済燃料輸送容器返却準備設備，使用済燃料輸送容器保守

設備は基本設計方針等の記載対象とする。 

 燃料貯蔵プール等の温度，水位及び漏えいを監視する装置

としては，冷却と放射線の遮蔽の機能を有する燃料貯蔵プー

ル等内の水の状況を監視するためのもので制御室等へのパ

ラメータの伝達又は警報発信等の機能を有する装置（計装設

備）とする。また，このほか燃料貯蔵プール等槽内から水が

あふれ又は漏えいすることがないよう設置する堰等とする。 

 燃料貯蔵プール等に係る重大事故の発生防止等のために

設置する代替注水設備及び放射性物質の拡散抑制のための

スプレイ設備，漏えい抑制設備及び臨界防止設備等を常設又

は可搬型を問わず含むものとする。 

 

Ｂ．再処理設備本体 

使用済燃料のせん断機への供給，せん断処理を行うせん断

処理施設の燃料供給設備及びせん断処理設備とする。 

せん断処理施設でせん断した燃料せん断片及びエンドピ

ースの硝酸による溶解（必要に応じて可溶性中性子吸収材を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・規則別表第 1 及び別表

第 2 がないものの，ガ

イドに記載の設備を参

考に再処理施設の設備

を記載。 
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Ｉ．原子炉冷却系統施設 

 発電用原子炉施設の型式によって以下のとおりとし，具体的

な範囲の例について参考資料２に示す。 

 

⓵－１ 沸騰水型発電用原子炉施設（蒸気タービンを除く。） 

ａ．原子炉冷却材再循環設備 

 原子炉冷却材を炉心に強制循環させ炉心から熱を除去する

設備であって，原子炉圧力容器から再循環ポンプを経て原子炉

圧力容器へ戻る循環回路となるものとする。 

 

ｂ．原子炉冷却材の循環設備 

 炉心で発生した高温又は高圧の蒸気タービンに導き，蒸気タ

ービンを駆動させた後の蒸気を復水器にて復水にし，原子炉圧

力容器に給水する設備であって，蒸気タービン（復水器を含

む。）を除く，主蒸気系，復水浄化系，給復水系，給水加熱器ド

レン・ベント系及び抽気系の設備を総称するものとする。 

 また，主蒸気隔離弁漏えい抑制系は本設備に含める。 

 

Ｃ．残留熱除去設備 

 通常の原子炉停止時及び復水器が使用できない時の炉心の

崩壊熱及びその他の残留熱の除去並びに原子炉冷却材喪失時

の炉心冷却，及び燃料プールの冷却又は補給を目的とし，弁の

切替操作によって以下の４モードと１つの補助機能を有する

設備とする。 

(a) 原子炉停止時冷却モード 

(b) 低圧注水モード（又は低圧注入モード） 

(c) 原子炉格納容器スプレイ冷却モード 

(d) サプレッションチェンバプール水冷却モード 

(e) 使用済燃料貯蔵槽冷却又は補給機能 

また，炉心の崩壊熱を最終的な熱の逃がし場への輸送する設

備については，原子炉補機冷却設備を除き，重大事故の発生防

止等のために設置するものも含め，常設又は可搬型を問わず本

設備に含める。主蒸気隔離弁閉鎖等によって主復水器が使用で

きない場合の崩壊熱除去を目的とした非常用復水系について

も本設備に含める。 

 

 

 

加えた硝酸で行う溶解を含む），溶解液中の不溶解残渣の除

去及び不溶解残渣を除去した溶解液の分離施設への移送を

行う溶解施設の溶解設備及び清澄・計量設備とする。なお，

硝酸により溶解を行った際のハル及びエンドピースを固体

廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物貯蔵設備のハル・エ

ンドピース貯蔵系へ搬送するために使用する機器は基本設

計方針等の記載対象とする。 

せん断処理施設の清澄・計量設備から受け入れた溶解液中

からのウラン及びプルトニウムの分離，核分裂生成物の除

去，ウラン精製設備及びプルトニウム精製設備へ溶液の移

送，工程停止時の放射性物質を含む溶液の一時貯留を行う分

離施設の分離設備，分配設備及び分離建屋一時貯留設備とす

る。 

なお，精製施設のウラン精製設備，プルトニウム精製設備

及び精製建屋一時貯留処理設備，脱硝施設のウラン脱硝設備

の受入れ系，蒸発濃縮系，ウラン脱硝系，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝設備の溶液系，ウラン・プルトニウム混合脱硝

系，焙焼・還元系，粉体系及び還元ガス供給系，酸及び溶媒

の回収施設の酸回収設備の第１酸回収系，第 2酸回収系，溶

媒回収設備の溶媒再生系の分離・分配系，プルトニウム精製

系，ウラン精製系及び溶媒処理系とする。 

 また，重大事故等対処設備は代替可溶性中性子吸収剤緊急

供給系，重大事故時可溶性中性子吸収剤供給系，重大事故時

プルトニウム濃縮缶加熱停止設備とする。 

 溶解施設及び精製施設としては，重大事故の拡大防止のた

めに可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備として，

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性

中性子吸収剤供給系を常設又は可搬型を問わずに含むもの

とする。 

 精製施設としては，重大事故の拡大防止のために常設又は

可搬型を問わず重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設

備を含むものとする。 

 

Ｃ．製品貯蔵施設 

ウラン脱硝設備で生成したＵＯ３粉末の製品を貯蔵する

ウラン酸化物貯蔵設備及びウラン・プルトニウム混合脱硝設

備で生成したＭＯＸ粉末の製品を貯蔵するウラン・プルトニ

ウム混合酸化物貯蔵設備とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48



 発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【仕様表の作成要領】    

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

ｄ．非常用炉心冷却設備その他の原子炉注水設備 

 原子炉冷却材喪失時に燃料の重大な損傷を防止し，崩壊熱を

長期にわたって除去する機能を持つ非常用炉心冷却設備に加

え，重大事故の発生防止等のために設置する注水設備を常設又

は可搬型を問わず含むものとする。各設備の水源（圧力抑制室

を除く。）についても含める。 

 非常用炉心冷却設備については，低圧炉心スプレイ系及び高

圧炉心スプレイ系（又は高圧炉心注入系）の設備の総称とする。

なお，原子炉冷却材の循環設備の主蒸気系の自動減圧機能は非

常用炉心冷却系の機能であるが，原子炉冷却材の循環設備に含

め，本設備には含めない。 

 

ｅ．原子炉冷却材補給設備 

 原子炉の運転に必要な清浄水を補給する補給水系の設備及

び給水喪失時において原子炉に冷却材を補給するために主蒸

気を用いたタービン駆動ポンプを有する原子炉隔離時冷却系

の設備を総称するものとする。 

 

ｆ．原子炉補機冷却設備 

 残留熱除去設備，非常用炉心冷却設備等の機器で発生する熱

を除去し，最終的な熱の逃がし場へ輸送する設備とする。重大

事故の発生防止等のために設置する設備を含め，常設又は可搬

型を問わず含むものとする。 

 

ｇ．原子炉冷却材浄化設備 

 原子炉冷却材の不純物をろ過又は脱塩する設備とする。 

 

ｈ．原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えい監視する装置 

 ドライウェルサンプタンクの水位を測定する装置又は原子

炉格納容器ドレン流量を測定する装置とする。 

 

⓵－２ 改良型沸騰水型発電用原子炉施設（蒸気タービンを除

く。） 

ａ．原子炉冷却材再循環設備 

 原子炉冷却材を炉心に強制循環させ炉心から熱を除去する

設備であって，インターナルポンプで構成されるものとする。 

 

 

なお，混合酸化物貯蔵容器からの崩壊熱を除去するために

設置するウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備

の排風機は，放射性廃棄物の廃棄施設に含める。 

 

Ｄ．計測制御系統施設 

計測制御設備，安全保護回路，制御室及び制御室換気設備

とする。 

計測制御設備としては，中央制御室等において指示計，記

録計又は警報装置により計測結果を監視できる機能を有す

るもの（試験・検査中のみに使用するものを除く。）とし，

重大事故等に対処するために設置するものも含め，常設又は

可搬型を問わず本施設に含める。 

 安全保護回路としては，多重性，独立性を有し，運転時の

異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した場合において，

これらの異常な状態を検知し，これらの核的，熱的及び化学

的制限値を超えないようにするための設備の作動を速やか

に，かつ，自動的に開始させるもの及び火災，爆発その他の

再処理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに，

これらを抑制し，又は防止するための設備の作動を速やか

に，かつ，自動的に開始させる設備とする。 

 制御室としては，再処理施設に影響を及ぼす可能性がある

と想定される自然現象等に加え，昼夜にわたり再処理事業所

内の状況を確認するためのものとし，重大事故が発生した場

合においても運転員がとどまるために必要なものも含め，常

設又は可搬型を問わず本施設に含める。 

なお，当該制御室において制御する工程の設備の運転状態を

表示する装置，当該工程の安全性を確保するための設備を操

作する装置とする。 

 制御室換気設備としては，設計基準事故時，屋外での火災

又は爆発時，その他の異常状態が発生した時に，外気との連

絡口を遮断する設備及び重大事故等が発生した場合におい

ても実施組織要員が制御室にとどまるために必要な居住性

を確保するための設備とする。 

 

Ｅ．放射性廃棄物の廃棄施設 

気体廃棄物の廃棄施設，液体廃棄物の廃棄施設及び固体廃

棄物の廃棄施設とする。 

気体廃棄物の廃棄施設としては，せん断処理・溶解廃ガス
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ｂ．原子炉冷却材の循環設備 

 炉心で発生した高温又は高圧の蒸気を蒸気タービンに導き，

蒸気タービンを駆動させた後の蒸気を復水器にて復水にし，原

子炉圧力容器に給水する設備であって，蒸気タービン（復水器

を含む。）を除く，主蒸気系，復水浄化系，給復水系，給水加熱

器ドレン・ベント系及び抽気系の設備を総称するものとする。 

 また，主蒸気流量制限器は原子炉圧力容器本体に含める。 

 

ｃ．残留熱除去設備 

 通常の原子炉停止時及び復水器が使用できない時の炉心の

崩壊熱及び残留熱の除去並びに原子炉冷却材喪失時の炉心冷

却及び燃料プールの冷却又は補給を目的とし，弁の切替操作に

よって以下の４モードと１つの補助機能を有する設備とする。 

(a) 原子炉停止時冷却モード 

(b) 低圧注水モード 

(c) 原子炉格納容器スプレイ冷却モード 

(d) サプレッションプール水冷却モード 

(e) 使用済燃料貯蔵槽冷却又は補給機能 

また,炉心の崩壊熱を最終的な熱の逃がし場へ輸送する設備

については，原子炉補機冷却設備を除き，重大事故の発生防止

等のために設置するものも含め，常設又は可搬型問わず本設備

に含める。 

 

ｄ．非常用炉心冷却設備その他の原子炉注水設備 

 原子炉冷却材喪失時に燃料の重大な損傷を防止し，崩壊熱を

長期にわたって除去する機能を持つ非常用炉心冷却設備に加

え，重大事故の発生防止等のために設置する注水設備を常設又

は可搬型問わず含むものとする。各設備の水源（圧力抑制室を

除く。）についても含める。 

 非常用炉心冷却設備については，高圧炉心注水系及び主蒸気

を用いたタービン駆動ポンプを有する原子炉隔離時冷却系の

設備を総称するものとする。なお，原子炉冷却材の循環設備の

主蒸気系の自動減圧機能は非常用炉心冷却系の機能であるが，

原子炉冷却材の循環設備に含め，本設備には含めない。 

 

ｅ．原子炉冷却材補給設備 

 原子炉の運転に必要な清浄水を補給する補給水系の設備と

する。 

処理設備，各建屋※１の塔槽類廃ガス処理系，高レベル廃液

ガラス固化廃ガス処理設備，各建屋※２換気設備の給気系及

び排気系，北換気筒，低レベル廃棄物処理建屋換気筒，主排

気筒とする。 

 換気設備としては，放射性物質により汚染された空気によ

る放射線障害を防止する目的で給気又は排気設備として設

置するもの（中央制御室，緊急時対策所に設置するものを除

く）とし，一時的に設置する可搬型のものを除く。「一時的

に設置する可搬型のもの」としては，粒子状物質の飛散の防

止を目的として，ビニールハウス等で囲んだ作業区域内の空

気を吸引するために一時的に設置するものとする。 

 また，重大事故等対処設備は代替換気設備のセル導出設

備，代替セル換気系，廃ガス貯留設備を常設又は可搬型を問

わず本施設に含めるものとする。 

 なお，流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以外の流体状

の廃棄物を取り扱う設備に逆流しないよう設置する設備を

含む。 

 

※１：各建屋には前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン

脱硝建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃

液ガラス固化建屋，低レベル廃液処理建屋，低レベル廃棄物

処理建屋，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建

屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋，分析建屋が含まれる。 

※２：各建屋には使用済燃料輸送容器管理建屋，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ

ン脱硝建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，ウラン・

プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋，高レベル廃液ガラス固化

建屋，第１ガラス固化体貯蔵建屋，低レベル廃液処理建屋換，

低レベル廃棄物処理建屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋，チ

ャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋及び分析建

屋が含まれる。 

 

液体廃棄物の廃棄施設としては，高レベル廃液濃縮設備の

高レベル廃液濃縮系，アルカリ廃液濃縮系，及び高レベル廃

液貯蔵設備の高レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶解残渣廃液貯蔵

系，アルカリ濃縮廃液貯蔵系，共用貯蔵系，並びに低レベル

廃液処理設備の第１低レベル廃液処理系，第２低レベル廃棄

物処理系，洗濯廃液処理系，使用済燃焼の受入れ施設及び貯
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ｆ．原子炉補機冷却設備 

 残留熱除去設備，非常用炉心冷却設備等の機器で発生する熱

を除去し，最終的な熱の逃がし場へ輸送する設備とする。重大

事故の発生防止等のために設置する設備を含め，常設又は可搬

型を問わず含むものとする。 

 

ｇ．原子炉冷却材浄化設備 

 原子炉冷却材の不純物をろ過又は脱塩する設備とする。 

 

ｈ．原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監視する装置 

 ドライウェルサンプタンクの水位を測定する装置又は原子

炉格納容器ドレン流量を測定する装置とする。 

 

⓶ 加圧水型発電用原子炉施設（蒸気タービンを除く。） 

ａ．一次冷却材の種類及び純度並びに原子炉容器本体の入口及

び出口の一次冷却材の圧力及び温度／原子炉容器本体の炉心

の一次冷却材の流量／加圧器の圧力 

 定格熱出力運転時における設計値を記載するものとする。 

 

ｂ．一次冷却材の循環設備 

 原子炉で発熱した熱を，一次冷却材を用いて二次系の主蒸気

系統に伝達するための設備及び一次冷却材の圧力を調整する

ための設備であって，原子炉容器から蒸気発生器を経て１次冷

却材ポンプにより原子炉容器へ戻る循環回路となるものとす

る。 

 

ｃ．主蒸気・主給水設備 

 主蒸気設備は，タービン発電機を駆動するための蒸気を供給

する設備であり，蒸気発生器から蒸気タービンに至る蒸気系統

であって，蒸気発生器出口から主蒸気隔離弁までのものとす

る。 

 主給水設備は，タービン発電機で仕事をした蒸気が復水器で

水に戻され，この水を再び蒸気発生器に給水するための系統で

あって，主給水隔離弁から蒸気発生器入口までのものとする。 

 

ｄ．余熱除去設備 

 原子炉停止時に炉心の崩壊熱及びその他の残留熱を除去す

る設備とする。なお，弁の切替操作により一次冷却材喪失時の

蔵施設廃液処理系，油分除去系及び海洋放出管理系とする。 

 なお，流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以外の流体状

の廃棄物を取り扱う設備に逆流しないよう設置する設備を

含む。 

 

固体廃棄物の廃棄施設としては，高レベル廃液ガラス固化

設備，ガラス固化体貯蔵設備，低レベル濃縮廃液処理系，廃

溶媒処理系，雑個体廃棄物処理系，チャンネルボックス・バ

ーナブルポイズン処理系，廃樹脂貯蔵系，ハル・エンドピー

ス貯蔵系，チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系，

第１低レベル廃棄物貯蔵系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低

レベル廃棄物貯蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵

系，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵系及び第４低レベ

ル廃棄物貯蔵系とする。 

また，ガラス固化体貯蔵に必要な容量を有する貯蔵ピット

及びガラス固化体の崩壊熱除去（冷却）に係る機器及び構築

物等を含むものとする。 

 

Ｆ．放射線管理施設 

出入管理関係設備，試料分析関係設備，放射線監視設備，

環境管理設備及び個人管理用設備とする。 

 放射線管理施設については，重大事故が発生した場合に再

処理施設から大気中へ放出される放射性物質の濃度及び線

量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録するための

設備として，放射線監視設備，代替モニタリング設備，試料

分析関係設備，代替試料分析関係設備，環境管理設備，代替

放射能観測設備，代替気象観測設備及び環境モニタリング用

代替電源設備を常設又は可搬型を問わず本施設に含める。 

 放射線監視設備のうち，放射性物質により汚染するおそれ

がある管理区域から環境に放出する排水中又は排気中の放

射性物質濃度を計測する装置にあっては，非常用のもの及び

環境に放出する最終段で計測している装置（出口に最も近い

箇所で計測している装置）を対象とする。 

 

Ｇ．その他再処理設備の附属施設・その他の加工施設・その

他廃棄物管理設備の附属施設 

 

①電気設備 
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炉心冷却（低圧注水）機能を有する場合にあっても，本設備に

含める。 

 また，炉心の崩壊熱を最終的な熱の逃がし場へ輸送する設備

については，原子炉補機冷却設備を除き，重大事故の発生防止

等のために設置するものも含め，常設又は可搬型を問わず本設

備に含める。 

 

ｅ．非常用炉心冷却設備その他の原子炉注水設備 

 一次冷却材喪失時に燃料の重大な損傷を防止し，崩壊熱を長

期にわたって除去する機能を持つ非常用炉心冷却設備に加え，

重大事故の発生防止等のために設置する注水設備を常設又は

可搬型を問わず含むものとする。各設備の水源についても含め

る。 

 非常用炉心冷却設備については，蓄圧注水系，高圧注水系及

び低圧注水系の設備を総称するものとする。 

 

ｆ．化学体積制御設備 

 一次冷却材保有量の調整，一次冷却材中のほう素濃度調整並

びに一次例伽材中の核分裂生成物及び腐食生成物の除去を行

う設備を総称するものとする。 

 

ｇ．原子炉補機冷却設備 

 余熱除去設備，非常用炉心冷却設備等の機器で発生する熱を

除去し，最終的な熱の逃がし場へ輸送する設備（熱交換器を介

して淡水系統と海水系統に分かれたものの双方を含む。）とす

る。重大事故の発生防止等のために設置する設備を含め，常設

又は可搬型を問わず含むものとする。 

 

ｈ．原子炉格納容器内の一次冷却材の漏えいを監視する装置 

 原子炉格納容器再循環ユニット及び制御棒駆動装置冷却ユ

ニットのドレン流量を測定する装置並びに原子炉格納容器サ

ンプタンクの水位を測定する装置をいう。 

 

⓷ 蒸気タービン 

ａ．蒸気タービン本体 

 タービンの車室に接続する管（車室側からみた至近の弁若し

くは溶接線までのものに限る。），調速装置及び非常調速装置

（制御される弁を含む。）並びに復水器で構成する原子炉又は

 受電開閉設備，変圧器，所内高圧系統，所内低圧系統，デ

ィーゼル発電機，直流電流設備，計測制御用交流電源設備，

照明及び作業用電源設備，ケーブル及び電線路並びに燃料貯

蔵設備とする。 

 重大事故等に対処するために設置する発電機は常設又は

可搬型を問わず含むものとする。また，外部からの電源供給

を受けるまでの間の電源供給を確保するための燃料貯蔵設

備についても常設又は可搬型を問わず本設備に含める。 

 

②圧縮空気設備 

 圧縮空気設備としては，一般圧縮空気系，安全圧縮空気系

に加えて，技術基準第３８条に規定されている放射線分解に

よって発生する水素による爆発（以下「水素爆発」という。）

の発生を未然に防止することと水素爆発が発生した場合に

おいて水素爆発が続けて生ずる恐れがない状態を維持する

ために必要な設備を代替安全圧縮空気系，第３６条に規定さ

れている臨界事故が発生した場合に未臨界に移行し，及び未

臨界を維持するために必要な設備を臨界事故時水素掃気系

とし，常設又は可搬型を問わず含むものとする。 

 

③給水処理設備 

 給水処理設備としては，ろ過水貯槽，純水装置，純水貯槽

等に加えて技術基準第４５条に規定されている重大事故等

への対処に必要となる十分な量の水を有する水源を確保す

ることに加えて，設計基準事故に対処するための設備及び重

大事故等対処設備に対して重大事故等への対処に必要とな

る十分な量の水を供給するために必要な設備として水供給

設備を常設又は可搬型を問わず含むものとする。 

 

④ 冷却水設備 

 冷却水設備としては，一般冷却水系，安全冷却水系に加え

て，技術基準第３９条に規定されている冷却機能の喪失によ

る蒸発乾固の発生を未然に防止するために必要な設備及び

蒸発乾固が発生した場合において，放射性物質の発生を抑制

し，及び蒸発乾固の進行を緩和するために必要な設備として

代替安全冷却水系を常設又は可搬型を問わず含むものとす

る。安全冷却水系（内部ループ）の膨張槽含む。外部ループ

の膨張槽は基本設計方針 
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蒸気発生器から供給された蒸気を用いて発電機を回転させる

設備とする。 

 

ｂ．蒸気タービンの附属設備 

 蒸気タービン本体の周辺設備であって，沸騰水型発電用原子

炉施設及び改良型沸騰水型発電用原子炉施設における原子炉

冷却材の循環設備並びに加圧水型発電用原子炉施設における

主蒸気・主給水設備を除くものとする。 

 本設備とする熱交換器は，給水加熱器（加圧水型発電用原子

炉施設に限る。）脱気器（加圧水型発電用原子炉施設に限る。）

グランド蒸気復水器，蒸気式空気抽出器，湿分分離器又はこれ

らに準ずるものとする。 

 本設備とする給水ポンプは，沸騰水型発電用原子炉施設及び

改良型沸騰水型発電用原子炉施設においては低圧復水ポンプ，

加圧水型発電用原子炉施設においては復水ポンプ及び給水ポ

ンプ，又はこれらに準ずるものとする。加圧水型発電用原子炉

施設において重大事故の発生防止等のために蒸気発生器に注

水するものも含め，常設又は可搬型を問わず本設備に含める。 

本設備とする主配管は，以下の配管とし，別紙－１に図示する。 

〇通常運転状態において流体が本流として流れる熱バランス

上重要な配管（主蒸気系，給復水系，抽気系及びドレン系統の

母管） 

〇発電用原子炉施設の安全性確保に関連する補助給水系統（加

圧水型発電用原子炉施設に限る。）の流体が本流として流れる

配管（重大事故の発生防止等のために設置するものも含め，常

設，可搬型を問わず本設備に含める。） 

〇工事計画対象の安全弁又は逃がし弁の母管 

〇制御棒駆動水供給配管等又は気体廃棄物処理系の流体が本

流として流れる配管と接続する配管（沸騰水型発電用原子炉施

設に限る。） 

 なお，通常運転状態における熱バランス上重要でない配管又

は蒸気タービン起動時もしくは停止時の短時間にしか使用し

ない配管や，ドレンライン及びベントライン並びに計装ライン

については含まない。 

 本設備とする給水処理設備は，タービンの給水の水質を確保

するものとして設置される復水脱塩装置及び復水ろ過装置並

びにタービンの給水系統へ補給する純水を製造するための純

水装置をいう。なお，純水の製造に直接関係しない原水を処理

 

⑤蒸気供給設備 

 蒸気供給設備としては，一般蒸気系及び安全蒸気系とす

る。 

 

⑥分析設備 

 分析設備としては，分析試料採取装置，分析試料移送装置，

分析装置，グローブボックス等及び分析済溶液処理系とす

る。 

 

⑦化学薬品貯蔵供給設備 

 化学薬品貯蔵供給設備としては，化学薬品貯蔵供給系，窒

素ガス製造供給系とする。 

ただし，酸素ガス製造供給系は除く。 

 

⑧火災防護設備 

火災防護設備としては，技術基準規則第 11 条及び第 35条

で施設要求されている設備であって，火災発生防止設備，火

災感知設備，消火設備（水源やガスボンベ等含む）及び火災

影響軽減設備等とする。 

消火設備は，その故障，損壊又は異常な作動により安全上

重要な施設の安全機能を及ぼすおそれがないものとするこ

とのほか，再処理施設特有の火災発生防止対策も含むものと

する。 

 

⑨竜巻防護対策設備 

竜巻防護対策設備としては，竜巻が襲来した場合において

竜巻防護対象施設を設計飛来物の衝突から防護するための

ものであって，飛来物防護板及び飛来物防護ネットとする。 

 

⑩溢水防護設備 

溢水防護設備としては，再処理施設内に設置された機器及

び配管の破損（地震起因を含む。）による溢水，再処理施設

内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設

置される系統からの放水による溢水又は燃料貯蔵プール・ピ

ット等のスロッシングによる溢水が発生した場合に安全機

能を損なわないために設置するものであって，再処理施設内

における扉，堰，遮断弁等とする。 
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する設備等は含まない。 

 

Ｊ．計測制御系統施設 
 ほう酸注入機能を有する設備については，重大事故の発生防

止等のために高濃度のほう酸水を注入する主たる流路を構成

する範囲の機器を含める。 
 計測装置については，中央制御室等において指示計，記録計

又は警報装置により計測結果を監視できる機能を有するもの

（法第４３条の３の１５の施設定期検査中のみに使用するも

のを除く。）とし，重大事故の発生防止等のために設置するも

のも含め，常設又は可搬型を問わず本施設に含める。なお，重

大事故等時において，プラント状態を推定するためのみに設置

するものについては，基本設計方針において記載するものとす

る。 
 制御用空気設備については，重大事故の発生防止等のために

設置するものも含め，常設又は可搬型を問わず本設備に含め

る。 

 
ｋ．放射性廃棄物の廃棄施設 
 固体状の放射性廃棄物（原子炉冷却材圧力バウンダリ内に施

設されたものから発生する高放射化された主要な廃棄物に限

る。）の運搬用容器としては，炉内構築物取替工事等で発生す

る高線量の主要な廃棄物（シュラウド及び炉心槽等）を運搬す

るための専用容器とする（管理区域内の運搬並びに廃棄体とな

るドラム缶及び鉄箱類を除く）。 
 
Ⅼ．放射線管理施設 

 放射線管理用計測装置については，重大事故の発生防止等の

ために設置するものも含め，常設又は可搬型を問わず本施設に

含める。なお，加圧水型発電用原子炉施設の一次冷却材抽出水

中の放射性物質の濃度を計測する装置のうち傾向を監視する

ために設置するモニタリング設備（一次冷却材モニタ）はプロ

セスモニタリング設備とする。 

 プロセスモニタリング設備の「放射性物質により汚染するお

それがある管理区域から環境に放出する排水中又は排気中の

放射性物質濃度を計測する装置」にあっては，非常用のもの及

び環境に放出する最終段で計測している装置（出口に最も近い

箇所で計測している装置）を対象とする。 

 

⑪化学薬品防護設備 

化学薬品防護設備としては，再処理施設内に設置された機

器及び配管の破損（地震起因を含む。）による化学薬品の漏

えい，再処理施設内で生じる異常状態の拡大防止のために設

置される系統からの消火剤の放出による化学薬品の漏えい

が発生した場合に安全機能を損なわないために設置するも

のであって，再処理施設内における扉，堰，遮断弁等とする。 

 

⑫補機駆動用燃料補給設備（非常用発電設備に係るものを除

く。） 

補機駆動用燃料補給設備としては，重大事故時等の対処に

必要となる燃料の貯蔵又は燃料補給等のためのものであっ

て，非常用発電設備に係るものを除くものとする。 

 

 

⑬放出抑制設備 

放出抑制設備としては，重大事故等が発生した場合に工場

等外への放射性物質等の放出を抑制するためのものであっ

て，放水設備，注水設備，抑制設備とする。 

 

⑭緊急時対策所 

緊急時対策所の設備としては，技術基準規則 30 条及び 50

条で要求されているものとし，重大事故の発生防止等のため

に設置するものも含め，緊急時対策建屋の遮蔽設備及び換気

設備，緊急時対策建屋環境測定設備，緊急時対策建屋情報把

握設備，緊急時対策建屋放射線計測設備，緊急時対策建屋情

報把握設備，緊急時対策建屋電源設備とする。 

 

⑮通信連絡設備 

通信連絡設備としては，重大事故の発生防止等のために設

置するものも含め，警報装置及び所内通信連絡設備，所内デ

ータ伝送設備，所外通信連絡設備，所外データ伝送設備，代

替通信連絡設備とする。 

 

 

（個別施設事項（廃棄物管理施設）） 

Ａ．廃棄物管理設備本体 
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 換気設備のうち「放射性物質により汚染された空気による放

射線障害を防止する目的で給気又は排気設備として設置する

もの」については，建物内の汚染するおそれがある管理区域に

清浄な空気を供給するものとする。なお，「一時的に設置する

可搬型のもの」としては，粒子状物質の飛散防止を目的として

ビニールハウス等で囲んだ作業区域内の空気を吸引するため

に一時的に設置するものとする。 
 生体遮蔽装置については，原子力発電所放射線遮へい設計規

程（JＥＡＣ４６１５－２００８，日本電気協会）に定める遮

蔽体の定義によるものとし，技術基準規則第３８条，第５３条，

第７４条，第７６条における被ばく評価において機能を期待す

るものを含める。なお，水は生体遮蔽装置に含めない。 

 ただし，補助遮蔽の要目表記載範囲は，管理区域と非管理区

域の境界を構成する生体遮蔽装置とする。 

 

Ｍ．原子炉格納施設 

 原子炉格納容器安全設備については，外部から原子炉格納容

器内に注水又はスプレイすることにより圧力又は温度の上昇

を抑えるなど原子炉格納容器における閉じ込め機能を維持す

るための設備及び原子炉格納容器外面へ放水することにより

放射性物質の拡散を抑制するための設備とする。重大事故時の

対処等のために設置する設備を含め，常設又は可搬型を問わず

含むものとする。 

 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備につ

いては，一次冷却材喪失時や重大事故等の対処等のために，原

子炉格納容器内，原子炉建屋内又は二次格納施設内の放射性物

質又は可燃性ガスの濃度を低減し，放射性物質の閉じ込め機能

を維持し，大気への放射性物質の放出を抑制するための設備

（原子炉格納容器安全設備に属するものを除く。）とし，加圧

水型発電用原子炉施設のアイスコンデンサ型原子炉格納容器

を設置している施設での原子炉格納容器水素再結合装置を含

むものとする。各設備の水源（沸騰水型発電用原子炉施設及び

改良型沸騰水型発電用原子炉施設においては圧力抑制室を除

く。）についても含める。なお，格納容器再循環設備について

は，原子炉格納容器内からの熱除去機能に係る機器等を含むも

のとする。 

 圧力逃がし装置については，重大事故等の対処等のために設

置する設備を含めることとし，放射性物質の放出を低減するた

ガラス固化体検査室からガラス固化体を貯蔵建屋床面走

行クレーンで貯蔵ピット上部まで移送し，貯蔵ピットの収納

管内に収納した後，管理を行う設備とする。 

また，ガラス固化体貯蔵に必要な容量を有する貯蔵ピット

及びガラス固化体の崩壊熱除去（冷却）に係る機器及び構築

物等を含むものとする。 

 

Ｂ．放射性廃棄物の受入れ設備 

輸送容器の受入れ及び一時保管，輸送容器からのガラス固

化体の抜出し，ガラス固化体の検査，輸送容器の検査及び輸

送容器の払出しを行う設備とする。 

 

Ｃ．計測制御系統施設 

放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇所における

排気中の放射性物質濃度及び液体状の放射性廃棄物の著し

い漏えいを検知し，警報を発する計測制御設備とする。 

 

Ｄ．放射線管理施設 

出入管理関係設備，試料分析関係設備，放射線監視設備及

び個人管理用設備とする。 

放射線管理施設については，廃棄物管理施設から大気中へ

放出される放射性物質の濃度及び線量を監視，測定し，その

結果を記録するための設備とする。 

放射線監視設備のうち，放射性物質により汚染するおそれ

がある管理区域から環境に放出する排気中の放射性物質濃

度を計測する装置にあっては，環境に放出する最終段で計測

している装置（出口に最も近い箇所で計測している装置）を

対象とする。 

なお，廃棄物管理施設は管理区域から環境に放出する排水

は無い。 

 

Ｆ．放射性廃棄物の廃棄施設 

気体廃棄物の廃棄施設，液体廃棄物の廃棄施設及び固体廃

棄物の廃棄施設とする。 

気体廃棄物の廃棄施設としては，収納管排気設備，換気設

備とする。 

換気設備としては，放射性物質により汚染された空気によ

る放射線障害を防止する目的で給気又は排気設備として設
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めのフィルターを含むものとする。 

 

Ｎ．その他発電用原子炉の附属施設 

 非常用電源設備，常用電源設備，補助ボイラー，火災防護設

備，浸水防護設備，非常用取水設備，敷地内土木構築物，補機

駆動用燃料設備（非常用発電装置及び補助ボイラーに係るもの

を除く。）及び緊急時対策所を対象としており，以下のとおり

とする。 

 

ａ．非常用電源設備 

 重大事故の発生防止等のために設置する設備は常設又は可

搬型を問わず含むものとする。また，外部からの電源供給を受

けるまでの間の電源供給を確保するための燃料タンク等につ

いても常設又は可搬型を問わず本設備に含める。基本設計方針

としては，配電系統も含めることとする。 

 内燃機関に附属する冷却水設備については，内燃機関（シリ

ンダー部）を直接冷却するシリンダー冷却系とする。 

 冷却設備については，原子炉補機冷却設備を除き，内燃機関

及び発電機等から発生する熱を最終的な熱の逃がし場へ輸送

する設備とし，重大事故の発生防止等のために設置する設備を

含め，常設又は可搬型を問わず含むものとする。 

 

ｂ．常用電源設備 

 発電機，変圧器及び遮断器を要目表記載事項としているが，

所内の配電系統も含めて，基本設計方針等の記載対象とする。 

 

ｃ．補助ボイラー 

 補助ボイラーの管については，補助ボイラー本体の管（例：

火炉側壁管，バッフル管，火炉後壁管，バンク後壁管，バンク

側壁管又は蒸発管），給水管（給水止め弁からボイラーまで）

及び蒸気管（ボイラー本体から蒸気止め弁までとし，別紙－２

に図示する。 

 補助ボイラーに附属する主配管については，給水管（給水タ

ンクから給水止め弁まで）とし，蒸気ヘッダー出口止め弁以降

の補助蒸気管は含まないものとする。別紙－２に図示する。 

 

ｄ．火災防護設備 

 技術基準規則第１１条及び第５２条で施設要求されている

置するものとし，一時的に設置する可搬型のものを除く。「一

時的に設置する可搬型のもの」としては，粒子状物質の飛散

の防止を目的として，ビニールハウス等で囲んだ作業区域内

の空気を吸引するために一時的に設置するものとする。 

なお，流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以外の流体状

の廃棄物を取り扱う設備に逆流しないよう設置する設備を

含む。 

 

液体廃棄物の廃棄施設としては，廃水貯蔵設備とする。 

なお，流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以外の流体状

の廃棄物を取り扱う設備に逆流しないよう設置する設備を

含む。 

 

固体廃棄物の廃棄施設としては，固体廃棄物貯蔵設備とす

る。 

また，ガラス固化体貯蔵に必要な容量を有する貯蔵ピット

及びガラス固化体の崩壊熱除去（冷却）に係る機器及び構築

物等を含むものとする。 

 

Ｈ．その他廃棄物管理設備の附属施設 

①火災防護設備 

火災防護設備としては，技術基準規則第 11 条で施設要求

されている設備であって，火災発生防止設備，火災感知設備，

消火設備（水源やガスボンベ等含む）及び火災影響軽減設備

等とする。 

消火設備は，その故障，損壊又は異常な作動により安全上

重要な施設の安全機能を及ぼすおそれがないものとする。 

 

②電気設備 

動力用変圧器，遮断器，運転予備用母線，常用母線，予備

電源用ディーゼル発電機，安全避難通路の照明，ケーブル及

び電線路，燃料貯蔵設備とする。 

 

③通信連絡設備 

通信連絡設備としては，安全設計上想定される事故が発生

した場合に退避指示及び事業所内外との必要な連絡のため

に設置する警報装置，所内通信連絡設備，所外通信連絡設備

とする。 
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設備であって，火災区域構築物，火災区画構築物，火災感知設

備及び消火設備（水源やガスボンベ等含む。）等とする。消火

設備の主配管としては，水源やガスボンベ等から火災区画まで

の母管とし，枝管，弁等については基本設計方針等及び系統図

において記載するものとする。なお，消火設備のうち完成品と

して一般産業品の規格基準へ適合している汎用の消火器につ

いては基本設計方針において記載するものとする。 

 

ｅ．浸水防護設備 

 外郭浸水防護設備については，防潮堤等の敷地外から津波・

洪水の侵入を防止するための構造物とする。当該構造物に開口

部を有する場合には，その閉止板等も含めることとする。 

 内郭浸水防護設備については，技術基準規則で防護対象とし

ている機器等が設置されている区画で浸水を防護するための

壁，扉及び堰（板状のものを含む。）等の構築物並びに当該区

画内に侵入した水を排水する設備とする。また，放射性物質を

含む液体が管理区域外へ漏えいすることを防止するための措

置として設置する堰等を含める。 

 

ｆ．非常用取水設備 

 設計基準事故又は重大事故等に対処するための水源又は熱

の逃がし場として取水する海水を確保する構築物であり，津波

による引波時にも海水を確保するためのものとする。 

 

ｇ．敷地内土木構築物 

 耐震設計上重要な設備を設置する施設の周辺斜面について，

地震による影響で崩壊するおそれのある場合に崩壊防止策と

して用いられるものとする。 

 また，重大事故等対処設備の設置箇所（可搬型の場合は保管

場所を含む。）及び可搬型設備の運搬塔のための道路の周辺斜

面等について，地震等による影響で当該設備が使用不能となら

ないように，崩落するおそれのある場合に崩落防止策として設

置するものとする。 

 

ｈ．補機駆動用燃料設備（非常用発電設備及び補助ボイラーに

係るものを除く。） 

 重大事故の発生防止等のために必要となる燃料の貯蔵又は

移送塔のためのものであって，非常用発電設備及び補助ボイラ

 

④圧縮空気設備 

圧縮空気設備としては，再処理施設の一般圧縮空気系と共

用とする。 

 

⑤給水処理設備 

給水処理設備としては，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施

設のろ過水貯槽と共用とする。 

 

⑥蒸気供給設備 

蒸気供給設備としては，再処理施設の一般蒸気系と共用と

する。 

 

（個別施設事項（ＭＯＸ燃料加工施設）） 

Ａ．加工設備本体 

貯蔵容器受入設備，ウラン受入設備，原料粉末受払設備，

原料 MOX 粉末缶取出設備，一次混合設備，二次混合設備，分

析試料採取設備，スクラップ処理設備，粉末調整工程搬送設

備，圧縮成形設備，焼結設備，研削設備，ペレット検査設備，

ペレット加工工程搬送設備，スタック編成設備，スタック乾

燥設備，挿入溶接設備，燃料棒検査設備，燃料棒解体設備，

燃料集合体組立設備，燃料集合体洗浄設備，燃料集合体検査

設備，燃料集合体組立工程搬送設備，梱包･出荷設備及びこ

れら設備・機器を収納する燃料加工建屋及びに貯蔵容器搬送

用洞道を対象とする。 

 

Ｂ．核燃料物質の貯蔵施設 

MOX 粉末，ペレット，燃料棒，燃料集合体，UO2 粉末等を

一時保管，貯蔵するための貯蔵容器一時保管設備，原料 MOX

粉末缶一時保管設備，ウラン貯蔵設備，粉末一時保管設備，

ペレット一時保管設備，スクラップ貯蔵設備，製品ペレット

貯蔵設備，燃料棒貯蔵設備及び燃料集合体貯蔵設備を対象と

する。また，燃料加工建屋内の MOX 燃料集合体の輸送容器等

を一時保管するエリアを含めるものとする。 

 

Ｃ．放射性物質の廃棄施設 

気体廃棄物の廃棄施設，液体廃棄物の廃棄施設及び固体廃

棄物の廃棄施設とする。 
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ーに係るものを除くものとする。また，ポンプ車のポンプ駆動

用の燃料タンク等についても常設又は可搬型を問わず本設備

に含める。 

 

ｉ．緊急時対策所 

 技術基準規則第４６条及び第７６条で要求されているもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気体廃棄物の廃棄施設としては，燃料加工建屋の建屋排気

設備，工程室排気設備，グローブボックス排気設備，窒素循

環設備及び排気筒とする。また，重大事故等対処設備は外部

放出抑制設備，代替グローブボックス排気設備を常設又は可

搬型を問わず本施設に含めるものとする。 

液体廃棄物の廃棄施設としては，低レベル廃液処理設備及

び海洋放出管理系とする。また，燃料加工建屋内の廃油保管

エリアを含めるものとする。 

固体廃棄物の廃棄施設としては，燃料加工建屋内の廃棄物

保管エリア及び第２低レベル廃棄物貯蔵系とする。 

 

Ｄ．放射線管理施設 

放射線管理施設については，放射線監視設備とする。 

重大事故が発生した場合に MOX 燃料加工施設から大気中

へ放出される放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定

し，並びにその結果を記録するための設備として，放射線監

視設備，代替モニタリング設備，試料分析関係設備，代替試

料分析関係設備，環境管理設備，代替放射能観測設備，代替

気象観測設備及び環境モニタリング用代替電源設備を常設

又は可搬型を問わず本施設に含める。 

 

Ｅ．その他加工施設 

①火災防護設備 

火災防護設備としては，技術基準規則第 11 条及び第 29条

で施設要求されている設備であって，火災感知設備，消火設

備（ガスボンベ等含む）及び火災影響軽減設備等とする。 

 

②所内電源設備（電気設備） 

設計基準対処施設として，外部電源系統からの電気の供給

が停止した場合に，加工施設の安全機能を維持するために必

要な非常用所内電源設備，非常用直流電流電源設備，非常用

無停電電源装置とする。 

重大事故等に対処するために設置する発電機は常設又は

可搬型を問わず含むものとする。また，外部からの電源供給

を受けるまでの間の電源供給を確保するための燃料貯蔵設

備についても常設又は可搬型を問わず本設備に含める。 

 

③補機駆動用燃料補給設備 
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補機駆動用燃料補給設備としては，重大事故時等の対処に

必要となる燃料の貯蔵又は燃料補給等のためのものであっ

て，非常用発電設備に係るものを除くものとする。 

 

④放出抑制設備 

放出抑制設備としては，重大事故等が発生した場合に工場

等外への放射性物質等の放出を抑制するためのものであっ

て，放水設備，抑制設備とする。 

 

⑤水供給設備 

水供給設備としては，重大事故等対処設備に対して重大事

故等への対処に必要となる十分な量の水を供給するために

必要な設備として水供給設備とする。 

 

⑥緊急時対策所 

緊急時対策所の設備としては，技術基準規則 38 条で要求

されているものとし，緊急時対策建屋の遮蔽設備及び換気設

備，緊急時対策建屋環境測定設備，緊急時対策建屋放射線計

測設備，緊急時対策建屋電源設備とする。 

 

⑦分析設備 

分析設備としては，グローブボックス等及び分析済液処理

装置を対象とする。 

 

⑧実験設備 

実験設備としては，小規模試験設備を対象とする。 

 

⑨溢水防護設備 

溢水防護設備としては，MOX 燃料加工施設内に設置された

機器及び配管の破損（地震起因を含む。）による溢水，MOX 燃

料加工施設内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止

のために設置される系統からの放水による溢水が発生した

場合に安全機能を損なわないために設置するものであって

MOX 燃料加工施設内における堰等とする。 

 

⑩水素・アルゴン混合ガス設備 

水素・アルゴン混合ガス設備としては，混合ガス水素濃度

高による混合ガス供給停止回路及び混合ガス濃度異常遮断
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弁(焼結炉系,小規模焼結処理系)を対象とする。 
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２．工事の計画の認可及び届出及び認可手続の範囲 

（２）工事計画に記載すべき設備及び機器等の範囲 

   工事計画に記載しなければならない事項は，規則第9

条第2項又は第12条第2項で発電用原子炉施設の種類に

応じて規則別表第2の中欄で定めるものとされており，

規則別表第2の中欄において，設備ごとにさらに機器等

の単位で記載要求事項を定めている。この規則別表第2

に規定されている記載要求事項については，少なくと

も技術基準規則への適合性を示す上で必要十分な内容

が記載される必要があり，以下では，規則別表第1にお

ける設備及び機器等の規定も含めて，機器等の仕様に

関する記載要求範囲と設備及び機器等の記載要求範囲

に分けて示す。 

 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 具体的な仕様表の作成方法 

3.1 資料構成 

(1) 仕様表の資料構成は以下とする。 

a. 申請対象設備については，「使用済燃料の再処理の事

業に関する規則」第二条，「核燃料物質又は核燃料物質

によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規

則」第四条及び「核燃料物質の加工の事業に関する規

則」第三条の二の二に記載の施設区分と同じ順番に記

載する。以下に施設区分を示す。 

なお，以下に示す施設区分のうち，その他再処理設

備の附属施設，その他廃棄物管理設備の附属施設及び，

その他加工施設などの詳細な施設区分については，事

業指定申請書または事業変更許可申請書に記載の施設

区分と同じ順番に記載する。 

 

 再処理施設 廃棄物管理施設 加工施設 

イ．使用済燃料の受入施

設及び貯蔵施設 

ロ．再処理設備本体 

（1）せん断処理施設 

（2）溶解施設 

（3）分離施設 

（4）精製施設 

（5）脱硝施設 

（6）酸及び溶媒の回収

施設 

ハ．製品貯蔵施設 

ニ．計測制御系統施設 

ホ．放射性廃棄物の廃棄

施設 

ヘ．放射線管理施設 

ト．その他再処理設備の

附属施設 

イ．廃棄物管理設備本体 

（1）管理施設 

ロ．放射性廃棄物の受入

施設 

ハ．計測制御系統施設 

ニ．放射線管理施設 

ホ．その他廃棄物管理設

備の附属施設 

ロ．濃縮施設 

ハ．成形施設 

ニ．被覆施設 

ホ．組立施設 

ヘ．核燃料物質の貯蔵施 

 設 

ト．放射性廃棄物の廃棄

施設 

チ．放射線管理施設 

リ．その他の加工施設 

 

２ 工事計画認可申請における要目表の作成要領 

 

1. 目的 

新規制基準対応設備のうち別表第二において設備別記載事

項を記載する設備について，記載の統一及び一貫性を図るこ

とを目的として要目表の作成要領を策定する。 

なお，記載例については，別紙１に示す。 

 

 

2. 具体的な要目表の作成方法 

2.1 資料構成 

(1) 要目表の資料構成は以下とする。 

a. 申請対象設備については，別表第二の記載順に記載

する。 

 

 

 

 

 

 

赤字：炉の作成要領との

相違 

緑字：炉のガイドとの相

違 

青字：今回改正点 

 

 

 

 

・別表第二と同等の再処

理施設等における仕様表

対象設備の基本的な考え

方と具体的な対象設備を

示している箇所を引用

し、記載を明確化 

・仕様表記載項目の基本

パターンに合わせた具体

的な記載例を別紙１に示

すことを明確化 

 

 

 

・別表第二はないため，記

載順を明確化。 
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b．仕様表は，1 設備につき 1 件とし，複数の設備（系

統）区分※2の機能を有する設備であっても仕様表は 1 

件を原則とし，別紙２に示す記載順位で作成するもの

とする。なお，Ａ系／Ｂ系，第 1／第 2のように同一

機能、同一仕様の機器等及び 1つの機器に複数の機能

を有するユニット品は，1つの仕様表中に複数の機能

に係る仕様を記載することを基本とし，複数の機能に

係る場合は記載順位が早い順位に纏めて記載する。 

※ただし，ユニット品の構造や機能の関係性から，ユ

ニット品の構成単位で仕様表を分けた方が設備仕様

の整理が容易となるものは、設備別記載事項での記載

を踏まえて，機器の構成単位で仕様表を分けて作成す

ることも可とする。 

なお、ユニット品として仕様表を作成する場合は，ユニ

ット品の機能，構造を整理し，機器等の分類を決定する。 

以下にユニット品として仕様表を作成する場合の例，分

けて作成する場合の例を示す。 

＜ユニット品として作成する場合の具体例＞ 

（例1） 容器（円筒型・環状型）：冷却ジャケット付き 

容器と熱交換器のユニット品であるが，主たる機器の

機能は溶液・製品等の保持機能であるため容器の分類と

し、冷却機能を担保する容器の附属品である冷却ジャケ

ットは熱交換器に記載する項目を組み合わせた仕様表と

して作成する。 

（例2） 搬送設備：遮蔽容器付きクレーン 

搬送装置と遮蔽設備のユニット品であるが、主たる機

器の機能は核燃料物質等の搬送であるため、搬送装置の

分類とし、遮蔽機能を担保する搬送装置の附属品である

補助遮蔽は遮蔽設備に記載する項目を組み合わせた仕様

表として作成する。 

  ＜ユニット品を分けて作成する場合の具体例＞ 

（例1） ファン：フィルタ付（一体型） 

 ファンとフィルタのユニット品（一体構造）で設計す

るが，設計基準対処施設ではフィルタ付き排風機（浄化

＋排気）で使用し，重大事故等対処時ではその一部であ

るフィルタ（浄化）のみを使用するといった場合は，一

体構造のユニット品とするが，設備別記載事項での記載

を踏まえて，機器の構成単位で仕様表をファンとフィル

c. 要目表は，1 設備につき 1 件とし，複数の設備（系

統）区分※2の機能を有する設備であっても要目表は 1 

件とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・仕様表作成単位および

別紙２に纏める機器等

の記載順序で作成する

ことを追記。 

 

 

・仕様表の合理化のため

ユニット品の仕様表記

載の考え方を追加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・別紙１（記載例）を参考

として個々の機器で整

理することを追記。 

 

 

 

 

 

・ユニット機器での仕様

表を作成する場合の基

本パターンの分類の考

え方を追記。 

 

・ユニット機器として仕

様表を纏めて作成する

場合と分けて作成する

場合の例示を明確化 
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また，兼用するもの（複数の設備の機能を持ったものをいう。），

共用するものがある場合には，主たる機能に関係する設備の区

分で機器等を記載し，その他の機能に関係する設備の区分にお

いては，主たる機能に関係する設備の区分と機器等の名称及び

構成等を記載することで機能を有する範囲を明確にすれば，必

ずしもそれぞれの設備区分で同じ記載をする必要はないもの

とする。ただし，設備区分によって記載すべき機器等の仕様等

が異なる場合には，関係する設備区分での記載を網羅する必要

があり，どの区分に対応した記載内容かを付記するものとす

る。 

 

タに分けて作成する。 

また，兼用するもの（複数の設備の機能を持ったものをいう。），

共用するものがある場合には，主たる機能に関係する設備の区

分で機器等を記載し，その他の機能に関係する設備の区分にお

いては，主たる機能に関係する設備の区分と機器等の名称及び

構成を記載することで機能を有する範囲を明確にすれば，必ず

しもそれぞれの設備区分で同じ記載をする必要はないものと

する。ただし，設備区分によって記載すべき機器等の仕様等が

異なる場合は，関係する設備区分での記載を網羅する必要があ

り，どの区分に対応した記載内容かを付記するものとする。 

 

 

 

c. 仕様表記載対象設備は「申請範囲」※1により対象設備

を明確化する。 

※1：今回の手続き対象外で「記載の適正化のみ」を行う

設備は，「申請範囲」に手続き対象外である旨を記載

する。 

（例）○○ポンプ（手続き対象外） 

 

d．核燃料施設は設備（機器）名が統一され対象特定し難

いものが多いため，系統名，機器番号等を記載し対

象が特定できるものとする。（以下，各章においても

同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 要目表記載対象設備は「申請範囲」※1により対象設備

を明確化する。 

※1：今回の手続き対象外で「記載の適正化のみ」を行う

設備は，「申請範囲」に手続き対象外である旨を記載

する。 

（例）○○ポンプ（手続き対象外） 

 

※2：設備（系統）区分の記載について，設備名のみで対

象が自明の場合は系統名を記載しなくても良い。

（以下，各章においても同様。） 
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１）機器等の仕様に関する記載要求範囲 

規則別表第２の中欄においては，設備別記載事項として，それ

に係る熱交換器，ポンプ，容器その他の機器等の種類に応じて，

名称，種類，容量，最高使用圧力，最高使用温度，主要寸法，

主要寸法，材料，個数及び取付箇所等の仕様を記載することと

されており，これら仕様については，要目表として記載するこ

ととする。このうち，個数が複数の機器等については，技術基

準規則への適合性の観点で必要な場合は，それぞれの機器等の

仕様がわかるよう記載するものとする。また，配管等の「厚さ」，

熱交換器（蒸気発生器を含む）の「伝熱面積」等については，

当該機器等の性能又は強度等が技術基準規則等に適合してい

ることを確認したもの（以下「設計確認値」という。）と公称値

を併記することとし，設計確認値の記載については，「〇〇以

上」又は「〇〇以下」のように下限又は上限である旨を明記し

ても良いこととする。その他，技術基準規則の規定内容に加え，

以下の内容を踏まえて記載するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 仕様表の記載項目 

仕様表の記載項目については，技術基準規則，事業変更

許可申請書で示した機能，性能が基準等へ適合しているこ

とを説明する上で構造，性能等に係る具体的な数値等を示

す個別機器等を「①仕様表を作成する全ての設備に共通し

て具体的な対象設備（名称），個数，配置等を特定するため

の情報である共通項目」，「②仕様表を作成する設備におけ

る機能，性能のうち強度計算及び評価等の設計条件（核的

制限値，設計熱交換量，伝熱面積，排気風量等）となる設

計条件項目」，「③機能，性能を担保するための設計条件項

目と関係する機器仕様（材料，寸法等）となる仕様項目」

に記載項目を分類して示す。 

また，別紙１及び添付－１に示す個別機器等の記載例等

を参考とし，当該機器が関係する技術基準規則の各条文及

び事業変更許可申請書に記載の機能，性能等及び記載項目

を個々に整理し、変更前後がわかる仕様表を作成する。 

 

なお，既認可の仕様表記載項目のうち，以下に示すよう

な発電炉との記載項目の横並び，技術基準適合性等に係ら

ない項目や数値等の仕様記載ではない項目については，仕

様表から基本設計方針等（添付書類，添付図面含む）に記

載を移すものとする。 

①耐震クラス，機器の種類（溶接の機種区分）について

は，発電炉に合わせ「主要設備リスト」へ記載し，仕

様表に記載しない。 

②既設工認仕様表で記載している標準濃度，流体の種類

については，工程情報を示す項目であり，設備仕様に

直接かかわらない項目であることから，仕様表に記載

しない。 

③既設工認仕様表で記載している②に示す工程情報，そ

の他の規則，基準等への適合性との関係がある事項を

記載した特記事項（搬送設備の落下防止インターロッ

ク，計装設備の安全上重要な施設の系統分離等）で記

載していた情報は，設工認作成要領【基本的考え方】

に示す各書類（基本設計方針，仕様表，添付書類，添

付図面）で記載すべき基本的な考え方に基づき，それ

ぞれの書類において記載の加除（追加／変更／明確化）

を行い記載する。 

 

 

 

添付—1 については，再処

理施設，廃棄物管理施

設，加工施設の全体を

網羅できる機器を例に

作成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・基本設計方針等に含む

ものを明確化 

 

 

 

 

 

 

・工程情報は仕様表へ記

載しないことを明確化

（標準濃度，流体の種

類は工程情報として整

理） 

・既設工認仕様表に記載

の工程情報，特記事項

の整理方針を追加。 
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⑤ 添付図の呼び込みについては、必要な設計仕様を仕様表に

記載することから、仕様表に記載しない。 

 

（1）仕様表へ記載する項目，内容 

ａ．共通項目 

(a) 名称 

機器等を識別するため，原則として名称及び( )で

機器番号を記載し，記載する名称は現物と整合するよ

う設備図書で使用している名称を記載する。 

なお，設備図書において名称のみで機器番号が無い

機器等の場合は名称のみ記載し，弁のような名称が無

い機器等で機器番号がある場合は機器番号を記載す

る。 

具体的な名称の記載例は 2.3 に示す。 

なお，配管，ダクトの場合は，対象範囲が識別でき

るように記載する。 

（記載例 1）名称：（機器）～（機器） 

（記載例 2）名称：○○出口配管～（機器） 

（記載例 3）名称：〇〇入口配管及び〇〇出口配管

～（機器） 

 

(b) 種類又は主要構造 

機器等の種類又は建物・構築物の主要構造を示すた

め，形状や機能より分類した種類を記載する。分類及

び記載内容の例を以下に示す。 

＜容器（ライニング型）＞ 

・金属ライニング形，樹脂ライニング形とする。

（電力確認） 

＜容器（ラック型）＞ 

・ラック形とする。（電力確認） 

＜容器（塔型）＞ 

・〇〇とする。（既認可、電力確認） 

＜容器（環状・円筒型）＞ 

・円筒形容器の基本型式は，たて，横の置き方と

円筒形の組合せとする。なお，環状形容器は環

状形とする。（電力確認） 

（記載例）たて置円筒形，横置円筒形，環状形 

＜漏えい液受皿＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・配管・ダクトの名称記載

として From-To の記載

例は 2.3 に記載箇所を

移行 

 

 

 

 

 

 

・建物・構築物の構造を示

す項目を追記。 

・機器ごとの記載項目と

記載内容の具体化 
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・金属ライニング形，樹脂ライニング形とする。 

＜パルスカラム＞ 

・円筒形，環状形とする。 

 

＜ミキサセトラ＞ 

・ミキサセトラとする。 

＜運搬・製品容器＞ 

・円筒形，箱形，キャスク形とする。（電力確認） 

＜ろ過装置＞ 

・円筒形とし，たて，横の置き方と円筒形の組合

せとする。（容器と同じ） 

＜熱交換器＞ 

・伝熱管を有する熱交換器，凝縮器，冷却器は，

たて，横の置き方と U字管，直管等の管形状の

組合せとする。 

 （記載例）たて置直管式，横置 U字管式 

＜冷却塔／冷凍機＞ 

・冷却塔※は空冷式，水冷式，冷凍機は圧縮式，吸

収式とする。 

＜ボイラ＞ 

・水管式，炉筒煙管式とする。 

＜電気ヒータ＞ 

・シーズヒータ，カートリッジヒータ，鋳込みヒ

ータとする。 

＜ポンプ＞ 

・渦巻形，タービン形，軸流形，斜流形，カスケ

ード型，ピストン形，プランジャー形，ダイア

フラム形，ギア形，スクリュー形，ベーン形と

する。 

＜特殊ポンプ＞ 

・スチームジェットとする。 

＜圧縮機＞ 

・往復式，回転式，遠心式，軸流式とする。 

＜ファン＞ 

・遠心式，軸流式，斜流式，横流式とする。 

＜主要弁＞ 

・止め弁，閉止ダンパとする。 

＜安全弁及び逃がし弁＞ 
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・全量式，揚程式とする。 

＜フィルタ＞ 

・粒子フィルタ，よう素フィルタ，金属フィルタ

とする。 

＜主配管＞ 

・種類は記載しない。 

＜排気筒＞ 

・鉄塔支持型とする。※ 

＜建物・構築物＞ 

・建物又は洞道は鉄筋コンクリート造，鉄骨造又

は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。※ 

＜飛来物防護設備＞ 

・防護ネット，防護板とする。※ 

＜溢水／化学薬品防護設備＞ 

・扉，堰（コンクリート又は金属製）とする。 

＜遮蔽設備＞ 

・扉，ハッチ，窓，蓋，プラグとする。 

＜搬送設備＞ 

・天井走行式，床面走行式，水中走行式とする。 

＜機械装置＞ 

・油圧式，機械式，自然式等とする。 

＜核物質等取扱ボックス＞ 

・グローブボックス，オープンポートボックス，

フードとする。 

＜変圧器＞ 

・乾式とする。 

＜受電開閉設備用遮断器＞ 

・真空遮断器，ガス遮断器，磁気遮断器，空気遮

断器，気中遮断器，配線用遮断器とする。 

＜電源盤＞ 

・盤名称で明確化できるため，種類は記載しな

い。 

＜発電機＞ 

・横軸回転界磁 3相同期発電機，4サイクルたて

形 18気筒ディーゼル機関等とする。 

＜無停電電源装置＞ 

・静止形低電圧低周波数電源装置とする。 

＜電力貯蔵設備＞ 
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Ｆ．個数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備であって，通常運転時及び設計基準事

故時には その機能に期待しないものにあっては，技術基準

規則上必要な個数と バックアップの個数とを分けて記載す

るとともに，「○○以上」として，維持する必要のある個数を

・シール形クラッド式据置鉛蓄電池，サイリスタ

整流器とする。 

 

＜計装／放管設備＞ 

・検出器の種類に記載のとおり。 

＜保守設備＞ 

・マニプレータ，シャッタ等とする。 

※基礎に設置する建物・構築物は，直接基礎，べ

た基礎，杭基礎を種類に併記する。 

 

    (c)個数（基数） 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時，設計基

準事故時及び重大事故等時において技術基準規則及

び事業変更許可申請書へ適合させるためにその機

能，性能を満足するために必要な機器等の個数（基

数）を記載することとする。 

なお，運搬・製品容器であって，通常運転時におい

て同じ構造の機器が繰り返し製造，使用されるもの

については，当該容器の保管庫の最大貯蔵・保管容

量を保管庫の仕様表記載項目として記載することか

ら運搬・製品容器の記載項目として個数は記載しな

い。 

重大事故等対処設備の可搬型設備のように維持

する必要のある個数については，「○○以上」と記

載することでもよいこととする。 

なお，バックアップについて（）を付して個数及

びバックアップである旨の注記を記載することと

する。 

 

なお，機器の点検又は取替えを効率的に行うた

め，繰り返しの入れ替えを目的として取替えを行う

放射線分解水素による爆発の防止に係る重大事故の

対処及び臨界事故の拡大の防止に係る重大事故等の

対処並びに有機溶媒等における火災及び爆発の拡大

防止に係る重大事故等対処に使用する機器等（代替

安全圧縮空気系の安全弁，廃ガス貯留設備の安全弁

等）については，設計上必要となる個数を記載し，

予備品について（ ）を付して個数及び予備品であ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個数の記載目的と記載程

度を明確化 

製品容器、ガラス固化体

貯蔵容器のような管理区

域内で取り扱う容器で通

常運転時に使用する容器

は臨界防止機能、閉じ込

め機能に係る仕様値は記

載するが消耗品と同じ扱

いとして個数自体の記載

は個別の仕様表として記

載しない。 

 

 

 

 

 

 

ローテーションパーツ又

は構造上一度使用したら

交換を行う機器等であっ

て予備を用意している場

合は予備の個数を記載す

ることを追加 
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記載することでもよいこととする。なお， バックアップに

ついて（）を付して個数及びバックアップである旨 の注釈

を記載することとする。 

一方，通常運転時及び設計基準事故時に用いるための機器等で

あって，機器の点検又は取替えを効率的に行うため，繰り返し

の入替えを目的として取替えを行う原子炉冷却材圧力バウン

ダリに係る機器等（主蒸気安全弁，主蒸気逃がし安全弁，制御

棒駆動機構，改良型沸騰水型発電用原子炉施設の原子炉再循環

ポンプモーターカバー及び補助カバー並びに加圧水型発電用

原子炉施設の一次冷却材ポンプケーシングカバー等）について

は，設計上必要となる個数を記載し，予備品について（ ）を付

して個数及び予備品である旨の注釈を記載することとする。そ

のため，使用前検査又は供用の実績のない予備品の使用につい

ては，予備品の数の変更となり，改造の工事となる。 

 

Ｇ．取付箇所 

常設の機器等（可搬型の機器等の一部で通常運転時から使用

箇所に取り付けている機器等を含む。）については，属する系統の

機能の独立性及び位置的分散を示すために十分な配置を説明

する記載とする必要があり，また，溢水防護上の配慮が必要な

機器等については，防護区画との関係及び据付高さ等を記載す

る必要がある。 

 

 

可搬型の機器等については，保管している場所に加え，使用

時に取り付ける箇所を（ ）を付して記載することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る旨の注釈を記載することとする。 

 

 

(d)取付箇所 

常設設備（可搬型設備のうち一部常設箇所を有する

設備を含む。）の十分な配置（独立性，位置的分散等）

を示すため，設置床として建屋名称，部屋名称，

T.M.S.L.を記載する。 

  また，溢水又は化学薬品防護上の配慮が必要な機器

等については，防護区画との関係及び据付高さを示す

ため，溢水／化学薬品防護上の区画番号，溢水／化学

薬品防護上の配慮が必要な高さを記載する。 

可搬型の機器等については，保管場所を記載すると

ともに各保管場所へ分散して保管する場合は各保管

場所へ保管する個数を記載する。また，保管場所の他

に当該可搬型の機器を使用時に取り付ける箇所を( )

を付して記載する。 

 

（設置床の記載例） 

・前処理建屋 塔槽類廃ガス処理第 1室 

T.M.S.L.10.00 

 

（溢水防護区画及び据付高さの記載例） 

・W(溢水)-AA01（建屋及びフロア連番）-01（連番） 

T.M.S.L.20.00 以上 

（薬品防護区画及び据付高さの記載例） 

・C(薬品)-AA02（建屋及びフロア連番）-01（連番） 

 T.M.S.L.20.00 以上 

 

（可搬型の機器の記載例） 

＜保管場所を示す場合＞ 

・可搬型重大事故等対処設備保管場所（前処理建屋

内）T.M.S.L.10.00 

・可搬型重大事故等対処設備保管場所（第 1保管

庫・貯水所内）T.M.S.L.10.00 

・可搬型重大事故等対処設備保管場所（屋外：前処

理建屋近傍（西側））T.M.S.L.10.00 

＜取付箇所＞ 

 

 

 

 

 

発電炉の系統名（ライン

名）は仕様表記載項目か

ら削除 

※設置場所情報を全機器

統一して示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置床，溢水又は薬品防

護区画及び据付高さ，可

搬型機器の保管場所及び

使用場所の記載例を追

加。 

※溢水及び薬品防護区画

番号の採番ルールと据

付高さの記載例は火

災・溢水 Gと協議 

※可搬型の機器の記載例

については重大事故 G

及び防災施設課、一部

施設課と協議 

 

・化学薬品を追記。 
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Ａ．容量又は注入速度及び揚程又は吐出圧力 

通常運転時，設計基準事故時又は重大事故等時等の対応で必

要な性能が異なる場合には，要求される性能を列記する必要が

あり，容量又は注入速度及び揚程又は吐出圧力の対応関係が分

かるように記載することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

・前処理建屋 塔槽類廃ガス処理第 1室 

T.M.S.L.10.00 

・屋外：前処理建屋近傍 T.M.S.L.10.00 

ｂ．設計条件項目 

 (a)建物・構築物，飛来物防護設備等に係る耐震評価

（地盤，基礎）係る支持地盤の許容支持力度，支持地

盤の極限支持力度，マンメイドロックの強度，支持地

盤，杭の強度を記載する。 

(b)流体の種類 

配管，容器等で取扱う流体を示すため，流体の種

類を記載する。設備の構造上，複数の流体を記載す

る必要がある場合は，区別して記載する。 

 

 

(b)容量 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時，設計基準

事故時及び重大事故等時において技術基準規則及

び事業変更許可申請書へ適合させるためにその性

能を満足するために必要な容量を記載する。 

また，その対応に必要となる性能が要求される機能

で異なる場合は，その対応関係が分かるように数値

等を列記して記載するとともに，その妥当性を説明

する添付書類（例えば設備別記載事項の設定根拠に

関する説明書，安全機能を有する施設，安全上重要

な施設及び重大事故等対処施設の健全性に関する

説明書等）と整合した記載とする。 

 

    ＜容器：ライニング型＞ 

     ・消火設備の消火用水，放射性物質を含む廃液又

は廃樹脂の貯留又は燃料貯蔵プール等への補給

水，重大事故等の対処に使用する水を貯留する

ために必要な容量を記載する。 

      （火災，閉じ込め，水供給機能関連） 

     ＜容器：ラック型＞ 

     ・使用済燃料，放射性固体廃棄物を一時保管，貯

蔵するために必要な容量を記載する。 

      （臨界防止，使用済燃料の貯蔵，廃棄，保管廃

棄，搬送機能関連） 

 

 

 

 

・耐震設計に係る項目を

追加。 

 

 

・流体の種類は，各種強度

評価、健全性評価に係る情

報であるが関係する説明

書内で明確にすることで

仕様表記載項目からは削

除 
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    ＜容器：塔型＞ 

     ・ウラン・プルトニウムを含む溶液及び気体又は

液体状の放射性廃棄物の貯留，これらの浄化，

蒸発（減容）処理するために必要な容量を記載

する。 

      （閉じ込め，廃棄機能関連） 

     ＜容器：円筒・環状形＞ 

     ・ウラン・プルトニウムを含む溶液及び気体又は

液体状の放射性廃棄物の貯留，事故等のサポー

ト系であるユーティリティ（消火剤，燃料油，

空気，水等であって可搬型のものも含む）の貯

留するために必要な容量を記載する。 

（火災，閉じ込め，廃棄，居住性機能関連） 

＜漏えい液受皿＞ 

・液体状の放射性廃棄物（不溶解残渣廃液及び高

レベル廃液等の沸騰する可能性がある溶液で低

レベル廃液を除く）及び漏えい後における希釈

水を貯留するために必要な容量を記載する。 

（閉じ込め：ソースターム制限機能関連） 

＜パルスカラム，ミキサセトラ＞ 

・ウラン・プルトニウムを含む溶液の処理容量を

記載する。（許可整合のみ） 

＜運搬・製品容器＞ 

・ウラン粉末，MOX 粉末及び溶融ガラスを封入す

る容量を記載する。 

（臨界防止，閉じ込め機能関連） 

＜ろ過装置＞ 

・液体状の放射性廃棄物の浄化処理するために必

要な容量を記載する。 

 （使用済燃料の貯蔵等，廃棄機能関連） 

＜熱交換器，冷却塔／冷凍機，電気ヒータ＞ 

・熱の伝達性能（加熱・冷却）を表す容量（設計熱

交換量，設計燃焼熱量）を記載する。その際，有

効な面積の算出に必要な情報については，構造図

にて図示することとする。 

＜ボイラ＞ 

・蒸気の供給性能を表す容量を記載する。 

（閉じ込め機能関連） 
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Ｃ．加熱面積及び伝熱面積 

熱の伝達性能を表す必要があり，加熱及び伝熱に有効な面積を

記載することとする。その際，有効な面積の算出に必要な情報

については，構造図にて図示することとする。 

 

 

 

 

 

＜ポンプ＞ 

・ 

記載する能力とその項目の例を以下に示す。 

・容器では貯留能力を示すほか，しゃへいや火災等

による損傷の防止の評価に使用する主要条件であ

ることから容量を記載する。 
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Ｂ．最高使用圧力，最高使用温度 

重大事故等対処設備については，重大事故等時における使用

圧力以上の圧力又は使用温度以上の温度であって，設計上定め

るもの（以下「重大事故等時における圧力又は温度」という。）

を記載することとする。 

また，設計基準対象施設を重大事故等対処施設として使用する

場合で，重大事故等時における圧力又は温度が，設計基準対象

施設としての最高使用圧力又は最高使用温度を超える場合は，

その対応関係が分かるように記載することとする。 

 

 

・熱交換器類については，設備に応じて設計熱交換

量，設計燃焼熱量を容量として記載する。 

 また，加熱及び伝熱に有効な伝熱面積について

は，容量（設計熱交換量等）とは別に，設備の能

力として記載する。 

・装置類及び廃ガス処理設備等は，設備の処理能力

を記載する。 

・サーモサイフォン型蒸発缶（加熱部）は貯留能力

に加えて，処理容量及び設計熱交換量を記載する。

サーモサイフォン型蒸発缶（気液分離部）及びジ

ャケット型蒸発缶は，設計蒸発量を記載する。 

・ポンプ類は，型式に応じて容量及び揚程又は吐出

圧力を定格値として記載する。 

・安全弁，逃がし弁は吹出圧力，吹出量，吹出場所

を記載する。 

(d)最高使用圧力，最高使用温度 

強度評価対象の機器について，評価に用いる設計

条件の主要項目として最高使用温度，最高使用圧力

を記載する。 

重大事故等対処設備については，重大事故時等に

おける使用圧力以上の圧力又は使用温度以上の温度

であって，設計上定めるもの（以下，「重大事故等

時における圧力または温度」という。）を記載する

こととする。 

ただし，水素爆発及び TBP 等の錯体による急激な

分解反応のように瞬間的な衝撃によって生じさせ

る圧力，温度については，計算書にて影響評価を行

う。 

また，設計基準対象施設を重大事故等対処施設と

して使用する場合で，重大事故時等における圧力又

は温度が，設計基準対象施設としての最高使用圧力

または使用温度を超える場合は，その対応関係が分

かるように記載することとする。 

なお，各設備において，内圧及び外圧の両方が発

生するときは，両方の値を記載し，内圧及び外圧の

別が分かるようにする。 

 

 

 

・熱交換器に係る記載項

目として、容量（設計熱

交換量等）と伝熱面積

の双方を記載すること

を明示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・安全弁，逃がし弁の項目

を追記。 

 

・項目の記載対象機器を

明確化。 

 

・重大事故時の最高使用

温度，最高使用圧力の

扱いについて，別添1に

示す。 

 

 

 

 

 

・耐圧強度評価を行う対

象については、「添付書

類の考え方」で示すた

め、本項から削除する。 
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 (e)臨界管理 

臨界安全管理対象の機器は，核燃料物質が臨界に

達するおそれがないようにするための管理方法を記

載する。臨界安全管理の管理方法である全濃度安全

形状寸法管理（または形状寸法管理），濃度管理，質

量管理等を記載する。 

(e)核的制限値 

核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう，単

一ユニットとしては，設備の形状寸法，核燃料物質

の濃度，質量若しくは同位体の組成の管理若しくは

中性子吸収材の形状寸法，濃度若しくは材質の管理

又はこれらの組合せ，複数ユニットとしては，単一

ユニット相互間の最小距離等により臨界を防止する

ための措置における管理値を核的制限値として記載

する。 

（記載例１） 

・形状寸法のみの場合 

名称 〇〇槽 

核的制限値 
最 大 内 径 ㎜ 〇〇 

面間最小距離 槽間 ㎜ 〇〇 

 

（記載例２） 

・複数の臨界管理方法が適用される機器は以下の記載とし

てもよい。 

名称 〇〇槽 

核的制限値 

濃 縮 度 ％ 〇〇 

減 速 度 ㎜ 〇〇 

他の臨界管理を必要

とするユニットとの

相 互 間 隔 

㎝ ○○以上 

 

(f)化学的制限値，熱的制限値 

火災・爆発に係る防護対象機器，火災区域，火災

区画の窒素濃度，耐熱強度等の制限値を制限値とし

て記載する。 

 

(g)漏えい率，開口部風速 

核物質等を取扱うボックスの閉じ込め機能に係る

 

 

・設備仕様に直接かかわ

らない項目であること

から、仕様表に記載し

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・化学的・熱的制限値につ

いて追加。 

 

 

・核物質等取扱ボックス

の記載項目を追記。 
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＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

設計条件として，グローブボックス等の漏えい率，フ

ード等の開口部風速を記載する 
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＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

Ｄ．主要寸法，外径及び厚さ 

機器等の概略を示す「たて」「横」「高さ」等の他，容器，管

等の性能又は構造強度等の評価に必要となる主要な寸法，管等

の外径については原則として公称値を記載することとし，容器

等も含めて，厚さについては設計確認値（ＪＩＳで定める許容

差を差し引いた厚さの管の場合は除く。）及び公称値を記載す

ることとする。なお，ホース等の一般産業品を重大事故等クラ

ス３機器として使用する場合の厚さについては，その完成品が

一般産業品の規格及び基準に適合するものであって，重大事故

等時における使用圧力及び使用温度が負荷された状態におい

ても，使用材料の特性を踏まえた強度を確保できる旨を設計確

認値等に代えて記載することでもよいものとする。また，主要

寸法については，構造図にて図示するとともに，公差について

の説明を添付することとし，要目表に記載する主要寸法以外で

評価に必要となる詳細な寸法は計算書や構造図において記載

することとする。具体的な記載の例について参考資料１に示

す。 

 

 

 

 

 

複数の盤を組み合わせて構成される無停電電源装置等の主

要寸法は，分離可能な盤単位の寸法を記載することとする。 

 

重大事故等対処設備であって，通常運転時及び設計基準事故時

にはその機能に期待しない可搬型の機器等のうち，実用発電用

原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（原規

技発第１３０６１９４号（平成２５年６月１９日原子力規制委

員会決定）。以下「技術基準規則解釈」という。）第５４条の一

般産業品で十分な予備品を確保することで対応する場合にあ

っては，一般産業品（完成品）としての「たて」，「横」，「高さ」

等の概略寸法（車両に設置される機器等の場合は，当該車両の

概略寸法を含む。）や他の機器等との取り合いの寸法を記載す

ることでよいこととする。 

    ｃ．仕様情報 

(a)主要寸法 

機器等の概略を示す「たて」「横」「高さ」等の

ほか，容器，管等の性能又は構造強度等の評価に

必要となる主要な寸法，管等の外径について原則

として公称値を記載することとし，容器等も含め

て，厚さについては設計確認値（ＪＩＳで定める

許容差を差し引いた厚さの管の場合は除く。）及び

公称値を記載することとする。（記載項目の詳細に

ついては，添付-1に示す。） 

なお，ホース等の一般産業品を重大事故等対処

設備として使用する場合の厚さについては，その

完成品が一般産業品の規格及び基準に適合するも

のであって，重大事故時における使用圧力及び使

用温度が負荷された状態においても，使用材料の

特性を踏まえた強度を確保できる旨を公称値等に

変えて記載することでもよいものとする。また，

主要寸法については，構造図にて図示するととも

に，公差についての説明を添付することとし，仕

様表に記載する主要寸法以外で評価に必要となる

詳細な寸法は計算書や構造図において記載するこ

ととする。 

複数の盤を組み合わせて構成される無停電電源

装置等の主要寸法は，分離可能な盤単位の寸法を

記載することとする。 

重大事故等対処設備であって，通常運転時及び設

計基準事故時にはその機能に期待しない可搬型の

機器等のうち，一般産業品で十分な予備品を確保す

ることで対応する場合にあっては，一般産業品（完

成品）としての「たて」「横」「高さ」等の概略寸法

（車両に設置される機器等の場合は，当該車両の概

略寸法を含む。）や他の機器等との取り合いの寸法

を記載することでよいこととする。 
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＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

Ｅ．材料 

機器の構造強度又は耐震強度に影響を及ぼす機器の主とな

る部分（１種類又は必要に応じて数種類）を構成するものとす

る。 

発電用原子力設備規格 設計・建設規格（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ

－１日本機械学会。以下「設計・建設規格」という。）又は発電

用原子力設備規格 材料規格（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＪ－１日本機械

学会。以下「材料規格」という。）に規定されていない材料であ

って，その化学的成分及び機械的強度が設計・建設規格又は材

料規格で規定する材料と同等以上である場合には，「同等材」

として要目表に記載することとし，併せて，その材料の化学的

成分及び機械的強度に関する事項（化学的成分及び機械的強度

がＪＩＳ，ＡＳＴＭ等の規格に基づくものであって当該規格が

公表されているものは，規格番号等を記載した書類であっても

よい。）を要目表に記載することとする。その際，別紙として

記載することでもよいものとする。なお，主となる部分以外の

もので，詳細解析に必要となるものは，添付書類等に記載する

こととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ．効率，再結合効率 

効率は，公衆の放射線障害の防止を目的として設置するフィ

ルターについて，対象とする放射性物質を除去する割合とす

る。 

再結合効率は，再結合装置内に流入した水素を酸素と再結合し

除去する割合をいう。 

(b)主要材料 

機器等の安全性評価や強度評価等の対象となる主

要な材質を記載する。 

機器の構造強度又は耐震強度に影響を及ぼす機器

の主となる部分（１種類又は必要に応じ数種類）を

構成するものを記載する。 

ＪＩＳ，ＡＳＴＭ等の規格に規定されていない材料

であって，その科学的成分及び機械的強度がＪＩＳ，

ＡＳＴＭ等の規格に規定する材料と同等以上である場

合には，「同等材」として仕様表に記載することと

し，併せて，その材料の化学的成分及び機械的強度に

関する事項を仕様表に記載することとする。その際，

別紙として記載することでもよいものとする。 

なお，主となる部分以外のもので，詳細解析に必要と

なるものは，添付書類等に記載することとする。 

 

材料記号の記載方法は以下のとおりとする。 

①ＪＩＳ規格に基づく材料記号の記載（施設時の

ＪＩＳ規格に基づく材料記号を記載する。） 

・設備の施設以降に，ＪＩＳ規格改定により材料

記号が変更されたものであっても，今回の申請

において施設時のＪＩＳ材料記号を記載する。 

・既設設備の一部に最新のＪＩＳ規格が使用さ

れたものは，今回の申請において施設時のＪＩ

Ｓ材料記号と最新のＪＩＳ材料記号をそれぞ

れ記載する。 

②ＪＩＳ規格以外を使用する材料記号の記載 

企業のプライベート規格を使用している一般産

業品については，使用している材料を総称する一

般名を記載する。 

 

(c)効率 

   公衆の放射線障害の防止を目的として設置するフ

ィルタ等（よう素フィルタ，セラミックフィルタ等）

について，対象とする放射性物質を除去する割合を

記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. 材料記号の記載 

(a) ＪＩＳ規格に基づく材料記号の記載（施設時のＪ

ＩＳ規格に基づく材料記号を記載する。） 

①設備の施設以降に，ＪＩＳ規格改定により材料記号

が変更されたものであっても，今回の申請において施設

時のＪＩＳ材料記号を記載する。 

②既設設備の一部に最新のＪＩＳ規格が使用された

ものは，今回の申請において施設時のＪＩＳ材料記号と

最新のＪＩＳ材料記号をそれぞれ記載する。 

(b) ＪＩＳ規格以外を使用する材料記号の記載 

①企業のプライベート規格を使用している一般産業

品については，使用している材料を総称する一般名を記

載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・2.3 と記載内容が重複

するため削除。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象の具体化 

・水素の再結合装置につ

いては対象がないため

削除。 
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＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

Ｏ．空気流入率 

空気流入率は，技術基準規則において居住性に係る被ばく評価

を求めている中央制御室，緊急時制御室及び緊急時対策所に設

置する送風機及び排風機について記載するものとする。なお，

送風機及び排風機を共に有する場合は，一体として空気流入率

を記載することでもよいこととする。正圧管理で流入が想定さ

れない場合はその旨を付記するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｌ．検出器の種類 

計測装置及び放射線管理用計測装置においては検出原理を示

すものとし，以下の例を踏まえて記載することとする。 

・圧力の計測－「弾性圧力検出器」等 

・温度の計測－「測温抵抗体」及び「熱電対」等 

・流量の計測－「差圧式流量検出器」及び「電磁式流量検

出器」等 

・水位の計測－「差圧式水位検出器」等 

・水質の計測－「導電率検出器」等 

・放射線の計測－「電離箱」，「シンチレーション」及び「半

導体式」等 

原子炉非常停止信号又は工学的安全施設等の起動信号に

おいては，信号を発生する検出器を示すものとし，以下の

例を踏まえて記載することとする。 

・「加圧器圧力検出器｣，「一次冷却材温度検出器」及び「出

力領域中性子検出器」等 

 

(d)空気流入率 

  居住性に係る被ばく評価を求めている中央制御

室，緊急時対策所に設置する送風機及び排風機につ

いて記載する。 

なお，送風機及び排風機を共に有する場合は，一

体として空気流入率を記載することでもよいこと

とする。正圧管理で流入が想定されない場合はその

旨を付記するものとする。 

 

(e)原動機 

   ポンプ，ファン等の原動機と一体となった機器に

ついて，技術基準の要求に係る原動機の種類，出力，

個数，取付箇所を記載する。 

 

(f)駆動方式 

主要弁の駆動方式として，電動式か空気作動式を

記載する。 

 

(g)検出器の種類 

計測装置，放射線管理用計測装置，安全保護回路に

おいては検出原理を示すものとし，以下の例を踏ま

えて記載することとする。 

・圧力の計測－「エアパージ式差圧発信器」，

「圧力発信器」等 

・温度の計測－「測温抵抗体」，「熱電対」等 

・流量の計測－「オリフィス式差圧発信器」，

「電磁式」等 

・液位の計測－「エアパージ式差圧発信器」等 

・密度の計測－「エアパージ式差圧発信器」等 

・放射線の計測－「電離箱」，「シンチレーショ

ン」，「半導体式」等 

・臨界警報装置－「プラスチックシンチレーシ

ョン検出器」 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象の具体化 

 

 

 

 

・対象の具体化 

 

 

・設備単位から項目単位

に記載を見直し。 
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＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

 

 

 

 

 

 

Ｍ．原子炉非常停止信号又は工学的安全施設起動（作動）信号

の設定値 

原子炉非常停止信号又は工学的安全施設起動（作動）信号の

設定値については，上限値又は下限値であることを明確にする

ため，要目表に記載する値には「○○以下」又は「○○以上」

と記載することとする。 

 

 

 

 

 

Ｉ．制御方式及び制御方法 

安全保護系にデジタル安全保護系を適用する場合には，デジ

タル安全保護系を適用することを記載することとする。なお，

ここでいうデジタル安全保護系とは，安全保護系の論理演算機

能（作動（起動）回路）がデジタル化されている設備をいう。 

また「原子炉の制御方法」に，制御棒価値ミニマイザによる制

御方法について記載すること。 

 

 

(h)計測範囲，警報動作範囲 

計測装置，放射線管理用計測装置においては，計

測範囲，警報動作範囲を示す。 

なお，警報動作範囲については，警報動作値を持た

ない検出器は「－」を記載する。  

 

(i)設定値 

安全保護回路については，回路が作動する設定値

を示す。上限値又は下限値であることを明確にする

ため，仕様表に記載する値には「○○以下」又は「○

○以上」と記載することとする。 

 

(j)出力，回転速度，起動時間，出口圧力，燃料，力率，

電圧，電流，相，周波数，結線法，冷却方法，遮断

電流，遮断時間等 

電気設備及びディーゼル機関については，電圧等の

設備の使用情報を示す項目を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

(k)耐火被膜 

外部火災防護において，耐火被膜の塗装を施す機器

等（屋外に設置する機器等）について，耐火被膜の種

類と厚さを記載する。 

耐火被膜の厚さについて，下限値であることを明確

にするため，仕様表に記載する値は「○○以上」と記

載することとする。 

 

ｄ．注記 

仕様表に記載した内容補足説明する必要がある場

合は，仕様表の該当事項に呼び合い記号（例 ○○＊

1）を付し、仕様表外にて該当事項の補足説明を記載

する。（具体的な記載例は別紙１参照） 

  

 

 

 

 

 

・安全保護回路の記載項

目を追記。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・当社において，発電炉の

ような特記すべき制御

方式及び制御方法がな

いため，ｈ.制御室機能

及び緊急時対策所機能

と記載を統合すること

とし，削除する。 

 

・耐火被膜の項目を追記。 

 

 

 

 

 

 

 

・具体的な注記の例を後

段で示すことから、概

要記載に見直し。 
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＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

Ｈ．原子炉冷却材又は一次冷却材の純度 

沸騰水型発電用原子炉施設にあっては，ｐＨ，導電率及び

塩素イオンに係るものを記載することとする。加圧水型発電

用原子炉施設にあっては，ｐＨ，導電率，リチウムイオン，

塩化物イオン，溶存酸素，溶存水素及び濁度に係るものを記

載することとする。 

 

Ｊ．最大反応度価値 

原子炉（炉心）が臨界（臨界近接を含める。）にある場合

において，制御棒１本（複数の制御棒が同時に引き抜かれる

場合にあってはその制御棒全数）を引き抜くことにより炉心

に生ずる反応度の変化量の最大値を記載することとする。 

 

Ｋ．負の反応度添加率 

全制御棒が挿入できない場合に液体制御材を注入すること

によって原子炉を停止する時に単位時間当たりに炉心に与え

られる負の反応度の量を記載することとする。 

 

Ｎ．中央制御室機能，中央制御室外原子炉停止機能，緊急時制

御室操作機能及び緊急時対策所機能 

技術基準規則に対応して具備することとしている機能を記

載する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．制御室機能及び緊急時対策所機能 

技術基準に対応して制御室及び緊急時対策所が具

備することとしている機能（集中監視及び操作，設置

する制御盤類，外部状況把握，居住性の確保等）につ

いて記載する。 

 

 ・発電炉固有の設備であ

るため，記載しない。 

 

 

 

 

 

・発電炉固有の設備であ

るため，記載しない。 

 

 

 

 

・発電炉固有の設備であ

るため，記載しない。 
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＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

２）設備及び機器等の記載要求範囲 

（前略） 

また，兼用するもの（複数の設備の機能を持ったもの

をいう。），共用するものがある場合には，主たる機能に

関係する設備の区分で機器等を記載し，その他の機能に

関係する設備の区分においては，主たる機能に関係する

設備の区分と機器等の名称及び構成等を記載すること

で機能を有する範囲を明確にすれば，必ずしもそれぞれ

の設備区分で同じ記載をする必要はないものとする。た

だし，設備区分によって記載すべき機器等の仕様等が異

なる場合には，関係する設備区分での記載を網羅する必

要があり，どの区分に対応した記載内容かを付記するも

のとする。 

 

2.3 仕様表の記載方法 

(1) 施設に共通する記載 

a. 共用について 

(a) 他施設と共用する設備の名称についての表記は以下

とする。 

仕様表の記載方法 記載例 

常設／

可搬型 

設備名称のあとに「（○

○施設，○▽施設と共

用）」を記載する。 

モニタリングポス

ト 

（○○施設，○▽施

設と共用） 

 

(b) 共用に関する記載ルールについて 

①他施設と共用する設備は，それぞれの施設に設備仕

様を記載する。また，他施設と設備の一部を共用す

る場合は，その一部を共用する旨記載する。 

（別紙１ 記載例 1／12：①参照） 

 

 ②他施設と共用する設備を登録している側（以下，「設

備登録側」という。）の設備名称を明確にするため，

注記にて設備登録側である旨を記載する。 

（別紙１ 記載例 2／12：①参照） 

 

 

   b．兼用について 

(a) 複数の設備（系統）区分で兼用する設備の記載方針 

 

                          

2.2 要目表の記載方法 

(1) 施設に共通する記載 

a. 共用について 

(a) ○▽発電所登録側の共用する設備の名称についての

表記は以下とする。 

要目表の記載方法 記載例 

常設／

可搬型 

設備名称のあとに「（○

○，○▽発電所共用）」

を記載する。 

△△ポンプ 

（○○，○▽発電所

共用） 

 

 

(b) 共用に関する記載ルールについて 

「○▽発電所登録側」に設備仕様一式を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 兼用について 

(a) 複数の設備（系統）区分で兼用する設備の記載方針 

①従前の規制より複数の設備（系統）区分の設計基準

対象施設として使用しているもの（残留熱除去系

ポンプ等）は，従前の規制手続きと同様に主たる機

能に着目し，設計基準対象施設として「主たる設備

（系統）区分」のみに記載する。 

 

⇒仕様表の作成単位は、

本文設備を踏まえて添付

書類五、六の系毎を原則

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他施設との共用である

ため，それぞれの施設

に仕様を記載する。ま

た，設備の一部を共用

する場合は，共用部分

がわかるように記載す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

・当社において，設計基準

対象施設は，複数の設

備区分で兼用していな

いため，記載しない。 
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＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

 ①新たな規制への対応のために複数の設備（系統）

区分の設備として使用する以下のものは，「主と

なる設備（系統）区分」に加え「兼用先」にも記

載する。 

 

 

 

 

 

・既存の設計基準対象施設を他の設備（系統）

区分の重大事故等対処設備として新たに兼

用するもの（データ収集装置等）は重大事故

等対 処設備として「兼用先」に記載する。 

（別紙１ 記載例 3／12：①参照） 

 

・新たに追加設置した重大事故等対処設備を他

の設備（系統）区分の重大事故等対処設備と

して兼用するもの（情報収集装置等）は重大

事故等対処設備として「兼用先」に記載する。 

（別紙１ 記載例 4／12：①参照） 

 

 

(b) 複数の設備（系統）区分で兼用する設備の記載方法 

①複数の設備（系統）区分の機能を持つ設備を他の設

備（系統）区分の設備として兼用するものは，「主

となる設備（系統）区分」に「兼用先」の設備別記

載事項を追加し，注記を付記する。 

 

②「兼用先」への記載は，文章にて「主となる設備（系

統）区分」，「兼用すること」及び「設備（系統）名

称」を記載する。 

（別紙１ 記載例 5／12：①参照） 

 

②新たな規制への対応のために複数の設備（系統）区

分の設備として使用する以下のものは，「主となる

設備（系統）区分」に加え「兼用先」にも記載する。 

 

・既存の設計基準対象施設を他の設備（系統）

区分の設計基準対象施設として新たに兼用

するものは設計基準対象施設として「兼用

先」に記載する。 

 

・既存の設計基準対象施設を他の設備（系統）区

分の重大事故等対処設備として新たに兼用す

るもの（ほう酸水注入ポンプ等）は重大事故等

対処設備として「兼用先」に記載する。 

（別紙１ 記載例 １／１４ ：①参照） 

 

・新たに追加設置した重大事故等対処設備を他

の設備（系統）区分の重大事故等対処設備と

して兼用するもの（格納容器圧力逃がし装

置，常設低圧代替注水ポンプ等）は重大事故

等対処設備として「兼用先」に記載する。 

（別紙１ 記載例 ２／１４ ：①参照） 

 

(b) 複数の設備（系統）区分で兼用する設備の記載方法 

①複数の設備（系統）区分の機能を持つ設備を他の設

備（系統）区分の設備として兼用するものは，「主

となる設備（系統）区分」に「兼用先」の設備別記

載事項を追加し，注記を付記する。 

 

②「兼用先」への記載は，文章にて「主となる設備（系

統）区分」，「兼用すること」及び「設備（系統）名

称」を記載する。 

（別紙１ 記載例 ３／１４ ：①参照） 

 

 

 

 

 

・当社において，設計基準

対象施設は，複数の設

備区分で兼用していな

いため，記載しない。 
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＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

 ③「新たに登録する場合」の表記として，「本設工

認で」の文章を記載することで新たな登録であ

ることを示す。 

（別紙１ 記載例 5／12：②参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 「主となる設備（系統）区分」と「兼用先」の仕

様表の関連付け 

①「主となる設備（系統）区分」には，「兼用先」

の「設備（系統）区分」がわかるように，また

「兼用先」には，「主となる設備（系統）区分」

がわかるように記載し，互いの関連付けを行

う。 

記載は，「主となる設備（系統）区分」の名称

欄に注記を付記し，「兼用先」の全ての設備（系

統）区分を記載する。 

これにより，「兼用先」同士の関連性が明らか

になるため，「兼用先」では，「主となる設備（系

統）区分」のみを記載する。 

（別紙１ 記載例 5／12：③参照） 

 

②「主となる施設区分」と「兼用先」の施設区分が

異なる場合は，「施設区分」も含んで記載し，「兼

用先」が同一の施設である場合には，「施設区

分」の記載は行わない。 

 

③「新たに登録する場合」の表記として，「本工事

計画で」の文章を記載することで新たな登録で

あることを示す。 

（別紙１ 記載例 ３／１４ ：②参照） 

 

④設備（系統）区分によって記載すべき仕様（揚程

等）が異なるものについては，その異なる仕様

を一つの要目表にまとめて記載する。この場

合，複数の仕様が併記されるため，該当する仕

様に注記を付記し，対応する設備（系統）区分

が明確になるように記載する。 

（別紙１ 記載例 ４／１４ ：①参照） 

 

(c) 「主となる設備（系統）区分」と「兼用先」の要

目表の関連付け 

①「主となる設備（系統）区分」には，「兼用先」

の「設備（系統）区分」がわかるように，また

「兼用先」には，「主となる設備（系統）区分」

がわかるように記載し，互いの関連付けを行

う。 

記載は，「主となる設備（系統）区分」の名称

欄に注記を付記し，「兼用先」の全ての設備（系

統）区分を記載する。 

これにより，「兼用先」同士の関連性が明らか

になるため，「兼用先」では，「主となる設備（系

統）区分」のみを記載する。 

（別紙１ 記載例 ３／１４ ：③参照） 

 

②「主となる施設区分」と「兼用先」の施設区分が

異なる場合は，「施設区分」も含んで記載し，「兼

用先」が同一の施設である場合には，「施設区

分」の記載は行わない。 

（別紙１ 記載例 ２／１４ ：②参照） 

 

 

 

 

 

 

・当社において，設備区分

によって記載すべき仕

様が異なるものはない

ため，記載しない。 
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＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

 ③「兼用する設備（系統）区分」については，別紙

２の「仕様表 兼用先一覧」に従い兼用先を設定

する。 

 

(d) 「主となる設備（系統）区分」と同じ機器区分（容

器，管等）が兼用先にない場合 

①「兼用先」では異なる機器区分となるが，仕様表

として記載できる場合は，別紙２「仕様表 兼用

先一覧表」の「兼用する施設・設備（系統）区

分」に従い兼用先を設定し，仕様表に記載する。 

 

②「兼用先」で仕様表として記載できる機器区分が

ない場合，仕様表には記載せず，兼用先の施設の

基本設計方針の「兼用設備リスト」に設備名を記

載する。 

 

(e) 放出抑制設備，補機駆動用燃料補給設備等に関

しては，施設区分の兼用はしない。 

 

 

c．変更前後の書き分け 

(a) 新たな規制への対応のため設工認の手続きが必

要となる設備（以下①～⑤に示す設備）の仕様表に

ついては，必要な仕様を「変更後」に記載し「変更

前」は「－」を記載する。 

（別紙１ 記載例 6／12：①参照） 

この際，既設の設備を変更後に記載する設備は，

注記を付記し既設の設備である旨を記載する。この

場合，注記を付記する位置については，設備全体が

既設である場合は，原則代表して「名称」欄又は対

象設備が複数の場合（例：貯蔵ピット）は「変更後」

欄に 1か所，一部の仕様に変更等がある場合は該当

する仕様個別に付記する。 

（別紙１ 記載例 4／12：②参照） 

 

③「兼用する設備（系統）区分」については，別紙

２の「要目表 兼用先一覧」に従い兼用先を設定

する。 

 

(d) 「主となる設備（系統）区分」と同じ機器区分（容

器，管等）が兼用先にない場合 

①「兼用先」では異なる機器区分となるが，要目表

として記載できる場合は，別紙２「要目表 兼用

先一覧表」の「兼用する施設・設備（系統）区

分」に従い兼用先を設定し，要目表に記載する。 

 

②「兼用先」で要目表として記載できる機器区分が

ない場合，要目表には記載せず，兼用先の施設

の基本設計方針の「兼用設備リスト」に設備名

を記載する。 

 

(e) 情報提供系，サポート系（補機冷却系，換気空調

系，電源系及び圧力逃がし装置の移送ポンプ及

び配管）に関しては，施設区分の兼用はしない。 

 

c．変更前後の書き分け 

(a) 新たな規制への対応のため工事計画の手続きが

必要となる設備（以下①～⑦に示す設備）の要目表

については，必要な仕様を「変更後」に記載し「変

更前」は「－」を記載する。 

（別紙１ 記載例 ５／１４ ：①参照） 

この際，既設の設備を変更後に記載する設備は，

注記を付記し既設の設備である旨を記載する。この

場合，注記を付記する位置については，設備全体が

既設である場合は，原則代表して「名称」欄又は対

象設備が複数の場合（例：火災区域構造物・火災区

画構造物）は「変更後」欄に 1か所，一部の仕様に

変更等がある場合は該当する仕様個別に付記する。 

（別紙１ 記載例 ５／１４ ：②参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・放出抑制設備は兼用設

備リストにある。 
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＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

 ①重大事故等対処設備として新たに追加設置した

設備 

（別紙１ 記載例 4／12：③参照） 

 

②従前の規制では設工認の手続対象外であった既

設設備を重大事故対処設備として新たに登録

する設備又は新たに記載する仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③兼用設備として新たに登録する設備又は仕様 

（別紙１ 記載例 3／13：②参照） 

 

④既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備

として使用する設備のうち，重大事故等対処設

備としての使用条件（温度，圧力等）が設計基

準対象施設としての設計条件を超える仕様 

（別紙１ 記載例 7／12：①参照） 

 

⑤改造工事を行う設備（既設工認の本文記載事項の

変更を伴うもの） 

 

(b) 従前の規制範囲内での記載の適正化を行う設備の仕

様については，「変更前」に記載し「変更後」には

「変更なし」を記載する。 

 

 

 

 

①重大事故等対処設備として新たに追加設置した

設備 

（別紙１ 記載例 ２／１４ ：③参照） 

 

②従前の規制では工事計画の手続対象外であった

既設設備を重大事故対処設備として新たに登

録する設備又は新たに記載する仕様 

 

③設計基準対処施設として新たに工事計画の手続

き対象となった設備又は仕様 

（別紙１ 記載例 ５／１４ ：③参照） 

 

④既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備

として新たに登録する際に機器クラス区分が

変更となることで要求事項（継手仕様等）が追

加された設備 

 

⑤兼用設備として新たに登録する設備又は仕様 

（別紙１ 記載例 １／１４ ：②参照） 

 

⑥既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備

として使用する設備のうち，重大事故等対処設

備としての使用条件（温度，圧力等）が設計基

準対象施設としての設計条件を超える仕様 

（別紙１ 記載例 ６／１４ ：①参照） 

 

⑦改造工事を行う設備（既工事計画書の本文記載

事項の変更を伴うもの） 

 

(b) 従前の規制範囲内での記載の適正化を行う設備の

仕様については，「変更前」に記載し「変更後」には

「変更なし」を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・機器クラス区分が存在

しないため，記載しな

い。 
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(d) 重大事故等対処設備として既設の設計基準対象施

設を使用する設備については「変更前」に仕様を記

載し，「変更後」に「変更なし」と記載する。この場

合，当該設備がどちらの機能を有するかの識別は，

基本設計方針の「主要設備リスト」で行う。 

（別紙１ 記載例 3／12：③参照） 

 

(e) 今回の手続き対象外で「記載の適正化のみ」を行

う設備は，「変更前」に仕様を記載し，「変更後」に

「変更なし」と記載した上で，名称欄に注記を付記

し「手続き対象外」である旨を記載する。 

また，「申請範囲」に手続き対象外である旨を記

載する。 

（例）貯蔵ピット（手続き対象外） 

 

(f) 今回の手続きに関与しない設備については，仕様表

の記載の適正化は行わない。 

 

(g) 記載の適正化として「変更前」に記載する際に，建

設時の設工認等を出典として記載する場合において，

既設工認本文に記載がないため添付書類又は添付図

面を出典とする場合は，その添付書類又は添付図面が

添付されている既設工認申請書の「認可年月日」，「認

可番号」及び「添付書類又は添付図面の名称」を記載

する。 

既設工認の参考資料については，出典として使用し

ないこととする。 

例：注記 ＊1：既設工認に記載がないため記載の適正

化を行う。記載内容は，○○年○○月○○日付け○

○第○○号にて認可された設工認の○○による。 

（別紙１ 記載例 8／12：①参照） 

(c) 従前の規制範囲と整合させるために非主配管化す

る範囲については，「変更前」に既工事計画書の値を

記載し，「変更後」を「－」とした上で，注記を付記

し「記載の適正化を行う」旨を記載する。 

（別紙１ 記載例 ７／１４ ：①参照） 

 

(d) 重大事故等対処設備として既設の設計基準対象施

設を使用する設備については「変更前」に仕様を記

載し，「変更後」に「変更なし」と記載する。この場

合，当該設備がどちらの機能を有するかの識別は，

基本設計方針の「主要設備リスト」で行う。 

（別紙１ 記載例 １／１４ ：③参照） 

 

(e) 今回の手続き対象外で「記載の適正化のみ」を行う

設備は，「変更前」に仕様を記載し，「変更後」に「変

更なし」と記載した上で，名称欄に注記を付記し「手

続き対象外」である旨を記載する。 

また，「申請範囲」に手続き対象外である旨を記載

する。 

（例）○○ポンプ（手続き対象外） 

 

(f) 今回の手続きに関与しない設備については，要目表

の記載の適正化は行わない。 

 

(g) 記載の適正化として「変更前」に記載する際に，建

設時の工事計画書等を出典として記載する場合にお

いて，既工事計画書本文に記載がないため添付書類又

は添付図面を出典とする場合は，その添付書類又は添

付図面が添付されている既工事計画認可申請書の「認

可年月日」，「認可番号」及び「添付書類又は添付図面

の名称」を記載する。 

既工事計画書の参考資料については，出典として使

用しないこととする。 

例：注記 ＊1：既工事計画書に記載がないため記載の適正化

を行う。記載内容は，昭和○○年○○月○○日付け○○資

庁第○○号にて認可された工事計画の○○による。 

（別紙１ 記載例 １／１４ ：④参照） 

・非主配管化する設備は

ないため，記載しない。 
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 (h) 既設工認本文の記載事項の記載の適正化を行う場

合は，これらの許認可情報は記載せず，「既設工認」

の記載を注記に記載する。 

例：注記 ＊1：記載の適正化を行う。既設工認には

「○○」と記載。 

（別紙１ 記載例 9／12 ：①参照） 

 

(i) 既設工認に設備自体の記載がないものを「変更前」

に記載する場合は，「名称」欄又は「変更前」欄に注記

を付記し，その設備仕様一式そのものが既設工認に記

載がないことを示す。 

（別紙１ 記載例 9／12 ：②参照） 

 

(j) 既設工認に記載された主配管の「区間」において

「○○ポンプから△△配管合流部まで」などと記載

されている場合は「○○ポンプ～△△配管合流部」

と記載を修正する。ただし，「区間」の範囲の見直し

を伴わない修正である場合は注記を付記しない。 

 

例：〇〇ポンプから△△配管合流部まで 

↓ 

〇〇ポンプ～△△配管合流部 

 

(k) 設工認に記載のある機器等を廃止手続きする際の

記載については，「変更後」に，「撤去」または「廃

止」を記載する。なお，改造にあたってポンプは変更

後に「－」を記し，注記を付記する。 

・「撤去」と記載する場合：今回の申請において

機器等の撤去を行うもの。 

・「廃止」と記載する場合：今回の申請において

は，機器等の撤去は行わず，廃止手続きを行う

もの。 

 

(h) 既工事計画書本文の記載事項の記載の適正化を行

う場合は，これらの許認可情報は記載せず，「既工事

計画書」の記載を注記に記載する。 

例：注記 ＊1：記載の適正化を行う。既工事計画書

には「○○」と記載。 

（別紙１ 記載例 １／１４ ：⑤参照） 

 

(i) 既工事計画書に設備自体の記載がないものを「変更

前」に記載する場合は，「名称」欄又は「変更前」欄に

注記を付記し，その設備仕様一式そのものが既工事計

画書に記載がないことを示す。 

（別紙１ 記載例 ８／１４ ：①参照） 

 

(j) 既工事計画書に記載された主配管の「区間」におい

て「○○ポンプから△△配管合流部まで」などと記載

されている場合は「○○ポンプ～△△配管合流部」と

記載を修正する。ただし，「区間」の範囲の見直しを伴

わない修正である場合は注記を付記しない。 

 

例：〇〇ポンプから△△配管合流部まで 

↓ 

〇〇ポンプ～△△配管合流部 

 

(k) 工事計画書に記載のある機器等を廃止手続きする

際の記載については，「変更後」に，「撤去」または

「廃止」を記載する。なお，改造にあたって別表第一

対象外のポンプは変更後に「－」を記し，注記を付記

する。 

・「撤去」と記載する場合：今回の申請において

機器等の撤去を行うもの。 

・「廃止」と記載する場合：今回の申請において

は，機器等の撤去は行わず，廃止手続きを行う

もの。 

（別紙１ 記載例 ９／１４ ：①参照） 

（別紙１ 記載例 １０／１４ ：①参照） 
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e．重大事故等対処設備としての使用時における値につ

いて 

(a) 既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備

として使用する設備のうち，重大事故等対処設備

としての使用条件（温度，圧力）が設計基準対象施

設としての設計条件を超える設備については，そ

の超える部分の仕様を併記する。この際，上段を設

計基準対象施設としての値，下段に()書きで重大

事故等対処設備としての使用時における値とし，

注記を付記して「重大事故等時における使用時の

値」である旨を記載する。 

  なお，耐圧要求がない既設の設計基準対象施設に

ついては，既設工認において仕様表上で使用条件

（温度，圧力）を示していないことから，重大事故

等時における使用条件のみを記載する。 

（別紙１ 記載例 7／12：②参照） 

 

(l) 別表第一に該当する取替対象設備については，「変

更後」に取替えを実施する旨を注記に記載する。 

（別紙１ 記載例 １１／１４ ：①参照） 

 

d．同じ設備区分で同一機器を異なる用途で使用する場

合の記載について 

計測制御系統施設の原子炉非常停止信号及び工学

的安全施設等の起動信号に記載される検出器のよう

に，異なる用途に対し同一の検出器を使用する場合は

兼用とはならないが，使用する全ての用途が明確とな

るよう，注記を付記し，互いの関連付けを行う。 

（別紙１ 記載例 １２／１４ ：①参照） 

 

e．重大事故等対処設備としての使用時における値につ

いて 

(a) 既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備

として使用する設備のうち，重大事故等対処設備

としての使用条件（温度，圧力）が設計基準対象施

設としての設計条件を超える設備については，そ

の超える部分の仕様を「変更後」に記載する。この

際，上段を設計基準対象施設としての値，下段を重

大事故等対処設備としての使用時における値と

し，注記を付記して「重大事故等時における使用時

の値」である旨を記載する。 

（別紙１ 記載例 ６／１４ ：②参照） 

 

・取替対象設備はないた

め，記載しない。 

 

 

・同じ設備区分で同一機

器を異なる用途で使用

する設備はないため，

記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・DB 設備として，使用条

件が示されていない場

合があるため，記載を

追加。 
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１）機器等の仕様に関する記載要求範囲 

（前略） 

また，配管等の「厚さ」，熱交換器（蒸気発生器を含む），

ポンプ，圧縮機，容器その他の機器等の「容量」および熱交

換器（蒸気発生器含む）の「伝熱面積」等については，当該

機器等の性能又は強度等が技術基準規則等に適合している

ことを確認したもの（以下「設計確認値」という。）と公称

値を併記することとし，設計確認値の記載については，「〇

〇以上」又は「〇〇以下」のように，下限又は上限である旨

を明記してもよいこととする。その他，技術基準規則の規定

内容に加え，以下の内容を踏まえて記載するものとする。 

(b) 重大事故等対処設備としてのみ使用する設備に

ついては，「最高使用圧力」及び「最高使用温度」

（ポンプ等については「容量」，「揚程」も含む）の

項目欄に注記を付して「重大事故等時における使

用時の値」である旨を記載する。 

（別紙１ 記載例 6／12：②参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ. 設計確認値 

(a) ポンプ，熱交換器，容器等の容量，熱交換器等の

伝熱面積及び JIS 配管を除く配管等の厚さについ

ては「設計確認値」及び「公称値」を記載する。た

だし，設計図書等にて「設計確認値」が明記されて

いない場合は，「公称値」と同一値を記載する。 

また，従来，「設計確認値」のみを記載していた

ものについては，原則，同一の値を「公称値」とし

て記載する。 

ただし，安全弁・逃がし弁のリフト量，主要弁の

弁箱厚さ及び弁蓋厚さ等の機器仕様上の最小値を

記載している場合は「設計確認値」のみ記載する。 

（別紙１ 記載例 7／12：③参照） 

 

(b) 「設計確認値」及び「公称値」を併記する場合は，

「設計確認値」の後に括弧を付して「公称値」を記

載し，注記を付して「公称値」である旨を記載する。 

（別紙１ 記載例 7／12：③参照） 

 

(b) 重大事故等対処設備としてのみ使用する設備に

ついては，「最高使用圧力」及び「最高使用温度」

（ポンプ等については「容量」，「揚程」も含む）の

項目欄に注記を付して「重大事故等時における使

用時の値」である旨を記載する。また，既設の設計

基準対象施設を重大事故等対処設備として新たに

登録する際に，機器クラス区分が変更になること

で，記載が追加された管継手についても重大事故

等対処設備としてのみ使用する設備として，「最高

使用圧力」及び「最高使用温度」の項目欄に注記を

付して「重大事故等時における使用時の値」である

旨を記載する。 

（別紙１ 記載例 ２／１４ ：④参照） 

（別紙１ 記載例 ４／１４ ：②参照） 

 

f. 設計確認値 

(a) ポンプ，熱交換器，容器等の容量，熱交換器等の

伝熱面積及びＪＩＳ配管を除く配管等の厚さにつ

いては「設計確認値」及び「公称値」を記載する。

ただし，設計図書等にて「設計確認値」が明記され

ていない場合は，「公称値」と同一値を記載する。 

また，従来，「設計確認値」のみを記載していた

ものについては，原則，同一の値を「公称値」とし

て記載する。 

ただし，安全弁・逃がし弁のリフト量，主要弁の

弁箱厚さ及び弁蓋厚さ等の機器仕様上の最小値を

記載している場合は「設計確認値」のみ記載する。 

（別紙１ 記載例 １／１４ ：⑥参照） 

 

(b) 「設計確認値」及び「公称値」を併記する場合は，

「設計確認値」の後に括弧を付して「公称値」を記

載し，注記を付して「公称値」である旨を記載する。 

（別紙１ 記載例 １／１４ ：⑥参照） 

・機器クラス区分が存在

しないため，記載しな

い。 
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ｇ. 材料記号の記載 

(a) ＪＩＳ規格に基づく材料記号の記載（施設時の

ＪＩＳ規格に基づく材料記号を記載する。） 

①設備の施設以降に，ＪＩＳ規格改定により材料記

号が変更されたものであっても，今回の申請にお

いて施設時のＪＩＳ材料記号を記載する。 

②既設設備の一部に最新のＪＩＳ規格が使用され

たものは，今回の申請において施設時のＪＩＳ材

料記号と最新のＪＩＳ材料記号をそれぞれ記載

する。 

(b) ＪＩＳ規格以外を使用する材料記号の記載 

①企業のプライベート規格を使用している一般産

業品については，使用している材料を総称する

一般名を記載する。 

 

h. 個数 

(a) 技術基準規則上，予備を必要とする設備について

は，括弧外に必要数を記載し，括弧内に予備数を併

記する。予備数の記載については， 

（別紙１ 記載例 10／12：①参照） 

なお，可搬型の主配管については，後述の「(2) 

個別設備の記載 b. 個別事項（配管），(c) 可搬型

主配管」に示す。 

 

i. 取付箇所 

(a) 常設設備（可搬型設備のうち一部常設箇所を有す

る設備を含む。）の取付箇所については「系統名（ラ

イン名）」，「設置床」，「溢水防護上の区画番号」，

「溢水防護上の配慮が必要な高さ」，「化学薬品防

護上の区画番号」及び「化学薬品防護上の配慮が必

要な高さ」を記載する。 

なお，内部溢水防護及び化学薬品防護の要求がな

い廃棄物管理施設は取付箇所を記載しない。また，

安重設備がなく，溢水防護上の区画番号がない加工

施設は，設置床（室名称），溢水防護上の配慮が必要

な高さのみを記載する。 

g. 材料記号の記載 

(a) ＪＩＳ規格に基づく材料記号の記載（施設時のＪ

ＩＳ規格に基づく材料記号を記載する。） 

①設備の施設以降に，ＪＩＳ規格改定により材料記

号が変更されたものであっても，今回の申請にお

いて施設時のＪＩＳ材料記号を記載する。 

②既設設備の一部に最新のＪＩＳ規格が使用され

たものは，今回の申請において施設時のＪＩＳ材

料記号と最新のＪＩＳ材料記号をそれぞれ記載

する。 

(b) ＪＩＳ規格以外を使用する材料記号の記載 

①企業のプライベート規格を使用している一般産

業品については，使用している材料を総称する一

般名を記載する。 

 

h. 個数 

(a) 可搬型設備のうち技術基準規則上，予備を必要と

する設備については，括弧外に必要数を記載し，括

弧内に予備数を併記する。 

（別紙１ 記載例 ４／１４ ：③参照） 

なお，可搬型の主配管については，後述の「(2) 

個別設備の記載，b. 個別事項（配管），(c) 可搬型

主配管」に示す。 

 

i. 取付箇所 

(a) 常設設備（可搬型設備のうち一部常設箇所を有す

る設備を含む。）の取付箇所については「系統名（ラ

イン名）」，「設置床」，「溢水防護上の区画番号」及

び「溢水防護上の配慮が必要な高さ」を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・取付箇所に係る化学薬

品防護上の記載項目につ

いて追加 

・2.2 と記載が重複して

いるため削除。 
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＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

 ①「属する系統の機能の独立性」の確認のため，

仕様表へ「系統名（ライン名）」を記載し，「系

統図」との関連付けを行う。ポンプ A，B や弁

A，B，C 等の複数機器を 1 件の仕様表に記載

する場合には，その機器毎に「系統名（ライン

名）」を記載する。なお，系統に接続されない

機器（クレーン等）は「－」とする。 

（詳細は別紙３参照） 

 

②「位置的分散」の確認のため，仕様表へ「設置

床」を記載し，「配置図」との関連付けを行う。

記載欄には「建屋名称」及び機器等の「設置床

レベル」を記載する。 

（詳細は別紙３参照） 

 

③「○○施設の溢水による損傷の防止に関する説明

書」の「防護対象設備リスト」及び「防護区画

図面」との関連付けを行うため，仕様表へ「溢

水防護上の区画番号」を記載する。新規要求事

項であるため「変更後」の欄に記載する。 

なお，溢水防護の対象設備以外の機器は「－」

とする。 

（詳細は別紙３参照） 

 

④溢水防護上の配慮が必要となる機器等につい

て，その機器が設置される区画のうち，機能喪

失高さが最も低いものを選定した上で，裕度

を設定して仕様表へ「溢水防護上の配慮が必

要な高さ」として記載する。 

新規要求事項であるため「変更後」の欄に記

載する。 

なお，溢水防護の対象設備以外の機器は「－」

とする。 

（詳細は別紙３参照） 

 

①「属する系統の機能の独立性」の確認のため，

要目表へ「系統名（ライン名）」を記載し，「系

統図」との関連付けを行う。ポンプ A，B や弁

A，B，C 等の複数機器を 1 件の要目表に記載

する場合には，その機器毎に「系統名（ライン

名）」を記載する。なお，系統に接続されない

機器（クレーン等）は「－」とする。 

（詳細は別紙３参照） 

 

②「位置的分散」の確認のため，要目表へ「設置

床」を記載し，「配置図」との関連付けを行う。

記載欄には「建屋名称」及び機器等の「設置床

レベル」を記載する。 

（詳細は別紙３参照） 

 

③「発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明

書」の「防護対象設備リスト」及び「防護区画

図面」との関連付けを行うため，要目表へ「溢

水防護上の区画番号」を記載する。新規要求事

項であるため「変更後」の欄に記載する。 

なお，溢水防護の対象設備以外の機器は「－」

とする。 

（詳細は別紙３参照） 

 

④溢水防護上の配慮が必要となる機器等につい

て，その機器が設置される区画のうち，機能喪

失高さが最も低いものを選定した上で，裕度

を設定して要目表へ「溢水防護上の配慮が必

要な高さ」として記載する。 

新規要求事項であるため「変更後」の欄に記

載する。 

なお，溢水防護の対象設備以外の機器は「－」

とする。 

（詳細は別紙３参照） 
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＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤「再処理施設の化学薬品による損傷の防止に関

する説明書」の「防護対象設備リスト」及び「防

護区画図面」との関連付けを行うため，仕様表

へ「溢水防護上の区画番号」を記載する。新規

要求事項であるため「変更後」の欄に記載す

る。 

なお，溢水防護の対象設備以外の機器は

「－」とする。 

（詳細は別紙３参照） 

 

⑥化学薬品防護上の配慮が必要となる機器等に

ついて，その機器が設置される区画のうち，機

能喪失高さが最も低いものを選定した上で，

裕度を設定して仕様表へ「化学薬品防護上の

配慮が必要な高さ」として記載する。 

新規要求事項であるため「変更後」の欄に記

載する。 

なお，化学薬品防護の対象設備以外の機器は

「－」とする。 

（詳細は別紙３参照） 

 

      (b) 可搬型設備の取付箇所については，「保管場

所」及び「取付箇所」を記載する。    

①屋外の可搬型設備の「保管場所」は，保管場所

の設置床高さ及び保管場所が特定可能な記載

とする。この場合，移動可能な設備であること

を考慮し設置床高さには「約」を付記する。な

お，設置床高さの表記方法については，事業変

更許可申請書に準じる。 

（別紙１ 記載例 10／12：②参照） 

 

②屋外の可搬型設備の「取付箇所」は，取付箇所

の設置床高さ及び取付箇所が特定可能な記載

とする。 

（別紙１ 記載例 10／12：③参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 可搬型設備の取付箇所については，「保管場所」

及び「取付箇所」を記載する。 

①屋外の可搬型設備の「保管場所」は，保管場所

の設置床高さ及び保管場所が特定可能な記載

とする。この場合，移動可能な設備であること

を考慮し設置床高さには「約」を付記する。な

お，設置床高さの表記方法については，設置変

更許可申請書に準じる。 

（別紙１ 記載例 ４／１４ ：④参照） 

 

②屋外の可搬型設備の「取付箇所」は，取付箇所

の設置床高さ及び取付箇所が特定可能な記載

とする。 

（別紙１ 記載例 ４／１４ ：⑤参照） 

・化学薬品による損傷の

防止に関する仕様表記載

事項について追加 
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＜比較検討＞ 

 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

 

 

③可搬型設備のうち一部常設箇所を有する設備

については，一部常設箇所の「溢水防護上の配

慮が必要な高さ」を記載し，その旨が分かるよ

う注記を付記する。 

 

④可搬型ホースについて，複数の敷設ルートがあ

る場合には，敷設距離が最長となるルートに

ついて注記で記載する。また，複数の長さのホ

ースを組み合わせて使用する場合は，その内

訳を注記で記載する。 

（詳細は別紙４参照） 

 

j. ＳＩ単位換算 

(a) 既設工認に記載がある設備のうち，ＳＩ単位で記

載されていないものについては，ＳＩ単位に換算

した値を記載し，注記を付して「ＳＩ単位に換算し

た」旨を記載する。 

    

 

 

③可搬型設備のうち一部常設箇所を有する設備

については，一部常設箇所の「溢水防護上の配

慮が必要な高さ」を記載し，その旨が分かるよ

う注記を付記する。 

 

④可搬型ホースについて，複数の敷設ルートがあ

る場合には，敷設距離が最長となるルートに

ついて注記で記載する。また，複数の長さのホ

ースを組み合わせて使用する場合は，その内

訳を注記で記載する。 

（詳細は別紙４参照） 

 

j. ＳＩ単位換算 

(a) 既工事計画書に記載がある設備のうち，ＳＩ単位

で記載されていないものについては，ＳＩ単位に

換算した値を「変更前」に記載し，注記を付して「Ｓ

Ｉ単位に換算した」旨を記載する。 

（別紙１ 記載例 ７／１４ ：②参照） 

 

k. 使用前検査未完了の工事 

(a) 新規制施行前に工事の計画の認可又は届出し

た工事のうち，使用前検査に合格していないもの

で，今回の一体工事として手続きするものについ

ては，「基本設計方針の変更の工事」として扱う。

この場合，「変更前」に認可又は届出後の仕様を記

載し，注記で基本設計方針の変更である旨の記載

を行う。 

例：届出した工事 

注記 ＊1：記載内容は，既工事計画書（平成○○年

○○月○○日付け原発本第○○○号工

事計画届出書）による。なお，本工事計

画書は，届け出した工事計画に対して

基本設計方針の変更を行うことに伴い

申請するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「届出」の対応案件がな

いことから記載を適正化 
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＜比較検討＞ 

 

  

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k. 防護上の配慮が必要な設備 

(a) 耐震基準変更に伴う耐震Ｓクラス設備，溢水防護

上の配慮が必要となる防護対象設備，竜巻，火山又

は外部火災等における防護対象であって仕様表記

載対象設備の場合は，基準変更対応としての手続

き対象設備として仕様表に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 今回の一体工事として手続きしないものについて

は，別途，「工事計画」の「変更認可申請」，「変更届

出」等の手続きを行う。そのため，これらに係る設備

のうち今回の一体工事の手続きとして必要となるも

のは，要目表の「変更前」部分に「既に認可を受けた」

工事計画の「変更前」の部分を記載するものとする。

その場合において注記は記載しない。 

 

l. 防護上の配慮が必要な設備 

(a) 耐震基準変更に伴う耐震Ｓクラス設備，共振の影

響を受ける耐震Ｂクラス設備，溢水防護上の配慮が

必要となる防護対象設備，竜巻，火山又は外部火災

等における防護対象であって別表第二の要目表対

象設備の場合は，基準変更対応としての手続き対象

設備として要目表に記載する。 
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＜比較検討＞ 

  

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

 l. 機能及び使用方法が同じ設備を複数台保有する場合

の名称 

(a) ポンプや逃がし安全弁等，機能及び使用方法が同

じ設備を複数保有する場合の名称は，「A」，「B」，

「C」等の個体識別を記載せず，設備名称のみ記載

する。 

（例）○○建屋非常用蓄電池 A，B 

↓ 

     仕様表記載名称「○○建屋非常用蓄電池」 

 

(b) 弁については弁番号で記載することとし，個体識

別を付記した設備名称を記載する。なお，機能及び

使用方法が同じ設備についてはまとめて記載す

る。 

（例）仕様表記載名称「○○弁（〇〇-W○○）」 

 

(c) 配管，ダクトについては，対象範囲が識別できる

ように記載する。 

（記載例 1）名称：（機器）～（機器） 

（記載例 2）名称：○○出口配管～（機器） 

（記載例 3）名称：〇〇入口配管及び〇〇出口配管

～（機器） 

 

(d) 安全保護回路については，回路名称を記載する。 

（記載例）名称：液体廃棄物の廃棄施設の高レベル

廃液濃縮缶加熱蒸気温度高によ

る加熱停止回路 

 

m. 竜巻，内部溢水評価等の制約により分散配置を必要

とする設備については，仕様表の取付箇所（保管場所）

欄に分散して保管する旨を記載する。（可搬型中型移

送ポンプ等） 

 

 

 

m. 機能及び使用方法が同じ設備を複数台保有する場合

の名称 

(a) 再循環系ポンプや逃がし安全弁等，機能及び使用

方法が同じ設備を複数保有する場合の名称は，

「A」，「B」，「C」等の個体識別を記載せず，設備名

称のみ記載する。 

（例）保有設備「再循環系ポンプ A，B」 

↓ 

要目表記載名称「再循環系ポンプ」 

 

(b) 弁については弁番号で記載することとし，個体識

別を付記した設備名称を記載する。なお，機能及び

使用方法が同じ設備についてはまとめて記載す

る。 

（例）要目表記載名称「E12-F017A,B」 

 

n. 竜巻，内部溢水評価等の制約により分散配置を必要

とする設備については，要目表の取付箇所（保管場

所）欄に分散して保管する旨を記載する。（可搬型代

替注水中型ポンプ等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・2.2 から移行 

 

 

 

 

 

 

・安全保護回路の名称記

載例を追記。 

 

95



 発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【仕様表の作成要領】    

＜比較検討＞ 

  

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

 n. 注記 

仕様表記載事項を補足する目的で記載する事項に

ついては注記にて記載する。 

以下に注記として記載する事項の例を示す。 

・単位 

同一の仕様表記載項目中に複数の単位が含まれ

る場合は，それぞれを識別するため，異なる単位

記載であることを注記で記載する。 

・保温材 

保温材の仕様の有無により，適用する定ピッチ

スパン表が異なることから，対象となる配管を識

別するため，保温材を使用する旨を注記で記載す

る。 

・公称値/設計確認値 

仕様表に記載する主要寸法等の数値が公称値を

示すか設計確認値を示すかの識別が必要な項目

については、注記で記載する。 

・検出器 

検出器の個数とインターロックの動作との関

連について、「2 out of 3」等の特別な構成の場合

は、個数に注記を付し説明を記載する。 

・記載の適正化 

機器名称／項目名称の見直しや既設工認の図面

等に記載した事項の明確化，SI 単位化等，記載の

適正化に係わる事項については，見直した事項が

分かるように注記で記載する。 

 

 

 ・注記として記載する考

え方を追加。具体的な記

載項目については，適宜，

反映する。 
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＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

２）設備及び機器等の記載要求範囲 

規則別表第２の中欄においては，同表の上欄で示している発

電用原子炉施設の種類として，原子炉本体，核燃料物質の取扱

施設及び貯蔵施設，原子炉冷却系統施設，計測制御系統施設，

放射性廃棄物の廃棄施設，放射線管理施設，原子炉格納施設及

びその他発電用原子炉の附属施設に区分し，設備ごとに熱交換

器，ポンプ，容器，貯蔵槽，ろ過装置，安全弁及び逃がし弁，

主要弁，主配管，送風機，排風機並びにフィルター等の機器等

を記載することとされている。これらについて，まず個別機器

等の記載要求範囲を示すとともに，個別施設ごとに設備及び機

器等の記載要求範囲を示す。 

 

 

(2) 個別設備の記載 

a. 個別事項（機器） 

(a)安全上重要な施設の作動設定値において，既設の検

出器を重大事故等対処設備として兼用し，ロジック回

路のみ新たに構成する場合については，変更後の設備

仕様を記載する。この場合，検出器は既設であること

及び兼用であることを注記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ)計測制御系統施設及び放射線管理施設については

「計測範囲」及び「警報動作範囲」を記載するが，設

計基準対象施設，重大事故等対処設備ともに技術基準

規則で要求されている計測装置のみ適用し，計測範囲

や警報動作を適用しない設備については，「－」とす

る。なお，既設工認の記載の適正化を行い「－」と記

載する場合は，注記を付記して，警報動作を適用しな

い旨を記載する。 

（別紙１ 記載例 11／12：①参照） 

 

(ｃ) 中央制御室及び緊急時対策所の居住性評価におい

て考慮する生体遮蔽装置について 

中央制御室及び緊急時対策所の居住性評価におい

て解析上遮蔽として考慮する壁等については，「中央

制御室遮蔽」又は「緊急時対策所遮蔽」として記載す

る。 

 

 

(2) 個別設備の記載 

a. 個別事項（機器） 

(a) 工学的安全施設等の作動設定値において，既設の検

出器を重大事故等対処設備として兼用し，ロジック回

路のみ新たに構成する場合については，「変更前」を

「－」とし，「変更後」に設備仕様を記載する。この場

合，検出器は既設であること及び原子炉非常停止信号

の検出器と兼用であることを注記する。 

 

(b) 非常用電源設備以外のポンプ車等に付属するポン

プ駆動用の燃料タンク（車付タンク）については，補

機駆動用燃料設備に記載する。また，ディーゼル機関

を駆動源とする消火ポンプの燃料タンクも同様とす

る。 

 

(c) 「別表第二」記載事項のうち計測制御系統施設及び

放射線管理施設に記載されている「警報装置を有する

場合は，その動作範囲を付記すること。」については，

設計基準対象施設，重大事故等対処設備ともに技術基

準規則で要求されている計測装置のみ適用し，警報動

作を適用しない設備については，「－」とする。なお，

既工事計画書の記載の適正化を行う場合は，注記を付

記して，警報動作を適用しない旨を記載する。 

（別紙１ 記載例 １３／１４ ：①参照） 

 

(d) 中央制御室及び緊急時対策所の居住性評価におい

て考慮する生体遮蔽装置について 

中央制御室及び緊急時対策所の居住性評価におい

て解析上遮蔽として考慮する壁等については，「中央

制御室遮蔽」，「中央制御室待避室遮蔽」，「二次遮蔽」

又は「緊急時対策所遮蔽」として記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・該当する機器が存在し

ないため，記載しない。 
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＜比較検討＞ 

 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

 b. 個別事項（配管） 

     (a) 仕様表名称 

主配管については用途，使用範囲等の明確化のため，

以下の範囲で名称を細分化する。 

① DB 施設のみの境界 

② SA 設備のみの境界 

③ 主配管と非主配管の境界 

④ 兼用設備の境界（DB／SA 兼用範囲，SA 間兼用範

囲） 

⑤ 安全上重要な施設の境界 

⑥ 耐震重要度分類Ｓクラス、1.2Ss の境界 

⑦ SA 設備として既設の DB 施設を使用するもので，

DB 施設としての仕様から変更がない境界 

⑧ SA 設備として既設の DB 施設を使用するもので，

DB 施設としての仕様から変更がある境界 

⑨ 建設工事及び改造工事における境界（工事工程上

の観点から分割可能な場合） 

(b) 管継手 

①既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備

として新たに登録する際に，記載が追加された

管継手は「変更前」を「－」とし，「変更後」に

管継手の仕様を記載し，注記で「既設」である

旨を記載する。 

また，上記のうち「Ｔ継手」については，重大

事故等時に使用する流路に対して仕様を記載す

る。即ち，Ｔ継手の分岐部が設計基準対象施設上

は主配管であっても，当該分岐部が重大事故等

時に使用しない流路である場合は，当該Ｔ継手

の分岐部は「－」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

b. 個別事項（配管） 

(a) 要目表名称 

主配管については用途，使用範囲等の明確化のため，

以下の範囲で名称を細分化する。 

①設計基準対象施設のみの境界 

②重大事故等対処設備のみの境界 

③重大事故等対処設備として既設の設計基準対象施

設を使用するもので，設計基準対象施設としての仕

様から変更がない境界 

④重大事故等対処設備として既設の設計基準対象施

設を使用するもので，設計基準対象施設としての仕

様から変更がある境界 

⑤兼用設備の境界 

⑥耐震重要度分類Ｓクラスの境界 

⑦主配管と非主配管の境界 

 

 

(b) 管継手 

①既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備

として新たに登録する際に，機器クラス区分が

変更になることで，記載が追加された管継手は

「変更前」を「－」とし，「変更後」に管継手の

仕様を記載し，注記で「既設」である旨を記載

する。 

また，上記のうち「Ｔ継手」については，重大

事故等時に使用する流路に対して仕様を記載す

る。即ち，Ｔ継手の分岐部が設計基準対象施設上

は主配管であっても，当該分岐部が重大事故等

時に使用しない流路である場合は，当該Ｔ継手

の分岐部は「－」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

・管継手の扱いについて

は，別添 3に記載。 

ＤＢ／ＳＡ ＤＢ／ＳＡ ＤＢ／ＳＡ ＤＢ／ＳＡ 

ＤＢ／ＳＡ ＤＢ／－ 

ＳＡ 

／ 

ＳＡ 

／ 

― 

ＳＡ 

／ 

ＳＡ 

／ 

ＳＡ 

ＤＢクラス３主配管 

ＳＡクラス２主配管 

ＤＢ／ＳＡ ＤＢ／ＳＡ ＤＢ／ＳＡ ＤＢ／ＳＡ 

ＤＢ／ＳＡ ＤＢ／－ 

ＳＡ 

／ 

ＳＡ 

／ 

― 

ＳＡ 

／ 

ＳＡ 

／ 

ＳＡ 
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＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

(c) 可搬型主配管 

①可搬型主配管のうち，可搬型ホースについては，

接続する箇所が分かるような名称にするとと

もに，ホース 1本当たりの長さを名称へ記載す

る。 

（例）○○ライン△△用□□mホース 

（別紙１ 記載例 12／12：①参照） 

②外径が記載できない可搬型主配管の外径につい

ては，呼び径を記載し，その旨を注記する。 

（別紙１ 記載例 12／12：②参照） 

 

③厚さが記載できない可搬型主配管の厚さは「－」

を記載し，その旨を注記する。 

注記 1）：メーカ仕様によるものとし，完成

品として一般産業品の規格及び

基準に適合するものであって，使

用材料の特性を踏まえた上で，重

大事故等時における使用圧力及

び使用温度が負荷された状態に

おいて強度が確保できるものを

使用する。 

（別紙１ 記載例 12／12：③参照） 

 

 

 

②既設の設計基準対象施設のクラス２配管の管継

手に関しては，既工事計画書に記載されていな

いもので新規制においても主配管に該当する

場合は，記載の適正化として「変更前」に管継

手を追記し，その旨を注記で記載する。 

③管にエルボを含む場合は，その厚さが配管と同

等以上である旨を注記で記載する。 

 

(c) 可搬型主配管 

①可搬型主配管のうち，可搬型ホースについては，

接続する箇所が分かるような名称にするとと

もに，ホース 1本当たりの長さを名称へ記載す

る。 

（例）○○ライン△△用□□mホース 

（別紙１ 記載例 １４／１４ ：①参照） 

②外径が記載できない可搬型主配管の外径につい

ては，呼び径を記載し，その旨を注記する。 

（別紙１ 記載例 １４／１４ ：②参照） 

 

③厚さが記載できない可搬型主配管の厚さは「－」

を記載し，その旨を注記する。 

注記 ＊1：メーカ仕様によるものとし，完

成品として一般産業品の規格及

び基準に適合するものであって，

使用材料の特性を踏まえた上で，

重大事故等時における使用圧力

及び使用温度が負荷された状態

において強度が確保できるもの

を使用する。 

（別紙１ 記載例 １４／１４ ：③参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99



 発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【仕様表の作成要領】    

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④可搬型主配管の「個数」，「取付箇所」欄の記載

について可搬型主配管の「個数」欄及び「取付

箇所」欄への記載方法を，別紙４に示す。なお，

詳細な個数の内訳は「設備別記載事項の設定根

拠に関する説明書」に記載する。 

 

 

・非常用発電装置の常設ホースの記載は，以下と

する。 

注記 ＊1：メーカ仕様によるものとし，「発

電用火力設備に関する技術基準

を定める省令」に基づき，規定の

圧力まで昇圧した後，適切な時間

保持したとき，これに耐え，また

規定の圧力で点検を行ったとき，

漏えいがないものを使用する。 

 

④可搬型主配管の「個数」，「取付箇所」欄の記載

について可搬型主配管の「個数」欄及び「取付

箇所」欄への記載方法を，別紙４に示す。なお，

詳細な個数の内訳は「設備別記載事項の設定根

拠に関する説明書」に記載する。 

 

 

・既認可において，ディー

ゼル発電機の配管の厚

さについては記載され

ていることから，本内

容は記載しない。 
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条文記載項目整理表

／：各施設において該当する技術基準はない －：技術基準に該当する設備がない

条文名称 該当機種 設計条件情報 仕様情報 記載内容(再) 記載内容(廃) 記載内容(MOX)

条 条 項 条 ー 全機種共通 － －

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

1 1

特定第一種廃棄物埋設施設又は
特定廃棄物管理施設は、核燃料
物質が臨界に達するおそれがあ
る場合において、臨界を防止す
るために必要な措置が講じられ
たものでなければならない。

1
（１）容器（円筒・円
環・板状・角柱型）

・核的制限値（寸法・
面間距離・濃度）

・主要材料
・主要寸法

・臨界安全管理表に記載している設備につい
て、臨界計算に用いる計算条件及び構造上の
設計条件（設備の面間最小距離、溶液中のPu
濃度、内径等）として核的制限値等を記載す
る。
・臨界防止機能を担保するための臨界対象機
器の中性子吸収材の材料、厚さ、容器の内径
等を記載する。
・臨界防止機能を担保するための溶液の濃
度、質量管理に必要となる容器等の容量を記
載する。

－ －
Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書
Ⅵ-2　構造図・配置図

（２）容器（塔型） ・核的制限値（寸法）
・主要材料
・主要寸法

・臨界安全管理表に記載している設備につい
て、臨界計算に用いる計算条件及び構造上の
設計条件（内径等）として核的制限値等を記
載する。
・臨界防止機能を担保するための臨界対象機
器の中性子吸収材の材料、厚さ等を記載す
る。

－ －

（４）パルスカラム
・核的制限値（寸法・
面間距離）

・主要材料
・主要寸法

・臨界安全管理表に記載している設備につい
て、臨界計算に用いる計算条件及び構造上の
設計条件（設備の面間最小距離、内径等）と
して核的制限値等を記載する。
・臨界防止機能を担保するための臨界対象機
器の中性子吸収材の材料、厚さを記載する。

－ －

（５）ミキサセトラ
・核的制限値（寸法・
面間距離・濃度）

・主要材料
・主要寸法

・臨界安全管理表に記載している設備につい
て、臨界計算に用いる計算条件及び構造上の
設計条件（設備の面間最小距離、溶液中のPu
濃度、内径等）として核的制限値等を記載す
る。
・臨界防止機能を担保するための臨界対象機
器の中性子吸収材の材料、厚さを記載する。

－ －

（６）漏えい液受皿 ・核的制限値（寸法） ・主要寸法

・臨界安全管理表に記載している設備につい
て、臨界計算に用いる計算条件及び構造上の
設計条件（内径等）として核的制限値等を記
載する。
・臨界防止機能を担保するための臨界対象機
器の寸法を記載する。

－ －

（７）運搬・製品容器
・核的制限値等（寸
法・濃度・面間距離）
・容量

・主要材料
・主要寸法

・臨界安全管理表に記載している設備につい
て、臨界計算に用いる計算条件及び構造上の
設計条件（設備の面間最小距離、溶液中のPu
濃度、内径等）として核的制限値等を記載す
る。
・臨界防止機能を担保するための臨界対象機
器の中性子吸収材の材料、厚さ、容器の内
径、内筒間距離等を記載する。
・臨界防止機能を担保するための溶液の濃
度、質量管理に必要となる容器等の容量を記
載する。

－

・臨界安全管理表に記載している設備につい
て、臨界計算に用いる計算条件及び構造上の
設計条件（設備の内径等）として核的制限値
等を記載する。
・臨界防止機能を担保するための臨界対象機
器の中性子吸収材の材料、寸法を記載する。

（１７）主要弁 －
・主要材料
・主要寸法
・駆動方式

・臨界防止機能を担保するための工程停止回
路に係る遮断弁の材料、寸法、駆動方式を記
載する。

－ －

（１９）主配管 －
・主要材料
・主要寸法

・臨界防止機能を担保するための水素掃気に
係る主配管の寸法、材料を記載する。

－ －

（２１）建物・構築物
（貯蔵プール・貯蔵
ピット）

・核的制限値（寸法・
質量・面間距離）
・容量

・主要材料
・主要寸法

・臨界安全管理表に記載している設備につい
て、臨界計算に用いる計算条件及び構造上の
設計条件（設備の面間最小距離、溶液中のPu
濃度、内径等）として核的制限値等を記載す
る。
・臨界防止機能を担保するための臨界対象機
器の中性子吸収材の材料、厚さを記載する。
・臨界防止機能を担保するための溶液の濃
度、質量管理に必要となる容器等の容量を記
載する。

－ －

（２４）ラック
・核的制限値等（寸
法・濃度・面間距離）
・容量

・主要材料
・主要寸法

・臨界安全管理表に記載している設備につい
て、臨界計算に用いる計算条件及び構造上の
設計条件（設備の面間最小距離、最高濃縮度
等）として核的制限値等を記載する。
・臨界防止機能を担保するためのラックの架
台中心間距離等を記載する。
・臨界防止機能を担保するための溶液の濃
度、質量管理に必要となるラックの容量を記
載する。

－

・臨界安全管理表に記載している設備につい
て、臨界計算に用いる計算条件及び構造上の
設計条件（ピット間距離等）として核的制限
値等を記載する。

（２７）搬送設備
・核的制限値等（質
量、体数等）
・容量

－

・臨界安全管理表に記載している設備につい
て、臨界計算に用いる計算条件及び構造上の
設計条件（最大取扱数量等）として核的制限
値等を記載する。
・臨界防止機能を担保するための溶液の濃
度、質量管理に必要となる容器等の容量を記
載する。

－

・臨界安全管理表に記載している設備につい
て、臨界計算に用いる計算条件及び構造上の
設計条件（最大取扱数量、面間最小距離等）
として核的制限値等を記載する。

（２８）機械装置

・核的制限値等（寸
法・質量・面間距離
等）
・容量

・主要寸法

・臨界安全管理表に記載している設備につい
て、臨界計算に用いる計算条件及び構造上の
設計条件（設備の面間最小距離、最大取扱数
量、内径等）として核的制限値等を記載す
る。
・臨界防止機能を担保するための臨界対象機
器の寸法を記載する。
・臨界防止機能を担保するための溶液の濃
度、質量管理に必要となる容量を記載する。

－

・臨界安全管理表に記載している設備につい
て、臨界計算に用いる計算条件及び構造上の
設計条件（面間最小距離、最大取扱数量等）
として核的制限値等を記載する。

（２９）核物質等取扱
ボックス

・核的制限値等（寸
法・質量・面間距離
等）

・主要材料
・主要寸法

・臨界安全管理表に記載している設備につい
て、臨界計算に用いる計算条件及び構造上の
設計条件（設備の面間最小距離、最大取扱数
量、内径等）として核的制限値等を記載す
る。
・臨界防止機能を担保するための臨界対象機
器の中性子吸収材の材料、厚さ、設備の寸法
を記載する。

－

・臨界安全管理表に記載している設備につい
て、臨界計算に用いる計算条件及び構造上の
設計条件（面間最小距離、最大取扱数量等）
として核的制限値等を記載する。

関係する添付書類
項 号

MOX再処理

項 号

第四条（核燃料物質の臨界防
止）

第４条
臨界防止

廃棄物

号

第四条（核燃料物質の臨界防
止）

第四条（核燃料物質の臨界防
止）

安全機能を有する施設は、核燃
料物質の取扱い上の一つの単位
(次項において「単一ユニット」
という。)において、運転時に予
想される機械若しくは器具の単
一の故障若しくはその誤作動又
は運転員の単一の誤操作が起き
た場合に、核燃料物質が臨界に
達するおそれがないよう、核燃
料物質を収納する機器の形状寸
法の管理、核燃料物質の濃度、
質量若しくは同位体の組成の管
理若しくは中性子吸収材の形状
寸法、濃度若しくは材質の管理
又はこれらの組合せにより臨界
を防止するための措置その他の
適切な措置が講じられたもので
なければならない。

　安全機能を有する施設は、核
燃料物質の取扱い上の一つの単
位 (次項において「単一ユニッ
ト」という。) において、通常時
に予想される機械若しくは器具
の単一の故障若しくはその誤作
動又は運転員の単一の誤操作が
起きた場合に、核燃料物質が臨
界に達するおそれがないよう、
核燃料物質を収納する機器の形
状寸法の管理、核燃料物質の濃
度、質量若しくは同位体の組成
の管理若しくは中性子吸収材の
形状寸法、濃度若しくは材質の
管理又はこれらの組合せにより
臨界を防止するための措置その
他の適切な措置が講じられたも
のでなければならない。

別紙-2(1)
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条文記載項目整理表

／：各施設において該当する技術基準はない －：技術基準に該当する設備がない

条文名称 該当機種 設計条件情報 仕様情報 記載内容(再) 記載内容(廃) 記載内容(MOX)

条 条 項 条 ー 全機種共通 － －

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

関係する添付書類
項 号

MOX再処理

項 号

廃棄物

号

（３８）せん断機
・核的制限値（質量）
・容量

－

・臨界安全管理表に記載している設備につい
て、臨界計算に用いる計算条件及び構造上の
設計条件（最大取扱数量等）として核的制限
値等を記載する。
・臨界防止機能を担保するための溶液の濃
度、質量管理に必要となる容量を記載する。

－ －

（３９）溶解槽

・核的制限値（寸法・
濃度・質量・面間距
離）
・容量

・主要材料
・主要寸法

・臨界安全管理表に記載している設備につい
て、臨界計算に用いる計算条件及び構造上の
設計条件（設備の面間最小距離、溶液中のPu
濃度、最大取扱数量、内径等）として核的制
限値等を記載する。
・臨界防止機能を担保するための臨界対象機
器の中性子吸収材の材料、厚さ、設備の寸法
を記載する。
・臨界防止機能を担保するための溶液の濃
度、質量管理に必要となる容器等の容量を記
載する。

－ －

（４０）清澄機 ・核的制限値（濃度） ・主要寸法

・臨界安全管理表に記載している設備につい
て、臨界計算に用いる計算条件及び構造上の
設計条件（溶液中のPu濃度、可溶性中性子吸
収材濃度）として核的制限値等を記載する。
・臨界防止機能を担保するための溶液の濃
度、質量管理に必要となる内径、厚さを記載
する。

－ －

（４１）脱硝装置／脱
硝塔

・核的制限値（寸法） ・主要寸法

・臨界安全管理表に記載している設備につい
て、臨界計算に用いる計算条件及び構造上の
設計条件（内径、液厚み）として核的制限値
等を記載する。
・臨界防止機能を担保するための臨界対象機
器の内径、高さを記載する。

－ －

（４２）焙焼炉／還元
炉

・核的制限値（寸法） ・主要寸法

・臨界安全管理表に記載している設備につい
て、臨界計算に用いる計算条件及び構造上の
設計条件（内径）として核的制限値等を記載
する。
・臨界防止機能を担保するための臨界対象機
器の外径、厚さを記載する。

－ －

（４５）焼結装置／小
規模焼結処理装置

・核的制限値等（寸
法・質量・面間距離
等）

－ － －

・臨界安全管理表に記載している設備につい
て、臨界計算に用いる計算条件及び構造上の
設計条件（面間最小距離、最大取扱数量等）
として核的制限値等を記載する。

（４６）スタック乾燥
装置

・核的制限値等（寸
法・質量・面間距離
等）

－ － －

・臨界安全管理表に記載している設備につい
て、臨界計算に用いる計算条件及び構造上の
設計条件（面間最小距離、最大取扱数量等）
として核的制限値等を記載する。

2 2
（１）容器（円筒・円
環・板状・角柱型）

－ －
単一ユニットの核的制限値に含めて記載す
る。

単一ユニットの核的制限値に含めて記載す
る。

Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書
Ⅵ-2　構造図・配置図

（２）容器（塔型）
（４）パルスカラム
（５）ミキサセトラ
（６）漏えい液受皿

（７）運搬・製品容器

（１９）主配管

（２１）建物・構築物

（２４）ラック
（２７）搬送設備
（２８）機械装置
（２９）核物質等取扱
ボックス
（３８）せん断機
（３９）溶解槽
（４０）清澄機
（４１）脱硝装置／脱
硝塔
（４２）焙焼炉／還元
炉
（４５）焼結装置／小
規模焼結処理装置
（４６）スタック乾燥
装置

（１）容器（円筒・円
環・板状・角柱型）

・最高使用圧力
・最高使用温度
・容量

・主要材料
・主要寸法

溶解槽の未臨界防止のための可溶性中性子吸
収材を溶解槽へ供給するための可溶性中性子
吸収材緊急供給槽の仕様を記載する。

－

（１７）主要弁
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法
・駆動方式

溶解槽の未臨界防止のための可溶性中性子吸
収材を溶解槽へ供給するための可溶性中性子
吸収材緊急供給弁の仕様を記載する。

－

（１９）主配管
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

溶解槽の未臨界防止のための可溶性中性子吸
収材を溶解槽へ供給するための主配管の仕様
を記載する。

－

（３６）計装／放管設
備

・警報動作範囲 ・計測範囲
・臨界の検知・警報機能を担保するため臨界
警報装置の計測範囲等の仕様を記載する。

・臨界の検知・警報機能を担保するため臨界
警報装置の計測範囲等の仕様を記載する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-1-4　放射線管理施設に関する説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図

再処理施設には、臨界警報設備
その他の臨界事故を防止するた
めに必要な設備が設けられてい
なければならない。

3 3

臨界質量以上のウラン (ウラン二
三五の量のウランの総量に対す
る比率が百分の五を超えるもの
に限る。) 又はプルトニウムを取
り扱う加工施設には、臨界警報
設備その他の臨界事故を防止す
るために必要な設備が設けられ
ていなければならない。

安全機能を有する施設は、単一
ユニットが二つ以上存在する場
合において、運転時に予想され
る機械若しくは器具の単一の故
障若しくはその誤作動又は運転
員の単一の誤操作が起きた場合
に、核燃料物質が臨界に達する
おそれがないよう、単一ユニッ
ト相互間の適切な配置の維持若
しくは単一ユニットの相互間に
おける中性子の遮蔽材の使用又
はこれらの組合せにより臨界を
防止するための措置が講じられ
たものでなければならない。

安全機能を有する施設は、単一
ユニットが二つ以上存在する場
合において、通常時に予想され
る機械若しくは器具の単一の故
障若しくはその誤作動又は運転
員の単一の誤操作が起きた場合
に、核燃料物質が臨界に達する
おそれがないよう、単一ユニッ
ト相互間の適切な配置の維持若
しくは単一ユニットの相互間に
おける中性子の遮蔽材の使用又
はこれらの組合せにより臨界を
防止するための措置が講じられ
たものでなければならない。
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条文記載項目整理表

／：各施設において該当する技術基準はない －：技術基準に該当する設備がない

条文名称 該当機種 設計条件情報 仕様情報 記載内容(再) 記載内容(廃) 記載内容(MOX)

条 条 項 条 ー 全機種共通 － －

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

関係する添付書類
項 号

MOX再処理

項 号

廃棄物

号

第五条（安全機能を有する施
設の地盤）

1

安全機能を有する施設は、事業
指定基準規則第六条第一項の地
震力が作用した場合においても
当該安全機能を有する施設を十
分に支持することができる地盤
に設置されたものでなければな
らない。

第五条（特定第一種廃棄物埋
設施設又は特定廃棄物管理施
設の地盤）

1

特定第一種廃棄物埋設施設又は
特定廃棄物管理施設は、次条第
一項の地震力が作用した場合に
おいても当該施設を十分に支持
することができる地盤に設置さ
れたものでなければならない。

第五条（安全機能を有する施
設の地盤）

1

　安全機能を有する施設は、事
業許可基準規則第六条第一項の
地震力が作用した場合において
も当該安全機能を有する施設を
十分に支持することができる地
盤に設置されたものでなければ
ならない。

1

重大事故等対処施設は、次の各
号に掲げる施設の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める地盤
に設置されたものでなければな
らない。

一

重大事故等対処設備のうち常設
のもの(重大事故等対処設備のう
ち可搬型のもの(以下「可搬型重
大事故等対処設備」という。)と
接続するものにあっては、当該
可搬型重大事故等対処設備と接
続するために必要な再処理施設
内の常設の配管、弁、ケーブル
その他の機器を含む。以下「常
設重大事故等対処設備」とい
う。)であって、耐震重要施設に
属する設計基準事故に対処する
ための設備が有する機能を代替
するもの(以下「常設耐震重要重
大事故等対処設備」という。)が
設置される重大事故等対処施設
基準地震動による地震力が作用
した場合においても当該重大事
故等対処施設を十分に支持する
ことができる地盤

1

　重大事故等対処施設は、次の
各号に掲げる施設の区分に応
じ、それぞれ当該各号に定める
地盤に設置されたものでなけれ
ばならない。

一

重大事故等対処設備のうち常設
のもの (重大事故等対処設備のう
ち可搬型のもの (以下「可搬型重
大事故等対処設備」という。) と
接続するものにあっては、当該
可搬型重大事故等対処設備と接
続するために必要なプルトニウ
ムを取り扱う加工施設内の常設
のケーブルその他の機器を含
む。以下「常設重大事故等対処
設備」という。) であって、耐震
重要施設に属する設計基準事故
に対処するための設備が有する
機能を代替するもの (以下「常設
耐震重要重大事故等対処設備」
という。) が設置される重大事故
等対処施設　基準地震動による
地震力が作用した場合において
も当該重大事故等対処施設を十
分に支持することができる地盤

二

常設耐震重要重大事故等対処設
備以外の常設重大事故等対処設
備が設置される重大事故等対処
施設
事業指定基準規則第七条第二項
の規定により算定する地震力が
作用した場合においても当該重
大事故等対処施設を十分に支持
することができる地盤

二

常設耐震重要重大事故等対処設
備以外の常設重大事故等対処設
備が設置される重大事故等対処
施設　事業許可基準規則第七条
第二項の規定により算定する地
震力が作用した場合においても
当該重大事故等対処施設を十分
に支持することができる地盤

1

安全機能を有する施設は、これ
に作用する地震力(事業指定基準
規則第七条第二項の規定により
算定する地震力をいう。)による
損壊により公衆に放射線障害を
及ぼすことがないものでなけれ
ばならない。

1

特定第一種廃棄物埋設施設又は
特定廃棄物管理施設は、地震の
発生によって生ずるおそれがあ
る当該施設の安全機能の喪失に
起因する放射線による公衆への
影響の程度に応じて算定する地
震力（安全上重要な施設にあっ
ては、その供用中に当該安全上
重要な施設に大きな影響を及ぼ
すおそれがある地震による加速
度によって作用する地震力を含
む。）による損壊により公衆に
放射線障害を及ぼすことがない
ものでなければならない。

1

　安全機能を有する施設は、こ
れに作用する地震力 (事業許可基
準規則第七条第二項の規定によ
り算定する地震力をいう。) によ
る損壊により公衆に放射線障害
を及ぼすことがないものでなけ
ればならない。
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2

耐震重要施設(事業指定基準規則
第六条第一項に規定する耐震重
要施設をいう。以下同じ。)は、
基準地震動による地震力(事業指
定基準規則第七条第三項に規定
する基準地震動による地震力を
いう。以下同じ。)に対してその
安全性が損なわれるおそれがな
いものでなければならない。

2

安全上重要な施設は、その供用
中に当該安全上重要な施設に大
きな影響を及ぼすおそれがある
地震による加速度によって作用
する地震力に対してその安全性
が損なわれるおそれがないもの
でなければならない。

2

　耐震重要施設 (事業許可基準規
則第六条第一項に規定する耐震
重要施設をいう。以下同じ。)
は、基準地震動による地震力 (事
業許可基準規則第七条第三項に
規定する基準地震動による地震
力をいう。以下同じ。) に対して
その安全性が損なわれるおそれ
がないものでなければならな
い。
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3

耐震重要施設は、事業指定基準
規則第七条第三項の地震により
生ずる斜面の崩壊によりその安
全性が損なわれるおそれがない
ものでなければならない。

3

安全上重要な施設は、前項の地
震により生ずる斜面の崩壊によ
りその安全性が損なわれるおそ
れがないものでなければならな
い。

3

　耐震重要施設は、事業許可基
準規則第七条第三項の地震によ
り生ずる斜面の崩壊によりその
安全性が損なわれるおそれがな
いものでなければならない。
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1

重大事故等対処施設は、次の各
号に掲げる施設の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定めるとこ
ろにより設置されたものでなけ
ればならない。

一

常設耐震重要重大事故等対処設
備が設置される重大事故等対処
施設
基準地震動による地震力に対し
て重大事故に至るおそれがある
事故(運転時の異常な過渡変化及
び設計基準事故を除く。)又は重
大事故(以下「重大事故等」と総
称する。)に対処するために必要
な機能が損なわれるおそれがな
いものであること。

1

　重大事故等対処施設は、次の
各号に掲げる施設の区分に応
じ、それぞれ当該各号に定める
ところにより設置されたもので
なければならない。

一

常設耐震重要重大事故等対処設
備が設置される重大事故等対処
施設　基準地震動による地震力
に対して重大事故に至るおそれ
がある事故 (設計基準事故を除
く。) 又は重大事故 (以下「重大
事故等」と総称する。) に対処す
るために必要な機能が損なわれ
るおそれがないものであるこ
と。
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二

常設耐震重要重大事故等対処設
備以外の常設重大事故等対処設
備が設置される重大事故等対処
施設
事業指定基準規則第七条第二項
の規定により算定する地震力に
十分に耐えるものであること。

二

常設耐震重要重大事故等対処設
備以外の常設重大事故等対処設
備が設置される重大事故等対処
施設　事業許可基準規則第七条
第二項の規定により算定する地
震力に十分に耐えるものである
こと。
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2

前項第一号の重大事故等対処施
設は、事業指定基準規則第七条
第三項の地震により生ずる斜面
の崩壊により重大事故等に対処
するために必要な機能が損なわ
れるおそれがないよう、防護措
置その他の適切な措置が講じら
れたものでなければならない。

2

前項第一号の重大事故等対処施
設は、事業許可基準規則第七条
第三項の地震により生ずる斜面
の崩壊により重大事故等に対処
するために必要な機能が損なわ
れるおそれがないよう、防護措
置その他の適切な措置が講じら
れたものでなければならない。
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第七条（津波による損傷の防
止）

1

安全機能を有する施設は、基準
津波(事業指定基準規則第八条に
規定する基準津波をいう。第三
十四条において同じ。)によりそ
の安全性が損なわれるおそれが
ないものでなければならない。

第七条（津波による損傷の防
止）

1

特定第一種廃棄物埋設施設又は
特定廃棄物管理施設は、その供
用中に当該施設に大きな影響を
及ぼすおそれがある津波により
その安全性が損なわれるおそれ
がないものでなければならな
い。

第七条（津波による損傷の防
止）

　安全機能を有する施設は、基
準津波 (事業許可基準規則第八条
に規定する基準津波をいう。第
二十八条において同じ。) により
その安全性が損なわれるおそれ
がないものでなければならな
い。

第三十四条（津波による損傷
の防止）

2

重大事故等対処施設は、基準津
波により重大事故等に対処する
ために必要な機能が損なわれる
おそれがないよう、防護措置そ
の他の適切な措置が講じられた
ものでなければならない。

第二十八条（津波による損傷
の防止）

　重大事故等対処施設は、基準
津波により重大事故等に対処す
るために必要な機能が損なわれ
るおそれがないよう、防護措置
その他の適切な措置が講じられ
たものでなければならない。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

第六条（地震による損傷の防
止）

第六条（地震による損傷の防
止）

第二十七条（地震による損傷
の防止）

第七条
（津波による損傷の

防止）

第三十四条
（津波による損傷の

防止）

・地盤又は杭基礎に設置する建物・構築物及
び屋外設置設備について、設置圧に対する十
分な支持力を担保するための地盤の支持力度
及びMMRの強度、杭の強度を記載する。杭
基礎の設備の場合、支持地盤を記載する。
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・地盤又は杭基礎に設置する建物・構築物及
び屋外設置設備について、設置圧に対する十
分な支持力を担保するための地盤の支持力度
及びMMRの強度、杭の強度を記載する。杭
基礎の設備の場合、支持地盤を記載する。

第六条（地震による損傷の防
止）

第三十三条（地震による損傷
の防止）

第六条
（地震による損傷の

防止）

第三十三条
（地震による損傷の

防止）

第三十二条（重大事故等対処
施設の地盤）

第二十六条（重大事故等対処
施設の地盤）

第五条
（安全機能を有する

施設の地盤）

第三十二条（重大事
故等対処施設の地

盤）

（９）熱交換器
（１０）冷凍機／冷却
塔
（２１）建物・構築物
（２２）排気筒

・地盤の支持力度
・MMRの強度
・支持地盤
・杭の強度

－

・地盤又は杭基礎に設置する建物・構築物及
び屋外設置設備について、設置圧に対する十
分な支持力を担保するための地盤の支持力度
及びMMRの強度、杭の強度を記載する。杭
基礎の設備の場合、支持地盤を記載する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。
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条文記載項目整理表

／：各施設において該当する技術基準はない －：技術基準に該当する設備がない

条文名称 該当機種 設計条件情報 仕様情報 記載内容(再) 記載内容(廃) 記載内容(MOX)

条 条 項 条 ー 全機種共通 － －

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

関係する添付書類
項 号

MOX再処理

項 号

廃棄物

号

1 1 1 （２１）建物・構築物 －
・主要材料
・主要寸法

・想定される自然現象(地震及び津波を除
く。)に対する防護対象設備を収納する建屋
の強度に係る材料、寸法を記載する。

・飛来物防護設備(飛来物防護ネット、防護
板等）の材料、寸法を記載する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

（２３）飛来物防護設
備

－
・主要材料
・主要寸法

・飛来物防護設備(飛来物防護ネット、防護
板等）の材料、寸法を記載する。

・飛来物防護設備(飛来物防護ネット、防護
板等）の材料、寸法を記載する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

2

安全機能を有する施設は、周辺
監視区域に隣接する地域に事業
所、鉄道、道路その他の外部か
らの衝撃が発生するおそれがあ
る要因がある場合において、事
業所における火災又は爆発事
故、危険物を搭載した車両、船
舶又は航空機の事故その他の敷
地及び敷地周辺の状況から想定
される事象であって人為による
もの(故意によるものを除く。)に
より再処理施設の安全性が損な
われないよう、防護措置その他
の適切な措置が講じられたもの
でなければならない。

2

特定第一種廃棄物埋設施設又は
特定廃棄物管理施設は、周辺監
視区域に隣接する地域に事業
所、鉄道、道路その他の外部か
らの衝撃が発生するおそれがあ
る要因がある場合において、事
業所における火災又は爆発事
故、危険物を搭載した車両、船
舶又は航空機の事故その他の敷
地及び敷地周辺の状況から想定
される事象であって人為による
もの（故意によるものを除
く。）により当該施設の安全性
が損なわれないよう、防護措置
その他の適切な措置が講じられ
たものでなければならない。

2

　安全機能を有する施設は、周
辺監視区域に隣接する地域に事
業所、鉄道、道路その他の外部
からの衝撃が発生するおそれが
ある要因がある場合において、
事業所における火災又は爆発事
故、危険物を搭載した車両、船
舶又は航空機の事故その他の敷
地及び敷地周辺の状況から想定
される事象であって人為による
もの (故意によるものを除く。)
により加工施設の安全性が損な
われないよう、防護措置その他
の適切な措置が講じられたもの
でなければならない。

（１０）冷凍機／冷却
塔
（２３）飛来物防護設
備

－ ・耐火被膜
・航空機墜落火災の影響を受ける屋外設置設
備について、耐火被膜の種類と厚さを記載す
る。

・航空機墜落火災の影響を受ける屋外設置設
備について、耐火被膜の種類と厚さを記載す
る。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

Ⅵ-1-1-1　再処理施設の自然現象等による損
傷の防止に関する説明書
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書

3

安全機能を有する施設は、航空
機の墜落により再処理施設の安
全性を損なうおそれがある場合
において、防護措置その他の適
切な措置が講じられたものでな
ければならない。

3

　安全機能を有する施設は、航
空機の墜落により加工施設の安
全性を損なうおそれがある場合
において、防護措置その他の適
切な措置が講じられたものでな
ければならない。

Ⅵ-1-1-1　再処理施設の自然現象等による損
傷の防止に関する説明書

第九条（再処理施設への人の
不法な侵入等の防止）

1

再処理施設を設置する工場又は
事業所(以下「工場等」という。)
は、再処理施設への人の不法な
侵入、再処理施設に不正に爆発
性又は易燃性を有する物件その
他人に危害を与え、又は他の物
件を損傷するおそれがある物件
が持ち込まれること及び不正ア
クセス行為(不正アクセス行為の
禁止等に関する法律(平成十一年
法律第百二十八号)第二条第四項
に規定する不正アクセス行為を
いう。第二十二条第二項第五号
において同じ。)を防止するた
め、適切な措置が講じられたも
のでなければならない。

第九条（特定第一種廃棄物埋
設施設又は特定廃棄物管理施
設への人の不法な侵入等の防
止）

1

特定第一種廃棄物埋設施設又は
特定廃棄物管理施設を設置する
事業所(以下単に「事業所」とい
う。)は、特定第一種廃棄物埋設
施設又は特定廃棄物管理施設へ
の人の不法な侵入、特定第一種
廃棄物埋設施設又は特定廃棄物
管理施設に不正に爆発性又は易
燃性を有する物件その他人に危
害を与え、又は他の物件を損傷
するおそれがある物件が持ち込
まれること及び不正アクセス行
為(不正アクセス行為の禁止等に
関する法律(平成十一年法律第百
二十八号)第二条第四項に規定す
る不正アクセス行為をいう。) を
防止するため、適切な措置が講
じられたものでなければならな
い。

第九条（加工施設への人の不
法な侵入等の防止）

1

　加工施設を設置する工場又は
事業所 (以下この章において「工
場等」という。) は、加工施設へ
の人の不法な侵入、加工施設に
不正に爆発性又は易燃性を有す
る物件その他人に危害を与え、
又は他の物件を損傷するおそれ
がある物件が持ち込まれること
及び不正アクセス行為 (不正アク
セス行為の禁止等に関する法律
(平成十一年法律第百二十八号)
第二条第四項に規定する不正ア
クセス行為をいう。) を防止する
ため、適切な措置が講じられた
ものでなければならない。

第九条
（再処理施設への人
の不法な侵入等の防

止）

Ⅵ-1-1-5　再処理施設への人の不法な侵入等
の防止に関する説明書
Ⅵ-2　構内配置図

1 一 一 1 一
（１）容器（円筒・円
環・板状・角柱型）

－
・主要材料
・主要寸法

・閉じ込め機能を要求する容器の材料、寸法
を記載する。

・閉じ込め機能を要求する容器の材料、寸法
を記載する。

・閉じ込め機能を要求する容器の材料、寸法
を記載する。

（２）容器（塔型） －
・主要材料
・主要寸法

・閉じ込め機能を要求する容器の材料、寸法
を記載する。

－ －

（３）容器（ライニン
グ型）

－
・主要材料
・主要寸法

・閉じ込め機能を要求する容器の材料、寸法
を記載する。

－ －

（４）パルスカラム －
・主要材料
・主要寸法

・閉じ込め機能を要求するパルスカラムの材
料、寸法を記載する。

－ －

（５）ミキサセトラ －
・主要材料
・主要寸法

・閉じ込め機能を要求するミキサセトラの材
料、寸法を記載する。

－ －

（６）漏えい液受皿 －
・主要材料
・主要寸法

・閉じ込め機能を要求する漏えい液受皿の材
料、寸法を記載する。

－
・閉じ込め機能を要求する漏えい液受皿の材
料、寸法を記載する。

（７）運搬・製品容器 －
・主要材料
・主要寸法

・閉じ込め機能を要求する容器の材料、寸法
を記載する。

－
・閉じ込め機能を要求する容器の材料、寸法
を記載する。

（１４）特殊ポンプ －
・主要材料
・主要寸法

・閉じ込め機能を要求するスチームジェット
ポンプの材料、寸法を記載する。

－ －

（１９）主配管 －
・主要材料
・主要寸法

・閉じ込め機能を要求する配管、ダクトの材
料、寸法を記載する。

－
・閉じ込め機能を要求する配管、ダクトの材
料、寸法を記載する。

（２６）遮蔽設備 －
・主要材料
・主要寸法

・閉じ込め機能を要求する遮蔽設備の材料、
寸法を記載する。

－
・閉じ込め機能を要求する遮蔽設備の材料、
寸法を記載する。

二
セルは、その内部を常時負圧状
態に維持し得るものであるこ
と。

（１６）ファン ・容量
・主要材料
・主要寸法
・原動機

・閉じ込め機能を要求するファンの設計条件
として容量（風量）を記載する。
・閉じ込め機能に係るファンの容量を担保す
るための原動機の出力等を記載する。

（１７）主要弁 －
・主要材料
・主要寸法
・駆動方式

・閉じ込め機能を要求する給気閉止ダンパの
材料、寸法、駆動方式を記載する。

（２８）機械装置 ・容量
・主要材料
・主要寸法

・閉じ込め機能を要求する機械設備の材料、
寸法、機械装置の容量、材料、寸法を記載す
る。

（３７）保守設備 －
・主要材料
・主要寸法

・閉じ込め機能を要求する保守設備の材料、
寸法、機械装置の容量、材料、寸法を記載す
る。

三 （６）漏えい液受皿 －
・主要材料
・主要寸法

・漏えい防止機能を担保する漏えい液受皿の
寸法、材料を記載する。

（１３）ポンプ
・容量
・吐出圧力

・原動機

・閉じ込め機能を要求するポンプの設計条件
として容量（流量）及び吐出圧力を記載す
る。
・閉じ込め機能に係るポンプの容量を担保す
るための原動機の出力等を記載する。

四 （９）熱交換器
・容量
・伝熱面積

－
・閉じ込め機能を要求する熱交換器の容量
（設計熱交換量）、伝熱面積を記載する。

（１０）冷凍機／冷却
塔

・容量
・伝熱面積

－
・閉じ込め機能を要求する冷凍機等の容量
（設計熱交換量）、伝熱面積を記載する。

（１１）ボイラ ・容量 －
・閉じ込め機能を要求するボイラの容量（設
計熱交換量）を記載する。

（３６）計装／放管設
備

－ ・計測範囲
・漏えいの検知機能を担保するため漏えい検
知器の計測範囲等の仕様を記載する。

二

六ふっ化ウランを取り扱う設備
であって、六ふっ化ウランが著
しく漏えいするおそれがあるも
のは、漏えいの拡大を適切に防
止し得る構造であること。

－ － －
※ＭＯＸ施設では六フッ化フランを取り扱わ
ないため適合対象外

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関
する説明書
Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明
書
Ⅵ-2　系統図

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関
する説明書
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関
する説明書
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図

※基本設計方針、添付書類で展開する。

第八条（外部からの衝撃によ
る損傷の防止）

第十条（閉じ込めの機能）

　流体状の核燃料物質等を内包
する容器又は管に核燃料物質等
を含まない流体を導く管を接続
する場合には、流体状の核燃料
物質等が核燃料物質等を含まな
い流体を導く管に逆流するおそ
れがない構造であること。

Ⅵ-1-1-1　再処理施設の自然現象等による損
傷の防止に関する説明書
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　配置図・構造図

第十条（閉じ込めの機能）

第八条（外部からの衝撃によ
る損傷の防止）

※基本設計方針、添付書類で展開する。

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関
する説明書
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書

第八条
（外部からの衝撃に
よる損傷の防止）

第十条（閉じ込めの機能）

第八条（外部からの衝撃によ
る損傷の防止）

第十条
（閉じ込めの機能）

安全機能を有する施設は、次に
掲げるところにより、使用済燃
料、使用済燃料から分離された
物又はこれらによって汚染され
た物(以下「使用済燃料等」とい
う。)を限定された区域に閉じ込
める機能を保持するように設置
されたものでなければならな
い。

特定第一種廃棄物埋設施設又は
特定廃棄物管理施設は、次に掲
げるところにより、放射性廃棄
物を限定された区域に閉じ込め
る機能を保持するように設置さ
れたものでなければならない。

流体状の使用済燃料等を内包す
る容器又は管に使用済燃料等を
含まない流体を導く管を接続す
る場合には、流体状の使用済燃
料等が使用済燃料等を含まない
流体を導く管に逆流するおそれ
がない構造であること。

流体状の放射性廃棄物を内包す
る容器又は管に放射性廃棄物を
含まない流体を導く管を接続す
る場合には、流体状の放射性廃
棄物が放射性廃棄物を含まない
流体を導く管に逆流するおそれ
がない構造であること。

　安全機能を有する施設は、次
に掲げるところにより、核燃料
物質又は核燃料物質によって汚
染された物 (以下「核燃料物質
等」という。) を限定された区域
に閉じ込める機能を保持するよ
うに設置されたものでなければ
ならない。

安全機能を有する施設は、想定
される自然現象(地震及び津波を
除く。)によりその安全性を損な
うおそれがある場合において、
防護措置、基礎地盤の改良その
他の適切な措置が講じられたも
のでなければならない。

特定第一種廃棄物埋設施設又は
特定廃棄物管理施設は、想定さ
れる自然現象（地震及び津波を
除く。）によりその安全性を損
なうおそれがある場合におい
て、防護措置、基礎地盤の改良
その他の適切な措置が講じられ
たものでなければならない。

　安全機能を有する施設は、想
定される自然現象 (地震及び津波
を除く。) によりその安全性を損
なうおそれがある場合におい
て、防護措置、基礎地盤の改良
その他の適切な措置が講じられ
たものでなければならない。

液体状の使用済燃料等を取り扱
う設備をその内部に設置するセ
ルは、当該設備からの当該物質
の漏えいを監視し得る構造であ
り、かつ、当該物質が漏えいし
た場合にこれを安全に処理し得
る構造であるとともに当該物質
がセル外に漏えいするおそれが
ない構造であること。

セル内に設置された流体状の使
用済燃料等を内包する設備か
ら、使用済燃料等が当該設備の
冷却水、加熱蒸気その他の熱媒
中に漏えいするおそれがある場
合は、当該熱媒の系統は、必要
に応じて、漏えい監視設備を備
えるとともに、汚染した熱媒を
安全に処理し得るように設置す
ること。
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条文記載項目整理表

／：各施設において該当する技術基準はない －：技術基準に該当する設備がない

条文名称 該当機種 設計条件情報 仕様情報 記載内容(再) 記載内容(廃) 記載内容(MOX)

条 条 項 条 ー 全機種共通 － －

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

関係する添付書類
項 号

MOX再処理

項 号

廃棄物

号

五 三 （１６）ファン ・容量 ・原動機

・閉じ込め機能に係るファンの設計条件とし
て容量（風量）を記載する。
・閉じ込め機能に係るファンの容量を担保す
るための原動機の出力等を記載する。

・閉じ込め機能を要求するファンの設計条件
として容量（風量）を記載する。
・閉じ込め機能に係るファンの容量を担保す
るための原動機の出力等を記載する。

（２９）核物質取扱
ボックス

・漏えい率 ・開口部風速

・閉じ込め機能に係るグローブボックスの漏
えい率を記載する。
・閉じ込め機能に係るフードの開口部風速を
記載する。

・閉じ込め機能を要求するグローブボックス
等の漏えい率及び【ＭＯＸ許可整合性】グ
ローブ1個脱落時の開口部風速を記載する。

六

液体状のプルトニウム等を取り
扱うグローブボックスは、当該
物質がグローブボックス外に漏
えいするおそれがない構造であ
ること。

四

液体状のプルトニウム等を取り
扱うグローブボックスは、当該
物質がグローブボックス外に漏
えいするおそれがない構造であ
ること。

（６）漏えい液受皿 －
・主要寸法
・主要材料

・グローブボックスの漏えい防止機能を担保
する漏えい液受皿の寸法、材料を記載する。

・グローブボックスの漏えい防止機能を担保
する漏えい液受皿の寸法、材料を記載する。

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関
する説明書
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図

七

密封されていない使用済燃料等
を取り扱うフードは、その開口
部の風速を適切に維持し得るも
のであること。

二

密封されていない放射性廃棄物
を取り扱うフードは、その開口
部の風速を適切に維持し得るも
のであること。

五

密封されていない核燃料物質等
を取り扱うフードは、その開口
部の風速を適切に維持し得るも
のであること。

（２９）核物質取扱
ボックス

－ ・開口部風速
・閉じ込め機能を要求するフード等の開口部
風速を記載する。

－
・閉じ込め機能を要求するフード等の開口部
風速を記載する。

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関
する説明書
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図

八

プルトニウム等を取り扱う室(保
管廃棄する室を除く。)及び使用
済燃料等による汚染の発生のお
それがある室は、その内部を負
圧状態に維持し得るものである
こと。

三

放射性廃棄物による汚染の発生
のおそれのある室は、必要に応
じ、その内部を負圧状態に維持
し得るものであること。

六

　プルトニウム等を取り扱う室
(保管廃棄する室を除く。) 及び
核燃料物質等による汚染の発生
のおそれがある室は、その内部
を負圧状態に維持し得るもので
あること。

（１６）ファン ・容量 ・原動機

・閉じ込め機能を要求するファンの設計条件
として容量（風量）を記載する。
・閉じ込め機能に係るファンの容量を担保す
るための原動機の出力等を記載する。

・閉じ込め機能を要求するファンの設計条件
として容量（風量）を記載する。
・閉じ込め機能に係るファンの容量を担保す
るための原動機の出力等を記載する。

・閉じ込め機能を要求するファンの設計条件
として容量（風量）を記載する。

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関
する説明書
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図

九

液体状の使用済燃料等を取り扱
う設備が設置される施設(液体状
の使用済燃料等の漏えいが拡大
するおそれがある部分に限る。)
は、次に掲げるところによるも
のであること。

イ
施設内部の床面及び壁面は、液
体状の使用済燃料等が漏えいし
難いものであること。

四

液体状の放射性廃棄物を取り扱
う設備が設置される施設（液体
状の放射性廃棄物の漏えいが拡
大するおそれがある部分に限
る。）は、次に掲げるところに
よるものであること。

イ
施設内部の床面及び壁面は、液
体状の放射性廃棄物が漏えいし
難いものであること。

七

液体状の核燃料物質等を取り扱
う設備が設置される施設 (液体状
の核燃料物質等の漏えいが拡大
するおそれがある部分に限る。)
は、次に掲げるところによるも
のであること。

イ
施設内部の床面及び壁面は、液
体状の核燃料物質等が漏えいし
難いものであること。

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関
する説明書
Ⅵ-2　構造図

ロ

液体状の使用済燃料等を取り扱
う設備の周辺部又は施設外に通
ずる出入口若しくはその周辺部
には、液体状の使用済燃料等が
施設外へ漏えいすることを防止
するための堰が設置されている
こと。ただし、施設内部の床面
が隣接する施設の床面又は地表
面より低い場合であって、液体
状の使用済燃料等が施設外へ漏
えいするおそれがないときは、
この限りでない。

ロ

液体状の放射性廃棄物を取り扱
う設備の周辺部又は施設外に通
ずる出入口若しくはその周辺部
には、液体状の放射性廃棄物が
施設外へ漏えいすることを防止
するための堰せきが設置されて
いること。ただし、施設内部の
床面が隣接する施設の床面又は
地表面より低い場合であって、
液体状の放射性廃棄物が施設外
へ漏えいするおそれがないとき
は、この限りでない。

ロ

液体状の核燃料物質等を取り扱
う設備の周辺部又は施設外に通
ずる出入口若しくはその周辺部
には、液体状の核燃料物質等が
施設外へ漏えいすることを防止
するための堰が設置されている
こと。ただし、施設内部の床面
が隣接する施設の床面又は地表
面より低い場合であって、液体
状の核燃料物質等が施設外へ漏
えいするおそれがないときは、
この限りでない。

（６）漏えい液受皿 －
・主要寸法
・主要材料

・液体状の放射性物質の漏洩を防止するため
の漏えい液受皿の材料及び寸法を記載する。

・液体状の放射性物質の漏洩を防止するため
の漏えい液受皿の材料及び寸法を記載する。

・液体状の放射性物質の漏洩を防止するため
の漏えい液受皿の材料及び寸法を記載する。

（２１）建物・構築物
(堰）

－
・主要寸法
・主要材料

・液体状の放射性物質の漏洩を防止するため
の堰等設備の材料及び寸法を記載する。

・液体状の放射性物質の漏洩を防止するため
の堰等設備の材料及び寸法を記載する。

・液体状の放射性物質の漏洩を防止するため
の堰等設備の材料及び寸法を記載する。

ハ

工場等の外に排水を排出する排
水路(湧水に係るものであって使
用済燃料等により汚染するおそ
れがある管理区域内に開口部が
ないものを除く。)の上に施設の
床面がないようにすること。た
だし、当該排水路に使用済燃料
等により汚染された排水を安全
に廃棄する設備及び第二十一条
第三号に掲げる事項を計測する
設備が設置されている場合は、
この限りでない。

ハ

事業所の外に排水を排出する排
水路（湧水に係るものであって
放射性廃棄物により汚染するお
それがある管理区域内に開口部
がないものを除く。）の上に施
設の床面がないようにするこ
と。ただし、当該排水路に放射
性廃棄物により汚染された排水
を安全に廃棄する設備及び第十
六条第一項第三号に掲げる事項
を計測する設備が設置されてい
る場合は、この限りでない。

ハ

　工場等の外に排水を排出する
排水路 (湧水に係るものであって
核燃料物質等により汚染するお
それがある管理区域内に開口部
がないものを除く。) の上に施設
の床面がないようにすること。
ただし、当該排水路に核燃料物
質等により汚染された排水を安
全に廃棄する設備及び第十九条
第二号に掲げる事項を計測する
設備が設置されている場合は、
この限りでない。

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関
する説明書
Ⅵ-2　断面図・系統図・構造図

1 1 1
（１）容器(環状型・
円筒型・板状型・角柱
型)

・容量 －
・消火能力を要求するボンベの貯蔵容量を記
載する。

・消火能力を要求するボンベの貯蔵容量を記
載する。

・消火能力を要求するボンベの貯蔵容量を記
載する。

（３）容器(ライニン
グ型）

・容量 －
・消火能力を要求する消火用水槽の貯蔵容量
を記載する。

・消火能力を要求する消火用水槽の貯蔵容量
を記載する。

－

（１３）ポンプ
・容量
・揚程又は吐出圧力

・原動機

・消火能力を要求するポンプの容量（流
量）、揚程又は吐出圧力を記載する。
・消火機能に係るポンプの容量等を担保する
ための原動機の出力等を記載する。

・消火能力を要求するポンプの容量（流
量）、揚程又は吐出圧力を記載する。
・消火機能に係るポンプの容量等を担保する
ための原動機の出力等を記載する。

・消火能力を要求するポンプの容量（流
量）、揚程又は吐出圧力を記載する。
・消火機能に係るポンプの容量等を担保する
ための原動機の出力等を記載する。

（１７）主要弁 － ・駆動方式
・消火機能（消火ガス放出後雰囲気維持）に
係る延焼防止ダンパ、ピストンダンパの駆動
方式を記載する。

・消火機能（消火ガス放出後雰囲気維持）に
係る延焼防止ダンパ、ピストンダンパの駆動
方式を記載する。

・消火機能（消火ガス放出後雰囲気維持）に
係る延焼防止ダンパ、ピストンダンパの駆動
方式を記載する。

2

前項の消火設備及び警報設備
は、その故障、損壊又は異常な
作動により安全上重要な施設の
安全機能に著しい支障を及ぼす
おそれがないものでなければな
らない。

2

前項の消火設備及び警報設備
は、その故障、損壊又は異常な
作動により特定第一種廃棄物埋
設施設又は特定廃棄物管理施設
の安全性に著しい支障を及ぼす
おそれがないものでなければな
らない。

2

前項の消火設備及び警報設備
は、その故障、損壊又は異常な
作動により安全上重要な施設の
安全機能に著しい支障を及ぼす
おそれがないものでなければな
らない。

Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明書

3

安全機能を有する施設であっ
て、火災又は爆発により損傷を
受けるおそれがあるものは、可
能な限り不燃性又は難燃性の材
料を使用するとともに、必要に
応じて防火壁の設置その他の適
切な防護措置が講じられたもの
でなければならない。

3

安全機能を有する施設であっ
て、火災又は爆発により損傷を
受けるおそれがあるものは、可
能な限り不燃性又は難燃性の材
料を使用するとともに、必要に
応じて防火壁の設置その他の適
切な防護措置が講じられたもの
でなければならない。

3

安全機能を有する施設であっ
て、火災又は爆発により損傷を
受けるおそれがあるものは、可
能な限り不燃性又は難燃性の材
料を使用するとともに、必要に
応じて防火壁の設置その他の適
切な防護措置が講じられたもの
でなければならない。

（２１）建物・構築物
（火災区域構造物）

－
・主要材料
・主要寸法

・耐火能力を担保する耐火壁等の材料（コン
クリート壁等）及び寸法を記載する。

・耐火能力を担保する耐火壁等の材料（コン
クリート壁等）及び寸法を記載する。

・耐火能力を担保する耐火壁等の材料（コン
クリート壁等）及び寸法を記載する。

Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明書
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　構造図・配置図

4

有機溶媒その他の可燃性の液体
(以下この条において「有機溶媒
等」という。)を取り扱う設備
は、有機溶媒等の温度をその引
火点以下に維持すること、不活
性ガス雰囲気で有機溶媒等を取
り扱うことその他の火災及び爆
発の発生を防止するための措置
が講じられたものでなければな
らない。

（１）容器(環状型・
円筒型・板状型・角柱
型)

・化学的制限値
・熱的制限値

－
・火災・爆発に係わる設計の制限値である化
学的制限値（水素濃度、酸素濃度等）、熱的
制限値（発火点、引火点等）を記載する。

（２）容器(塔型)
・化学的制限値
・熱的制限値

－
・火災・爆発に係わる設計の制限値である化
学的制限値（水素濃度、酸素濃度等）、熱的
制限値（発火点、引火点等）を記載する。

（４）パルスカラム
・化学的制限値
・熱的制限値

－
・火災・爆発に係わる設計の制限値である化
学的制限値（水素濃度、酸素濃度等）、熱的
制限値（発火点、引火点等）を記載する。

（５）ミキサセトラ
・化学的制限値
・熱的制限値

－
・火災・爆発に係わる設計の制限値である化
学的制限値（水素濃度、酸素濃度等）、熱的
制限値（発火点、引火点等）を記載する。

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関
する説明書
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図

　プルトニウム及びその化合物
並びにこれらの物質の一又は二
以上を含む物質 (以下この条にお
いて「プルトニウム等」とい
う。) を取り扱うグローブボック
スは、その内部を常時負圧状態
に維持し得るものであり、か
つ、給気口及び排気口を除き、
密閉することができる構造であ
ること。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

（閉じ込めの機能）

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関
する説明書
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　断面図・構造図

Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明書
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　構造図・配置図・系統図

Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明書
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書

プルトニウム及びその化合物並
びにこれらの物質の一又は二以
上を含む物質(以下この条におい
て「プルトニウム等」という。)
を取り扱うグローブボックス
は、その内部を常時負圧状態に
維持し得るものであり、かつ、
給気口及び排気口を除き、密閉
することができる構造であるこ
と。

安全機能を有する施設は、火災
又は爆発の影響を受けることに
より再処理施設の安全性に著し
い支障が生ずるおそれがある場
合において、消火設備(事業指定
基準規則第五条第一項に規定す
る消火設備をいう。以下同じ。)
及び警報設備(警報設備にあって
は自動火災報知設備、漏電火災
警報器その他の火災の発生を自
動的に検知し、警報を発するも
のに限る。以下同じ。)が設置さ
れたものでなければならない。

特定第一種廃棄物埋設施設又は
特定廃棄物管理施設は、火災又
は爆発の影響を受けることによ
り当該施設の安全性に著しい支
障が生ずるおそれがある場合に
おいて、必要に応じて消火設備
及び警報設備（自動火災報知設
備、漏電火災警報器その他の火
災及び爆発の発生を自動的に検
知し、警報を発するものに限
る。）が設置されたものでなけ
ればならない。

　安全機能を有する施設は、火
災又は爆発の影響を受けること
により加工施設の安全性に著し
い支障が生ずるおそれがある場
合において、消火設備 (事業許可
基準規則第五条第一項に規定す
る消火設備をいう。以下同じ。)
及び警報設備 (警報設備にあって
は自動火災報知設備、漏電火災
警報器その他の火災の発生を自
動的に検知し、警報を発するも
のに限る。以下同じ。) が設置さ
れたものでなければならない。
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条文記載項目整理表

／：各施設において該当する技術基準はない －：技術基準に該当する設備がない

条文名称 該当機種 設計条件情報 仕様情報 記載内容(再) 記載内容(廃) 記載内容(MOX)

条 条 項 条 ー 全機種共通 － －

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

関係する添付書類
項 号

MOX再処理

項 号

廃棄物

号

5

有機溶媒等を取り扱う設備で
あって、静電気により着火する
おそれがあるものは、適切に接
地されているものでなければな
らない。

Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明書
Ⅵ-2　構造図

6

有機溶媒等を取り扱う設備をそ
の内部に設置するセル、グロー
ブボックス及び室のうち、当該
設備から有機溶媒等が漏えいし
た場合において爆発の危険性が
あるものは、換気その他の爆発
を防止するための適切な措置が
講じられたものでなければなら
ない。

Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明書
Ⅵ-2　系統図

7
（１）容器(環状型・
円筒型・板状型・角柱
型)

・熱的制限値 －
・火災・爆発に係わる設計の制限値である熱
的制限値（発火点、引火点等）を記載する。

（２）容器(塔型) ・熱的制限値 －
・火災・爆発に係わる設計の制限値である熱
的制限値（発火点、引火点等）を記載する。

（４）パルスカラム ・熱的制限値 －
・火災・爆発に係わる設計の制限値である熱
的制限値（発火点、引火点等）を記載する。

（５）ミキサセトラ ・熱的制限値 －
・火災・爆発に係わる設計の制限値である熱
的制限値（発火点、引火点等）を記載する。

8

再処理施設には、前項の蒸発缶
に供給する溶液中のリン酸トリ
ブチル等を十分に除去し得る設
備が設けられていなければなら
ない。

Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明書
Ⅵ-2　系統図

9

水素を取り扱う設備(爆発の危険
性がないものを除く。)は、適切
に接地されているものでなけれ
ばならない。

4

　水素を取り扱う設備 (爆発の危
険性がないものを除く。) は、適
切に接地されているものでなけ
ればならない。

Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明書
Ⅵ-2　構造図

10
水素の発生のおそれがある設備
は、発生した水素が滞留しない
構造でなければならない。

4

水素の発生のおそれがある放射
性廃棄物を取り扱い、又は管理
する設備は、発生した水素が滞
留しない構造でなければならな
い。

Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明書
Ⅵ-2　系統図

11

水素を取り扱い、又は水素の発
生のおそれがある設備(爆発の危
険性がないものを除く。)をその
内部に設置するセル、グローブ
ボックス及び室は、当該設備か
ら水素が漏えいした場合におい
てもこれが滞留しない構造とす
ることその他の爆発を防止する
ための適切な措置が講じられた
ものでなければならない。

5

水素の発生のおそれがある放射
性廃棄物を取り扱い、又は管理
する設備（爆発の危険性がない
ものを除く。）をその内部に設
置するセル及び室は、当該設備
から水素が漏えいした場合にお
いてもこれが滞留しない構造と
することその他の爆発を防止す
るための適切な措置が講じられ
たものでなければならない。

5

　水素その他の可燃性ガスを取
り扱う設備 (爆発の危険性がない
ものを除く。) を設置するグロー
ブボックス及び室は、当該設備
から可燃性ガスが漏えいした場
合においてもこれが滞留しない
構造とすることその他の爆発を
防止するための適切な措置が講
じられたものでなければならな
い。

Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明書
Ⅵ-2　系統図

12

ジルコニウム金属粉末その他の
著しく酸化しやすい固体廃棄物
を保管廃棄する設備は、水中に
おける保管廃棄その他の火災及
び爆発のおそれがない保管廃棄
をし得る構造でなければならな
い。

Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明書

6

 　焼結設備その他の加熱を行う
設備 (次項において「焼結設備
等」という。) は、当該設備の熱
的制限値を超えて加熱されるお
それがないものでなければなら
ない。

－ － － ー

（４５）焼結装置 ・熱的制限値 －
・焼結設備には、火災・爆発に係わる設計上
の制限値である熱的制限値を記載する。

（１７）主要弁 － ・駆動方式

【MOX許可整合性】
・爆発防止機能を担保するため、水素濃度高
により作動する遮断弁の駆動方式を記載す
る。

二

焼結設備等から排出される可燃
性ガスを滞留することなく安全
に排出するための適切な措置を
講ずること。

（１６）ファン ・容量 －
・焼結装置には、可燃性ガスを排出するため
に設置するファンの容量を記載する。

三

焼結設備等の内部で可燃性ガス
を燃焼させるものは、燃焼が停
止した場合に可燃性ガスの供給
を自動的に停止する構造とする
こと。

－ － －
内部で燃焼させる機構ではないため、適用対
象外。

1 1
（１）容器(環状型・
円筒型・板状型・角柱
型)

・容量 －
・消火能力を要求するボンベの貯蔵容量を記
載する。

・消火能力を要求するボンベの貯蔵容量を記
載する。

（３）容器(ライニン
グ型）

・容量 －
・消火能力を要求する消火用水槽の貯蔵容量
を記載する。

・消火能力を要求する消火用水槽の貯蔵容量
を記載する。

（１３）ポンプ
・容量
・揚程又は吐出圧力

・原動機

・消火能力を要求するポンプの容量（流
量）、揚程又は吐出圧力を記載する。
・消火機能に係るポンプの容量等を担保する
ための原動機の出力等を記載する。

・消火能力を要求するポンプの容量（流
量）、揚程又は吐出圧力を記載する。
・消火機能に係るポンプの容量等を担保する
ための原動機の出力等を記載する。

（１７）主要弁 － ・駆動方式
・消火機能（消火ガス放出後雰囲気維持）に
係る延焼防止ダンパ、ピストンダンパの駆動
方式を記載する。

・消火機能（消火ガス放出後雰囲気維持）に
係る延焼防止ダンパ、ピストンダンパの駆動
方式を記載する。

2

前項の消火設備及び警報設備
は、故障、損壊又は異常な作動
により重大事故等に対処するた
めに必要な機能に著しい支障を
及ぼすおそれがないよう、適切
な措置が講じられたものでなけ
ればならない。

2

前項の消火設備及び警報設備
は、故障、損壊又は異常な作動
により重大事故等に対処するた
めに必要な機能に著しい支障を
及ぼすおそれがないよう、適切
な措置が講じられたものでなけ
ればならない。

Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明書

3

重大事故等対処施設であって、
火災又は爆発により損傷を受け
るおそれがあるものは、可能な
限り不燃性又は難燃性の材料を
使用するとともに、必要に応じ
て防火壁の設置その他の適切な
防護措置が講じられたものでな
ければならない。

3

重大事故等対処施設であって、
火災又は爆発により損傷を受け
るおそれがあるものは、可能な
限り不燃性又は難燃性の材料を
使用するとともに、必要に応じ
て防火壁の設置その他の適切な
防護措置が講じられたものでな
ければならない。

（２１）建物・構築物
（火災区域構造物）

－
・主要材料
・主要寸法

・耐火能力を担保する耐火壁等の材料（コン
クリート壁等）及び寸法を記載する。

・耐火能力を担保する耐火壁等の材料（コン
クリート壁等）及び寸法を記載する。

Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明書
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　配置図

4

重大事故等対処施設は、火災又
は爆発により重大事故等に対処
するために必要な機能が損なわ
れないよう、次に掲げる措置が
講じられたものでなければなら
ない。

一
発火性又は引火性の物質を内包
する系統の漏えい防止その他の
措置

Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明書
Ⅵ-2　系統図

二
避雷設備その他の自然現象によ
る火災の発生を防止するための
設備の設置

Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明書
Ⅵ-2　系統図・配置図

焼結設備等の内部において空気
の混入により可燃性ガスが爆発
することを防止するための適切
な措置を講ずること。

第十一条（火災等による損傷
の防止）

第二十九条（火災等による損
傷の防止）

※基本設計方針、添付書類で展開する。

 　水素その他の可燃性ガスを使
用する焼結設備等 (爆発の危険性
がないものを除く。) は、前三項
に定めるところによるほか、次
に掲げるところによらなければ
ならない。

7 一

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

第十一条（火災等による損傷
の防止）

第十一条（火災等による損傷
の防止）

第十一条
（火災等による損傷

の防止）

第三十五条
（火災等による損傷

の防止）

第三十五条（火災等による損
傷の防止）

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明書
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書

Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明書
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書

Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明書
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図・配置図

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

硝酸を含む溶液を内包する蒸発
缶のうち、リン酸トリブチルそ
の他の硝酸と反応するおそれが
ある有機溶媒(爆発の危険性がな
いものを除く。次項において
「リン酸トリブチル等」とい
う。)が混入するおそれがあるも
のは、当該設備の熱的制限値を
超えて加熱されるおそれがない
ものでなければならない。

重大事故等対処施設は、火災又
は爆発の影響を受けることによ
り重大事故等に対処するために
必要な機能が損なわれるおそれ
がある場合は、消火設備及び警
報設備が設置されたものでなけ
ればならない。

　重大事故等対処施設は、火災
又は爆発の影響を受けることに
より重大事故等に対処するため
に必要な機能が損なわれるおそ
れがある場合において、消火設
備及び警報設備が設置されたも
のでなければならない。
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条文記載項目整理表

／：各施設において該当する技術基準はない －：技術基準に該当する設備がない

条文名称 該当機種 設計条件情報 仕様情報 記載内容(再) 記載内容(廃) 記載内容(MOX)

条 条 項 条 ー 全機種共通 － －

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

関係する添付書類
項 号

MOX再処理

項 号

廃棄物

号

1
第十二条（加工施設内におけ
る溢水による損傷の防止）

1 （１７）主要弁 － ・駆動方式
・溢水及び薬品防護機能を担保する隔離弁の
駆動方式を記載する。

・溢水及び薬品防護機能を担保する隔離弁の
駆動方式を記載する。

（２５）溢水/化学薬
品防護対象設備
※建物・構築物、排気
筒を除く

・防護上の区画番号
・防護上配慮が必要な
高さ

－
・溢水及び薬品防護機能を担保する防護対象
設備の必要高さ等を記載する。

・溢水防護機能を担保する防護対象設備の必
要高さ等を記載する。

第十三条（再処理施設内にお
ける化学薬品の漏えいによる
損傷の防止）

1

安全機能を有する施設は、再処
理施設内における化学薬品の漏
えいによりその安全性を損なう
おそれがある場合において、防
護措置その他の適切な措置が講
じられたものでなければならな
い。

（２５）溢水/化学薬
品防護設備

－
・主要材料
・主要寸法

・溢水及び薬品防護機能を担保する防水区画
構築物（堰、防水扉、止水板等）の材料及び
寸法を記載する。

・溢水防護機能を担保する防水区画構築物
（堰等）の材料及び寸法を記載する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-1-1-7　再処理施設内における化学薬品の
漏えいによる損傷の防止に関する説明書
Ⅵ-2　配置図・構造図

1
再処理施設には、次に掲げる設
備が設けられていなければなら
ない。

一
その位置を明確かつ恒久的に表
示することにより容易に識別で
きる安全避難通路

3

特定第一種廃棄物埋設施設又は
特定廃棄物管理施設には、事業
所内の人の退避のための設備が
設けられていなければならな
い。

1
　加工施設には、次に掲げる設
備が設けられていなければなら
ない。

一
その位置を明確かつ恒久的に表
示することにより容易に識別で
きる安全避難通路

Ⅵ-1-1-10　安全避難通路に関する説明書
Ⅵ-1-1-11　照明設備に関する説明書
Ⅵ-2　断面図

二
照明用の電源が喪失した場合に
おいても機能を損なわない避難
用の照明

二
照明用の電源が喪失した場合に
おいても機能を損なわない避難
用の照明

Ⅵ-1-1-10　安全避難通路に関する説明書
Ⅵ-1-1-11　照明設備に関する説明書
Ⅵ-2　配置図

三
設計基準事故が発生した場合に
用いる照明(前号の避難用の照明
を除く。)及びその専用の電源

三
　設計基準事故が発生した場合
に用いる照明 (前号の避難用の照
明を除く。) 及びその専用の電源

Ⅵ-1-1-10　安全避難通路に関する説明書
Ⅵ-1-1-11　照明設備に関する説明書
Ⅵ-2　系統図

第十五条（安全上重要な施
設）

1

非常用電源設備その他の安全上
重要な施設は、再処理施設の安
全性を確保する機能を維持する
ために必要がある場合におい
て、当該施設自体又は当該施設
が属する系統として多重性を有
するものでなければならない。

2

安全上重要な施設又は当該施設
が属する系統は、前項の規定に
よるほか、特定第一種廃棄物埋
設施設又は特定廃棄物管理施設
の安全性を確保する機能を維持
するために必要がある場合にお
いて、多重性を有するものでな
ければならない。

第十五条
（安全上重要な施

設）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の下における
健全性に関する説明書
Ⅵ-2　系統図

1

安全機能を有する施設は、設計
基準事故時及び設計基準事故に
至るまでの間に想定される全て
の環境条件において、その安全
機能を発揮することができるよ
うに設置されたものでなければ
ならない。

1

安全機能を有する施設は、通常
時及び設計基準事故時に想定さ
れる全ての環境条件において、
その安全機能を発揮することが
できるように設置されたもので
なければならない。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の下における
健全性に関する説明書

2

安全機能を有する施設は、その
健全性及び能力を確認するた
め、その安全機能の重要度に応
じ、再処理施設の運転中又は停
止中に検査又は試験ができるよ
うに設置されたものでなければ
ならない。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の下における
健全性に関する説明書

3

安全機能を有する施設は、その
安全機能を維持するため、適切
な保守及び修理ができるように
設置されたものでなければなら
ない。

1

安全機能を有する施設は、当該
施設の安全機能を確認するため
の検査又は試験及び当該安全機
能を健全に維持するための保守
又は修理ができるように設置さ
れたものでなければならない。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の下における
健全性に関する説明書

4

安全機能を有する施設に属する
設備であって、ポンプその他の
機器又は配管の損壊に伴う飛散
物により損傷を受け、再処理施
設の安全性を損なうことが想定
されるものは、防護措置その他
の適切な措置が講じられたもの
でなければならない。

3

安全機能を有する施設に属する
設備であって、クレーンその他
の機器又は配管の損壊に伴う飛
散物により損傷を受け、加工施
設の安全性を損なうことが想定
されるものは、防護措置その他
の適切な措置が講じられたもの
でなければならない。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の下における
健全性に関する説明書

5

安全機能を有する施設は、二以
上の原子力施設と共用する場合
には、再処理施設の安全性が損
なわれないように設置されたも
のでなければならない。

3

安全機能を有する施設は、当該
施設を他の原子力施設と共用
し、又は当該施設に属する設備
を一の特定第一種廃棄物埋設施
設又は一の特定廃棄物管理施設
において共用する場合には、特
定第一種廃棄物埋設施設又は特
定廃棄物管理施設の安全性を損
なわないように設置されたもの
でなければならない。

4

安全機能を有する施設は、他の
原子力施設と共用し、又は安全
機能を有する施設に属する設備
を一の加工施設において共用す
る場合には、加工施設の安全性
が損なわれないように設置され
たものでなければならない。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の下における
健全性に関する説明書
Ⅵ-2　系統図

第十二条（再処理施設内にお
ける溢水による損傷の防止）

安全機能を有する施設は、再処
理施設内における溢水の発生に
よりその安全性を損なうおそれ
がある場合において、防護措置
その他の適切な措置が講じられ
たものでなければならない。

第十二条
（再処理施設内にお
ける溢水による損傷

の防止）

第十三条
（再処理施設内にお
ける化学薬品の漏え
いによる損傷の防

止）

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

2

安全機能を有する施設は、当該
安全機能を有する施設の安全機
能を確認するための検査又は試
験及び当該安全機能を健全に維
持するための保守又は修理がで
きるように設置されたものでな
ければならない。

第十四条（安全機能を有する
施設）

第二十三条（通信連絡設備等）

第十二条（安全機能を有する
施設）

第十三条（安全避難通路等）第十四条（安全避難通路等）

第十六条（安全機能を有する
施設）

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

第十六条
（安全機能を有する

施設）

第十四条
（安全避難通路等）

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-1-1-6　再処理施設内における溢水による
損傷の防止に関する説明書
Ⅵ-2　配置図・構造図

　安全機能を有する施設は、加
工施設内における溢水の発生に
よりその安全性を損なうおそれ
がある場合において、防護措置
その他の適切な措置が講じられ
たものでなければならない。
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条文記載項目整理表

／：各施設において該当する技術基準はない －：技術基準に該当する設備がない

条文名称 該当機種 設計条件情報 仕様情報 記載内容(再) 記載内容(廃) 記載内容(MOX)

条 条 項 条 ー 全機種共通 － －

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

関係する添付書類
項 号

MOX再処理

項 号

廃棄物

号

1 一

容器等に使用する材料は、その
使用される圧力、温度、荷重そ
の他の使用条件に対して適切な
機械的強度及び化学的成分を有
すること。

1 一
容器等がその設計上要求される
強度及び耐食性を確保できるも
のであること。

1 一

容器等に使用する材料は、その
使用される圧力、温度、荷重そ
の他の使用条件に対して適切な
機械的強度及び化学的成分を有
すること。

（１）容器(環状型・
円筒型・板状型・角柱
型)

・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

・安全上重要な施設、溶接検査対象設備、重
大事故等対処設備に係る配管、容器の耐圧強
度評価で使用する機器の設計条件として最高
使用圧力、最高使用温度を記載する。
・安全上重要な施設、溶接検査対象設備、重
大事故等対処設備に係る配管、容器の強度を
担保する材料及び寸法（腐食の考慮を含む）
を記載する。

・安全上重要な施設、溶接検査対象設備、重
大事故等対処設備に係る配管、容器の耐圧強
度評価で使用する機器の設計条件として最高
使用圧力、最高使用温度を記載する。
・安全上重要な施設、溶接検査対象設備、重
大事故等対処設備に係る配管、容器の強度を
担保する材料及び寸法（腐食の考慮を含む）
を記載する。

Ⅴ　強度及び耐食性に関する説明書

（２）容器（塔型）
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー ー

（３）容器(ライニン
グ型）

・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー ー

（４）パルスカラム
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー ー

（５）ミキサセトラ
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー ー

（７）運搬・製品容器
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー ー

（８）ろ過装置
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー
（１）容器(環状型・円筒型・板状型・角柱
型)に同じ

（９）熱交換器
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー ー

（１０）冷却塔／冷凍
機

・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー ー

（１１）ボイラ
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー ー

（１２）電気ヒータ
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー ー

（１３）ポンプ
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー ー

（１４）特殊ポンプ
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー ー

（１５）圧縮機
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

（１６）ファン
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

（１７）主要弁
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー ー

（１８）安全弁及び逃
がし弁

・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー ー

（１９）主配管
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

（１）容器(環状型・円筒型・板状型・角柱
型)に同じ

（２０）フィルタ
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー ー

（２１）建物・構築物
(貯蔵ピット・貯槽
ホール）

・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー ー

（２４）ラック
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

（２８）機械装置
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

（２９）核物質等取扱
ボックス

・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー ー

（３９）溶解槽
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー ー

（４０）清澄機
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー ー

（４１）脱硝装置／脱
硝塔

・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー
（１）容器(環状型・円筒型・板状型・角柱
型)に同じ

（４２）焙焼炉／還元
炉

・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー ー

二
容器等の構造及び強度は、次に
掲げるところによるものである
こと。

イ
設計上定める条件において、全
体的な変形を弾性域に抑えるこ
と。

二
容器等の構造及び強度は、次に
掲げるところによるものである
こと。

イ
設計上定める条件において、全
体的な変形を弾性域に抑えるこ
と。

Ⅴ　強度及び耐食性に関する説明書

ロ

容器等に属する伸縮継手にあっ
ては、設計上定める条件で応力
が繰り返し加わる場合におい
て、疲労破壊が生じないこと。

ロ

容器等に属する伸縮継手にあっ
ては、設計上定める条件で応力
が繰り返し加わる場合におい
て、疲労破壊が生じないこと。

Ⅴ　強度及び耐食性に関する説明書

ハ
設計上定める条件において、座
屈が生じないこと。

ハ
設計上定める条件において、座
屈が生じないこと。

Ⅴ　強度及び耐食性に関する説明書

三

容器等の主要な溶接部(溶接金属
部及び熱影響部をいう。以下同
じ。)は、次に掲げるところによ
るものであること。

イ
不連続で特異な形状でないもの
であること。

二

容器等の主要な溶接部（溶接金
属部及び熱影響部をいう。以下
この号において同じ。）は、次
に掲げるところによるものであ
ること。

イ
不連続で特異な形状でないもの
であること。

三

容器等の主要な溶接部 (溶接金属
部及び熱影響部をいう。以下同
じ。) は、次に掲げるところによ
るものであること。

イ
不連続で特異な形状でないもの
であること。

Ⅴ　強度及び耐食性に関する説明書

ロ

溶接による割れが生ずるおそれ
がなく、かつ、健全な溶接部の
確保に有害な溶込み不良その他
の欠陥がないことを非破壊試験
により確認したものであるこ
と。

ロ

溶接による割れが生ずるおそれ
がなく、かつ、健全な溶接部の
確保に有害な溶込み不良その他
の欠陥がないことを非破壊試験
により確認したものであるこ
と。

ロ

溶接による割れが生ずるおそれ
がなく、かつ、健全な溶接部の
確保に有害な溶込み不良その他
の欠陥がないことを非破壊試験
により確認したものであるこ
と。

Ⅴ　強度及び耐食性に関する説明書

ハ
適切な強度を有するものである
こと。

ハ
適切な強度を有するものである
こと。

ハ
適切な強度を有するものである
こと。

Ⅴ　強度及び耐食性に関する説明書

ニ

機械試験その他の評価方法によ
り適切な溶接施工法及び溶接設
備並びに適切な技能を有する溶
接士であることをあらかじめ確
認したものにより溶接したもの
であること。

ニ

機械試験その他の評価方法によ
り適切な溶接施工法及び溶接設
備並びに適切な技能を有する溶
接士であることをあらかじめ確
認したものにより溶接したもの
であること。

ニ

機械試験その他の評価方法によ
り適切な溶接施工法及び溶接設
備並びに適切な技能を有する溶
接士であることをあらかじめ確
認したものにより溶接したもの
であること。

Ⅴ　強度及び耐食性に関する説明書

2

安全機能を有する施設に属する
容器及び管のうち、再処理施設
の安全性を確保する上で重要な
ものは、適切な耐圧試験又は漏
えい試験を行ったとき、これに
耐え、かつ、著しい漏えいがな
いように設置されたものでなけ
ればならない。

2

特定第一種廃棄物埋設施設又は
特定廃棄物管理施設に属する容
器及び管のうち、特定第一種廃
棄物埋設施設又は特定廃棄物管
理施設の安全性を確保する上で
重要なものは、適切な耐圧試験
又は漏えい試験を行ったとき、
これに耐え、かつ、著しい漏え
いがないように設置されたもの
でなければならない。

2

安全機能を有する施設に属する
容器及び管のうち、加工施設の
安全性を確保する上で重要なも
のは、適切な耐圧試験又は漏え
い試験を行ったとき、これに耐
え、かつ、著しい漏えいがない
ように設置されたものでなけれ
ばならない。

Ⅴ　強度及び耐食性に関する説明書

・安全上重要な施設、溶接検査対象設備、重
大事故等対処設備に係る配管、容器の耐圧強
度評価で使用する機器の設計条件として最高
使用圧力、最高使用温度を記載する。
・安全上重要な施設、溶接検査対象設備、重
大事故等対処設備に係る配管、容器の強度を
担保する材料及び寸法（腐食の考慮を含む）
を記載する。

第十七条（材料及び構造）

安全機能を有する施設に属する
容器及び管並びにこれらを支持
する構造物のうち、再処理施設
の安全性を確保する上で重要な
もの(以下この項において「容器
等」という。)の材料及び構造
は、次に掲げるところによらな
ければならない。この場合にお
いて、第一号及び第三号の規定
については、法第四十六条第二
項に規定する使用前事業者検査
の確認を行うまでの間適用す
る。

特定第一種廃棄物埋設施設又は
特定廃棄物管理施設に属する容
器及び管並びにこれらを支持す
る構造物のうち、特定第一種廃
棄物埋設施設又は特定廃棄物管
理施設の安全性を確保する上で
必要なもの（以下この項におい
て「容器等」という。）の材料
及び構造は、次に掲げるところ
によらなければならない。この
場合において、第一号（容器等
の材料に係る部分に限る。）及
び第二号の規定については、法
第五十一条の八第二項に規定す
る使用前事業者検査の確認を行
うまでの間適用する。

　安全機能を有する施設に属す
る容器及び管並びにこれらを支
持する構造物のうち、加工施設
の安全性を確保する上で重要な
もの (以下この項において「容器
等」という。) の材料及び構造
は、次に掲げるところによらな
ければならない。この場合にお
いて、第一号及び第三号の規定
については、法第十六条の三第
二項に規定する使用前事業者検
査の確認を行うまでの間適用す
る。

第十五条（材料及び構造）第十三条（材料及び構造）

第十七条
（材料及び構造）

第三十七条
（材料及び構造）

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。
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条文記載項目整理表

／：各施設において該当する技術基準はない －：技術基準に該当する設備がない

条文名称 該当機種 設計条件情報 仕様情報 記載内容(再) 記載内容(廃) 記載内容(MOX)

条 条 項 条 ー 全機種共通 － －

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

関係する添付書類
項 号

MOX再処理

項 号

廃棄物

号

1 一
容器等がその設計上要求される
強度及び耐食性を確保できるも
のであること。

1 一
容器等がその設計上要求される
強度及び耐食性を確保できるも
のであること。

（１）容器(環状型・
円筒型・板状型・角柱
型)

・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

・安全上重要な施設、溶接検査対象設備、重
大事故等対処設備に係る配管、容器の耐圧強
度評価で使用する機器の設計条件として最高
使用圧力、最高使用温度を記載する。※DB
条文と数値が異なる場合は併記する。
・安全上重要な施設、溶接検査対象設備、重
大事故等対処設備に係る配管、容器の強度を
担保する材料及び寸法（腐食の考慮を含む）
を記載する。

Ⅴ　強度及び耐食性に関する説明書

（２）容器（塔型）
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

（３）容器(ライニン
グ型）

・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

（４）パルスカラム
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

（５）ミキサセトラ
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

（７）運搬・製品容器
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

（８）ろ過装置
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

（９）熱交換器
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

（１０）冷却塔／冷凍
機

・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

（１１）ボイラ
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

（１２）電気ヒータ
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

（１３）ポンプ
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

（１４）特殊ポンプ
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

（１５）圧縮機
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

（１６）ファン
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

（１７）主要弁
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

（１８）安全弁及び逃
がし弁

・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

（１９）主配管
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

（１）容器(環状型・円筒型・板状型・角柱
型)に同じ

（２０）フィルタ
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

（２１）建物・構築物
(貯蔵ピット・貯槽
ホール）

・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

（２４）ラック
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

（２８）機械装置
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

（２９）核物質等取扱
ボックス

・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

（１）容器(環状型・円筒型・板状型・角柱
型)に同じ

（３９）溶解槽
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

（４０）清澄機
・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

（４１）脱硝装置／脱
硝塔

・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

（４２）焙焼炉／還元
炉

・最高使用圧力
・最高使用温度

・主要材料
・主要寸法

ー

二
容器等の主要な溶接部は、次に
掲げるところによるものである
こと。

イ
不連続で特異な形状でないもの
であること。

二
容器等の主要な溶接部は、次に
掲げるところによるものである
こと。

イ
 不連続で特異な形状でないもの
であること。

Ⅴ　強度及び耐食性に関する説明書

ロ

溶接による割れが生ずるおそれ
がなく、かつ、健全な溶接部の
確保に有害な溶込み不良その他
の欠陥がないことを非破壊試験
により確認したものであるこ
と。

ロ

溶接による割れが生ずるおそれ
がなく、かつ、健全な溶接部の
確保に有害な溶込み不良その他
の欠陥がないことを非破壊試験
により確認したものであるこ
と。

Ⅴ　強度及び耐食性に関する説明書

ハ
適切な強度を有するものである
こと。

ハ
適切な強度を有するものである
こと。

Ⅴ　強度及び耐食性に関する説明書

ニ

機械試験その他の評価方法によ
り適切な溶接施工法及び溶接設
備並びに適切な技能を有する溶
接士であることをあらかじめ確
認したものにより溶接したもの
であること。

ニ

機械試験その他の評価方法によ
り適切な溶接施工法及び溶接設
備並びに適切な技能を有する溶
接士であることをあらかじめ確
認したものにより溶接したもの
であること。

Ⅴ　強度及び耐食性に関する説明書

2

重大事故等対処設備に属する容
器及び管のうち、再処理施設の
安全性を確保する上で重要なも
のは、適切な耐圧試験又は漏え
い試験を行ったとき、これに耐
え、かつ、著しい漏えいがない
ように設置されたものでなけれ
ばならない。

2

重大事故等対処設備に属する容
器及び管のうち、加工施設の安
全性を確保する上で重要なもの
は、適切な耐圧試験又は漏えい
試験を行ったとき、これに耐
え、かつ、著しい漏えいがない
ように設置されたものでなけれ
ばならない。

Ⅴ　強度及び耐食性に関する説明書

・安全上重要な施設、溶接検査対象設備、重
大事故等対処設備に係る配管、容器の耐圧強
度評価で使用する機器の設計条件として最高
使用圧力、最高使用温度を記載する。※DB
条文と数値が異なる場合は併記する。
・安全上重要な施設、溶接検査対象設備、重
大事故等対処設備に係る配管、容器の強度を
担保する材料及び寸法（腐食の考慮を含む）
を記載する。

第三十七条（材料及び構造）

重大事故等対処設備に属する容
器及び管並びにこれらを支持す
る構造物のうち、再処理施設の
安全性を確保する上で重要なも
の(以下この項において「容器
等」という。)の材料及び構造
は、次に掲げるところによらな
ければならない。この場合にお
いて、第一号(容器等の材料に係
る部分に限る。)及び第二号の規
定については、法第四十六条第
二項に規定する使用前事業者検
査の確認を行うまでの間適用す
る。

重大事故等対処設備に属する容
器及び管並びにこれらを支持す
る構造物のうち、加工施設の安
全性を確保する上で重要なもの
(以下この項において「容器等」
という。) の材料及び構造は、次
に掲げるところによらなければ
ならない。この場合において、
第一号 (容器等の材料に係る部分
に限る。) 及び第二号の規定につ
いては、法第十六条の三第二項
に規定する使用前事業者検査の
確認を行うまでの間適用する。

第三十一条（材料及び構造）

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。
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条文記載項目整理表

／：各施設において該当する技術基準はない －：技術基準に該当する設備がない

条文名称 該当機種 設計条件情報 仕様情報 記載内容(再) 記載内容(廃) 記載内容(MOX)

条 条 項 条 ー 全機種共通 － －

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

関係する添付書類
項 号

MOX再処理

項 号

廃棄物

号

1 一 1 一 1 一
通常搬送する必要がある核燃料
物質を搬送する能力を有するも
のであること。

（２７）搬送装置 ・容量 －
・核燃料物質、放射性廃棄物の搬送能力を要
求するクレーン、搬送台車等の容量（定格荷
重）を記載する。

・核燃料物質、放射性廃棄物の搬送能力を要
求するクレーン、搬送台車等の容量（定格荷
重）を記載する。

・核燃料物質、放射性廃棄物の搬送能力を要
求するクレーン、搬送台車等の容量（定格荷
重）を記載する。

（２８）機械装置 ・容量 －
・核燃料物質、放射性廃棄物の搬送能力を要
求する機械装置の容量を記載する。

－
・核燃料物質、放射性廃棄物の搬送能力を要
求する機械装置の容量を記載する。

（４５）焼結装置 ・容量 －
・核燃料物質の搬送能力を要求する焼結装置
の容量を記載する。

二
搬送中の使用済燃料が破損する
おそれがないこと。

　 （２７）搬送装置 － －

【MOX許可整合性】
搬送物（燃料集合体等）が落下時に破損しな
い取扱高さ制限値として寸法（取扱高さ）を
記載する。

（２８）機械装置 － － ※基本設計方針、添付書類で展開する。

【MOX許可整合性】
搬送物（燃料集合体等）が落下時に破損しな
い取扱高さ制限値として寸法（取扱高さ）を
記載する。

三

使用済燃料等を搬送するための
動力の供給が停止した場合に、
使用済燃料等を安全に保持して
いるものであること。

二

放射性廃棄物を搬送するための
動力の供給が停止した場合に、
放射性廃棄物を安全に保持して
いるものであること。

二

核燃料物質を搬送するための動
力の供給が停止した場合に、核
燃料物質を安全に保持している
ものであること。

Ⅵ-1-1-12　使用済燃料等の破損の防止に関
する説明書
Ⅵ-2　構造図

1
使用済燃料の受入施設及び貯蔵
施設は、次に掲げるところによ
るものでなければならない。

一
使用済燃料の崩壊熱を安全に除
去し得るものであること。

（９）熱交換器
・容量
・伝熱面積

－
・崩壊熱除去に係る熱交換器の容量（設計熱
交換量）および伝熱面積を記載する。

（１０）冷凍機/冷却
塔

・容量
・伝熱面積

・原動機

・崩壊熱除去に係る熱交換器の容量（設計熱
交換量）および伝熱面積を記載する。
・崩壊熱除去機能に係る冷凍機等の容量を担
保するための原動機の出力等を記載する。

（１３）ポンプ
・容量
・揚程又は吐出圧力

・原動機

・崩壊熱除去機能に係るポンプ（プール水の
冷却・浄化系等）の容量（流量）及びポンプ
の揚程又は吐出圧力を記載する。
・崩壊熱除去機能に係るポンプの容量を担保
するための原動機の出力等を記載する。

二
使用済燃料を受け入れ、又は貯
蔵する水槽は、次に掲げるとこ
ろによるものであること。

イ
水があふれ、又は漏えいするお
それがないものであること。

（２１）建物・構築物
(ピット・エリア)

・容量 －

・核燃料物質、放射性廃棄物の貯蔵・保管能
力を要求する使用済燃料輸送容器保管庫、貯
蔵ホール、貯蔵ピット等の容量(貯蔵能力)を
記載する。

【MOX許可整合性】
核燃料物質、放射性廃棄物の貯蔵・保管能力
を要求する使用済燃料輸送容器保管庫、貯蔵
ホール、貯蔵ピット等の容量を記載する。

（２４）ラック ・容量 －
・核燃料物質、放射性廃棄物の仮置き・貯
蔵・搬送能力を要求するラック、バスケット
等の容量(貯蔵能力)を記載する。

ロ
水が使用済燃料によって汚染さ
れるおそれがある場合には、浄
化装置を設けること。

（８）ろ過装置 ・容量 －
・プール水浄化系のろ過装置の容量を記載す
る。

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関
する説明書
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図

ハ
水の漏えいを適切に検知し得る
ものであること。

（３６）計装／放管設
備

・警報動作範囲 ・計測範囲
・漏えいの検知機能を担保するため漏えい検
知器の計測範囲等の仕様を記載する。

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関
する説明書
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　配置図

2
製品貯蔵施設は、製品の崩壊熱
を安全に除去し得るように設置
されていなければならない。

1

　核燃料物質を貯蔵する設備に
は、必要に応じて核燃料物質の
崩壊熱を安全に除去できる設備
が設けられていなければならな
い。

（１６）ファン ・容量 ・原動機

・崩壊熱除去機能に係るファン（換気設備）
の容量（風量）を記載する。
・崩壊熱除去機能に係るファンの容量を担保
するための原動機の出力等を記載する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関
する説明書
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図

1

放射性廃棄物を廃棄する設備(放
射性廃棄物を保管廃棄する設備
を除く。)は、次に掲げるところ
によるものでなければならな
い。

一 1 一 1 一
（１）容器（環状型・
円筒型・板状型・角柱
型）

・容量
・伝熱面積

－
・廃棄能力(廃液処理）を要求する液体廃棄
物の廃棄施設の濃縮缶等の容量、伝熱面積を
記載する。

－
・廃棄能力(廃液処理）を要求する液体廃棄
物の廃棄施設の容器の容量を記載する。

（２）容器（塔型）
・容量
・伝熱面積

・効率

・廃棄能力（放射性物質の除去）を要求する
気体廃棄物の廃棄施設の洗浄塔等の容量、伝
熱面積、ルテニウム吸着塔のルテニウム除去
効率を記載する

－ －

（７）運搬・製品容器 ・容量 －
・廃棄能力(核燃料物質の除去）を要求する
固体廃棄物の廃棄施設の可搬型容器の容量を
記載する。

（８）ろ過装置 ・容量 －
・廃棄能力(核燃料物質の除去）を要求する
液体廃棄物の廃棄施設のろ過装置の容量を記
載する。

－
・廃棄能力(核燃料物質の除去）を要求する
液体廃棄物の廃棄施設のろ過装置の容量を記
載する。

（９）熱交換器
・容量
・伝熱面積

－
・廃棄能力（核燃料物質の除去）を要求する
気体の廃棄施設の凝縮器、電気ヒータの伝熱
面積、容量（設計熱交換量）を記載する。

－ －

（１１）ボイラ ・容量 －
・廃棄能力（核燃料物質の除去）を要求する
液体廃棄物の廃棄施設のボイラの容量を記載
する。

－ －

（１２）電気ヒータ ・容量 －
・廃棄能力（核燃料物質の除去）を要求する
気体廃棄物の廃棄施設の電気ヒータの容量
（設計熱交換量）を記載する。

－ －

（１３）ポンプ
・容量
・吐出圧力

・原動機

・廃棄能力(海洋放出量）を要求する液体廃
棄物の廃棄施設のポンプの容量、吐出圧力を
記載する。
・廃棄機能に係るポンプの容量を担保するた
めの原動機の出力等を記載する。

－

・廃棄能力(海洋放出量）を要求する液体廃
棄物の廃棄施設のポンプの容量、吐出圧力を
記載する。
・廃棄機能に係るポンプの容量を担保するた
めの原動機の出力等を記載する。

（１６）ファン ・容量 ・原動機

・廃棄能力(排気風量、排気筒風量等）を要
求する気体廃棄物の廃棄施設のファンの容量
を記載する。
・廃棄機能に係るファンの容量を担保するた
めの原動機の出力等を記載する。

・廃棄能力(排気風量、排気筒風量等）を要
求する気体廃棄物の廃棄施設のファンの容量
を記載する。
・廃棄機能に係るファンの容量を担保するた
めの原動機の出力等を記載する。

・廃棄能力(排気風量、排気筒風量等）を要
求する気体廃棄物の廃棄施設のファンの容量
を記載する。
・廃棄機能に係るファンの容量を担保するた
めの原動機の出力等を記載する。

（２０）フィルタ ・容量 ・効率
・廃棄能力（核燃料物質の除去）を要求する
気体廃棄物の廃棄施設のフィルタについて容
量、効率（補集効率）を記載する。

・廃棄能力（核燃料物質の除去）を要求する
気体廃棄物の廃棄施設のフィルタについて容
量、効率（補集効率）を記載する。

・廃棄能力（核燃料物質の除去）を要求する
気体廃棄物の廃棄施設のフィルタについて容
量、効率（補集効率）を記載する。

（２２）排気筒 － ・主要寸法
・廃棄能力（排気筒風量）を要求する気体廃
棄物の廃棄施設の排気筒の出口内径、地上高
さを記載する。

・廃棄能力（排気筒風量）を要求する気体廃
棄物の廃棄施設の排気筒の出口内径、地上高
さを記載する。

・廃棄能力（排気筒風量）を要求する気体廃
棄物の廃棄施設の排気筒の出口内径、地上高
さを記載する。

（２４）ラック ・容量 ・主要寸法
・廃棄能力（崩壊熱除去）を要求する固体廃
棄物の廃棄施設の仮置き架台等の容量、寸法
を記載する。

・廃棄能力（崩壊熱除去）を要求する固体廃
棄物の廃棄施設の仮置き架台等の容量、寸
法、材料を記載する。

－

（２８）機械装置 ・容量 －
・廃棄能力（廃棄物処理）を要求する固体廃
棄物の廃棄施設の機械装置の容量を記載す
る。

－ －

（４３）ガラス溶融炉 ・容量 －
・廃棄能力（廃棄物処理）を要求する固体廃
棄物の廃棄施設のガラス溶融炉の容量を記載
する。

－ －

※基本設計方針、添付書類で展開する。

第十七条（核燃料物質の貯蔵
施設）

　周辺監視区域の外の空気中及
び周辺監視区域の境界における
水中の放射性物質の濃度が、そ
れぞれ原子力規制委員会の定め
る濃度限度以下になるように加
工施設において発生する放射性
廃棄物を廃棄する能力を有する
ものであること。

　放射性廃棄物を廃棄する設備
(放射性廃棄物を保管廃棄する設
備を除く。) は、次に掲げるとこ
ろによるものでなければならな
い。

第十八条（搬送設備）

第十九条（使用済燃料の貯蔵
施設等）

　核燃料物質を搬送する設備 (人
の安全に著しい支障を及ぼすお
それがないものを除く。) は、次
に掲げるところによるものでな
ければならない。

放射性廃棄物を搬送する設備
（人の安全に著しい支障を及ぼ
すおそれがないものを除く。）
は、次に掲げるところによるも
のでなければならない。

通常搬送する必要がある放射性
廃棄物を搬送する能力を有する
ものであること。

使用済燃料等を搬送する設備(人
の安全に著しい支障を及ぼすお
それがないものを除く。)は、次
に掲げるところによるものでな
ければならない。

通常搬送する必要がある使用済
燃料等を搬送する能力を有する
ものであること。

第十六条（搬送設備）第十四条（搬送設備）

第十八条（処理施設及び廃棄
施設）

第二十四条（廃棄施設）

第十九条
（使用済燃料の貯蔵

施設等）

第二十四条
（廃棄施設）

第十八条
（搬送設備）

※基本設計方針、添付書類で展開する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-1-1-12　使用済燃料等の破損の防止に関
する説明書

Ⅵ-1-1-12　使用済燃料等の破損の防止に関
する説明書

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関
する説明書
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関
する説明書
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関
する説明書
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　構造図・系統図

周辺監視区域の外の空気中及び
周辺監視区域の境界における水
中の放射性物質の濃度が、それ
ぞれ原子力規制委員会の定める
濃度限度以下になるように特定
第一種廃棄物埋設施設又は特定
廃棄物管理施設において発生す
る放射性廃棄物を廃棄する能力
を有するものであること。

放射性廃棄物を廃棄する設備
（放射性廃棄物を保管廃棄する
設備を除く。）は、次に掲げる
ところによるものでなければな
らない。

周辺監視区域の外の空気中の放
射性物質の濃度及び液体状の放
射性物質の海洋放出に起因する
線量が、それぞれ原子力規制委
員会の定める濃度限度及び線量
限度以下になるように再処理施
設において発生する放射性廃棄
物を廃棄する能力を有するもの
であること。

第二十条（廃棄施設）
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条文記載項目整理表

／：各施設において該当する技術基準はない －：技術基準に該当する設備がない

条文名称 該当機種 設計条件情報 仕様情報 記載内容(再) 記載内容(廃) 記載内容(MOX)

条 条 項 条 ー 全機種共通 － －

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

関係する添付書類
項 号

MOX再処理

項 号

廃棄物

号

二

放射性廃棄物以外の廃棄物を廃
棄する設備と区別して設置する
こと。ただし、放射性廃棄物以
外の流体状の廃棄物を流体状の
放射性廃棄物を廃棄する設備に
導く場合において、流体状の放
射性廃棄物が放射性廃棄物以外
の流体状の廃棄物を取り扱う設
備に逆流するおそれがないとき
は、この限りでない。

二

放射性廃棄物以外の廃棄物を廃
棄する設備と区別して設置する
こと。ただし、放射性廃棄物以
外の流体状の廃棄物を流体状の
放射性廃棄物を廃棄する設備に
導く場合において、流体状の放
射性廃棄物が放射性廃棄物以外
の流体状の廃棄物を取り扱う設
備に逆流するおそれがないとき
は、この限りでない。

二

　放射性廃棄物以外の廃棄物を
廃棄する設備と区別して設置す
ること。ただし、放射性廃棄物
以外の流体状の廃棄物を流体状
の放射性廃棄物を廃棄する設備
に導く場合において、流体状の
放射性廃棄物が放射性廃棄物以
外の流体状の廃棄物を取り扱う
設備に逆流するおそれがないと
きは、この限りでない。

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関
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三

気体状の放射性廃棄物を廃棄す
る設備は、排気口以外の箇所に
おいて気体状の放射性廃棄物を
排出することがないものである
こと。

三

気体状の放射性廃棄物を廃棄す
る設備は、排気口以外の箇所に
おいて気体状の放射性廃棄物を
排出することがないものである
こと。

三

気体状の放射性廃棄物を廃棄す
る設備は、排気口以外の箇所に
おいて気体状の放射性廃棄物を
排出することがないものである
こと。

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関
する説明書
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四

気体状の放射性廃棄物を廃棄す
る設備にろ過装置を設ける場合
にあっては、ろ過装置の機能が
適切に維持し得るものであり、
かつ、ろ過装置の使用済燃料等
による汚染の除去又はろ過装置
の取替えが容易な構造であるこ
と。

四

気体状の放射性廃棄物を廃棄す
る設備にろ過装置を設ける場合
にあっては、ろ過装置の機能が
適切に維持し得るものであり、
かつ、ろ過装置の放射性廃棄物
による汚染の除去又はろ過装置
の取替えが容易な構造であるこ
と。

四

気体状の放射性廃棄物を廃棄す
る設備にろ過装置を設ける場合
にあっては、ろ過装置の機能が
適切に維持し得るものであり、
かつ、ろ過装置の核燃料物質等
による汚染の除去又はろ過装置
の取替えが容易な構造であるこ
と。
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五

液体状の放射性廃棄物を廃棄す
る設備は、海洋放出口以外の箇
所において液体状の放射性廃棄
物を排出することがないもので
あること。

五

液体状の放射性廃棄物を廃棄す
る設備は、排水口以外の箇所に
おいて液体状の放射性廃棄物を
排出することがないものである
こと。

五

液体状の放射性廃棄物を廃棄す
る設備は、排水口以外の箇所に
おいて液体状の放射性廃棄物を
排出することがないものである
こと。

Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関
する説明書
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2

放射性廃棄物を処理する設備
は、受け入れる放射性廃棄物を
処理するために必要な能力を有
するものでなければならない。

－ － － ※放射性廃棄物の処理に係る施設はない。

1

放射性廃棄物を保管廃棄する設
備であって、放射性廃棄物の崩
壊熱及び放射線の照射により発
生する熱によって過熱するおそ
れがあるものは、冷却のための
必要な措置を講じ得るように設
置されたものでなければならな
い。

1

特定第一種廃棄物埋設施設のう
ち放射性廃棄物を受け入れる設
備であって、放射性廃棄物の崩
壊熱及び放射線の照射により発
生する熱によって過熱するおそ
れがあるものは、冷却のための
必要な措置が講じられたもので
なければならない。

（２１）建物・構築物 ・容量
・主要材料
・主要寸法

・放射性固体廃棄物の保管廃棄に係る貯蔵
ピット、室等の容量を記載する。
・自然通風による崩壊熱除去に必要な風量を
確保するために冷却空気流路の材料、寸法
（シャフト高さ等）を記載する。

・放射性固体廃棄物の保管廃棄に係る貯蔵
ピット、室等の容量を記載する。
・自然通風による崩壊熱除去に必要な風量を
確保するために冷却空気流路の材料、寸法
（シャフト高さ等）を記載する。

【MOX許可整合性】
放射性廃棄物の保管能力を要求する固体廃棄
物の廃棄設備の容量を記載する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
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2

特定廃棄物管理施設のうち放射
性廃棄物を管理する施設は、次
に掲げるところによるものでな
ければならない。

一
放射性廃棄物を管理するために
必要な容量を有するものである
こと。

（２１）建物・構築物 ・容量 －
・放射性固体廃棄物の貯蔵に係る貯蔵ピッ
ト、室等の容量を記載する。

二

管理する放射性廃棄物の性状を
考慮し、適切な方法により当該
放射性廃棄物を保管するもので
あること。

（４４）ガラス固化体
検査装置

・容量 －
・放射性廃棄物の貯蔵に係るガラス固化体の
性状を担保するためのガラス固化体検査装置
の容量を記載する。

三

放射性廃棄物の崩壊熱及び放射
線の照射により発生する熱に
よって過熱するおそれがあるも
のは、冷却のための必要な措置
を講じたものであること。

（２１）建物・構築物 －
・主要材料
・主要寸法

・自然通風による崩壊熱除去に必要な風量を
確保するために冷却空気流路の材料、寸法
（シャフト高さ等）を記載する。

1

再処理施設内の使用済燃料等に
より汚染された空気による放射
線障害を防止する必要がある場
所には、次に掲げるところによ
り換気設備が設けられていなけ
ればならない。

一
放射線障害を防止するために必
要な換気能力を有するものであ
ること。

1

特定第一種廃棄物埋設施設又は
特定廃棄物管理施設内の放射性
廃棄物により汚染された空気に
よる放射線障害を防止する必要
がある場所には、次に掲げると
ころにより換気設備が設けられ
ていなければならない。

一
放射線障害を防止するために必
要な換気能力を有するものであ
ること。

1

　加工施設内の核燃料物質等に
より汚染された空気による放射
線障害を防止する必要がある場
所には、次に掲げるところによ
り換気設備が設けられていなけ
ればならない。

一
放射線障害を防止するために必
要な換気能力を有するものであ
ること。

（１６）ファン ・容量 ・原動機

・換気能力を要求する換気施設のファンの容
量（風量）を記載する。
・換気能力に係るファンの容量を担保するた
めの原動機の出力等を記載する。

・換気能力を要求する換気施設のファンの容
量（風量）を記載する。
・換気能力に係るファンの容量を担保するた
めの原動機の出力等を記載する。

・換気能力を要求する換気施設のファンの容
量（風量）を記載する。
・換気能力に係るファンの容量を担保するた
めの原動機の出力等を記載する。
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二
使用済燃料等により汚染された
空気が逆流するおそれがない構
造であること。

二
放射性廃棄物により汚染された
空気が逆流するおそれがない構
造であること。

二
　核燃料物質等により汚染され
た空気が逆流するおそれがない
構造であること。

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明
書
Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関
する説明書
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三

ろ過装置を設ける場合にあって
は、ろ過装置の機能が適切に維
持し得るものであり、かつ、ろ
過装置の使用済燃料等による汚
染の除去又はろ過装置の取替え
が容易な構造であること。

三

ろ過装置を設ける場合にあって
は、ろ過装置の機能が適切に維
持し得るものであり、かつ、ろ
過装置の放射性廃棄物による汚
染の除去又はろ過装置の取替え
が容易な構造であること。

三

ろ過装置を設ける場合にあって
は、ろ過装置の機能が適切に維
持し得るものであり、かつ、ろ
過装置の核燃料物質等による汚
染の除去又はろ過装置の取替え
が容易な構造であること。

（２０）フィルタ ・容量 ・効率
・廃棄能力（核燃料物質の除去）を要求する
気体の廃棄施設のフィルタについて容量、効
率（補集効率）を記載する。

・廃棄能力（核燃料物質の除去）を要求する
気体の廃棄施設のフィルタについて、効率
（補集効率）を記載する。

・廃棄能力（核燃料物質の除去）を要求する
気体の廃棄施設のフィルタについて、効率
（補集効率）を記載する。

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明
書
Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関
する説明書
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　構造図

四
吸気口は、使用済燃料等により
汚染された空気を吸入し難いよ
うに設置すること。

四
吸気口は、放射性廃棄物により
汚染された空気を吸入し難いよ
うに設置すること。

Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明
書
Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関
する説明書
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1

再処理施設には、次に掲げる事
項その他必要な事項を計測し、
制御する設備が設けられていな
ければならない。この場合にお
いて、当該事項を計測する設備
については、直接計測すること
が困難な場合は間接的に計測す
る設備をもって代えることがで
きる。

一
ウランの精製施設に供給される
溶液中のプルトニウムの濃度

－

二
液体状の中性子吸収材を使用す
る場合にあっては、その濃度

－

三 使用済燃料溶解槽内の温度 －
四 蒸発缶内の温度及び圧力 －
五 廃液槽の冷却水の流量及び温度 －

2

再処理施設には、その設備の機
能の喪失、誤操作その他の要因
により再処理施設の安全性を著
しく損なうおそれが生じたと
き、次条第二号の放射性物質の
濃度若しくは同条第四号の外部
放射線に係る原子力規制委員会
の定める線量当量が著しく上昇
したとき又は液体状の放射性廃
棄物の廃棄施設から液体状の放
射性物質が著しく漏えいするお
それが生じたときに、これらを
確実に検知して速やかに警報す
る設備が設けられていなければ
ならない。

1

特定第一種廃棄物埋設施設又は
特定廃棄物管理施設には、その
設備の機能の喪失、誤操作その
他の要因により特定第一種廃棄
物埋設施設又は特定廃棄物管理
施設の安全性を著しく損なうお
それが生じたとき、次条第一項
第二号の放射性物質の濃度若し
くは同項第四号の線量当量が著
しく上昇したとき又は液体状の
放射性廃棄物の廃棄施設から液
体状の放射性物質が著しく漏え
いするおそれが生じたときに、
これらを確実に検知して速やか
に警報する設備が設けられてい
なければならない。

第十八条（警報設備等） 1

　加工施設には、その設備の機
能の喪失、誤操作その他の要因
により加工施設の安全性を著し
く損なうおそれが生じたとき、
次条第一号の放射性物質の濃度
が著しく上昇したとき又は液体
状の放射性廃棄物の廃棄施設か
ら液体状の放射性物質が著しく
漏えいするおそれが生じたとき
に、これらを確実に検知して速
やかに警報する設備が設けられ
ていなければならない。

・計装設備の計測機能として検出器の種類、
計測範囲を記載する。
・計装設備の警報機能として警報作動範囲を
記載する。

・計装／放管設備の計測機能として検出器の
種類、計測範囲を記載する。
・計装／放管設備の警報機能として警報作動
範囲を記載する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

第二十条（計測制御系統施
設）

※基本設計方針、添付書類で展開する。

第二十八条
（換気設備）

第二十八条（換気設備）
第二十三条（換気設備）

・計装設備の計測機能として検出器の種類、
計測範囲を記載する。
・計装設備の警報機能として警報作動範囲を
記載する。
・安全上重要な施設のインターロックについ
ては、回路の設定値を記載する。

第二十五条
（保管廃棄施設）

第二十五条（保管廃棄施設）

第十五条（計測制御系統施
設）

第十七条（受入施設又は管理
施設）

第二十一条（換気設備）

（３６）計装／放管設
備

※基本設計方針、添付書類で展開する。

・警報作動範囲
・設定値

第二十条
（計測制御系統施

設）

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

・計測範囲

※基本設計方針、添付書類で展開する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並
びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明
書
Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及
び漏えいを監視する装置の構成に関する説明
書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する
説明書
Ⅵ-2　配置図・系統図
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条文記載項目整理表

／：各施設において該当する技術基準はない －：技術基準に該当する設備がない

条文名称 該当機種 設計条件情報 仕様情報 記載内容(再) 記載内容(廃) 記載内容(MOX)

条 条 項 条 ー 全機種共通 － －

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

関係する添付書類
項 号

MOX再処理

項 号

廃棄物

号

1

工場等には、次に掲げる事項を
計測する放射線管理施設が設け
られていなければならない。こ
の場合において、当該事項を直
接計測することが困難な場合
は、これを間接的に計測する施
設をもって代えることができ
る。

一
再処理施設の放射線遮蔽物の側
壁における原子力規制委員会の
定める線量当量率

1

事業所には、次に掲げる事項を
計測する放射線管理施設が設け
られていなければならない。こ
の場合において、当該事項を直
接計測することが困難な場合
は、これを間接的に計測する施
設をもって代えることができ
る。

一

廃棄物管理設備本体、放射性廃
棄物の受入施設等の放射線遮蔽
物の側壁における原子力規制委
員会の定める線量当量率

1

　工場等には、次に掲げる事項
を計測する放射線管理施設が設
けられていなければならない。
この場合において、当該事項を
直接計測することが困難な場合
は、これを間接的に計測する施
設をもって代えることができ
る。

－

二
放射性廃棄物の排気口又はこれ
に近接する箇所における排気中
の放射性物質の濃度

二
放射性廃棄物の排気口又はこれ
に近接する箇所における排気中
の放射性物質の濃度

一
放射性廃棄物の排気口又はこれ
に近接する箇所における排気中
の放射性物質の濃度

・計装／放管設備の計測機能として検出器の
種類、計測範囲を記載する。

三

放射性廃棄物の海洋放出口又は
これに近接する箇所における放
出水中の放射性物質の種類別の
量及び濃度

三
放射性廃棄物の排水口又はこれ
に近接する箇所における排水中
の放射性物質の濃度

二
放射性廃棄物の排水口又はこれ
に近接する箇所における排水中
の放射性物質の濃度

・排水前分析するという運用対応のため該当
する装置はなし。

四

管理区域における外部放射線に
係る原子力規制委員会の定める
線量当量、空気中の放射性物質
の濃度及び放射性物質によって
汚染された物の表面の放射性物
質の密度

四

管理区域における外部放射線に
係る原子力規制委員会の定める
線量当量、空気中の放射性物質
の濃度及び放射性物質によって
汚染された物の表面の放射性物
質の密度

三

管理区域における外部放射線に
係る原子力規制委員会の定める
線量当量、空気中の放射性物質
の濃度及び放射性物質によって
汚染された物の表面の放射性物
質の密度

・計装／放管設備の計測機能として検出器の
種類、計測範囲を記載する。

五
周辺監視区域における外部放射
線に係る原子力規制委員会の定
める線量当量

五
周辺監視区域における外部放射
線に係る原子力規制委員会の定
める線量当量

2

放射線管理施設は、前項各号に
掲げる事項のうち、必要な情報
を適切な場所に表示できるよう
に設置されていなければならな
い。

1
再処理施設には、安全保護回路
が設けられていなければならな
い。

2
安全保護回路は、次に掲げると
ころによるものでなければなら
ない。

一

運転時の異常な過渡変化及び設
計基準事故が発生した場合にお
いて、これらの異常な状態を検
知し、これらの核的、熱的及び
化学的制限値を超えないように
するための設備の作動を速やか
に、かつ、自動的に開始させる
ものとすること。

第十八条（警報設備等）

加工施設には、その設備の機能
の喪失、誤操作その他の要因に
より加工施設の安全性を著しく
損なうおそれが生じたときに、
核燃料物質等を限定された区域
に閉じ込める能力の維持、熱
的、化学的若しくは核的制限値
の維持又は火災若しくは爆発の
防止のための設備の作動を速や
かに、かつ、自動的に開始させ
る回路が設けられていなければ
ならない。

・計装／放管設備の計測機能として検出器の
種類、計測範囲を記載する。
・計装／放管設備の警報機能として警報作動
範囲を記載する。
・安全上重要な施設のインターロックについ
ては、回路の設定値を記載する。

二

火災、爆発その他の再処理施設
の安全性を著しく損なうおそれ
が生じたときに、これらを抑制
し、又は防止するための設備(前
号に規定するものを除く。)の作
動を速やかに、かつ、自動的に
開始させるものとすること。

2

特定第一種廃棄物埋設施設又は
特定廃棄物管理施設には、その
設備の機能の喪失、誤操作その
他の要因により特定第一種廃棄
物埋設施設又は特定廃棄物管理
施設の安全性を著しく損なうお
それが生じたときに、放射性廃
棄物を限定された区域に閉じ込
める能力の維持又は火災若しく
は爆発の防止のための設備を速
やかに作動させる必要がある場
合には、当該設備の作動を速や
かに、かつ、自動的に開始させ
る回路が設けられていなければ
ならない。

・計装／放管設備の計測機能として検出器の
種類、計測範囲を記載する。
・計装／放管設備の警報機能として警報作動
範囲を記載する。

三

系統を構成する機械若しくは器
具又はチャンネルは、単一故障
(事業指定基準規則第十五条第二
項に規定する単一故障をいう。
第二十九条第五項において同
じ。)が起きた場合又は使用状態
からの単一の取り外しを行った
場合において、安全保護機能を
失わないよう、多重性を確保す
ること。

四

駆動源の喪失、系統の遮断その
他の不利な状況が生じた場合に
おいても、再処理施設をより安
全な状態に移行し、又は当該状
態を維持することにより、再処
理施設の安全上支障がない状態
を維持できるものであること。

五

不正アクセス行為その他の電子
計算機に使用目的に沿うべき動
作をさせず、又は使用目的に反
する動作をさせる行為による被
害を防止するために必要な措置
を講ずること。

六

計測制御系統を安全保護回路と
共用する場合には、その安全保
護機能を失わないよう、計測制
御系統から機能的に分離された
ものであること。

1

再処理施設には、重大事故等が
発生し、計測機器(非常用のもの
を含む。)の直流電源の喪失その
他故障により当該重大事故等に
対処するために監視することが
必要なパラメータを計測するこ
とが困難となった場合において
当該パラメータを推定するため
に有効な情報を把握できる設備
が設けられていなければならな
い。

2

再処理施設には、再処理施設へ
の故意による大型航空機の衝突
その他のテロリズムが発生した
場合においても必要な情報を把
握できる設備が設けられていな
ければならない。

3

前項の設備は、共通要因によっ
て制御室と同時にその機能が損
なわれないものでなければなら
ない。

・計装／放管設備の計測機能として検出器の
種類、計測範囲を記載する。
・計装／放管設備の警報機能として警報作動
範囲を記載する。
・安全保護回路のインターロックについて
は、回路の設定値を記載する。

－

第二十二条（安全保護回路）

第十九条（放射線管理施設）

2

・SA計装設備の計測機能として検出器の種
類、計測範囲を記載する。

・放管設備の計測機能として検出器の種類、計

第四十七条（計装設備）

第十五条（計測制御系統施
設）

第二十一条（放射線管理施
設）

（３６）計装／放管設
備

（３６）計装／放管設
備

（３６）計装／放管設
備

第十六条（放射線管理施設）

・計測範囲

・放管設備の計測機能として検出器の種類、計・警報作動範囲 ・計測範囲

・警報作動範囲
・設定値

・計測範囲

第二十一条
（放射線管理施設）

第二十二条
（安全保護回路）

第四十七条
（計装設備）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-1-4　放射線管理施設に関する説明書
Ⅵ-2　配置図・系統図

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並
びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明
書
Ⅵ-2　配置図・系統図

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並
びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明
書
Ⅵ-1-2-3　再処理施設への故意による大型航
空機の衝突その他のテロリズムが発生した場
合の情報把握
Ⅵ-2　配置図・系統図
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条文記載項目整理表

／：各施設において該当する技術基準はない －：技術基準に該当する設備がない

条文名称 該当機種 設計条件情報 仕様情報 記載内容(再) 記載内容(廃) 記載内容(MOX)

条 条 項 条 ー 全機種共通 － －

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

関係する添付書類
項 号

MOX再処理

項 号

廃棄物

号

1

再処理施設には、重大事故等が
発生した場合に工場等及びその
周辺(工場等の周辺海域を含む。)
において、当該再処理施設から
放出される放射性物質の濃度及
び線量を監視し、及び測定し、
並びにその結果を記録すること
ができる設備が設けられていな
ければならない。

1

プルトニウムを取り扱う加工施
設には、重大事故等が発生した
場合に工場等及びその周辺 (工場
等の周辺海域を含む。) におい
て、当該加工施設から放出され
る放射性物質の濃度及び線量を
監視し、及び測定し、並びにそ
の結果を記録することができる
設備が設けられていなければな
らない。

・計装／放管設備の計測機能として検出器の
種類、計測範囲を記載する。

2

再処理施設には、重大事故等が
発生した場合に工場等におい
て、風向、風速その他の気象条
件を測定し、及びその結果を記
録することができる設備が設け
られていなければならない。

2

プルトニウムを取り扱う加工施
設には、重大事故等が発生した
場合に工場等において、風向、
風速その他の気象条件を測定
し、及びその結果を記録するこ
とができる設備が設けられてい
なければならない。

－

1
再処理施設には、制御室が設け
られていなければならない。

Ⅵ-1-3-1　制御室及び緊急時対策所の機能に
関する説明書
Ⅵ-2　平面図

2

制御室は、当該制御室において
制御する工程の設備の運転状態
を表示する装置、当該工程の安
全性を確保するための設備を操
作する装置、当該工程の異常を
表示する警報装置その他の当該
工程の安全性を確保するための
主要な装置を集中し、かつ、誤
操作することなく適切に運転操
作することができるように設置
されたものでなければならな
い。

Ⅵ-1-3-1　制御室及び緊急時対策所の機能に
関する説明書
Ⅵ-2　系統図

3

制御室には、再処理施設の外部
の状況を把握するための装置が
設けられていなければならな
い。

Ⅵ-1-3-1　制御室及び緊急時対策所の機能に
関する説明書
Ⅵ-2　配置図・系統図

4

分離施設、精製施設その他必要
な施設には、再処理施設の健全
性を確保するために必要な温
度、圧力、流量その他の再処理
施設の状態を示す事項(第四十七
条第一項において「パラメー
タ」という。)を監視するための
設備及び再処理施設の安全性を
確保するために必要な操作を手
動により行うことができる設備
が設けられていなければならな
い。

（３６）計装／放管設
備

－ ・計測範囲
・計装／放管設備の計測機能として検出器の
種類、計測範囲を記載する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-1-3-1　制御室及び緊急時対策所の機能に
関する説明書
Ⅵ-2　配置図・系統図

5

設計基準事故が発生した場合に
再処理施設の安全性を確保する
ための措置をとるため、従事者
が支障なく制御室に入り、又は
一定期間とどまり、かつ、当該
措置をとるための操作を行うこ
とができるよう、次の各号に掲
げる場所の区分に応じ、それぞ
れ当該各号に定める装置又は設
備が設けられていなければなら
ない。

一

制御室及びその近傍並びに有毒
ガスの発生源の近傍　工場等内
における有毒ガスの発生を検出
するための装置及び当該装置が
有毒ガスの発生を検出した場合
に制御室において自動的に警報
するための装置

（３６）計装／放管設
備

－ ・計測範囲
・計装／放管設備の計測機能として検出器の
種類、計測範囲を記載する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-1-3-1　制御室及び緊急時対策所の機能に
関する説明書
Ⅵ-1-3-2　制御室及び緊急時対策所の居住性
に関する説明書
Ⅵ-2　配置図・系統図

二 （１６）ファン ・容量
・原動機
・設計上の空気流入率

・制御室の居住性維持機能として換気設備の
ファンの容量（流量）を記載する。
・ファンの容量の担保として、原動機の出力
等を記載する。
・制御室の居住性維持機能としてファンの設
計上の空気流入率を記載する。

（２０）フィルタ ・容量 ・効率
・制御室の居住性維持機能として制御室の
フィルタの容量、効率(補集効率)を記載す
る。

（２６）遮蔽設備 －
・主要寸法
・主要材料

・制御室の居住性機能として遮蔽設備の材料
及び寸法を記載する。

第四十八条（制御室） 1

第二十三条第一項の規定により
設置される制御室には、重大事
故が発生した場合においても運
転員がとどまるために必要な設
備が設けられていなければなら
ない。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-1-3-1　制御室及び緊急時対策所の機能に
関する説明書
Ⅵ-1-3-2　制御室及び緊急時対策所の居住性
に関する説明書
Ⅵ-2　配置図・系統図

1

工場等には、設計基準事故が発
生した場合において工場等内の
人に対し必要な指示ができるよ
う、警報装置及び多様性を確保
した通信連絡設備が設けられて
いなければならない。

Ⅵ-1-3-1　制御室及び緊急時対策所の機能に
関する説明書
Ⅵ-1-1-9　通信連絡設備に関する説明書
Ⅵ-2　系統図

2

工場等には、設計基準事故が発
生した場合において再処理施設
外の通信連絡をする必要がある
場所と通信連絡ができるよう、
多様性を確保した専用通信回線
が設けられていなければならな
い。

Ⅵ-1-3-1　制御室及び緊急時対策所の機能に
関する説明書
Ⅵ-1-1-9　通信連絡設備に関する説明書
Ⅵ-2　系統図

1 一 1 一 
（１）容器(環状型・
円筒型・板状型・角柱
型）

・容量 －
・緊急時対策所機能として加圧ユニットの容
量を記載する。

・緊急時対策所機能として加圧ユニットの容
量を記載する。

（１６）ファン ・容量
・原動機
・設計上の空気流入率

・緊急時対策所の居住性維持機能として換気
設備のファンの容量（流量）を記載する。
・ファンの容量の担保として、原動機の出力
等を記載する。
・緊急時対策所機能としてファンの設計上の
空気流入率を記載する。

・緊急時対策所の居住性維持機能として換気
設備のファンの容量（流量）を記載する。
・ファンの容量の担保として、原動機の出力
等を記載する。
・緊急時対策所機能としてファンの設計上の
空気流入率を記載する。

（２０）フィルタ ・容量 ・効率
・緊急時対策所の居住性維持機能として緊急
時対策所のフィルタの容量、効率(補集効率)
を記載する。

・緊急時対策所の居住性維持機能として緊急
時対策所のフィルタの容量、効率(補集効率)
を記載する。

（２６）遮蔽設備 －
・主要材料
・主要寸法

・緊急時対策所の居住性機能として遮蔽設備
の材料及び寸法を記載する。

・緊急時対策所の居住性機能として遮蔽設備
の材料及び寸法を記載する。

二

重大事故等に対処するために必
要な指示ができるよう、重大事
故等に対処するために必要な情
報を把握できる設備を設けるこ
と。

Ⅵ-1-3-1　制御室及び緊急時対策所の機能に
関する説明書
Ⅵ-2　配置図・系統図

三

再処理施設の内外の通信連絡を
する必要のある場所と通信連絡
を行うために必要な設備を設け
ること。

二 

プルトニウムを取り扱う加工施
設の内外の通信連絡をする必要
のある場所と通信連絡を行うた
めに必要な設備を設けること。

Ⅵ-1-3-1　制御室及び緊急時対策所の機能に
関する説明書
Ⅵ-1-1-9　通信連絡設備に関する説明書
Ⅵ-2　配置図・系統図

2

緊急時対策所は、重大事故等に
対処するために必要な数の要員
を収容することができる措置が
講じられたものでなければなら
ない。

2

緊急時対策所は、重大事故等に
対処するために必要な数の要員
を収容することができる措置が
講じられたものでなければなら
ない。

Ⅵ-1-3-1　制御室及び緊急時対策所の機能に
関する説明書
Ⅵ-1-3-2　制御室及び緊急時対策所の居住性
に関する説明書
Ⅵ-2　平面図

－ ・計測範囲
（３６）計装／放管設
備

第二十三条（制御室等）

※基本設計方針、添付書類で展開する。

第二十三条（制御室等）
5項に同じ

・放管設備、環境監視設備の計測機能として
検出器の種類、計測範囲を記載する。

第四十九条（監視測定設備）

第五十条（緊急時対策所）

第三十条（緊急時対策所）

※基本設計方針、添付書類で展開する。

第三十七条（監視測定設備）

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

第三十八条（緊急時対策所）

第二十三条
（制御室等）

第四十八条
（制御室）

第三十条
（緊急時対策所）

第五十条
（緊急時対策所）

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

第四十九条
（監視測定設備）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-1-3-1　制御室及び緊急時対策所の機能に
関する説明書
Ⅵ-1-3-2　制御室及び緊急時対策所の居住性
に関する説明書
Ⅵ-2　配置図・系統図

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-1-3-1　制御室及び緊急時対策所の機能に
関する説明書
Ⅵ-1-3-2　制御室及び緊急時対策所の居住性
に関する説明書
Ⅵ-2　配置図・系統図

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-1-2-1　計測装置の構成に関する説明書並
びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明
書
Ⅵ-2　配置図・系統図

制御室及びこれに連絡する通路
並びに運転員その他の従事者が
制御室に出入りするための区域
遮蔽壁その他の適切に放射線か
ら防護するための設備、気体状
の放射性物質及び制御室外の火
災又は爆発により発生する有毒
ガスに対し換気設備を隔離する
ための設備その他の従事者を適
切に防護するための設備

重大事故等に対処するために必
要な指示を行う要員がとどまる
ことができるよう、適切な措置
を講ずること。

プルトニウムを取り扱う加工施
設には、重大事故等が発生した
場合において当該重大事故等に
対処するための適切な措置が講
じられるよう、次に掲げるとこ
ろにより緊急時対策所が設けら
れていなければならない。

重大事故等に対処するために必
要な指示を行う要員がとどまる
ことができるよう、適切な措置
を講ずること。

第三十条第一項の規定により設
置される緊急時対策所は、重大
事故等が発生した場合において
も当該重大事故等に対処するた
めの適切な措置が講じられるよ
う、次に掲げるところによるも
のでなければならない。
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条文記載項目整理表

／：各施設において該当する技術基準はない －：技術基準に該当する設備がない

条文名称 該当機種 設計条件情報 仕様情報 記載内容(再) 記載内容(廃) 記載内容(MOX)

条 条 項 条 ー 全機種共通 － －

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

関係する添付書類
項 号

MOX再処理

項 号

廃棄物

号

1

再処理施設のうち人が頻繁に出
入りする建物内部の壁、床その
他の部分であって、使用済燃料
等により汚染されるおそれがあ
り、かつ、人が触れるおそれが
あるものの表面は、使用済燃料
等による汚染を除去しやすいも
のでなければならない。

1

特定第一種廃棄物埋設施設又は
特定廃棄物管理施設のうち人が
頻繁に出入りする建物内部の
壁、床その他の部分であって、
放射性廃棄物により汚染される
おそれがあり、かつ、人が触れ
るおそれがあるものの表面は、
放射性廃棄物による汚染を除去
しやすいものでなければならな
い。

1

　加工施設のうち人が頻繁に出
入りする建物内部の壁、床その
他の部分であって、核燃料物質
等により汚染されるおそれがあ
り、かつ、人が触れるおそれが
あるものの表面は、核燃料物質
等による汚染を除去しやすいも
のでなければならない。

2

再処理施設には、人が触れるお
それがある器材その他の物が使
用済燃料等により汚染された場
合に当該汚染を除去するための
設備が設けられていなければな
らない。

1

安全機能を有する施設は、運転
時及び停止時において再処理施
設からの直接線及びスカイシャ
イン線による工場等周辺の線量
が原子力規制委員会の定める線
量限度を十分下回るように設置
されたものでなければならな
い。

1

特定第一種廃棄物埋設施設又は
特定廃棄物管理施設は、当該施
設からの直接線及びスカイシャ
イン線による事業所周辺の線量
が原子力規制委員会の定める線
量限度を十分下回るように設置
されたものでなければならな
い。

1

安全機能を有する施設は、通常
時において加工施設からの直接
線及びスカイシャイン線による
工場等周辺の線量が原子力規制
委員会の定める線量限度を十分
下回るように設置されたもので
なければならない。

Ⅵ　再処理施設の閉じ込めの機能に関する説
明書
Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明
書

2

工場等内における外部放射線に
よる放射線障害を防止する必要
がある場所には、放射線障害を
防止するために必要な遮蔽能力
を有する遮蔽設備が設けられて
いなければならない。この場合
において、当該遮蔽設備に開口
部又は配管その他の貫通部があ
る場合であって放射線障害を防
止するために必要がある場合に
は、放射線の漏えいを防止する
ための措置が講じられたもので
なければならない。

2

事業所内における外部放射線に
よる放射線障害を防止する必要
がある場所には、放射線障害を
防止するために必要な遮蔽能力
を有する遮蔽設備が設けられて
いなければならない。この場合
において、当該遮蔽設備に開口
部又は配管その他の貫通部があ
る場合であって放射線障害を防
止するために必要がある場合に
は、放射線の漏えいを防止する
ための措置が講じられたもので
なければならない。

2

工場等内における外部放射線に
よる放射線障害を防止する必要
がある場所には、放射線障害を
防止するために必要な遮蔽能力
を有する遮蔽設備が設けられた
ものでなければならない。この
場合において、当該遮蔽設備に
開口部又は配管その他の貫通部
がある場合であって放射線障害
を防止するために必要がある場
合には、放射線の漏えいを防止
するための措置が講じられたも
のでなければならない。

（２１）建物・構築物
（間接支持）

－
・主要材料
・主要寸法

・遮蔽機能（制御室遮蔽、緊急時対策所遮蔽
を含む）を担保するための遮蔽体の材料（密
度を含む）及び寸法（厚さ）を記載する。

・遮蔽機能（制御室遮蔽、緊急時対策所遮蔽
を含む）を担保するための遮蔽体の材料（密
度を含む）及び寸法（厚さ）を記載する。

・遮蔽機能（制御室遮蔽、緊急時対策所遮蔽
を含む）を担保するための遮蔽体の材料（密
度を含む）及び寸法（厚さ）を記載する。

（２６）遮蔽設備 －
・主要材料
・主要寸法

・遮蔽機能（制御室遮蔽、緊急時対策所遮蔽
を含む）を担保するための遮蔽体の材料（密
度を含む）及び寸法（厚さ）を記載する。

・遮蔽機能（制御室遮蔽、緊急時対策所遮蔽
を含む）を担保するための遮蔽体の材料（密
度を含む）及び寸法（厚さ）を記載する。

・遮蔽機能（制御室遮蔽、緊急時対策所遮蔽
を含む）を担保するための遮蔽体の材料（密
度を含む）及び寸法（厚さ）を記載する。

1 第二十二条（予備電源） 1 1
（１）容器(環状型・
円筒型・板状型・角柱
型)

・容量 －

・電源供給能力機能を要求する容器（燃料タ
ンク、軽油貯槽等）の容量を記載する。
・電源供給能力を要求する非常用発電機に係
る起動用の空気だめの容量を記載する。

・電源供給能力機能を要求する容器（燃料タ
ンク、軽油貯槽等）の容量を記載する。
・電源供給能力を要求する予備用発電機に係
る起動用の空気だめの容量を記載する。

・電源供給能力機能を要求する容器（燃料タ
ンク、軽油貯槽等）の容量を記載する。
・電源供給能力を要求する非常用発電機に係
る起動用の空気だめの容量を記載する。

（１３）ポンプ
・容量
・吐出圧力

・原動機

・電源供給能力を要求する非常用発電機に燃
料を供給するための燃料ポンプの容量、吐出
圧力を記載する。
・ポンプの容量を担保するための原動機の出
力等を記載する。

・電源供給能力を要求する予備用発電機に燃
料を供給するための燃料ポンプの容量、吐出
圧力を記載する。
・ポンプの容量を担保するための原動機の出
力等を記載する。

・電源供給能力を要求する非常用発電機に燃
料を供給するための燃料ポンプの容量、吐出
圧力を記載する。
・ポンプの容量を担保するための原動機の出
力等を記載する。

（３３）発電機 ・容量 －
・電源供給能力を要求する電気設備（非常用
ディーゼル発電機、可搬型発電機）の容量を
記載する。

・電源供給能力を要求する電気設備（予備用
ディーゼル発電機）の容量を記載する。

・電源供給能力を要求する電気設備（非常用
ディーゼル発電機、非常用ガスタービン発電
機、可搬型発電機）の容量を記載する。

（３５）電力貯蔵装置 ・容量 －
・電源供給能力を要求する電気設備（非常用
蓄電池）の容量を記載する。

・電源供給能力を要求する電気設備（非常用
蓄電池）の容量を記載する。

・電源供給能力を要求する電気設備（非常用
蓄電池）の容量を記載する。

2 2 （３０）変圧器 ・容量 －
・電源供給能力を要求する変圧器の容量を記
載する。

（３１）受電開閉設備
用遮断器

・容量 －
・電源供給能力を要求する受電開閉設備用遮
断器の容量を記載する。

（３２）電源盤 ・容量 －
・電源供給能力を要求する電源盤の容量を記
載する。

（３４）無停電電源装
置

・容量 －
・電源供給能力を要求する無停電電源装置の
容量を記載する。

・電源供給能力を要求する無停電電源装置の
容量を記載する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

（３５）電力貯蔵装置 ・容量 －
・電源供給能力を要求する蓄電池の容量を記
載する。

・電源供給能力を要求する蓄電池の容量を記
載する。

・電源供給能力を要求する蓄電池の容量を記
載する。

3

保安電源設備(事業指定基準規則
第二十五条第三項に規定する保
安電源設備をいう。)は、外部電
源系統及び非常用電源設備から
再処理施設の安全性を確保する
ために必要な設備への電力の供
給が停止することがないよう、
次に掲げる措置が講じられたも
のでなければならない。

一
高エネルギーのアーク放電によ
る電気盤の損壊の拡大を防止す
るために必要な措置

（３１）受電開閉設備
用遮断器

－

・電圧
・電流
・遮断電流
・遮断時間

・電気盤の損壊を防止するための遮断器の仕
様として電圧、電流、遮断電流、遮断時間を
記載する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　構造図

二

前号に掲げるもののほか、機器
の損壊、故障その他の異常を検
知し、及びその拡大を防止する
ために必要な措置

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　構造図

4 （３０）変圧器 ・容量

・電圧
・電流
・相
・周波数

・電線路機能を担保する電気設備の変圧器の
仕様として容量、電圧、相、周波数等を記載
する。

（３２）電源盤 ・容量
・電圧
・電流
・相

・電線路機能を担保する電気設備の電源盤の
仕様として容量、電圧、電流、相を記載す
る。

（３４）無停電電源装
置

・容量
・電圧
・周波数

・電線路機能を担保する電気設備の無停電電
源装置の仕様として容量、電圧、周波数を記
載する。

・電線路機能を担保する電気設備の無停電電
源装置の仕様として容量、電圧を記載する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

（３５）電力貯蔵装置 ・容量

・電圧
・電流
・相
・周波数

・電線路機能を担保する電源設備の蓄電池の
仕様として容量、電圧を記載する。
・電線路機能を担保する電気設備の充電器の
仕様として容量、電圧、電流、相、周波数を
記載する。

・電線路機能を担保する電源設備の蓄電池の
仕様として容量、電圧を記載する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

5

非常用電源設備及びその附属設
備は、多重性を確保し、及び独
立性を確保し、その系統を構成
する機械又は器具の単一故障が
発生した場合であっても、運転
時の異常な過渡変化時又は設計
基準事故時において安全上重要
な施設及び設計基準事故に対処
するための設備がその機能を確
保するために十分な容量を有す
るものでなければならない。

（３３）発電機 ・容量

・回転速度
・起動時間
・出口の圧力
・力率
・電圧
・冷却方法
・結線法
・原動機
・燃料

・非常用発電機の電源供給能力を担保するた
めの仕様として、回転速度、起動時間、過給
機の出口の圧力、力率、電圧、冷却方法、結
線法、原動機の出力、燃料(種類、消費量)等
の仕様を記載する。

・予備用発電機の電源供給能力を担保するた
めの仕様として、起動時間、力率、電圧、原
動機の出力、燃料(種類、消費量)等の仕様を
記載する。

・電源供給能力を要求する非常用発電機の容
量を担保するための仕様として、力率、電
圧、原動機の出力、燃料(種類、消費量)等の
仕様を記載する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-1-5-1-1　非常用発電装置の出力の決定に
関する説明書
Ⅵ-2　系統図・配置図

第四十六条（電源設備） 1

再処理施設には、設計基準事故
に対処するための設備の電源が
喪失したことにより重大事故等
が発生した場合において当該重
大事故等に対処するために必要
な電力を確保するために必要な
設備が設けられていなければな
らない。

第三十六条（電源設備） 1

プルトニウムを取り扱う加工施
設には、外部電源系統からの電
気の供給が停止し、第二十四条
の規定により設置される非常用
電源設備からの電源が喪失した
場合において、重大事故等に対
処するために必要な電力を確保
するために必要な設備が設けら
れていなければならない。

（３３）発電機 ・容量

・回転速度
・起動時間
・出口の圧力
・力率
・電圧
・冷却方法
・結線法
・原動機
・燃料

・非常用発電機の電源供給能力を担保するた
めの仕様として、回転速度、起動時間、過給
機の出口の圧力、力率、電圧、冷却方法、結
線法、原動機の出力、燃料(種類、消費量)等
の仕様を記載する。

・予備用発電機の電源供給能力を担保するた
めの仕様として、起動時間、力率、電圧、原
動機の出力、燃料(種類、消費量)等の仕様を
記載する。

・電源供給能力を要求する非常用発電機の容
量を担保するための仕様として、力率、電
圧、原動機の出力、燃料(種類、消費量)等の
仕様を記載する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-1-5-1-1　非常用発電装置の出力の決定に
関する説明書
Ⅵ-1-5-1-2　保安電源設備の健全性に関する
説明書
Ⅵ-2　系統図

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

第二十七条（遮蔽）

第二十六条（使用済燃料等に
よる汚染の防止）

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

第二十九条
（保安電源設備）

第四十六条
（電源設備）

第二十条（遮蔽）

第二十九条（保安電源設備）

第二十二条（遮蔽）

第二十四条（非常用電源設
備）

第二十一条（核燃料物質等に
よる汚染の防止）

第十九条（放射性廃棄物によ
る汚染の防止）

第二十六条
（使用済燃料等によ

る汚染の防止）

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

第二十七条
（遮蔽）

Ⅵ　再処理施設の閉じ込めの機能に関する説
明書
Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明
書
Ⅵ-2　構造図

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-1-5-1-1　非常用発電装置の出力の決定に
関する説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-1-5-1-1　非常用発電装置の出力の決定に
関する説明書
Ⅵ-2　系統図

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図

再処理施設に接続する電線路の
うち少なくとも二回線は、当該
再処理施設において受電可能な
ものであり、かつ、これらによ
り当該再処理施設を電力系統に
連系するものでなければならな
い。

　加工施設の安全性を確保する
ために特に必要な設備には、無
停電電源装置又はこれと同等以
上の機能を有する設備が設けら
れていなければならない。

再処理施設の安全性を確保する
ために特に必要な設備には、無
停電電源装置又はこれと同等以
上の機能を有する設備が設けら
れていなければならない。

　加工施設には、外部電源系統
からの電気の供給が停止した場
合において、加工施設の安全性
を確保するために必要な設備の
機能を維持するために、内燃機
関を原動力とする発電設備又は
これと同等以上の機能を有する
非常用電源設備が設けられてい
なければならない。

特定第一種廃棄物埋設施設又は
特定廃棄物管理施設には、外部
電源系統からの電気の供給が停
止した場合において、監視設備
その他必要な設備に使用するこ
とができる予備電源が設けられ
ていなければならない。

再処理施設には、外部電源系統
からの電気の供給が停止した場
合において、再処理施設の安全
性を確保するために必要な設備
の機能を維持するために、内燃
機関を原動力とする発電設備又
はこれと同等以上の機能を有す
る非常用電源設備が設けられて
いなければならない。
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条文記載項目整理表

／：各施設において該当する技術基準はない －：技術基準に該当する設備がない

条文名称 該当機種 設計条件情報 仕様情報 記載内容(再) 記載内容(廃) 記載内容(MOX)

条 条 項 条 ー 全機種共通 － －

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

関係する添付書類
項 号

MOX再処理

項 号

廃棄物

号

1

工場等には、設計基準事故が発
生した場合において工場等内の
人に対し必要な指示ができるよ
う、警報装置及び多様性を確保
した通信連絡設備が設けられて
いなければならない。

1

事業所には、安全設計上想定さ
れる事故が発生した場合におい
て事業所内の人に対し必要な指
示ができるよう、警報装置及び
通信連絡設備が設けられていな
ければならない。

1

工場等には、設計基準事故が発
生した場合において工場等内の
人に対し必要な指示ができるよ
う、警報装置及び多様性を確保
した通信連絡設備が設けられて
いなければならない。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-1-1-9　通信連絡設備に関する説明書
Ⅵ-2　系統図

2

工場等には、設計基準事故が発
生した場合において再処理施設
外の通信連絡をする必要がある
場所と通信連絡ができるよう、
多様性を確保した専用通信回線
が設けられていなければならな
い。

2

事業所には、安全設計上想定さ
れる事故が発生した場合におい
て事業所外の通信連絡をする必
要がある場所と通信連絡ができ
るよう、通信連絡設備が設けら
れていなければならない。

2

工場等には、設計基準事故が発
生した場合において加工施設外
の通信連絡をする必要がある場
所と通信連絡ができるよう、多
様性を確保した専用通信回線が
設けられていなければならな
い。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-1-1-9　通信連絡設備に関する説明書
Ⅵ-2　系統図

第五十一条（通信連絡を行う
ために必要な設備）

1

再処理施設には、重大事故等が
発生した場合において当該再処
理施設の内外の通信連絡をする
必要のある場所と通信連絡を行
うために必要な設備が設けられ
ていなければならない。

第三十九条（通信連絡を行う
ために必要な設備）

1

プルトニウムを取り扱う加工施
設には、重大事故等が発生した
場合において当該加工施設の内
外の通信連絡をする必要のある
場所と通信連絡を行うために必
要な設備が設けられていなけれ
ばならない。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-1-1-9　通信連絡設備に関する説明書
Ⅵ-2　系統図

1
重大事故等対処設備は、次に掲
げるところによるものでなけれ
ばならない。

一
想定される重大事故等の収束に
必要な個数及び容量を有するこ
と。

1
重大事故等対処設備は、次に掲
げるところによるものでなけれ
ばならない。

一
想定される重大事故等の収束に
必要な個数及び容量を有するこ
と。

（１）容器(環状型・
円筒型・板状型・角柱
型)

・容量 －
・補機駆動用燃料補給機能を要求する容器
（燃料タンク、タンクローリ、軽油貯槽等）
の容量を記載する。

・補機駆動用燃料補給機能を要求する容器
（燃料タンク、タンクローリ、軽油貯槽等）
の容量を記載する。

二 二
（１）容器(環状型・
円筒型・板状型・角柱
型)

・最高使用温度
・最高使用圧力

－

・重大事故等対処設備に係る容器の耐圧強度
評価で使用する機器の設計条件として最高使
用圧力、最高使用温度を記載する。※DB条
文と数値が異なる場合は併記する。

・重大事故等対処設備に係る容器の耐圧強度
評価で使用する機器の設計条件として最高使
用圧力、最高使用温度を記載する。※DB条
文と数値が異なる場合は併記する。

（１９）主配管
・最高使用温度
・最高使用圧力

－

・重大事故等対処設備に係る配管の耐圧強度
評価で使用する機器の設計条件として最高使
用圧力、最高使用温度を記載する。※DB条
文と数値が異なる場合は併記する。

・重大事故等対処設備に係る配管の耐圧強度
評価で使用する機器の設計条件として最高使
用圧力、最高使用温度を記載する。※DB条
文と数値が異なる場合は併記する。

（２９）核物質取扱
ボックス

・最高使用温度
・最高使用圧力

－

・重大事故等対処設備に係るグローブボック
スの耐圧強度評価で使用する機器の設計条件
として最高使用圧力、最高使用温度を記載す
る。※DB条文と数値が変わる場合は併記す
る。

・重大事故等対処設備に係るグローブボック
スの耐圧強度評価で使用する機器の設計条件
として最高使用圧力、最高使用温度を記載す
る。※DB条文と数値が変わる場合は併記す
る。

三
想定される重大事故等が発生し
た場合において確実に操作でき
ること。

三
想定される重大事故等が発生し
た場合において確実に操作でき
ること。

四

健全性及び能力を確認するた
め、再処理施設の運転中又は停
止中に検査又は試験ができるこ
と。

四

 重大事故等に対処するために必
要な機能を確認するための検査
又は試験及び当該機能を健全に
維持するための保守又は修理が
できること。

五

本来の用途以外の用途として重
大事故等に対処するために使用
する設備にあっては、通常時に
使用する系統から速やかに切り
替えられる機能を備えること。

五

本来の用途以外の用途として重
大事故等に対処するために使用
する設備にあっては、通常時に
使用する系統から速やかに切り
替えられる機能を備えること。

六
工場等内の他の設備に対して悪
影響を及ぼさないこと。

六

 プルトニウムを取り扱う加工施
設を設置する工場又は事業所 (以
下この章において「工場等」と
いう。) 内の他の設備に対して悪
影響を及ぼさないこと。

七

想定される重大事故等が発生し
た場合において重大事故等対処
設備の操作及び復旧作業を行う
ことができるよう、線量が高く
なるおそれが少ない設置場所の
選定、設置場所への遮蔽物の設
置その他の適切な措置を講ずる
こと。

七

想定される重大事故等が発生し
た場合において重大事故等対処
設備の操作及び復旧作業を行う
ことができるよう、線量が高く
なるおそれが少ない設置場所の
選定、設置場所への遮蔽物の設
置その他の適切な措置を講ずる
こと。

2

常設重大事故等対処設備は、前
項各号に掲げるもののほか、共
通要因(事業指定基準規則第一条
第二項第九号に規定する共通要
因をいう。以下この条において
同じ。)によって設計基準事故に
対処するための設備の安全機能
と同時にその機能が損なわれる
おそれがないよう、適切な措置
が講じられたものでなければな
らない。

2

常設重大事故等対処設備は、前
項に掲げるもののほか、共通要
因 (事業許可基準規則第一条第二
項第七号に規定する共通要因を
いう。次項において同じ。) に
よって設計基準事故に対処する
ための設備の安全機能と同時に
その機能が損なわれるおそれが
ないよう、適切な措置が講じら
れたものでなければならない。

3

可搬型重大事故等対処設備に関
しては、第一項の規定によるほ
か、次に掲げるところによるも
のでなければならない。

一

常設設備(再処理施設と接続され
ている設備又は短時間に再処理
施設と接続することができる常
設の設備をいう。以下この項に
おいて同じ。)と接続するものに
あっては、当該常設設備と容易
かつ確実に接続することがで
き、かつ、二以上の系統が相互
に使用することができるよう、
接続部の規格の統一その他の適
切な措置を講ずること。

3

可搬型重大事故等対処設備に関
しては、第一項の規定によるほ
か、次に掲げるところによるも
のでなければならない。

一

常設設備 (プルトニウムを取り扱
う加工施設と接続されている設
備又はプルトニウムを取り扱う
加工施設と短時間に接続するこ
とができる常設の設備をいう。
以下この項において同じ。) と接
続するものにあっては、当該常
設設備と容易かつ確実に接続す
ることができ、かつ、二以上の
系統が相互に使用することがで
きるよう、接続部の規格の統一
その他の適切な措置を講ずるこ
と。

二

常設設備と接続するものにあっ
ては、共通要因によって接続す
ることができなくなることを防
止するため、可搬型重大事故等
対処設備(再処理施設の外から水
又は電力を供給するものに限
る。)の接続口をそれぞれ互いに
異なる複数の場所に設けるこ
と。

二

常設設備と接続するものにあっ
ては、共通要因によって接続す
ることができなくなることを防
止するため、可搬型重大事故等
対処設備 (プルトニウムを取り扱
う加工施設の外から水又は電力
を供給するものに限る。) の接続
口をそれぞれ互いに異なる複数
の場所に設けること。

三

想定される重大事故等が発生し
た場合において可搬型重大事故
等対処設備を設置場所に据え付
け、及び常設設備と接続するこ
とができるよう、線量が高くな
るおそれが少ない設置場所の選
定、設置場所への遮蔽物の設置
その他の適切な措置を講ずるこ
と。

三

 想定される重大事故等が発生し
た場合において可搬型重大事故
等対処設備を設置場所に据え付
け、及び常設設備と接続するこ
とができるよう、線量が高くな
るおそれが少ない設置場所の選
定、設置場所への遮蔽物の設置
その他の適切な措置を講ずるこ
と。

四

地震、津波その他の自然現象又
は故意による大型航空機の衝突
その他のテロリズムによる影
響、設計基準事故に対処するた
めの設備及び重大事故等対処設
備の配置その他の条件を考慮し
た上で常設重大事故等対処設備
と異なる保管場所に保管するこ
と。

四

地震、津波その他の自然現象又
は故意による大型航空機の衝突
その他のテロリズムによる影
響、設計基準事故に対処するた
めの設備及び重大事故等対処設
備の配置その他の条件を考慮し
た上で常設重大事故等対処設備
と異なる保管場所に保管するこ
と。

第三十一条
（通信連絡設備）

第五十一条
（通信連絡を行うた
めに必要な設備）

※基本設計方針、添付書類で展開する。

第三十条（重大事故等対処設
備）

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

想定される重大事故等が発生し
た場合における温度、放射線、
荷重その他の使用条件におい
て、重大事故等に対処するため
に必要な機能を有効に発揮する
こと。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の下における
健全性に関する説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図・配置図

第三十六条
（重大事故等対処設

備）

第三十六条（重大事故等対処
設備）

第二十五条（通信連絡設備）
第二十三条（通信連絡設備
等）

第三十一条（通信連絡設備）

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

想定される重大事故等が発生し
た場合における温度、放射線、
荷重その他の使用条件におい
て、重大事故等に対処するため
に必要な機能を有効に発揮する
こと。
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条文記載項目整理表

／：各施設において該当する技術基準はない －：技術基準に該当する設備がない

条文名称 該当機種 設計条件情報 仕様情報 記載内容(再) 記載内容(廃) 記載内容(MOX)

条 条 項 条 ー 全機種共通 － －

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

関係する添付書類
項 号

MOX再処理

項 号

廃棄物

号

五

想定される重大事故等が発生し
た場合において、可搬型重大事
故等対処設備を運搬し、又は他
の設備の被害状況を把握するた
め、工場等内の道路及び通路が
確保できるよう、適切な措置を
講ずること。

五

 想定される重大事故等が発生し
た場合において、可搬型重大事
故等対処設備を運搬し、又は他
の設備の被害状況を把握するた
め、工場等内の道路及び通路が
確保できるよう、適切な措置を
講ずること。

六

共通要因によって、設計基準事
故に対処するための設備の安全
機能又は常設重大事故等対処設
備の重大事故等に対処するため
に必要な機能と同時に可搬型重
大事故等対処設備の重大事故等
に対処するために必要な機能が
損なわれるおそれがないよう、
適切な措置を講ずること。

六

 共通要因によって、設計基準事
故に対処するための設備の安全
機能又は常設重大事故等対処設
備の重大事故等に対処するため
に必要な機能と同時に可搬型重
大事故等対処設備の重大事故等
に対処するために必要な機能が
損なわれるおそれがないよう、
適切な措置を講ずること。

1 一 1 一
（１）容器（環状型・
円筒型・板状型・角柱
型）

・容量 －
・可溶性中性子吸収材供給に係る供給量を担
保するため、中性子吸収材供給槽の容量を記
載する。

－

（１７）主要弁 ・容量
・主要材料
・主要寸法
・駆動方式

・可溶性中性子吸収材供給に係る供給弁の材
料、寸法、駆動方式を記載する。

－

二

臨界事故が発生した設備に接続
する換気系統の配管の流路を遮
断するために必要な設備及び換
気系統の配管内が加圧状態に
なった場合にセル内に設置され
た配管の外部へ放射性物質を排
出するために必要な設備

（１）容器（環状型・
円筒型・板状型・角柱
型）

・容量 －

・臨界事故時又はTBP等の錯体の急激な分解
反応により発生した放射性物質を含む気体を
貯留できる容量を担保するため、廃ガス貯留
槽の容量を記載する。
・廃ガス貯留に係る空気貯槽の貯蔵容量を記
載する。

（１３）ポンプ
・容量
・吐出圧力

・原動機

・廃ガス貯留に係るポンプの流量及び吐出圧
力を記載する。
・ポンプの容量を担保するための原動機の出
力等を記載する。

（１５）圧縮機
・容量
・吐出圧力

・原動機

・廃ガス貯留に係る空気圧縮機の容量、吐出
圧力を記載する。
・圧縮機の容量を担保するための原動機の出
力等を記載する。

（１８）安全弁及び逃
がし弁

・吹出圧力、吹出量、
吹出場所

・主要材料
・主要寸法

・廃ガス貯留に係る逃がし弁の材料、寸法、
吹出圧力、吹出量、吹出場所を記載する。

三
臨界事故が発生した場合におい
て放射性物質の放出による影響
を緩和するために必要な設備

二
 臨界事故の影響を緩和するため
に必要な設備

（１９）主配管 －
・主要材料
・主要寸法

・臨界事故時水素掃気に係る主配管の寸法、
材料を記載する

ー

Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図

1 一
蒸発乾固の発生を未然に防止す
るために必要な設備

（１）容器（環状型・
円筒型・板状型・角柱
型）

・容量 －
・第1貯水槽の水の未沸騰状態維持機能を担
保するための容器の貯蔵容量を記載する。

（１３）ポンプ
・容量
・吐出圧力

・原動機

・第1貯水槽の水の未沸騰状態維持機能を担
保するためのポンプの流量及び吐出圧力を記
載する。
・ポンプの容量を担保するための原動機の出
力等を記載する。

（１９）主配管 －
・主要材料
・主要寸法

・代替安全冷却水系に係る主配管の寸法、材
料を記載する。

二

蒸発乾固が発生した場合におい
て、放射性物質の発生を抑制
し、及び蒸発乾固の進行を緩和
するために必要な設備

（１）容器（環状型・
円筒型・板状型・角柱
型）

・容量 －
・第1貯水槽の水の未沸騰状態維持機能を担
保するための容器の貯蔵容量を記載する。

（１３）ポンプ
・容量
・吐出圧力

・原動機

・第1貯水槽の水の未沸騰状態維持機能を担
保するためのポンプの流量及び吐出圧力を記
載する。
・ポンプの容量を担保するための原動機の出
力等を記載する。

（１９）主配管 －
・主要材料
・主要寸法

・代替安全冷却水系に係る主配管の寸法、材
料を記載する。

三

蒸発乾固が発生した設備に接続
する換気系統の配管の流路を遮
断するために必要な設備及び換
気系統の配管内が加圧状態に
なった場合にセル内に設置され
た配管の外部へ放射性物質を排
出するために必要な設備

（２０）フィルタ ・容量 ・効率
・セル導出設備の放射性物質の除去機能を担
保するためのフィルタの容量、除去効率を記
載する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図

四
蒸発乾固が発生した場合におい
て放射性物質の放出による影響
を緩和するために必要な設備

（１６）ファン ・容量 ・原動機

・代替セル排気機能を担保するためのファン
の風量を記載する。
・ファンの容量を担保するための原動機の出
力等を記載する。

（２０）フィルタ ・容量 ・効率
・代替セル排気機能における放射性エアロゾ
ルの除去機能を担保するためのフィルタの容
量、除去効率を記載する。

1

セル内において放射線分解に
よって発生する水素が再処理設
備の内部に滞留することを防止
する機能を有する施設には、再
処理規則第一条の三第三号に掲
げる重大事故の発生又は拡大を
防止するために必要な次に掲げ
る重大事故等対処設備が設けら
れていなければならない。

一

放射線分解により発生する水素
による爆発(以下この条において
「水素爆発」という。)の発生を
未然に防止するために必要な設
備

（１）容器（環状型・
円筒型・板状型・角柱
型）

・容量 －
・水素掃気機能喪失時に自動で圧縮空気の供
給をするための容器の貯蔵容量を記載する。

（１５）圧縮機
・容量
・吐出圧力

・原動機

・水素掃気機能喪失時に自動で圧縮空気の供
給をするための圧縮機の容量、吐出圧力を記
載する。
・圧縮機の容量を担保するための原動機の出
力等を記載する。

二

水素爆発が発生した場合におい
て水素爆発が続けて生ずるおそ
れがない状態を維持するために
必要な設備

（１）容器（環状型・
円筒型・板状型・角柱
型）

・容量 －
・水素掃気機能喪失時に自動で圧縮空気の供
給をするための容器の貯蔵容量を記載する。

（１５）圧縮機
・容量
・吐出圧力

・原動機

・水素掃気機能喪失時に自動で圧縮空気の供
給をするための圧縮機の容量、吐出圧力を記
載する。
・圧縮機の容量を担保するための原動機の出
力等を記載する。

三

水素爆発が発生した設備に接続
する換気系統の配管の流路を遮
断するために必要な設備及び換
気系統の配管内が加圧状態に
なった場合にセル内に設置され
た配管の外部へ放射性物質を排
出するために必要な設備

（２０）フィルタ － ・効率
・セル導出設備の放射性物質の除去機能を担
保するためのフィルタの除去効率を記載す
る。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図

四
水素爆発が発生した場合におい
て放射性物質の放出による影響
を緩和するために必要な設備

（１６）ファン ・容量 ・原動機

・代替セル排気機能を担保するためのファン
の風量を記載する。
・ファンの容量を担保するための原動機の出
力等を記載する。

（２０）フィルタ ・容量 ・効率
・代替セル排気機能における放射性エアロゾ
ルの除去機能を担保するためのフィルタの容
量、除去効率を記載する。

第三十八条（臨界事故の拡大
を防止するための設備）

第三十二条（臨界事故の拡大
を防止するための設備）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図

第四十条（放射線分解により
発生する水素による爆発に対
処するための設備）

　

　

第三十九条（冷却機能の喪失
による蒸発乾固に対処するた
めの設備）

第三十八条
（臨界事故の拡大を
防止するための設

備）

※基本設計方針、添付書類で展開する。

※基本設計方針、添付書類で展開する。

第三十九条
（冷却機能の喪失に
よる蒸発乾固に対処
するための設備）

第四十条
（放射線分解により
発生する水素による
爆発に対処するため

の設備）

Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図

Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書
Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図

 未臨界に移行し、及び未臨界を
維持するために必要な設備

プルトニウムを取り扱う加工施
設には、加工規則第二条の二第
一号に掲げる重大事故の拡大を
防止するために必要な次に掲げ
る重大事故等対処設備が設けら
れていなければならない。

未臨界に移行し、及び未臨界を
維持するために必要な設備

セル内において核燃料物質が臨
界に達することを防止するため
の機能を有する施設には、再処
理規則第一条の三第一号に掲げ
る重大事故の拡大を防止するた
めに必要な次に掲げる重大事故

セル内において使用済燃料から
分離された物であって液体状の
もの又は液体状の放射性廃棄物
を冷却する機能を有する施設に
は、再処理規則第一条の三第二
号に掲げる重大事故の発生又は
拡大を防止するために必要な次
に掲げる重大事故等対処設備が
設けられていなければならな
い。
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条文記載項目整理表

／：各施設において該当する技術基準はない －：技術基準に該当する設備がない

条文名称 該当機種 設計条件情報 仕様情報 記載内容(再) 記載内容(廃) 記載内容(MOX)

条 条 項 条 ー 全機種共通 － －

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

関係する添付書類
項 号

MOX再処理

項 号

廃棄物

号

1

セル内において有機溶媒その他
の物質を内包する施設には、再
処理規則第一条の三第四号に掲
げる重大事故の発生又は拡大を
防止するために必要な次に掲げ
る重大事故等対処設備が設けら
れていなければならない。

一

火災又は爆発の発生(リン酸トリ
ブチルの混入による急激な分解
反応により発生するものを除
く。)を未然に防止するために必
要な設備

－ － － ※該当する設備はない －

二
火災又は爆発が発生した場合に
おいて火災又は爆発を収束させ
るために必要な設備

（１７）主要弁 －
・主要材料
・主要寸法
・駆動方式

・プルトニウム濃縮缶の加熱蒸気を停止する
ための隔離弁の寸法、材料、駆動方式を記載
する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図

三

火災又は爆発が発生した設備に
接続する換気系統の配管の流路
を遮断するために必要な設備及
び換気系統の配管内が加圧状態
になった場合にセル内に設置さ
れた配管の外部へ放射性物質を
排出するために必要な設備

（１）容器（環状型・
円筒型・板状型・角柱
型）

・容量 －

・臨界事故時又はTBP等の錯体の急激な分解
反応により発生した放射性物質を含む気体を
貯留できる容量を担保するため、廃ガス貯留
槽の容量を記載する。
・廃ガス貯留に係る空気貯槽の貯蔵容量を記
載する。

（１３）ポンプ
・容量
・吐出圧力

・原動機

・廃ガス貯留に係るポンプの流量及び吐出圧
力を記載する。
・ポンプの容量を担保するための原動機の出
力等を記載する。

（１５）圧縮機
・容量
・吐出圧力

・原動機

・廃ガス貯留に係る空気圧縮機の容量、吐出
圧力を記載する。
・圧縮機の容量を担保するための原動機の出
力等を記載する。

（１８）安全弁及び逃
がし弁

・吹出圧力、吹出量、
吹出場所

・主要材料
・主要寸法

・廃ガス貯留に係る逃がし弁の材料、寸法、
吹出圧力、吹出量、吹出場所を記載する。

四

火災又は爆発が発生した場合に
おいて放射性物質の放出による
影響を緩和するために必要な設
備

（１）容器（環状型・
円筒型・板状型・角柱
型）

・容量 －

・臨界事故時又はTBP等の錯体の急激な分解
反応により発生した放射性物質を含む気体を
貯留できる容量を担保するため、廃ガス貯留
槽の容量を記載する。
・廃ガス貯留に係る空気貯槽の貯蔵容量を記
載する。

（１３）ポンプ
・容量
・吐出圧力

・原動機

・廃ガス貯留に係るポンプの流量及び吐出圧
力を記載する。
・ポンプの容量を担保するための原動機の出
力等を記載する。

（１５）圧縮機
・容量
・吐出圧力

・原動機

・廃ガス貯留に係る空気圧縮機の容量、吐出
圧力を記載する。
・圧縮機の容量を担保するための原動機の出
力等を記載する。

（１８）安全弁及び逃
がし弁

・吹出圧力、吹出量、
吹出場所

・主要材料
・主要寸法

・廃ガス貯留に係る逃がし弁の材料、寸法、
吹出圧力、吹出量、吹出場所を記載する。

1

再処理施設には、使用済燃料貯
蔵槽の冷却機能又は注水機能が
喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽
からの水の漏えいその他の要因
により当該使用済燃料貯蔵槽の
水位が低下した場合において使
用済燃料貯蔵槽内の使用済燃料
を冷却し、放射線を遮蔽し、及
び臨界を防止するために必要な
設備が設けられていなければな
らない。

（１３）ポンプ
・容量
・吐出圧力

・原動機

・注水機能を担保するためのポンプの流量及
び吐出圧力を記載する。
・ポンプの容量を担保するための原動機の出
力等を記載する。

（１９）主配管 －
・主要材料
・主要寸法

・注水機能を担保するための主配管の寸法、
材料を記載する。

2

再処理施設には、使用済燃料貯
蔵槽からの大量の水の漏えいそ
の他の要因により当該使用済燃
料貯蔵槽の水位が異常に低下し
た場合において使用済燃料貯蔵
槽内の使用済燃料の著しい損傷
の進行を緩和し、及び臨界を防
止するために必要な設備が設け
られていなければならない。

（１３）ポンプ
・容量
・吐出圧力

・原動機

・スプレイ機能を担保するためのポンプの流
量及び吐出圧力を記載する。
・ポンプの容量を担保するための原動機の出
力等を記載する。

（１９）主配管 －
・主要材料
・主要寸法

・スプレイ機能を担保するための主配管の寸
法、材料を記載する。

1

セル内又は建屋内(セル内を除
く。以下この条において同じ。)
において系統又は機器からの放
射性物質の漏えいを防止するた
めの機能を有する施設には、必
要に応じ、再処理規則第一条の
三第六号に掲げる重大事故の発
生又は拡大を防止するために必
要な次に掲げる重大事故等対処
設備(建屋内において系統又は機
器からの放射性物質の漏えいを
防止するための機能を有する施
設にあっては、第三号に掲げる
設備を除く。)が設けられていな
ければならない。

一
系統又は機器からの放射性物質
の漏えいを未然に防止するため
に必要な設備

二

系統又は機器から放射性物質の
漏えいが発生した場合において
当該系統又は機器の周辺におけ
る放射性物質の漏えいの拡大を
防止するために必要な設備

三

系統又は機器から放射性物質の
漏えいが発生した設備に接続す
る換気系統の配管の流路を遮断
するために必要な設備及び換気
系統の配管内が加圧状態になっ
た場合にセル内に設置された配
管の外部へ放射性物質を排出す
るために必要な設備

四

系統又は機器から放射性物質の
漏えいが発生した場合において
放射性物質の放出による影響を
緩和するために必要な設備

1 一
（１）容器(環状型・
円筒型・板状型・角柱
型)

・容量 －
・重大事故等対処（閉じ込め設備）において
用いる遠隔消火装置の容量（消火剤容量）を
記載する。

（３６）計装／放管設
備

－ ・計測範囲
・重大事故等対処に用いる計測装置(火災状
況確認用温度計)の計測範囲等を記載する。

二
核燃料物質等を閉じ込める機能
を回復するために必要な設備

（１６）ファン ・容量 ・原動機

・重大事故等対処（閉じ込め設備）において
用いる排風機の容量（風量）を記載する。
・ファンの容量を担保するための原動機の出
力等を記載する。

（２０）フィルタ － ・効率
・重大事故等対処（閉じ込め設備）において
用いるフィルタの効率（捕集効率）を記載す
る。

（３６）計装／放管設
備

－ ・計測範囲
・重大事故等対処に用いる計測装置(可搬型
出口風速計)の計測範囲等を記載する。

※放射性物質の漏えいの発生は想定されない

※放射性物質の漏えいの発生は想定されない

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図

第四十一条
（有機溶媒等による
火災又は爆発に対処
するための設備）

第四十一条（有機溶媒等によ
る火災又は爆発に対処するた

めの設備）

第四十二条（使用済燃料貯蔵
槽の冷却等のための設備）

第四十三条（放射性物質の漏
えいに対処するための設備）

※放射性物質の漏えいの発生は想定されない

第四十三条
（放射性物質の漏え
いに対処するための

設備）

※放射性物質の漏えいの発生は想定されない

第三十三条
（閉じ込める機能の
喪失に対処するため

の設備）

第四十二条
（使用済燃料貯蔵槽
の冷却等のための設

備）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図

プルトニウムを取り扱う加工施
設には、加工規則第二条の二第
二号に掲げる重大事故の拡大を
防止するために必要な次に掲げ
る重大事故等対処設備が設けら
れていなければならない。

核燃料物質等の飛散又は漏えい
を防止し、飛散又は漏えいした
核燃料物質等を回収するために
必要な設備

第三十三条（閉じ込める機能
の喪失に対処するための設
備）
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条文記載項目整理表

／：各施設において該当する技術基準はない －：技術基準に該当する設備がない

条文名称 該当機種 設計条件情報 仕様情報 記載内容(再) 記載内容(廃) 記載内容(MOX)

条 条 項 条 ー 全機種共通 － －

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

・各機器に共通して記載すべき基本的な項目
として対象特定（名称、数量、設置場所
等）、機器・計測器の種類又は主要構造、主
要材料（計装/放管設備、電気設備を除
く）、主要寸法を記載する。

関係する添付書類
項 号

MOX再処理

項 号

廃棄物

号

1

再処理施設には、重大事故が発
生した場合において工場等外へ
の放射性物質及び放射線の放出
を抑制するために必要な設備が
設けられていなければならな
い。

1

プルトニウムを取り扱う加工施
設には、重大事故が発生した場
合において工場等外への放射性
物質の拡散を抑制するために必
要な設備が設けられていなけれ
ばならない。

（１３）ポンプ
・容量
・吐出圧力

・原動機

・注水機能を担保するためのポンプの流量及
び吐出圧力を記載する。
・放水機能を担保するためのポンプの流量及
び吐出圧力を記載する。
・ポンプの容量を担保するための原動機の出
力等を記載する。

※基本設計方針、添付書類で展開

（１９）主配管 －
・主要材料
・主要寸法

・注水機能を担保するための主配管の寸法、
材料を記載する。
・放水機能を担保するための主配管の寸法、
材料を記載する。

※基本設計方針、添付書類で展開

1

再処理施設には、設計基準事故
への対処に必要な水源とは別
に、重大事故等への対処に必要
となる十分な量の水を有する水
源を確保することに加えて、設
計基準事故に対処するための設
備及び重大事故等対処設備に対
して重大事故等への対処に必要
となる十分な量の水を供給する
ために必要な設備が設けられて
いなければならない。

第三十五条（重大事故等への
対処に必要となる水の供給設
備）

1

プルトニウムを取り扱う加工施
設には、重大事故等への対処に
必要となる十分な量の水を有す
る水源を確保することに加え
て、重大事故等への対処に必要
となる十分な量の水を供給する
ために必要な設備が設けられて
いなければならない。

（３）容器（ライニン
グ型）

・容量
・主要材料
・主要寸法

・水供給設備の代替水源の貯水機能を担保す
るための貯水槽の材料、寸法、貯水容量を記
載する。

・水供給設備の代替水源の貯水機能を担保す
るための貯水槽の材料、寸法、貯水容量を記
載する。

（１３）ポンプ
・容量
・吐出圧力

・原動機

・水供給設備において用いるポンプの容量
（流量）及び吐出圧力を記載する。
・ポンプの容量を担保するための原動機の出
力等を記載する。

・水供給設備において用いるポンプの容量
（流量）及び吐出圧力を記載する。
・ポンプの容量を担保するための原動機の出
力等を記載する。

（３６）計装／放管設
備

－ ・計測範囲
・水供給設備において用いる水位計、流量計
の計測範囲等を記載する。

・水供給設備において用いる水位計、流量計
の計測範囲等を記載する。

第四十四条（工場等外への放
射性物質等の放出を抑制する
ための設備）

第四十五条（重大事故等への
対処に必要となる水の供給設
備）

・全機種共通

上記以外において、事業変更許可申請書本文
との整合性の説明に必要となる仕様及び機器
の性能を示す上で必要となる仕様について
は、仕様表に記載する。

上記条文以外
許可整合性、既認可
整合性を踏まえて記

載する仕様

上記以外において、事業変更許可申請書本文
及び既認可の仕様表に記載していた仕様につ
いては、仕様表に記載する。

上記以外において、事業変更許可申請書本文
との整合性の説明に必要となる仕様及び機器
の性能を示す上で必要となる仕様について
は、仕様表に記載する。

第三十四条
（工場等外への放射
性物質の拡散を抑制
するための設備）

第四十五条
（重大事故等への対
処に必要となる水の

供給設備）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅵ-2　系統図・構造図

第三十四条（工場等外への放
射性物質の拡散を抑制するた
めの設備）
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機器分類フロー

仕様表対象機器 № 機種分類 № 機種分類 № 機種分類 機種分類の展開 機種分類の展開フロー
38 せん断機（再処理） 1 容器（環状型・円筒型・板状型・角柱型） 1 容器 右記フローに従う
39 溶解槽（再処理） 2 容器（塔型）
40 清澄機（再処理） 3 容器（ライニング型）
41 脱硝装置／脱硝塔（再処理） 4 パルスカラム
42 焙焼炉／還元炉（再処理・加工） 5 ミキサセトラ
43 ガラス溶融炉（再処理） 6 漏えい液受皿
44 ガラス固化体検査装置（廃棄物管理） 7 運搬・製品容器

大項目 N 45 焼結装置／小規模焼結処理装置（MOX) 8 ろ過装置
46 スタック乾燥装置 9 熱交換器

10 冷却塔／冷凍機
Y 11 ボイラ

12 電気ヒータ
13 ポンプ
14 特殊ポンプ
15 圧縮機 4 圧縮機 なし

中項目 16 ファン 5 送・排風機 なし
17 主要弁
18 安全弁及び逃がし弁
19 主配管 7 主配管 なし
20 フィルタ 8 フィルタ なし
21 建物・構築物 10 建物・構築物 右記フローに従う
22 排気筒 9 排気筒 なし
23 飛来物防護設備 10 建物・構築物 右記フローに従う
24 ラック
25 溢水／化学薬品防護設備
26 遮蔽設備
27 搬送設備 11 搬送設備 なし

小項目 28 機械装置 12 機械装置類 なし N
29 核物質等取扱ボックス － 核物質等取扱ボックス 整理に伴い追加
30 変圧器 Y
31 受電開閉設備用遮断器
32 電源盤
33 発電機
34 無停電電源装置
35 電力貯蔵装置
36 計装／放管設備 14 計装設備 なし

0 仕様表対象外設備 37 保守設備 － 保守設備 整理に伴い追加

：再処理保有設備
：再処理・MOX保有設備

各機種に分類

特殊ポンプ

配管・容器と同等の仕
様表項目の小型ポン
プ

電気設備

冷却機能を有する設備

建物・構築物 支持機能を有する設備 建物・構築物

特出しすべき仕様表項
目がある

飛来物防護機能を有す
る設備

プラント共通機器

溢水／化学薬品
防護設備

主要弁 右記フローに従う

静的機器

運搬・製品容器

熱交換器

動的機器

ろ過機能を有する設備

動力を必要とする

飛来物防護設備

ラック
核燃料物質等の仮置
き、貯蔵機能を有する設

右記フローに従う

受電開閉設備用遮断器

作動信号により自動的
に流体の流量を調整す
る弁

主要弁
密封容器の過圧破損防
止のため圧力を調整す
る弁

安全弁及び逃がし弁

変圧器

無停電電源設備 無停電電源装置

受電開閉設備用遮断
器

充電機能を有する設備 電力貯蔵装置

遮蔽機能を有する設備 遮蔽設備

発電機能を有する設備 発電機

変圧機能を有する設備

電源盤 電源盤

右記フローに従う3 ポンプ

ろ過装置

冷却塔／冷凍機

加熱機能を有する設備

電気設備

溢水・化学薬品防護機
能を有する設備

物質等の保持機能を有
する設備

構造から分類する 容器（ライニング型）

容器（塔型）

2 熱交換器 右記フローに従う

漏えい液受皿

容器（環状型・円筒型・
板状型・角柱型）

製品抽出、洗浄機能を
有する設備

再処理、加工施設等にしか存在
しない特有の機器か

「プラント固有機器」に分類し
機器ごとに仕様表を作成

主たる機能（せん断、抽出、移送、浄化
等）が類似する機器（機種）ごとに仕様表

を分類

・機器構造および安全機能に応じて仕様
表記載項目（特定部位の寸法、材料等）を
決定

「プラント共通機器」に分類し
機器ごとに仕様表を作成

容器

6

13

ポンプ

プラント固有機器

構造から分類する パルスカラム

ミキサセトラ

主要弁

熱交換器

ボイラ

電気を用いる 電気ヒータ

蒸気を用いる

ポンプ

別紙-2(2)
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仕様表展開表

2

仕様情報（外部火災）

施設分類
機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備
関係する主な安全機能

（小項目）
構造分類
（小項目）

要求種別 検査項目

名
称

配
管
番
号

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
え
い
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

回
転
速
度

起
動
時
間

出
口
の
圧
力

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

2
(MOX)

容器
（塔型）

溶液保持機能 － － － － － －

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ○

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ○ ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ○

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ○ ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

樹脂ライニング
3

(MOX)
容器

（ライニング型）
溶液保持機能

3
(再・廃)

―

金属ライニング
容器

（ライニング型）
溶液保持機能

燃料貯蔵プール、取扱いピッ
ト、ハル・エンドピース貯蔵
プール、切断ピット、消火用水
貯槽

貯水槽

冷却機能（DB/SA）
注水機能（SA）
廃棄機能（DB）
支援機能（DB）
水供給機能（DB)

貯水槽 水供給機能(SA)

冷却機能（DB/SA）
注水機能（SA）
廃棄機能（DB）
支援機能（DB）
水供給機能（DB)

樹脂ライニング
金属ライニング

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

3
容器

（ライニング型）
溶液保持機能

再）燃料貯蔵プール、取扱い
ピット、ハル・エンドピース貯蔵
プール、切断ピット、消火用水
貯槽

再・MOX）貯水槽

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（計装、放管系）

仕様情報
（電気系）

1
容器

（環状型・円筒型・板状型・角柱型）
溶液保持機能

再）ウラナス製造機、ウラナス
洗浄塔、酸化塔、小型ポット
（気液分離槽、流量計測ポッ
ト、ゲデオン、シールポット、漏
えい検知ポット、水封安全器
等）、ろ過水貯槽、ボンベ（空
気、消火剤）、よう素追出し
槽、エンドピース酸洗浄槽、補
助油水分離槽、濃縮液受槽、
濃縮液供給槽、抽出液受槽、
抽出残液受槽、分析残液受
槽、分析残液希釈槽

MOX）低レベル廃液処理設備
（廃液貯槽等）、非常用発電機
（燃料油貯蔵タンク、燃料油
サービスタンク、起動用空気
槽）、ボンベ（消火剤）

再）ガドリニウム緊急供給槽、
廃ガス貯留槽、可搬型廃水受
槽、気液分離器、可搬型デミ
スタ、圧縮空気自動供給貯
槽、圧縮空気自動供給ユニッ
ト、機器圧縮空気自動供給ユ
ニット、水封安全器、廃ガス
ポット、緊急時対策建屋加圧
ユニット、重油タンク、軽油タン
ク、ボンベ（消火剤）、タンク
ローリ、エンドピース酸洗浄槽

MOX）緊急時対策建屋加圧ユ
ニット、重油タンク、軽油タン
ク、ボンベ（消火剤）、タンク
ローリ

閉じ込め機能（DB）
冷却機能（DB/SA）
火災・爆発防止機能（DB/SA）
臨界防止機能（DB/SA）
居住性維持機能（SA）
支援機能（DB/SA）

－

1
(再・廃)

容器
（環状型・円筒型）

溶液保持機能

ウラナス製造機、ウラナス洗
浄塔、酸化塔、小型ポット（気
液分離槽、流量計測ポット、ゲ
デオン、シールポット、漏えい
検知ポット、水封安全器等）、
ろ過水貯槽、ボンベ（空気、消
火剤）

ガドリニウム緊急供給槽、廃ガ
ス貯留槽、可搬型廃水受槽、
気液分離器、可搬型デミスタ、
圧縮空気自動供給貯槽、圧縮
空気自動供給ユニット、機器
圧縮空気自動供給ユニット、
水封安全器、廃ガスポット、緊
急時対策建屋加圧ユニット、
重油タンク、軽油タンク、ボン
ベ（消火剤）、タンクローリ

閉じ込め機能（DB）
冷却機能（DB/SA）
火災・爆発防止機能（DB/SA）
臨界防止機能（DB/SA）
居住性維持機能（SA）
支援機能（DB/SA）

－

1
(MOX)

容器
（環状型・円筒型）

溶液保持機能

低レベル廃液処理設備（廃液
貯槽等）、非常用発電機（燃料
油貯蔵タンク、燃料油サービ
スタンク、起動用空気槽）、ボ
ンベ（消火剤）

緊急時対策建屋加圧ユニッ
ト、重油タンク、軽油タンク、ボ
ンベ（消火剤）、タンクローリ

閉じ込め機能（DB）
廃棄機能(DB)
火災・爆発防止機能（DB/SA）
臨界防止機能（DB/SA）
居住性維持機能（SA）
支援機能（SA）

－

2
容器

（塔型）
溶液保持機能

再）洗浄塔、スプレイ塔、吸着
塔、追出し塔、吸収塔、充填
塔、蒸発缶、濃縮缶、精留塔、
蒸留塔

再）高レベル廃液濃縮缶、廃
ガス洗浄塔、プルトニウム蒸
発缶

閉じ込め機能（DB）
冷却機能（DB/SA）
火災・爆発防止機能（DB/SA）
廃棄機能（DB）
浄化機能（DB)
臨界防止機能（DB）

－

2
(再・廃)

容器
（塔型）

溶液保持機能

洗浄塔、スプレイ塔、吸着塔、
追出し塔、吸収塔、充填塔、蒸
発缶、濃縮缶、精留塔、蒸留
塔

高レベル廃液濃縮缶、廃ガス
洗浄塔、プルトニウム蒸発缶

閉じ込め機能（DB）
冷却機能（DB/SA）
火災・爆発防止機能（DB/SA）
廃棄機能（DB）
浄化機能（DB)
臨界防止機能（DB）

－

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有
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仕様表展開表

3

仕様情報（外部火災）

施設分類
機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備
関係する主な安全機能

（小項目）
構造分類
（小項目）

要求種別 検査項目

名
称

配
管
番
号

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
え
い
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

回
転
速
度

起
動
時
間

出
口
の
圧
力

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（計装、放管系）

仕様情報
（電気系）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ● ● ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ● ● ●

機能要求 材料検査 ● ●

4
(MOX)

パルスカラム 製品抽出／洗浄機能 － ― － － － －

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ● ● ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ● ● ●

機能要求 材料検査 ● ●

5
(MOX)

ミキサセトラ 製品抽出／洗浄機能 － － － － － －

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

円筒形
環状形

漏えい液保持機能 漏えい液受皿
6

(再・廃)
鋼製

樹脂製

6
(MOX)

漏えい液受皿 漏えい液保持機能

漏えい液受皿

－ － 閉じ込め機能（DB）

臨界防止機能（DB)
閉じ込め機能（DB）

－

鋼製

4
(再・廃)

製品抽出／洗浄機能

抽出塔、逆抽出塔、核分裂生
成物洗浄塔、TBP洗浄塔、ウ
ラン洗浄塔、プルトニウム分配
塔

－
臨界防止機能（DB/SA）
閉じ込め機能（DB/SA）
火災防止機能（DB/SA）

鋼製
樹脂製6 漏えい液受皿 漏えい液保持機能 再）漏えい液受皿 －

臨界防止機能（DB)
閉じ込め機能（DB）

4 パルスカラム 製品抽出／洗浄機能

再）抽出塔、逆抽出塔、核分
裂生成物洗浄塔、TBP洗浄
塔、ウラン洗浄塔、プルトニウ
ム分配塔

－
臨界防止機能（DB/SA）
閉じ込め機能（DB/SA）
火災防止機能（DB/SA）

円筒形
環状形

パルスカラム

5 ミキサセトラ 製品抽出／洗浄機能

再）抽出器、補助抽出器、逆
抽出器、核分裂生成物洗浄
器、ウラン溶液TBP洗浄器、プ
ルトニウム溶液TBP洗浄器

－
臨界防止機能（DB/SA）
閉じ込め機能（DB/SA）
火災防止機能（DB/SA）

－

5
(再・廃)

ミキサセトラ 製品抽出／洗浄機能

抽出器、補助抽出器、逆抽出
器、核分裂生成物洗浄器、ウ
ラン溶液TBP洗浄器、プルトニ
ウム溶液TBP洗浄器

－
臨界防止機能（DB/SA）
閉じ込め機能（DB/SA）
火災防止機能（DB/SA）

－
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仕様表展開表

4

仕様情報（外部火災）

施設分類
機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備
関係する主な安全機能

（小項目）
構造分類
（小項目）

要求種別 検査項目

名
称

配
管
番
号

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
え
い
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

回
転
速
度

起
動
時
間

出
口
の
圧
力

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（計装、放管系）

仕様情報
（電気系）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ● ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

9
(MOX)

熱交換器 加熱／冷却機能（静的） － － － － － －

ろ過機能（DB）

混合酸化物貯蔵容器、粉末
缶、収納パレット、粉末容器
(J60等)、貯蔵マガジン、組立
マガジン

ろ過機能（DB）

7
(MOX)

―運搬・製品容器 保管・収納機能
円筒形
箱形
キャスク

円筒形
箱形
キャスク

－

7
(再・廃)

運搬・製品容器 保管・収納機能 －
閉じ込め機能（DB）
臨界防止機能（DB）

チューブ型
プレート型

チューブ型
プレート型

閉じ込め機能（DB）
臨界防止機能（DB）

廃棄物運搬容器、ハル・エンド
ピース運搬キャスク、メルク、
燃料収納管、保管容器、混合
酸化物貯蔵容器、ウラン酸化
物貯蔵容器、粉末缶、キャニ
スタ

9 熱交換器 加熱／冷却機能（静的）
再）凝縮器、冷却器、熱交換
器

凝縮器、予備凝縮器、熱交換
器

加熱／冷却機能（DB/SA）

ろ過機能（DB）

9
(再・廃)

熱交換器 加熱／冷却機能（静的） 凝縮器、冷却器、熱交換器
凝縮器、予備凝縮器、熱交換
器

ろ過装置 ろ過機能 ろ過装置、脱塩装置 －

8
(MOX)

ろ過装置 ろ過機能

再）ろ過装置、脱塩装置

MOX）ろ過処理装置、吸着処
理装置、分析済液処理装置

－

加熱／冷却機能（DB/SA）

ろ過処理装置、吸着処理装
置、分析済液処理装置

―

－

－

8
(再・廃)

8 ろ過装置 ろ過機能

7 運搬・製品容器 保管・収納機能

再）廃棄物運搬容器、ハル・エ
ンドピース運搬キャスク、メル
ク、燃料収納管、保管容器、
混合酸化物貯蔵容器、ウラン
酸化物貯蔵容器、粉末缶、
キャニスタ

MOX）混合酸化物貯蔵容器、
粉末缶、収納パレット、粉末容
器(J60等)、貯蔵マガジン、組
立マガジン

－
閉じ込め機能（DB）
臨界防止機能（DB）

円筒形
箱形
キャスク
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仕様表展開表

5

仕様情報（外部火災）

施設分類
機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備
関係する主な安全機能

（小項目）
構造分類
（小項目）

要求種別 検査項目

名
称

配
管
番
号

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
え
い
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

回
転
速
度

起
動
時
間

出
口
の
圧
力

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（計装、放管系）

仕様情報
（電気系）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

10
(MOX)

冷却塔／冷凍機 冷却機能（動的） － － － － － －

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

11
(MOX)

ボイラ 加熱機能 － － － － － －

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

12
(MOX)

電気ヒータ 加熱機能 － － － － － －

11

廃棄機能（DB） －

－ 廃棄機能（DB）

－

12

冷却機能（動的）

電気ヒータ 加熱機能 －

加熱機能 再）蒸気発生器、ボイラ － 支援機能（DB）

冷却塔
冷凍機

再）一般冷却水系冷却塔（常
設）

ボイラ

再）加熱器、電気ヒータ

蒸気発生器、ボイラ － 支援機能（DB）

冷却塔、冷凍機、セル内クー
ラー

一般冷却水系冷却塔（常設）

12
(再・廃)

電気ヒータ 加熱機能 加熱器、電気ヒータ －

11
(再・廃)

ボイラ 加熱機能

冷却機能（DB/SA）
10

(再・廃)
冷却塔／冷凍機 冷却機能（動的）

10 冷却塔／冷凍機
再）冷却塔、冷凍機、セル内
クーラー

冷却機能（DB/SA）

冷却塔
冷凍機

－
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仕様表展開表

6

仕様情報（外部火災）

施設分類
機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備
関係する主な安全機能

（小項目）
構造分類
（小項目）

要求種別 検査項目

名
称

配
管
番
号

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
え
い
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

回
転
速
度

起
動
時
間

出
口
の
圧
力

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（計装、放管系）

仕様情報
（電気系）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ○

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ○ ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ○

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ○ ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

14
(MOX)

特殊ポンプ 流路維持機能 － － － － － －

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

15
(MOX)

圧縮機 空気供給機能 － － － － － －

14
(再・廃)

特殊ポンプ 溶液移送機能 スチームジェットポンプ

冷却機能（DB/SA）
注水機能（SA）
廃棄機能（DB）
支援機能（DB）
水供給機能（DB)

－

廃棄機能（DB）
水供給機能(SA)
支援機能（DB）

再）廃液移送ポンプ、給水処
理設備ポンプ、消火用水ポン
プ、圧力調整用ポンプ、冷却
水ポンプ
等

MOX）廃液貯槽ポンプ、燃料
油移送ポンプ等

冷却機能（DB/SA）
注水機能（SA）
廃棄機能（DB）
支援機能（DB）
水供給機能（DB)

うず巻形
ターボ型

水封回転式

圧縮機 空気供給機能

14 特殊ポンプ 溶液移送機能 再）スチームジェットポンプ

冷却機能（DB/SA）
注水機能（SA）
廃棄機能（DB）
支援機能（DB）
水供給機能（DB)

15 再）空気圧縮機
再）圧縮機（一般・安全圧空）、
廃ガス貯留設備の空気圧縮
機、可搬型空気圧縮機

火災・爆発防止機能（DB/SA）
臨界防止機能（DB/SA）
支援機能（DB）

再）可搬型ポンプ（大、中型）、
冷却水ポンプ（常設）

MOX）可搬型ポンプ（大型）、
燃料油移送ポンプ等

冷却機能（DB/SA）
注水機能（SA）
廃棄機能（DB）
支援機能（DB）
水供給機能（DB)

うず巻形
ターボ型

水封回転式

－

13 ポンプ 溶液移送機能

可搬型ポンプ（大型）、燃料油
移送ポンプ等

15
(再・廃)

圧縮機 空気供給機能 空気圧縮機
圧縮機（一般・安全圧空）、廃
ガス貯留設備の空気圧縮機、
可搬型空気圧縮機

火災・爆発防止機能（DB/SA）
臨界防止機能（DB/SA）
支援機能（DB）

13
(再・廃)

ポンプ 溶液移送機能

廃液移送ポンプ、給水処理設
備ポンプ、消火用水ポンプ、圧
力調整用ポンプ、冷却水ポン
プ
等

※動力源（電源）を必要とする
ポンプであり、スチームジェット
ポンプ、サイホン、エアリフトポ
ンプは含まない。

可搬型ポンプ（大、中型）
冷却水ポンプ（常設）

13
(MOX)

ポンプ 溶液移送機能
廃液貯槽ポンプ、燃料油移送
ポンプ等
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仕様表展開表

7

仕様情報（外部火災）

施設分類
機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備
関係する主な安全機能

（小項目）
構造分類
（小項目）

要求種別 検査項目

名
称

配
管
番
号

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
え
い
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

回
転
速
度

起
動
時
間

出
口
の
圧
力

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（計装、放管系）

仕様情報
（電気系）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ○

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ○ ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ○

機能要求 耐圧・漏えい検査 ○

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ○ ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ○ ○ ○

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

再）廃ガス貯留設備（逃がし
弁）

閉じ込め機能（DB）
火災・爆発防止機能（DB）
水素爆発防止機能（SA）

安全弁
逃がし弁

グローブ弁
ゲート弁
玉形弁
ニードル弁
バタフライ弁

閉じ込め機能(DB/SA)
火災・爆発防止機能（DB）

再）ガドリニウム緊急供給弁、
重大事故時供給液停止弁

安全保護機能（DB）
臨界防止機能（DB/SA）
閉じ込め機能（DB/SA）
火災・爆発防止機能（DB）

17 主要弁 流体供給／閉止機能

再）工程停止回路に係る遮断
弁、高レベル廃液濃縮缶の加
熱蒸気と冷却水の切替弁、固
化セル隔離ダンパ、建屋給気
閉止ダンパ

MOX）混合ｶﾞｽ度異常遮断弁
(焼結炉系,小規模焼結処理
系、ピストンダンパ、延焼防止
ダンパ

18 安全弁及び逃がし弁 機器破損防止機能
再）固化セル圧力放出系（逆
止弁）

再）可搬型送排風機,、緊急時
対策建屋送風機、緊急時対策
建屋排風機

MOX）可搬型排風機付フィル
タユニット、緊急時対策建屋送
風機、緊急時対策建屋排風機

排気機能（DB/SA）
閉じ込め機能（DB/SA）
換気機能（DB）
廃棄機能（DB）
居住性維持機能（DB/SA）

ファン 排気機能

再）送風機、排風機

MOX）グローブボックス排風
機、工程室排風機、建屋排風
機、機排ガス処理装置の補助
排風機　等

遠心式
ルーツ式
ターボ式

16

16
(再・廃)

ファン 排気機能

閉じ込め機能（DB/SA）
換気機能（DB）
廃棄機能（DB）

送風機、排風機

18
(MOX)

安全弁及び逃がし弁

16
(MOX)

ファン 排気機能

グローブボックス排風機、工程
室排風機、建屋排風機、機排
ガス処理装置の補助排風機
等

可搬型排風機付フィルタユ
ニット、緊急時対策建屋送風
機、緊急時対策建屋排風機

可搬型送排風機,、緊急時対
策建屋送風機、緊急時対策建
屋排風機

排気機能（DB/SA）
換気機能（DB）
廃棄機能（DB）
居住性維持機能（DB/SA）

遠心式
ルーツ式
ターボ式

グローブ弁
ゲート弁
玉形弁
ニードル弁
バタフライ弁

逃がし弁

18
(再・廃)

安全弁及び逃がし弁 機器破損防止機能

固化セル圧力放出系（逆止
弁）

※手動弁であるがこの分類
か？

廃ガス貯留設備（逃がし弁）

17
(MOX)

主要弁 流体供給／閉止機能
混合ｶﾞｽ濃度異常遮断弁(焼結
炉系,小規模焼結処理系)、ピ
ストンダンパ、延焼防止ダンパ

閉じ込め機能（DB）
水素爆発防止機能（SA）

機器破損防止機能 ― ― ―

流体供給／閉止機能

工程停止回路に係る遮断弁、
高レベル廃液濃縮缶の加熱
蒸気と冷却水の切替弁、固化
セル隔離ダンパ、建屋給気閉
止ダンパ

ガドリニウム緊急供給弁
重大事故時供給液停止弁
※逆止弁、隔離弁、一次蒸気
停止弁は

安全保護機能（DB）
臨界防止機能（DB/SA）
火災・爆発防止機能（DB）

弁
ダンパ

17
(再・廃)

主要弁

安全弁
逃がし弁
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仕様表展開表

8

仕様情報（外部火災）

施設分類
機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備
関係する主な安全機能

（小項目）
構造分類
（小項目）

要求種別 検査項目

名
称

配
管
番
号

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
え
い
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

回
転
速
度

起
動
時
間

出
口
の
圧
力

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（計装、放管系）

仕様情報
（電気系）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

－

20
(MOX)

フィルタ 浄化機能 高性能エアフィルタ

フィルタ

再）セル導出ユニットフィルタ、
可搬型フィルタ

MOX）可搬型フィルタ、可搬型
排風機付フィルタユニット

浄化機能（DB/SA） －浄化機能

19 主配管

ダクト
ダンパ
ノズル
ホース

流路維持機能
再・MOX）配管、ダクト、海洋放
出管，減衰器

再）可搬型ホース、可搬型配
管、可搬型ダクト、主配管（常
設）、セル導出ユニット、主排
気筒排出ユニット、可搬型放
水砲、スプレイヘッダ、凝縮液
回収系の配管、代替可溶性中
性子吸収材緊急供給系の配
管、代替可溶性中性子吸収材
供給系の配管

MOX）可搬型ホース、可搬型
配管、可搬型ダクト、主配管
（常設）、可搬型放水砲

廃棄機能(DB)
閉じ込め機能（DB/SA）
臨界防止機能（DB/SA）
火災・爆発防止機能（DB/SA）
冷却機能（DB/SA）
放出経路維持機能（DB/SA）
支援機能（DB/SA）
水供給機能(SA)

再）粒子除去（高、中、プレ）
フィルタ、よう素フィルタ、ルテ
ニウムフィルタ、ミストフィル
タ、セラミックフィルタ、ストレー
ナ、フィルタユニット

MOX）高性能エアフィルタ

20

浄化機能

粒子除去（高、中、プレ）フィル
タ、よう素フィルタ、ルテニウム
フィルタ、ミストフィルタ、セラ
ミックフィルタ、ストレーナ、フィ
ルタユニット

セル導出ユニットフィルタ、可
搬型フィルタ、

浄化機能（DB/SA）

－
可搬型フィルタ
可搬型排風機付フィルタユ
ニット

浄化機能（DB/SA）

20
(再・廃)

フィルタ

19
(MOX)

主配管 流路維持機能 配管、ダクト、海洋放出管
可搬型ホース、可搬型配管、
可搬型ダクト、主配管（常設）、
可搬型放水砲

廃棄機能(DB)
閉じ込め機能(DB/SA)
火災・爆発防止機能（DB/SA）
放出抑制機能(ＳＡ)
水供給機能(SA)

19
(再・廃)

主配管 流路維持機能

配管、ダクト、海洋放出管，減
衰器

※サイホン等の配管一体構造
とみなせるポンプは主配管と
して扱う。
※ゲデオンは容器？

可搬型ホース、可搬型配管、
可搬型ダクト、主配管（常設）、
セル導出ユニット、主排気筒
排出ユニット、可搬型放水砲、
スプレイヘッダ、凝縮液回収系
の配管、代替可溶性中性子吸
収材緊急供給系の配管、代替
可溶性中性子吸収材供給系
の配管

閉じ込め機能（DB/SA）
臨界防止機能（DB/SA）
火災・爆発防止機能（DB/SA）
冷却機能（DB/SA）
放出経路維持機能（DB/SA）
支援機能（DB/SA）

ダクト
配管
ホース
機器

ダクト
ダンパ
ノズル
ホース
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仕様表展開表

9

仕様情報（外部火災）

施設分類
機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備
関係する主な安全機能

（小項目）
構造分類
（小項目）

要求種別 検査項目

名
称

配
管
番
号

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
え
い
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

回
転
速
度

起
動
時
間

出
口
の
圧
力

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（計装、放管系）

仕様情報
（電気系）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有

機能要求 基盤検査 ● ● ●

機能要求 構造検査 ●

機能要求 強度検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 外観検査（建物・構築物） ● ● ● ● ● ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ○

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ○ ●

21
(再・廃)

機能要求 基盤検査 ● ● ●

機能要求 構造検査 ●

機能要求 強度検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 外観検査（建物・構築物） ● ● ● ● ● ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ○

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ○ ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

機能要求 基盤検査 ● ● ●

機能要求 構造検査 ●

機能要求 強度検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 外観検査（建物・構築物） ● ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ●

耐火機能 機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

堰
(施設外漏えい防

止）
－ 閉じ込め機能（DB）

火災区域構造物

21
(MOX)

火災防護機能（DB/SA）

施設外漏えい防止機能 堰

火災区域構造物 ―

間接支持
支持機能（DB/SA）
遮蔽機能(DB)
閉じ込め機能(DB)

建物・構築物

支持機能 建物、洞道
建物、保管庫・貯水所、緊急
時対策建屋

施設外漏えい防止機能 堰 － 閉じ込め機能（DB）
堰

(施設外漏えい防
止）

貯蔵ピット
貯蔵ホール

火災区域構造物

間接支持

建物・構築物 支持機能

建物、洞道、貯蔵ピット（冷却
空気出入口シャフト含）、貯蔵
ホール、火災区域構造物、火
災区画構造物

建物、洞道、保管庫・貯水所、
緊急時対策建屋

支持機能（DB/SA）
火災防護機能（DB/SA）
溢水防護機能（DB/SA）
化学薬品防護機能（DB/SA）
外部衝撃防止機能（DB/SA）
重大事故等対処機能（SA）

貯蔵ピット
貯蔵ホール

火災区域構造物

間接支持

21 建物・構築物 支持機能

再）建物、洞道、貯蔵ピット（冷
却空気出入口シャフト含）、貯
蔵ホール、火災区域構造物、
火災区画構造物

MOX）建物、洞道

再）建物、洞道、保管庫・貯水
所、緊急時対策建屋

MOX）建物、保管庫・貯水所、
緊急時対策建屋

遮蔽機能(DB)
閉じ込め機能(DB)
支持機能（DB/SA）
火災防護機能（DB/SA）
溢水防護機能（DB/SA）
化学薬品防護機能（DB/SA）
外部衝撃防止機能（DB/SA）
重大事故等対処機能（SA）
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仕様表展開表

10

仕様情報（外部火災）

施設分類
機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備
関係する主な安全機能

（小項目）
構造分類
（小項目）

要求種別 検査項目

名
称

配
管
番
号

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
え
い
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

回
転
速
度

起
動
時
間

出
口
の
圧
力

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（計装、放管系）

仕様情報
（電気系）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

機能要求 基盤検査 ● ● ●

機能要求 構造検査 ●

機能要求 強度検査 ●

設置要求 外観検査（建物・構築物） ● ● ● ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

機能要求 基盤検査 ● ● ●

機能要求 構造検査 ●

機能要求 強度検査 ●

設置要求 外観検査（建物・構築物） ● ● ● ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

23
(MOX)

飛来物防護設備 飛来物防護機能 － － － － － －

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ● ●

機能要求 材料検査 ●

― ―

－排気機能

再）主排気筒、北換気筒、低レ
ベル処理建屋換気筒

MOX）排気筒

22
(MOX)

－排気機能排気筒

22 排気筒

24
(MOX)

ラック

燃料棒貯蔵棚、一時保管ピッ
ト、燃料集合体貯蔵チャンネ
ル、スクラップ貯蔵棚、製品ペ
レット貯蔵棚等

廃棄機能（DB）
放管機能（SA）

再）主排気筒

MOX）排気筒

放出経路維持機能（DB/SA）
廃棄機能（DB）
放管機能（SA）

核燃料物質等保持機能
バスケット、燃料貯蔵ラック（固
定、可搬）、架台（固定、可搬）

燃料貯蔵ラック、架台
臨界防止機能（DB/SA）
転倒機能（DB）

－
24

(再・廃)
ラック

排気筒 排気筒

22
(再・廃)

－

外部衝撃防止機能（DB）
重大事故等対処機能（SA）

基礎

排気筒 排気機能
主排気筒、北換気筒、低レベ
ル処理建屋換気筒

主排気筒
放出経路維持機能（DB/SA）
廃棄機能（DB）

ラック 核燃料物質等保持機能

再）バスケット、燃料貯蔵ラック
（固定、可搬）、架台（固定、可
搬）

MOX）燃料棒貯蔵棚、一時保
管ピット、燃料集合体貯蔵チャ
ンネル、スクラップ貯蔵棚、製
品ペレット貯蔵棚等

再）燃料貯蔵ラック、架台
臨界防止機能（DB/SA）
転倒機能（DB）

－24

23 飛来物防護設備 飛来物防護機能

再）飛来物防護板及びネット、
防護扉

※飛来物防護専用の扉のみ
※補助遮蔽設備と兼用する場
合は補助遮蔽設備側で整理

－
外部衝撃防止機能（DB）
重大事故等対処機能（SA）

基礎

防護ネット
防護板
防護扉

23
(再・廃)

飛来物防護設備 飛来物防護機能

飛来物防護板及びネット、防
護扉

※飛来物防護専用の扉のみ
※補助遮蔽設備と兼用する場
合は補助遮蔽設備側で整理

－

防護ネット
防護板
防護扉
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仕様表展開表

11

仕様情報（外部火災）

施設分類
機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備
関係する主な安全機能

（小項目）
構造分類
（小項目）

要求種別 検査項目

名
称

配
管
番
号

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
え
い
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

回
転
速
度

起
動
時
間

出
口
の
圧
力

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（計装、放管系）

仕様情報
（電気系）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有

機能要求 構造検査 ●

機能要求 強度検査 ●

設置要求 外観検査（建物・構築物） ● ● ● ● ● ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

機能要求 構造検査 ●

機能要求 強度検査 ●

設置要求 外観検査（建物・構築物） ● ● ● ● ● ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

運搬・搬送機能

再）クレーン、台車、マニプ
レータ、リフト、バスケット搬送
装置、払出し装置、コンベア

MOX）粉末調整工程搬送装
置、ペレット加工工程搬送装
置、組立クレーン、洞道搬送
台車、リフタ等

－

遮蔽機能（DB）

－

扉
窓

ハッチ
蓋

プラグ

クレーン
台車

昇降装置
コンベア

上記以外

26 遮蔽設備 遮蔽機能

再）補助遮蔽（遮蔽扉、遮蔽
窓、遮蔽ハッチ、遮蔽蓋、遮蔽
プラグ）

MOX）補助遮蔽（遮蔽扉、遮蔽
蓋、グローボックス遮蔽、機器
遮蔽）

－

溢水／化学薬品
防護設備

溢水防護機能
化学薬品防護機能

再）溢水区画構造物（堰、防水
扉、水密扉）、薬品区画構造
物（堰、防水扉、水密扉）

MOX）溢水区画構造物（堰）

再）止水板及び蓋
溢水防護機能（DB/SA）
化学薬品防護機能（DB/SA）
重大事故等対処機能（SA）

コンクリート堰

27 搬送設備
落下・転倒防止機能（DB）
内部飛散物防止機能（DB）

遮蔽機能

補助遮蔽（遮蔽扉、遮蔽窓、
遮蔽ハッチ、遮蔽蓋、遮蔽プラ
グ）

※飛来物防護設備の防護扉
で遮蔽機能を有するものは遮
蔽扉で整理

27
(MOX)

落下・転倒防止機能（DB）
内部飛散物防止機能（DB）

クレーン
台車

昇降装置
コンベア

搬送設備 運搬・搬送機能

粉末調整工程搬送装置、ペ
レット加工工程搬送装置、組
立クレーン、洞道搬送台車、リ
フタ等

－

－

クレーン
台車

昇降装置
コンベア

27
(再・廃)

搬送設備 運搬・搬送機能
クレーン、台車、マニプレータ、
リフト、バスケット搬送装置、払
出し装置、コンベア

落下・転倒防止機能（DB）
内部飛散物防止機能（DB）

26
(再・廃)

遮蔽設備

26
(MOX)

遮蔽設備 遮蔽機能

遮蔽機能（DB）

補助遮蔽（遮蔽扉、遮蔽蓋、グ
ローボックス遮蔽、機器遮蔽）
※建屋又は当該機器の仕様
表に主要材料、主要寸法を記
載する。

－ 遮蔽機能（DB）

扉
蓋

グローブボックス
遮蔽

機器付き遮蔽

溢水防護機能（DB/SA）
化学薬品防護機能（DB/SA）
重大事故等対処機能（SA）

コンクリート堰

扉
窓

ハッチ
蓋

プラグ

上記以外

溢水／化学薬品
防護設備

溢水防護機能
化学薬品防護機能

溢水区画構造物（堰、防水
扉、水密扉）
薬品区画構造物（堰、防水
扉、水密扉）

止水板及び蓋

25

25
(MOX)

溢水防護設備 鋼製堰

25
(再・廃)

溢水防護機能 溢水区画構造物（堰） ― 溢水防護機能（DB）
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仕様情報（外部火災）

施設分類
機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備
関係する主な安全機能

（小項目）
構造分類
（小項目）

要求種別 検査項目

名
称

配
管
番
号

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
え
い
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

回
転
速
度

起
動
時
間

出
口
の
圧
力

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（計装、放管系）

仕様情報
（電気系）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 寸法検査 ● ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ● ●

機能要求 寸法検査 ● ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ● ●

機能要求 寸法検査 ● ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ○ ○ ○ ○ ○

機能要求 寸法検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ○ ○ ○ ○ ○

機能要求 寸法検査 ●

30
(MOX)

変圧器 電源供給機能 ― ― ― － － －

－電源供給機能（DB/SA）

核物質等取扱ボックス 核燃料物質等取扱機能

再）グローブボックス、操作
ボックス、気送箱、サンプリン
グベンチ、フード、オープン
ポートボックス

MOX）グローブボックス、フー
ド、オープンポートボックス

グローブボックス

30 変圧器 電源供給機能 再）変圧器 再）変圧器

－

－
閉じ込め機能（DB）
臨界防止機能（DB）

28 機械装置

運搬・搬送機能
製品製造機能
廃棄物処理機能
検査機能

再）溶接機、脱湿装置、充てん
装置、気流輸送装置、連結
フィンガー、サンプリング装
置、CB・BP切断装置、排出
器、充填ノズル、粉砕機、供給
機、脱硝皿取扱装置、混合
器、圧縮減容装置、焼却装
置、純水装置、圧縮成型装
置、熱分解装置、燃焼装置、
接続器、投入機、重量測定装
置、閉じ込め検査装置

MOX）外蓋着脱装置、予備混
合装置、一次混合装置、均一
化混合装置、造粒装置、プレ
ス装置、研削装置、汚染検査
装置、燃料集合体組立装置

－

29

廃棄機能（DB）
臨界防止機能（DB）
火災・爆発防止機能（DB）

28
(MOX)

機械装置

28
(再・廃)

グローブボックス、操作ボック
ス、気送箱、サンプリングベン
チ、フード、オープンポートボッ
クス

閉じ込め機能（DB/SA）
臨界防止機能（DB）

グローブボックス
閉じ込め機能（DB）
臨界防止機能（DB）

製品製造機能
製品検査機能　等

核燃料物質等取扱機能

30
(再・廃)

変圧器 電源供給機能 変圧器 変圧器 電源供給機能（DB/SA） －

29
(MOX)

核物質等取扱ボックス 核燃料物質等取扱機能
グローブボックス、フード、オー
プンポートボックス

グローブボックス

29
(再・廃)

核物質等取扱ボックス

－

－ －
廃棄機能（DB）
臨界防止機能（DB）
火災・爆発防止機能（DB）

－

－

外蓋着脱装置、予備混合装
置、一次混合装置、均一化混
合装置、造粒装置、プレス装
置、研削装置、汚染検査装
置、燃料集合体組立装置　等

機械装置

運搬・搬送機能
製品製造機能
廃棄物処理機能
検査機能

－

溶接機、脱湿装置、充てん装
置、気流輸送装置、連結フィン
ガー、サンプリング装置、CB・
BP切断装置、排出器、充填ノ
ズル、粉砕機、供給機、脱硝
皿取扱装置、混合器、圧縮減
容装置、焼却装置、純水装
置、圧縮成型装置、熱分解装
置、燃焼装置、接続器、投入
機、重量測定装置、閉じ込め
検査装置

臨界防止機能（DB）
落下・転倒防止機能（DB）

130



仕様表展開表

13

仕様情報（外部火災）

施設分類
機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備
関係する主な安全機能

（小項目）
構造分類
（小項目）

要求種別 検査項目

名
称

配
管
番
号

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
え
い
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

回
転
速
度

起
動
時
間

出
口
の
圧
力

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（計装、放管系）

仕様情報
（電気系）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ○

機能要求 機能・性能検査 ● ● ● ● ○

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ○

機能要求 機能・性能検査 ● ● ● ● ○

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査

31
(MOX)

受電開閉設備用遮断器 電源供給機能 ― ― ― － － －

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

32
(MOX)

電源盤 電源供給機能 ― ― ― － － －

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

34
(MOX)

無停電電源装置 電源供給機能 ― ― ― － － －

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

35 電力貯蔵装置 電源供給機能
再）充電器盤、蓄電池

MOX）直流電源設備

再）充電器盤、蓄電池（常用・
非常用）

－

再）無停電電源装置（常用・非
常用）

－

充電器盤、蓄電池（常用・非常
用）

33 発電機 電源供給（発電）機能

再）同期発電機、ディーゼル機
関

MOX）非常用ガスタービン発
電機

再・MOX）可搬型発電機

電源供給機能（DB/SA）

34 無停電電源装置 電源供給機能
再）無停電電源装置、無停電
交流主分電盤

再）電源盤（常用・非常用・運
転予備用）、可搬型分電盤、
可搬型電源ケーブル

電源供給機能（DB/SA）

－

－

31 受電開閉設備用遮断器 電源供給機能 再）遮断器 再）遮断器

電源供給（発電）機能
（DB/SA）

32 電源盤 電源供給機能
再）パワーセンタ、メタクラ、コ
ントロールセンタ、分電盤、電
源盤

電源供給機能（DB/SA）

－電源供給機能（DB/SA）

31
(再・廃)

受電開閉設備用遮断器 電源供給機能 遮断器 遮断器 電源供給機能（DB/SA） －

－

充電器盤、蓄電池 電源供給機能（DB/SA）

電源供給機能 直流電源設備 ― 電源供給機能（DB/SA）電力貯蔵装置

無停電電源装置、無停電交流
主分電盤

無停電電源装置（常用・非常
用）

電源供給機能（DB/SA）

可搬型発電機
電源供給（発電）機能
（DB/SA）

33
（MOX）

非常用ガスタービン発電機

32
(再・廃)

電源盤 電源供給機能
パワーセンタ、メタクラ、コント
ロールセンタ、分電盤、電源盤

電源盤（常用・非常用・運転予
備用）、可搬型分電盤、可搬
型電源ケーブル

電源供給機能（DB/SA）

発電機 電源供給（発電）機能

－

同期発電機、ディーゼル機関 可搬型発電機
電源供給（発電）機能
（DB/SA）

－

－

－

－

33
(再・廃)

発電機 電源供給（発電）機能

無停電電源装置 電源供給機能
34

(再・廃)

35
(再・廃)

電力貯蔵装置 電源供給機能

35
(MOX)
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仕様情報（外部火災）

施設分類
機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備
関係する主な安全機能

（小項目）
構造分類
（小項目）

要求種別 検査項目

名
称

配
管
番
号

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
え
い
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

回
転
速
度

起
動
時
間

出
口
の
圧
力

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（計装、放管系）

仕様情報
（電気系）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 材料検査

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 材料検査

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

37
(MOX)

保守設備 保守機能 － － － － － －

37 保守設備 保守機能
再）レンガ回収治具、負圧維
持治具、メルタ用シャッター

－
閉じ込め機能（DB）
保守機能（DB）

36 計測機能（DB/SA）

再）可搬型計器、常設計器、空冷
ユニット、可搬型カメラ、可搬型情
報収集装置、可搬型情報表示装
置、可搬型酸素・窒素・二酸化炭
素濃度計、サーベイメータ、可搬
型ダスト・よう素サンプラ、主排気
筒排気モニタ、モニタリングポス
ト、北換気筒排気モニタ、可搬型
ガスモニタ、可搬型線量計、放射
能測定装置（常設・可搬）、核種分
析装置（常設・可搬）、可搬型トリ
チウム測定装置、放射能観測車、
可搬型気象観測設備、監視測定
用運搬車

MOX）可搬型ダンパ出口風速計、
可搬型ダストサンプラ、アルファ・
ベータ線用サーベイメータ、ガンマ
線エリアモニタ、中性子線エリアモ
ニタ、アルファ線ダストモニタ、ダ
ストモニタ、モニタリングポスト、排
気モニタ、放射能測定装置、放射

－

計測機能（DB/SA）
警報機能(DB)

計測制御系、エリアモニタ、ダ
ストモニタ、臨界警報装置、排
水モニタ、モニタリングポスト、
ガスモニタ、サーベイメータ、
放射能観測車、核種分析装
置、放射能測定装置

可搬型ダンパ出口風速計、可搬
型ダストサンプラ、アルファ・ベー
タ線用サーベイメータ、ガンマ線エ
リアモニタ、中性子線エリアモニ
タ、アルファ線ダストモニタ、ダスト
モニタ、モニタリングポスト、排気
モニタ、放射能測定装置、放射能
観測車、可搬型線量率計、可搬
型ダストモニタ　等

保守機能
レンガ回収治具、負圧維持治
具、メルタ用シャッター

－
閉じ込め機能（DB）
保守機能（DB）

モニタリングポスト、排気モニ
タ、臨界検知用ガスモニタ、過
加熱防止回路、排ガス処理装
置の補助排風機の回路、グ
ローブボックス排風機の回
路、グローブボックス温度監視
装置、混合ガス水素濃度高に
よる混合ガス供給停止回路

37
(再・廃)

保守設備

計測機能（DB/SA）

計装／放管設備 パラメータ計測機能

再）計測制御系、エリアモニ
タ、ダストモニタ、臨界警報装
置、排水モニタ、モニタリング
ポスト、ガスモニタ、サーベイ
メータ、放射能観測車、核種分
析装置、放射能測定装置

MOX）モニタリングポスト、排
気モニタ、臨界検知用ガスモ
ニタ、過加熱防止回路、排ガ
ス処理装置の補助排風機の
回路、グローブボックス排風機
の回路、グローブボックス温度
監視装置、混合ガス水素濃度
高による混合ガス供給停止回
路

－

可搬型計器、常設計器、空冷ユ
ニット、可搬型カメラ、可搬型情報
収集装置、可搬型情報表示装
置、可搬型酸素・窒素・二酸化炭
素濃度計、サーベイメータ、可搬
型ダスト・よう素サンプラ、主排気
筒排気モニタ、モニタリングポス
ト、北換気筒排気モニタ、可搬型
ガスモニタ、可搬型線量計、放射
能測定装置（常設・可搬）、核種分
析装置（常設・可搬）、可搬型トリ
チウム測定装置、放射能観測車、
可搬型気象観測設備、監視測定
用運搬車

－

－

－
36

(MOX)
計装／放管設備 パラメータ計測機能

36
(再・廃)

計装／放管設備 パラメータ計測機能
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設計条件情報(閉じ込め)

漏
え
い
率

種
類

出
力
・
容
量

回
転
数

回
転
速
度

個
数

取
付
箇
所

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● － ● － － － － － ● － － － ● － － － － ● － － － ● ● － － －

機能・性能検査 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ● － － － － － － －

耐圧・漏えい検査 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

寸法検査 － － － － － － － － － － － － － － － － － ● － － － － － － － － － －

材料検査 － － － － － － － － － － － － － － － － － － ● － － － － － － － － －

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● － ● － ● ● ● － － ● － － － － ● － － － ● ● － － －

機能・性能検査 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ● － － － － － － －

耐圧・漏えい検査 － － － － － － － － － － － － － ● － － － － － － － － － － － － － －

寸法検査 － － － － － － ● － ● － － － － － － － － ● － － － － － － － － － －

材料検査 － － － － － － － － － － － － ● － － － － － ● － － － － － － － － －

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● － ● － ● － － － － ● － － － － ● － － － ● ● － － －

機能・性能検査 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ● ● ● － － － － －

耐圧・漏えい検査 － － － － － － － － － － － － － ● － － － － － － － － － － － － － －

寸法検査 － － － － － － ● － ● － － － － － － － － ● － － － － － － － － － －

材料検査 － － － － － － － － － － － － ● － － － － － ● － － － － － － － － －

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● － ● ● － ● － ● ● ● － － ● － － － － － － － － － － － － －

機能・性能検査 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

耐圧・漏えい検査 － － － － － － － － － － － － － ● － － － － － － － － － － － － － －

寸法検査 － － － － － － ● － ● － － － － － － － － ● － － － － － － － － － －

材料検査 － － － － － － － － － － － － ● － － － － － ● － － － － － － － － －

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● － ● － ● ● － － － ● － － － － ● － － － ● ● － － －

機能・性能検査 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ● － － － － － － －

耐圧・漏えい検査 － － － － － － － － － － － － － ● － － － － － － － － － － － － － －

寸法検査 － － － － － － ● － ● － － － － － － － － ● － － － － － － － － － －

材料検査 － － － － － － － － － － － － ● － － － － － ● － － － － － － － － －

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

容
量

（
設
計
熱
交
換
量
・
設
計
冷
却
空

気
流
量
・
処
理
能
力
等

）

全機種共通項目 設計条件情報

名
称

個
数

種
類
又
は
主
要
構
造

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値

）

最
高
使
用
温
度

機能要求

42 再処理特有機器 製品製錬機能 焙焼炉・還元炉 －
臨界防止機能（DB）
閉じ込め機能（DB）

機能要求

機能要求

41 再処理特有機器 製品製造機能 脱硝装置及び脱硝塔 －
臨界防止機能（DB）
閉じ込め機能（DB）

臨界防止機能（DB/SA）
閉じ込め機能（DB）
火災防止機能（DB） 機能要求

40 再処理特有機器 核分裂生成物分離機能 清澄機 －
臨界防止機能（DB/SA）
閉じ込め機能（DB）
火災防止機能（DB）

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

流
体
等
の
種
類

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

機能要求

39 再処理特有機器 使用済燃料溶解機能 溶解槽 溶解槽

38 再処理特有機器 使用済燃料せん断機能 せん断機 －
臨界防止機能（DB）
火災防止機能（DB）

伝
熱
面
積

仕様情報
（計装/放管）

主
要
材
料

（
機
器
構
造
・
遮
蔽
材
・
耐

火
材
等

）

原
動
機

発
信
器

油
圧
ユ
ニ

ッ
ト

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

最
高
使
用
圧
力

火
災
管
理

（
熱
的
又
は
化
学
的
制
限

値

）

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

（
機
器
構

造
・
遮
蔽
材
・
耐
火
材
等

）

施設分類
機種分類
（大項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備 関係する主な安全機能

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

分類

仕様表記載事項

仕様情報
（プロセス、機械ユーティリティ系）

要求種別 検査項目

●：既設工認記載項目

●：追加記載項目

－：該当無し
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設計条件情報(閉じ込め)

漏
え
い
率

種
類

出
力
・
容
量

回
転
数

回
転
速
度

個
数

取
付
箇
所

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

容
量

（
設
計
熱
交
換
量
・
設
計
冷
却
空

気
流
量
・
処
理
能
力
等

）

全機種共通項目 設計条件情報

名
称

個
数

種
類
又
は
主
要
構
造

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値

）

最
高
使
用
温
度

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

流
体
等
の
種
類

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

伝
熱
面
積

仕様情報
（計装/放管）

主
要
材
料

（
機
器
構
造
・
遮
蔽
材
・
耐

火
材
等

）

原
動
機

発
信
器

油
圧
ユ
ニ

ッ
ト

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

最
高
使
用
圧
力

火
災
管
理

（
熱
的
又
は
化
学
的
制
限

値

）

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

（
機
器
構

造
・
遮
蔽
材
・
耐
火
材
等

）

施設分類
機種分類
（大項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備 関係する主な安全機能

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

分類

仕様表記載事項

仕様情報
（プロセス、機械ユーティリティ系）

要求種別 検査項目

●：既設工認記載項目

●：追加記載項目

－：該当無し

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● － ● － ● － － － － － － － － － － － － － － － － － －

機能・性能検査 － － － － － － － － － － ● － － － － － － － － － － － － － － － － －

耐圧・漏えい検査 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

寸法検査 － － － － － － ● － ● － － － － － － － － ● － － － － － － － － － －

材料検査 － － － － － － － － － － － － － － － － － － ● － － － － － － － － －

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● － ● － － － － － － － － － － － － － － ● － － － ● ● － － －

機能・性能検査 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ● － － － － ● ● ●

耐圧・漏えい検査 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

寸法検査 － － － － － － － － － － － － － － － － － ● － － － － － － － － － －

材料検査 － － － － － － － － － － － － － － － － － － ● － － － － － － － － －

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● － － － － － － － ● ● － － － － － － － － － － － －

機能要求 機能・性能検査 － － － － － － － － － － － － － － － － ● － － － － － － － － － － －

機能要求 耐圧・漏えい検査 － － － － － － － － － － － － － ● － － － － － － － － － － － － － －

機能要求 寸法検査 － － － － － － － － － － － － － － ● － － ● － － － － － － － － － －

機能要求 材料検査 － － － － － － － － － － － － ● － － － － － ● － － － － － － － － －

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● － － － － － － － － － ● － － － － － － － － － － － － －

機能要求 機能・性能検査 － － － － － － － － － － － － － － － － ● － － － － － － － － － － －

機能要求 耐圧・漏えい検査 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

機能要求 寸法検査 － － － － － － － － － － － － － － ● － － ● － － － － － － － － － －

機能要求 材料検査 － － － － － － － － － － － － － － － － － － ● － － － － － － － － －

45 MOX特有機器 焼結機能 焼結装置、小規模焼結処理装置 －

閉じ込め機能（DB）
臨界防止機能（DB）
火災・爆発防止機能（DB）
落下・転倒防止機能（DB）

機能要求
44

廃棄物管理
特有機器

ガラス固化体検査機能 ガラス固化体検査装置 － 廃棄物受入れ機能（DB）

機能要求
43 再処理特有機器 ガラス固化体製造機能 ガラス溶融炉 －

閉じ込め機能（DB）
廃棄機能（DB）

46 MOX特有機器 乾燥機能 スタック乾燥装置 －
閉じ込め機能（DB）
臨界防止機能（DB）
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仕様表記載例（機種区分：建物・構築物（燃料加工建屋）） 

既認可の仕様表 仕様表案 様式－６，７等による要求事項の整理 

名 称 燃 料 加 工 建 屋 

設

計

条

件

耐 震 ク ラ ス B 

放 射 線 防 護 

(しゃへい) 

しゃへい設計の基準となる線量率を満足す

るものとする。 

航 空 機 に 対 す る 防 護 
航空機の衝突に対し，安全確保上支障がない

ように設計するものとする。 

支 持 地 盤 の 許 容 支 持 力 度 
長期：○MPa 

短期：○MPa 

設

計

仕

様

主 要 構 造 鉄筋コンクリート造 

主 要 寸 法 

南北方向：○m(外壁外面寸法) 

東西方向：○m(外壁外面寸法) 

階 数：地上2階，地下3階(一部中2階) 

高 さ：地上○m 

壁 厚 等：第1.-3表に示す。 

主 要 材 料 

鉄筋：JIS ○○○(鉄筋コンクリート用棒鋼)に

定める○及び○ 

コンクリート：○○○の規定による普通コンク

リート設計基準強度 Fc=○N/mm2

密度 ○3kg/m3以上 

添 付 図 

( 平 面 図 及 び 断 面 図 ) 第1.1-1図～第1.1-9図に示す。 

特 記 事 項 ① 管理区域内の汚染のおそれのある部屋の床

及び人が触れるおそれのある壁の表面は，除

染が容易で腐食し難い材料で仕上げる設計と

する。

(汚染防止に係る措置の範囲を第1.-2表に

示す。)

② 「建築基準法」の耐火建築物とする。

③ 原料受払室，粉末調整第1室等の部屋で構

成する区域の境界の構築物を安全上重要な

施設とする。(安全上重要な施設である構築

物の範囲を第1.-2表に示す。)

④ 臨界安全上必要がある場合には，中性子相

互干渉を考慮する貯蔵施設等の周囲に○cm以

上のコンクリートを配置し，核的に隔離する

設計とする。

注 1 対応する加工事業許可番号(日付)：平成 17･04･20 原第 18 号(平成 22 年 5月 13 日) 

注 2 本建屋が Bクラスのしゃへい壁を有していることを示す。また，本建屋は Bクラスのしゃへい壁を有

していることから，Bクラスの施設に適用される地震力に耐えるように設計する。なお，本建屋は，Sク

ラスの設備・機器を設置するため，基準地震動 Ss で間接支持構造物としての支持機能が維持されている

ことの確認を行う。

*1：記載の適正化。既設工認には「主要構造」と記載。

*2：燃料加工建屋は、再処理施設と一部共用する。

*3：燃料加工建屋は、MOX 燃料加工施設にて設備登録を行っている。

*4：公称値を示す。

*5：記載内容は，平成 22 年 10 月 22 日付け平成 22･05･21 原第 9号にて認可を受けた設工認申請書の「別添

イ．建物 1.燃料加工建屋(その 1)及び貯蔵容器搬送用洞道 (5)工事の方法」において記載したマンメイド

ロックの強度による。

*6：記載内容は，平成 25 年 2月 28 日付け原管研収第 121116001 号にて認可を受けた設工認申請書の添付書類

「Ⅲ-2-1-1-2 燃料加工建屋の耐震計算書 図面リスト  第 14 図(1)燃料加工建屋 断面壁断面リストから

第 14 図(6)燃料加工建屋  断面壁断面リスト」及び添付書類「Ⅴ 添付-1-2-1 燃料加工建屋の航空機に対

する防護計算書 図面リスト 第 1図 燃料加工建屋 防護壁断面リストから第 4図 燃料加工建屋 防護ス

ラブ断面リスト」による。

*7：原料受払室，粉末調整第 1室等の部屋で構成する区域の境界の構築物を安全上重要な施設の工程室とす

る。(安全上重要な施設の工程室である構築物の範囲を第 1.-1 表に示す。)

*8：遮蔽上必要な壁厚等については，第 1.-2 表に示す。

 

変 更 前 変 更 後 

名 称 － 燃 料 加 工 建 屋*5 燃 料 加 工 建 屋*2*3

(再処理施設と共用) 

種類（主要構造）＊1 
－ 

上部構造：○○○ 

基礎：○○○ 
変更なし 

支持地盤の許容支持力度 MPa 長期：〇 短期：〇 ― 

支持地盤の極限支持力度 MPa ― 〇 

マンメイドロックの強度 MPa 〇*5 

変更なし 主

要

寸

法 

外壁外面寸法 

(南北方向) 
m ○○○*4

外壁外面寸法 

(東西方向) 
m ○○○*4

高 さ m ○○○*4 ○○○*4

階 数 － 地上2階，地下3階(一部中2階) 変更なし 

壁

厚

等
*8

東壁 m 〇〇～〇〇*4*6 〇〇～〇〇*4 

西壁 m 〇〇～〇〇*4*6 〇〇～〇〇*4 

南壁 m 〇〇～〇〇*4*6 〇〇～〇〇*4 

北壁 m 〇〇～〇〇*4*6 〇〇～〇〇*4 

床・天井 m 〇〇～〇〇*4*6 〇〇～〇〇*4 

主 要 材 料 － 

鉄筋：JIS ○○○(鉄筋コンクリート

用棒鋼)に定める○及び○ 

コンクリート：○○○の規定による普

通コンクリート設計基

準強度 ○N/mm2

密度 ○3kg/m3以上 

変更なし 

個 数 － １ 

【様式-6,7 の整理により機能要求②としたもの】 

技術基
準 

機能要求② 主な仕様 
（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第四条 
核燃料
物質の

臨界防
止 

複数ユニットの
臨界安全 

【手段：設備】 
ｂ．複数ユニットの設定 
単一ユニット相互間は，十分な厚

さのコンクリート等の設置又は単
一ユニット相互間の距離を確保す
ることにより，核的に安全な配置 

中性子相互干渉を
考慮する貯蔵施設
等の周囲に○cm

以上のコンクリー
トを配置

第六条
地震に
よる損

傷の防
止 

安全機能を有す
る施設の耐震設
計 

【手段：評価】 
(１)耐震重要度に応じた地震力に
十分耐えることができる設計

主要寸法(壁厚さ) 
材料 

基準地震動に対
する耐震重要施

設の耐震設計 

【手段：評価】 
(２)基準地震動による地震力に対

してその安全機能が損なわれるお
それがない設計 

第八条 
外部か
らの衝

撃によ
る損傷
の防止 

竜巻防護に関す
る設計 

【手段：設備】 
・設計荷重（竜巻）に対して機械
的強度を有する設計

主要寸法(壁厚さ) 
材料 

火山防護に関す
る設計 

【手段：設備】 
・設計荷重（火山）に対して安全
余裕を有する設計

航空機防護の方
法について 

【手段：設備】 
建物の外壁及び屋根により建物全

体を適切に保護 

主要寸法(壁厚さ) 
材料 

外部からの衝撃
による損傷の防

止(その他) 

【手段：設備】 
機械的強度を有する設計 

主要寸法(壁厚さ) 
材料 

第二十

二条 
遮蔽 

直接線、スカイ

シャイン線に対
する設計方針

【手段：設備】 

遮蔽体の設置 

主要寸法(壁厚さ) 

材料 

基準線量率に対

する設計方針 

【手段：設備】 

遮蔽体の設置 

主要寸法(壁厚さ) 

材料 

第三十
条 
重大事

故等対
処設備 

地震を要因とす
る重大事故等に
対する施設の耐

震設計の基本方
針 

【手段：設備】 
基準地震動を 1.2 倍した地震力に
対して，必要な機能が損なわれな

い設計 

主要寸法(壁厚さ) 
材料 

 

 

 

（注）加工施設においては、事業許可との整合性及び様式-6,7 を踏ま

え、既認可の仕様表に追加が必要な情報を仕様表に追加する。 

発電炉を参考に、強度に対する仕様として仕様表には耐震壁、航

空機防護上の壁・スラブ、工程室の S クラスの壁・床の最小壁厚と

最大壁厚を記載する。 

遮蔽要求のある壁厚等については第 1.-2 表として、しゃへい扉、

しゃへい蓋と併せて、遮蔽上の設計確認値と公称値を記載する。 

主要設備リストで

展開。 
基本設計方針で

展開。 

閉じ込めの基本設

計方針で展開。 

臨界の基本設計方針及び複数

ユニット評価を踏まえて単一ユ

ニットの仕様表にて展開。

耐震の基本設計方針、添付書

類（重要度分類）で展開。 

別紙-2(3)
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既認可の仕様表 仕様表案 様式－６，７等による要求事項の整理 

第 1.-2 表 燃料加工建屋と貯蔵容器搬送用洞道の汚染防止に係る措置の範囲， 

安全上重要な施設である構築物の範囲及びしゃへい設計の基準となる線量率 

階
数 

部屋 
番号 

部屋名称 
汚染防止

に 
係る措置 

安全上重
要な施設
である構
築物 

しゃへい
設計の基
準となる
線量率 

(μSv/h) 

地

下

3

階 

101 原料受払室前室 ○ ○ ○ 

102 原料受払室 ○ ○ ○ 

103 貯蔵容器一時保管室 ○ － ○ 

104 貯蔵容器受入第2室 ○ － ○ 

105 北第1制御盤室 ○ － ○ 

106 北エレベータ ○ － ○ 

… … … … … … 
第 1.-3 表 燃料加工建屋の壁厚等の主要寸法及び材料 

添付図 主要寸法(m) 材料 

第1.1-1図 

<1> ○○ ○○ 

<2> ○○ ○○ 

<3> ○○ ○○ 

<4> ○○ ○○ 

<5> ○○ ○○ 

<6> ○○ ○○ 

<7> ○○ ○○ 

<8> ○○ ○○ 

… … … 

 
名 称 し ゃ へ い 蓋<H1> 

設
計
条

件 

耐 震 ク ラ ス ― 
放 射 線 防 護 

(しゃへい) 
しゃへい設計の基準となる線量率を満足するも

のとする。 

設

計

仕

様 

個 数 〇 
構 造 の 種 類 本体：○○ 
主 要 寸 法 厚さ：第1.-6表に示す。 

主 要 材 料 
○○○○○○ 

密度 〇kg/m3以上 

添 付 図 
(平面図及び断面図) 

第1.1-2図及び第1.1-13図に示す。 
しゃへい蓋番号は，<H1> 

特 記 事 項 － 
注 1 対応する加工事業許可番号(日付)：平成 17･04･20 原第 18 号(平成 22 年 5月 13 日)  

注 2 しゃへい蓋は，開閉のため繰り返し取り扱うことから，コンクリート保護のためステンレス鋼により

被覆する。 

第1.-6表 燃料加工建屋のしゃへい蓋のしゃへい厚及び材料 

添付図 
しゃへい厚

(mm) 
材料 

隣接部屋番号 

線源室 線源室外 

第1.1-13図 <H1> ○○ ○○ 
103 

(貯蔵容器一時保管室) 

202 

(貯蔵容器受入第1室) 
 

第 1.-1 表 燃料加工建屋の安全上重要な施設である構築物の範囲 

階
数 

変更前 変更後 

部
屋 
番
号 

部屋名称 
汚染防止
に係る措

置 

安全上
重要な
施設で
ある構
築物 

部屋 
番号 

部屋 
名称 

汚染防
止に係
る措置 

安全上
重要な
施設で
ある構
築物 

地

下

3

階 

101 原料受払室前室 ○ ○ 

変更なし 

102 原料受払室 ○ ○ 

103 貯蔵容器一時保管室 ○ － 

104 貯蔵容器受入第2室 ○ － 

105 北第1制御盤室 ○ － 

106 北エレベータ ○ － 

… … … … … 
 
 
 
 

第 1.-2 表 燃料加工建屋の壁厚等の主要寸法及び材料 

 変更前 変更後 

添付書類 主要寸法(m) 材料 主要寸法(m) *1 材料 

第〇図*3 

<1> ○○(○○*1) ○○ 

(密度〇kg/m3以上) 

変更なし 

<2> ○○(○○*1) 

<3> ○○(○○*1) 

<4> ○○(○○*1) 

<5> ○○(○○*1) 

<6> ○○(○○*1) 

<7> ○○(○○*1) 

<8> ○○(○○*1) 

… … … … … 

<H1*2> ○○(○○) 
○○ 

(密度〇kg/m3以上) 
変更なし 

  

*1：公称値を示す。 

*2：しゃへい蓋<H1>を〇基設置する。また，しゃへい蓋は，開閉のため繰り返し取り扱うことから，コンク

リート保護のためステンレス鋼により被覆する。 

*3：添付書類Ⅴ Ⅴ-2-2-1 燃料加工建屋の平面図及び断面図の図面番号に対応する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第 1.-2 表は、壁厚さは遮蔽上期待する壁厚さを記載する。 
また、しゃへい扉＜D(番号)＞、しゃへい蓋＜H(番号)＞も
示す。 

遮蔽の添付書類で展開 

平面図、構造図 

で展開 

基本設計方針で

展開。 
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既認可の仕様表 仕様表案 様式－６，７等による要求事項の整理 

対応する既認可の仕様表は該当なし 

変更前 変更後 

名称 

種

類 

主要

寸法 

(mm) 

材

料 

名称 

種類 

主要 

寸法 

(mm) 

材料 

火災

区域

名称 

区分 番号 
火災区

域名称 
区分 番号 

－ 

○○室 火災区域 ○○ 壁 〇以上 
鉄筋コン

クリート 

○○室 火災区域 ○○ 壁 〇以上 
鉄筋コン

クリート 

○○室 火災区域 ○○ 壁 〇以上 
鉄筋コン

クリート 

○○室 火災区域 ○○ 壁 〇以上 
鉄筋コン

クリート 

○○室 火災区域 ○○ 壁 〇以上 
鉄筋コン

クリート 

○○室 火災区域 ○○ 壁 〇以上 
鉄筋コン

クリート 
 

【様式-6,7 の整理により機能要求②としたもの】 

技術基
準 

機能要求② 主な仕様 
（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第十一

条 
火災等
による

損傷の
防止 

安全機能を有す

る施設への可能
な限り不燃性又
は難燃性の材料

を使用、必要に
応じて防火壁の
設置及びその他

の防護措置 

【手段：設備】 

３時間以上の耐火能力を有する耐
火壁の設置 

3 時間耐火に設計

上必要な〇mm 以
上の壁厚を有する
コンクリート壁の

設置 
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仕様表記載例（機種：冷却塔／冷凍機（安全冷却水 B冷却塔）） 

既認可の仕様表 仕様表案 様式－６，７等による要求事項の整理 

 

 

 

 

 

名称 
－ 

安全冷却水 B冷却塔 

（機器番号） 

種類 － 〇〇 

設
計
条
件 

機器の種類 － 〇〇 

耐震クラス － 〇〇 

航空機に対する防護 
－ 

航空機の衝突に対し，～

～分離配置する。 

流体の種類 － 〇〇 

冷
却
塔 

容量（設計熱交換量） MW/個 〇〇 

最高使用圧力 MPa 〇〇 

最高使用温度 ℃ 〇〇 

伝熱面積（フィン外表面） m２/個 〇〇 

仕
様 

主要寸法 

全長 mm 〇〇 

全幅 mm 〇〇 

全高 mm 〇〇 

主要材料 
伝熱管（内管） － 〇〇 

ヘッダー － 〇〇 

個数 － 〇〇 

特記事項 

 

本設備は，非常用所内電源系統に

接続する。 

 

 
 

  変更前 変更後 

名称 － 

安全冷却水B冷

却塔（機器番

号） 

 

種類 － 
基礎：〇〇 

冷却塔：〇〇 
 

支持地盤の許容支持力度 
MPa 

長期：〇 

短期：〇 
― 

支持地盤の極限支持力度 MPa ― 〇 

マンメイドロックの強度 N/mm2 〇  

設

計

条

件 

機器の種類    

流体の種類 － 〇〇  

冷
却
塔 

容量 
設計熱交換量 MW／個 〇〇*1  

設計冷却空気流量 kg／h ○○*1  

最高使用圧力 MPa 〇〇  

最高使用温度 ℃ 〇〇  

伝熱面積（伝熱管及びフィン

外表面）*2 
m2／個 〇〇*1 

 

仕 

様 

主要 

寸法 

全長 ㎜ 〇〇*1  

全幅 ㎜ 〇〇*1  

全高 ㎜ 〇〇*1  

主要 

材料 

伝熱管（内管） － 〇〇  

フィン － 〇〇*3  

ヘッダー － 〇〇  

耐火 

被膜 

種類  － 耐火塗料*4 

厚さ mm  ○以上 

原動機 
種類 － 〇〇  

出力 kW/個 〇〇  

ファン台数 台 〇〇  

個数 － 〇〇  

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － 〇〇*3  

設置床 － 〇〇*3  

溢水防護上の区画番号 － －  

溢水防護上の 

配慮が必要な高さ 
－ －  

化学薬品防護上の区画番号 － －  

化学薬品防護上の 

配慮が必要な高さ 
－ －  

 
 

【様式-6,7 の整理により機能要求②としたもの】 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第六条 
地震によ
る損傷の
防止 

耐震評価 【手段：評価】 
・施設の安全機能が喪
失した場合の影響の相
対的な程度に応じた地
震力に十分耐えること
ができる設計 

耐震評価における設備外
形 
主要寸法 
全長：○○mm 
全幅：○○mm 
全高：○○mm 

第八条 
外部から
の衝撃に
よる破損
防止（航
空機落
下） 

航空機墜落
火災発生時
の機能喪失
防止 

【手段：評価】 
・航空機墜落火災発生
時においても機能喪失
しないために耐火塗料
を塗布。 

航空機墜落火災に対する
防護 
 耐火塗料：○○mm 

第十二条 
溢水防護 

没水に対す
る機器の健
全性の確保 

【手段：評価】 
・没水の影響により、防
護すべき設備が機能を
喪失しないための設計 

溢水に対する考慮 
取付箇所（系統名（ライン
名）、設置床、溢水防護上
の区画番号、溢水防護上
の配慮が必要な高さ） 

第十三条 
化学薬品
防護 

没液に対す
る機器の健
全性の確保 

【手段：評価】 
・没液の影響により、防
護すべき設備が機能を
喪失しないための設計 

化学薬品漏えいに対する
考慮 
取付箇所（系統名（ライン
名）、設置床、化学薬品防
護上の区画番号、化学薬
品防護上の配慮が必要な
高さ） 

第十七条 
材料及び
構造 

設計条件に
おける座屈 

【手段：設備】 
・設計上定める条件に
おいて、座屈が生じな
い設計 

使用条件に対する材料強
度確保（耐圧強度（耐食
性含む）） 
主要材料： 
伝熱管（内菅）：○○ 
フィン：○○ 
ヘッダー：○○ 

適切な耐圧
試験又は漏
えい試験 

【手段：試験】 
・適切な耐圧試験又は
漏えい試験を行ったと
き、これに耐え、か
つ、著しい漏えいがな
い設計 

使用条件に対する設計 
最高使用圧力：○○MPa 
最高使用温度：○○℃ 
 

第十九条 
使用済燃
料貯蔵 

使用済燃料
の崩壊熱除
去機能 

【手段：設備】 
・1系列運転でも燃料
貯蔵プール水温を 65℃
以下に保ち、2系列運
転の場合は燃料貯蔵プ
ールの水温を 50℃以下
に維持する設計 

安全冷却水系冷却塔の冷
却能力 
容量（設計熱交換量）：
○MW／個 
容量（設計熱交換風
量）：○m3／s 
伝熱面積：○m２／個 
原動機：〇〇 
ファン台数：〇〇 

 

  
当該機器分類については、上記により溢水防護/化学薬

品防護に係る要求事項が追加となることから、仕様表

記載項目に追加 

主要設備リストで

展開。 分離配置は配置

図で示す。 

基本設計方針で展開。 

注記記載から仕様表

記載項目に見直し。 
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（つづき） 

既認可の仕様表 仕様表案 様式－６，７等による要求事項の整理 

 

 

注記：１）：単位は（kcal/h/個） 
   ２）：単位は（kg/cm2） 

３）：安全冷却水 A冷却塔は，前処理建屋の屋上に据え付ける。 
   安全冷却水 B冷却塔は，鉄筋コンクリート造りの基礎上に据え付ける。 
４）：安全冷却水 B冷却塔基礎の主要寸法は，以下とする。 
    南北方向：○m（外壁外面寸法） 
    東西方向：○m（外壁外面寸法） 
    厚  さ：○m 
５）：安全冷却水 B冷却塔基礎の主要材料は，以下とする。 
    鉄筋：JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）に定める SD345 
    コンクリート：JASS5 の規定による普通コンクリート 
           設計基準強度 ○N/㎜ 2（○kgf/cm2） 
    マンメイドロック（コンクリート）：設計基準強度 ○N/㎜ 2（○

kgf/cm2） 
６）：安全冷却水 B 冷却塔基礎の支持地盤の許容支持力度は，鷹架層の許容

支持力度として，重要な建物・構築物ごとに定まる値の最小値とし，長
期：○MPa（○kgf/cm2），短期：○MPa（○kgf/cm2）とする。 

７）：安全冷却水 B 冷却塔基礎は，As クラスの設備を設置しているため，基
準地震動 S1 及び S2 で間接支持構造物としての支持機能が維持されて
いることの確認を行う。 

 
 

注記：*1 公称値を示す。 

    *2 記載の適正化を行う。既設工認には「伝熱面積（フィン外表面）」と

記載。 

   *3 既設工認の仕様表に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容

は設計図書による。 

   *4 航空機墜落による火災により熱影響がある支持架構の柱等に耐火塗装

を施す。 

 

 
 

 

主要設備リスト

で展開。 

旧単位系記載のため、SI 単位系表

記に統一することに伴い適正化。 

基礎については、

構造図で示す。 

支持地盤の許容支持力度及びマンメイドロックの

設計基準強度については、仕様表に記載。 
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仕様表記載例（機種：建物・構築物（飛来物防護ネット）） 

既認可の仕様表 仕様表案 様式－６，７等による要求事項の整理 

 

 

（新規設備のため、該当する仕様表なし） 
 

 

 

 

 

注記：*1 飛来物防護ネットは杭基礎を介して鷹架層に支持する。 

*2 公称値を示す。 

*3 航空機墜落による火災により熱影響がある指示架構の柱等に耐火塗装

を施す。    

 変更前 変更後 

名称 －  
○○の飛来物防護ネ

ット 

種類 －  
防護ネット：○○ 

基礎：杭基礎*1 

支持地盤 －  鷹架層*1 

杭の強度 N/mm2  〇〇 

主
要
寸
法 

防護 

ネット 

線径 mm  ○○*2 

網目 mm  ○○*2 

防護板 厚さ mm  ○○*2 

支持 

架構 

たて mm  ○○*2 

横 mm  ○○*2 

高さ mm  ○○*2 

主
要
材
料 

ネット －  ○○ 

防護板 －  ○○ 

支持架構 －  ○○ 

耐
火
被
膜 

種類 －  耐火塗料*3 

厚さ mm  ○以上 

基数 式  ○式 

 
 

【様式-6,7 の整理により機能要求②としたもの】 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 
様式-6 様式-7 

第六条 
地震による損傷
の防止 

耐震評価 【手段：評価】 
・施設の安全機
能が喪失した場
合の影響の相対
的な程度に応じ
た地震力に十分
耐えることがで
きる設計 

耐震評価における設備外
形 
主要寸法： 

たて ○○ 

横  ○○ 

高さ ○○ 

第八条 
外部からの衝撃
による損傷の防
止（竜巻） 

設計飛来物
の貫通を防
止する設計 

【手段：評価】 
・飛来物防護ネ
ットは、設計飛
来物の通過を防
止する設計とす
る。 

設計飛来物の通過防止 
主要寸法： 
ネットの線径 ○○ 
    網目 ○○ 

主要材料：○○ 

【手段：設備】 
・竜巻防護対策
設備は飛来物防
護板及び飛来物
防護ネットで構
成する。 

竜巻防護設備の構成 
主要材料； 
 飛来物防護板 ○○ 
 飛来物防護ネット 
  ネット  ○○ 
  支持架構 ○○ 

【手段：評価】 
・飛来物防護板
は、設計飛来物
の衝突に際し、
飛来物防護板の
貫通を防止する
設計とする。 

設計飛来物の貫通防止 
主要寸法： 
防護板：厚さ ○○ 
主要材料：○○ 

第八条 
外部からの衝撃
による破損防止
（航空機落下） 

航空機墜落
火災発生時
の機能喪失
防止 

【手段：評価】 
・航空機墜落火
災発生時におい
ても機能喪失し
ないために耐火
塗料を塗布。 

航空機墜落火災に対する
防護 
 耐火塗料：○○mm 
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仕様表記載例（機種：主配管（配管）） 

既認可の仕様表 仕様表案 様式－６，７等による要求事項の整理 

注記 1）：単位は（kg／cm２） 

  2）：本設備は，Bクラスであるが，Aクラスの可溶性中性子吸収材緊急供給

系の支援機能を持つため，構造強度上基準地震動 S1による確認を行

う。 

  3）：本配管上の弁により耐震クラスが区分され，弁以降は Cクラスである。 

  4）：配管には保温材を使用し，それ以外の配管には保温材は使用していな

い。 

 

 

変
更

後
 

配
管

番
号

 

○
○

２
）
 

○
○

 

○
○

２
）
 

注
記
：
１
）
 
公
称
値
を
示
す
。
 

 
 
 
２
）
 
本
配
管
に
は
保
温
材
を
使
用
す
る

。
 

材
料

 

○
○

 

○
○

 

○
○

 

厚
さ

(
m
m
)
 

○
○

１
）
 

○
○

１
）
 

○
○

１
）
 

外
径

 

(
m
m
)
 

○
○

１
）
 

○
○

１
）
 

○
○

１
）
 

最
高

使
 

用
温

度
 

(
℃

)
 

○
○

 

○
○

 

○
○

 

最
高

使
 

用
圧

力
 

(
M
P
a
)
 

○
○

 

○
○

 

○
○

 

流
体
の

 

種
類

 

○
○

 

○
○

 

○
○

 

名
称

 

○
○

 

～
 

○
○

 

入
口
(
Z
r
側
)
 

異
材
接
合
部
 

出
口
(
S
U
S
側
)
 

内
菅
 

外
管
 

○
○

 

～
 

○
○

 

○
○

 

～
 

○
○

 

○ ○ 系 
変

更
前

 

配
管

番
号

 

○
○

２
）
 

○
○

 

○
○

２
）
 

材
料

 

○
○

 

○
○

 

○
○

 

厚
さ

 

(
m
m
)
 

○
○

１
）
 

○
○

１
）
 

○
○

１
）
 

外
径

 

(
m
m
)
 

○
○

１
）
 

○
○

１
）
 

○
○

１
）
 

最
高

使
 

用
温

度
 

(
℃

)
 

○
○

 

○
○

 

○
○

 

最
高

使

用
圧

力
 

(
M
P
a
)
 

○
○

 

○
○

 

○
○

 

流
体

の
 

種
類

 

○
○

 

○
○

 

○
○

 

名
称

 

○
○

 

～
 

○
○

 

入
口
(
Z
r
側
)
 

異
材
接
合
部
 

出
口
(
S
U
S
側
)
 

内
菅
 

外
管
 

○
○

 

～
 

○
○

 

○
○

 

～
 

○
○

 

○ ○ 系 
 

 

【様式-6,7 の整理により機能要求②としたもの】 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第八条 
外部から
の衝撃に
よる破損
防止（凍
結） 

凍結防止対
策 

【手段：設備】 
・凍結のおそれのある
ものに対して保温等の
凍結防止対策を行う設
計。 

凍結防止対策 
 保温材の設置 

第十五条 
材料及び
構造 

設計条件に
おける座屈 

【手段：設備】 
・設計上定める条件に
おいて、座屈が生じな
い設計 

使用条件に対する材料強
度確保（耐圧強度（耐食
性含む）） 
外径：○○mm 
厚さ：○○mm 
主要材料：○○ 

適切な耐圧
試験又は漏
えい試験 

【手段：試験】 
・適切な耐圧試験又は
漏えい試験を行ったと
き、これに耐え、か
つ、著しい漏えいがな
い設計 

使用条件に対する設計 
最高使用圧力：○○MPa 
最高使用温度：○○℃ 
 

 

 

主要設備リスト

で示す。 配管の通過部屋は

系統図で示す。 

旧単位系記載の

ため、SI 単位系表

記に統一すること

に伴い適正化。 

 

主要設備リストで示す。 

 

141



仕様表記載例（機種：容器（環状型・円筒型・板状型・角柱型））

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 

 
 
 

変更前 変更後 

名  称 － ○○ 

種  類 － ○○ 

設
計
条
件 

核的制限値･最大内径･加
熱部 

mm ○○ 

容量 

容 量 m3／個 ○○ 

処 理 容 量 m3／h／個 ○○ 

設計熱交換量 kW／個 ○○ 

管側 
最高使用圧力 MPa ○○*2

最高使用温度 ℃ ○○*2

胴側 
最高使用圧力 MPa ○○*2

最高使用温度 ℃ ○○*2

伝  熱  面  積 m2／個 ○○ 

主要設備リストで

展開。 

工程情報を示す項目であ

り、設備仕様に直接関係し

ない項目であるため、仕様

表に記載しない。 

○重大事故時の値を示す必要がある場合は、注記に重大事故時の
値である旨を記載する。（最高使用圧力／最高使用温度）。
○設計条件として記載が必要な設備について、単位および容量を
記載する。
○主要寸法については設備の構造に応じて必要な箇所の情報を記
載する。
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既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

 （つづき） 

仕 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

様 

加 
 
 

 
 

熱 
 
 

 
 

部 

主 
 

要 
 

寸 
 

法 

管
側 

胴 内 径 mm ○○*1  

胴 板 厚 さ mm ○○*1  

鏡 板 厚 さ mm ○○*1  

胴
側 

胴 内 径 mm ○○*1  

胴 板 厚 さ mm ○○*1  

ベローズ厚さ mm ○○*1  

管
板 

管板厚さ mm ○○*1  

胴板厚さ mm ○○*1  

伝 熱 管 外 径 mm ○○*1  

伝 熱 管 厚 さ mm ○○*1  

全 高 mm ○○*1  

主 

要 

材 

料 

管
側 

円 す い 胴 板 － ○○  

鏡 板 － ○○  

胴
側 

胴 板 － ○○  

ベ ロ ー ズ － ○○  

管 板 － ○○  

伝 熱 管 － ○○  

個 数 － ○○  

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － － ○○ 

設置床 － － ○○ 

溢水防護上の区画番号 － － ○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ － － ○○ 

化学薬品防護上の区画番号 － － ○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な

高さ 
－ － ○○ 

 

注記：*1 公称値を示す。 

   *2 重大事故時等における使用時の値を示す。 

 

 

添付書類に位置付けを変

更したため、記載を削除 
基本設計方針に展開 

旧単位系記載のため、SI 単位系表

記に統一することに伴い適正化。 

○主要寸法については設備の構造に応じて必要な箇所の情報を記
載する。 
○溢水、化学薬品影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
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仕様表記載例（機種：容器（塔型））

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 変更前 変更後 

名 称 － ○○  

種 類 － ○○  

設計
条件 

最 高 使 用 圧 力 MPa ○○*2  

最 高 使 用 温 度 ℃ ○○*2  

容 量 
m3/h/個
[normal] 

○○  

仕
様 

ルテニウム除去効率 ％ ○○以上  

主 

要 

寸 

法 

胴 内 径 mm ○○*1  

胴 板 厚 さ mm ○○*1  

鏡 板 厚 さ mm ○○*1  

平 板 厚 さ mm ○○*1  

全 高 mm ○○*1  

主
要
材
料 

胴 板 － ○○  

鏡 板 － ○○  

平 板 － ○○  

フ ラ ン ジ － ○○  

ろ 材 － ○○  

個数 － ○○  

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○  

設置床 － ○○  

溢水防護上の区画番号 － ○○  

溢水防護上の配慮が必要

な高さ 
－ ○○  

化学薬品防護上の区画番

号 
－ ○○  

化学薬品防護上の配慮が

必要な高さ 
－ ○○  

注記：*1 公称値を示す。 

   *2 重大事故時等における使用時の値を示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

主要設備リストで

展開。 

工程情報を示す項目であ

り、設備仕様に直接関係し

ない項目であるため、仕様

表に記載しない。 

添付書類に位置付けを変

更したため、記載を削除 

○重大事故時の値を示す必要がある場合は、注記に重大事故時の
値である旨を記載する。（最高使用圧力／最高使用温度）。 
○設計条件として記載が必要な設備について、単位および容量を
記載する。 
○主要寸法については設備の構造に応じて必要な箇所の情報を記
載する。 
○溢水、化学薬品影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
 

旧単位系記載のため、SI 単位系表

記に統一することに伴い適正化。 
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仕様表記載例（機種：容器（ライニング型））

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 
 
 
 
 
 
 

名       称 － 貯蔵プールＡ，Ｂ（0000-00） 

種       類 － ○○ 

設
計
条
件 

機器の種類 － ○○ 

耐震クラス － ○○ 

流体の種類 － ○○ 

仕
様 

主要

寸法 

たて ｍ ○○ 

横 ｍ ○○ 
深さ ｍ ○○ 

ライニング板厚さ mm ○○ 
主要材料（ライニング） － ○○ 

個数 － ○○ 

特記事項 

(1) 万一のプール水の漏洩に対し，漏え

い水を収集し，移送できるものとす

る。 

(2) 万一のハル・エンドピースドラムの

落下時にもプール水を保持できる

構造とし，ハル・エンドピースドラ

ム落下の可能性のない場所のみラ

イニング板厚さ○mm とする。 

(3) ライニングプレートは，コンクリー

ト躯体に埋設する下地材に溶接固

定する。 

(4) 耐震クラスは貯蔵プールの構造強

度を委ねている壁及び床の耐震ク

ラスとする。 

構造図：第 3.2.3.4.1－1 図に示す。 
 
 
 
 

 

 変更前 変更後 

名       称 － ○○  

種       類 － ○○  

設
計
条
件 

臨界管理 － ○○*1  

容量 m3／個 ○○*1  

最高使用圧力*2 MPa ○○  

最高使用温度*2 ℃ ○○  

仕
様 

主要

寸法 

たて ｍ ○○*1  

横 ｍ ○○*1  
深さ ｍ ○○*1  

ライニング板厚さ mm ○○*1  
主要

材料 
ライニング － 

○○  

個数 － ○○  

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － ○  

設置床 － ○  

溢水防護上の区画番号 － － ○○ 

溢水防護上の配慮が必要

な高さ 
－ － ○○ 

化学薬品防護上の区画番

号 
－ － ○○ 

化学薬品防護上の配慮が

必要な高さ 
－ － ○○ 

 

注記：*1 公称値を示す。 

   *2 重大事故時等における使用時の値を示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○重大事故時の値を示す必要がある場合は、注記に重大事故時の
値である旨を記載する。（最高使用圧力／最高使用温度）。 
○ADRB の臨界安全管理表に記載がある設備について、該当する臨
界管理に関する情報を記載する。 
○設計条件として記載が必要な設備について、単位および容量を
記載する。 
○主要寸法については設備の構造に応じて必要な箇所の情報を記
載する。 
○溢水、化学薬品影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 

主要設備リストで

展開。 

工程情報を示す項目であ

り、設備仕様に直接関係し

ない項目であるため、仕様

表に記載しない。 

基本設計方針で展開。 
添付書類に位置付けを変

更したため、記載を削除 
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仕様表記載例（機種：パルスカラム）

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 
 
 
 
 
 
 

名称 － 核分裂生成物洗浄塔 
（○○） 

種類  円筒形パルスカラム 

設
計
条
件 

機器の種類 本体  再処理第２種容器 

パルスレグ － 再処理第２種管 

臨界管理 － 全濃度安全形状寸法管理 

核
的
制
限
値 

本
体 

部位 － 上部 シャフト部・下部 

最大液厚み ㎜ ○○ － 

最大内径 ㎜ － ○○ 

中性子吸収材最
小厚み（カドミ
ウム） 

㎜ ○○ － 

シ
ャ
フ
ト
部
面
間
最
小
距
離 

抽出塔／核分裂
生成物洗浄塔 

㎜ ○○ 

核分裂生成物洗
浄塔／ＴＢＰ洗
浄塔 

㎜ ○○ 

標
準
濃
度 

水
相 

βγ ㏃/㎤ ○○ 

α α㏃/㎤ ○○ 

Ｕ ｇ/ℓ － 

Ｐｕ ｇ/ℓ ○○ 

有
機
相 

βγ ㏃/㎤ ○○ 

α α㏃/㎤ ○○ 

Ｕ ｇ/ℓ ○○ 

Ｐｕ ｇ/ℓ ○○ 

耐震クラス － ○○ 

流体の種類 － ○○ 

容量 ㎥/個 ○○ 

最高使用圧
力 

本体 ＭＰａ ○○ 

パルスレグ ＭＰａ ○○ 

最高使用温
度 

本体 ℃ ○○ 

パルスレグ ℃ ○○ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 変更前 変更後 

名称 － 核分裂生成物
洗浄塔 
（○○） 

 

種類  円筒形パルス
カラム 

 

設
計
条
件 

核
的
制
限
値 

本体 部位 － 上部 シ ャ
フ ト
部・下
部 

 

最大液厚み ㎜ ○○ －  

最大内径 ㎜ － ○○  

中性子吸収
材最小厚み
（カドミウ
ム） 

㎜ ○○ －  

シ ャ
フ ト
部 面
間 最
小 距
離 

抽出塔／核
分裂生成物
洗浄塔 

㎜ ○○  

核分裂生成
物洗浄塔／
ＴＢＰ洗浄
塔 

㎜ ○○  

標
準
濃
度 

水相 βγ ㏃/㎤ ○○  

α α㏃/㎤ ○○  

Ｕ ｇ/ℓ －  

Ｐｕ ｇ/ℓ ○○  

有 機
相 

βγ ㏃/㎤ ○○  

α α㏃/㎤ ○○  

Ｕ ｇ/ℓ ○○  

Ｐｕ ｇ/ℓ ○○  

容量 ㎥/個 ○○  

最 高 使 用
圧力 

本体 ＭＰａ ○○*2  

パルスレグ ＭＰａ ○○*2  

最 高 使 用
温度 

本体 ℃ ○○*2  

パルスレグ ℃ ○○*2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

主要設備リストで

展開。 

工程情報を示す項目であ

り、設備仕様に直接関係し

ない項目であるため、仕様

表に記載しない。 

○重大事故時の値を示す必要がある場合は、注記に重大事故時の
値である旨を記載する。（最高使用圧力／最高使用温度）。 
○ADRB の臨界安全管理表に記載がある設備について、該当する臨
界管理に関する情報を記載する。 
○設計条件として記載が必要な設備について、単位および容量を
記載する。 
 

主要設備リストで

展開。 

工程情報を示す項目であ

り、設備仕様に直接関係し

ない項目であるため、仕様

表に記載しない。 
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既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

（つづき） 

仕
様 

主
要
寸
法 

本
体 

部位 － 上部 シャフト部・下部 

外胴内径 mm ○○ － 

胴内径 mm － ○○ 

外胴板厚さ mm ○○ － 

内胴板厚さ mm ○○ － 

ふた板厚さ mm ○○ － 

胴板厚さ mm － ○○ 

鏡板厚さ mm － ○○ 

環状部幅 mm ○○ － 

中性子吸収材厚さ 
（カドミウム） 

mm ○○ － 

全高 mm ○○ 

パ
ル
ス
レ
グ 

外径（下部／上部） mm ○○ 

厚さ（下部／上部） mm ○○ 

主
要
材
料 

本
体 

部位 － 上部 シャフト部・下部 

外胴板 － ○○ － 

内胴板 － ○○ － 

胴板 － － ○○ 

ふた板 － ○○ － 

鏡板 － － ○○ 

中性子吸収材 － ○○ － 

中性子減速材 － － ○○ 

パルスレグ － ○○ 

個数 － ○○ 

特記事項 （１）電気設備に関する技術基準を定め
る省令第１０条及び第１１条に準
拠した接地網に接地する。 

（２）中性子減速材の高密度ポリエチレ
ンは中性子吸収材のカドミウムと
ともにステンレス鋼で被覆する。 

構造図： 第 3.2.4.2-6 図に示す。 
注記１）： ○○は溶液の放射線分解により発生する水素の爆発を適切に防止する

ための水素掃気機能を維持するため，構造強度上○○クラスとする施
設を示す。（）内は，臨界の発生防止の観点の耐震クラスを示す。 

注記２）： 単位は（kg/㎤） 
 
 
 
 
 
 

（つづき） 

 変更前 変更後 

仕
様 

主
要
寸
法 

本
体 

部位 － 上部 シ ャ フ ト
部・下部 

 

外胴内径 mm ○○*1 －  

胴内径 mm － ○○*1  

外胴板厚さ mm ○○*1 －  

内胴板厚さ mm ○○*1 －  

ふた板厚さ mm ○○*1 －  

胴板厚さ mm － ○○*1  

鏡板厚さ mm － ○○*1  

環状部幅 mm ○○*1 －  

中性子吸収材
厚さ 
（カドミウム） 

mm ○○*1 －  

全高 mm ○○*1  

パ
ル
ス
レ
グ 

外径（下部／上
部） 

mm ○○*1  

厚さ（下部／上
部） 

mm ○○*1  

主
要
材
料 

本
体 

部位 － 上部 シ ャ フ ト
部・下部 

 

外胴板 － ○○ －  

内胴板 － ○○ －  

胴板 － － ○○  

ふた板 － ○○ －  

鏡板 － － ○○  

中性子吸収材 － ○○ －  

中性子減速材 － － ○○  

パルスレグ － ○○  

個数 － ○○  

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － － ○○ 

設置床 － － ○○ 

溢水防護上の区画番号 － － ○○ 

溢水防護上の配慮が必要
な高さ 

－ － ○○ 

化学薬品防護上の区画番
号 

－ － ○○ 

化学薬品防護上の配慮が
必要な高さ 

－ － ○○ 

 
注記：*1 公称値を示す。 
   *2 重大事故時等における使用時の値を示す。 
 
 

 

 

 

 

添付書類に位置付けを変

更したため、記載を削除 

基本設計方針で展開。 

○主要寸法については設備の構造に応じて必要な箇所の情報を記
載する。 
○溢水、化学薬品影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 

旧単位系記載のため、SI 単位系表

記に統一することに伴い適正化。 
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仕様表記載例（機種：ミキサセトラ）

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 変更前 変更後 

名       称 － ○○  

種       類 － 
ミキサ・セ

トラ 
 

設
計
条
件 

核
的
制
限
値 

本 体 

最 大 液 厚 み mm ○○  

中性子吸収材
最小厚み（カ
ドミウム） 

mm ○○  

面間最 
小距離 

補助抽出機／
ＴＢＰ洗浄器 

mm ○○  

容 量 m3／個 ○○  

最 高 使 用 圧 力 MPa ○○*2  

最 高 使 用 温 度 ℃ ○○*2  

仕
様 

主 

要 

寸 

法 

た て mm ○○*1  

横 mm ○○*1  

高
さ 

深さ mm ○○*1  

底 板 厚 さ mm ○○*1  

せ き 高 さ mm ○○*1  

側 壁 板 厚 さ mm ○○*1  

ミキサ室ふた板厚さ mm ○○*1  

セトラ室ふた板厚さ 
（内側部／外側部） 

mm ○○*1  

中性子吸収材厚さ mm ○○*1  

全 高 mm ○○*1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

主要設備リストで

展開。 

工程情報を示す項目であ

り、設備仕様に直接関係し

ない項目であるため、仕様

表に記載しない。 

○重大事故時の値を示す必要がある場合は、注記に重大事故時の
値である旨を記載する。（最高使用圧力／最高使用温度）。 
○ADRB の臨界安全管理表に記載がある設備について、該当する臨
界管理に関する情報を記載する。 
○設計条件として記載が必要な設備について、単位および容量を
記載する。 
○主要寸法については設備の構造に応じて必要な箇所の情報を記
載する。 
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既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（つづき） 

仕          
様 

主 

要 

材 

料 

側 壁 板 － ○○  

ふ た 板 － ○○  

底 板 － ○○  

中 性 子 吸 収 材 － ○○  

中 性 子 減 速 材 － ○○  

段 数 － ○○  

個 数 － ○○  

ミ 
キ 
サ 

原 動 機 の 種 類 － ○○  

個 数 － ○○  

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － － ○○ 

設置床 － － ○○ 

溢水防護上の区画番号 － － ○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高

さ 
－ － ○○ 

化学薬品防護上の区画番号 － － ○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要

な高さ 
－ － ○○ 

 

注記：*1 公称値を示す。 

   *2 重大事故時等における使用時の値を示す。 

 

 

 

 

 

 

添付書類に位置付けを変

更したため、記載を削除 
基本設計方針で展開。 

○主要寸法については設備の構造に応じて必要な箇所の情報を記
載する。 
○溢水、化学薬品影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
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仕様表記載例（機種区分：漏えい液受皿） 

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●. 

(●) 漏えい液受皿 

 変更前 変更後 

名称＊2 ○○〇漏えい液受皿 

(○○-○○) 
 

種類＊3 － ○○  

臨界管理 核的制限値 mm ○○  

主要寸法＊4 
高さ ㎜ ○○＊1  

厚さ ㎜ ○○＊1  

主要材料＊5 － ○○  

個数＊6 － ○○  

取付箇所＊7 

系統名(ライン名) － ○○  

設置床 － ○○  

化学薬品防護上の区画番

号 
－ 

○○ 
 

化学薬品防護上の配慮が

必要な高さ 
－ 

○○ 
 

溢水防護上の区画番号 － ○○  

溢水防護上の配慮が必要

な高さ 
－ 

○○ 
 

注記 ＊1：公称値を示す。 

 

 

 

 

 

〇仕様表共通の記載項目として、種類を追加 

〇溢水及び化学薬品の影響を考慮し、取付箇所の項目を追加 
 

 

主要設備リスト

で展開。 

構造図で展開。 
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仕様表記載例（機種区分：運搬・製品容器） 

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 

 

第1.-3表 機器仕様 

対応

する

加工

事業

許可 

許可番号(日付) 平成○○原第○○号(平成○○年○○月○○日) 

主要な設備及び 

機器の種類 

貯蔵施設 粉末一時保管設備 

粉末一時保管装置 

許可との対応 付属設備 

設備・機器名称 J60  

設置場所 燃料加工建屋地下3階 粉末一時保管室 

変更内容 新設 

数量 ○○基 

    

 

一

般

仕

様 

形式 － 

主要な構成材 ○○ 

寸法(単位：mm) 幅 ：○○ 

奥行：○○ 

高さ：○○ 

その他の構成機器 － 

その他の性能 － 

核燃料物質の状態 粉末 

技

術

基

準

に

対

す

る

仕

様 
(注

1) 

核燃料物質の臨界防

止 

①貯蔵単位の形状(核燃料物質収納部寸法) 

・外径：○○mm以下 

・内径：○○mm以上 

②貯蔵単位の高さ 

・高さ：○○mm以上 

火災等による損傷の

防止 

－ 

耐震性 － 

材料及び構造 － 

閉じ込めの機能 － 

しゃへい － 

換気 － 

核燃料物質等による

汚染の防止 

－ 

安全上重要な施設 － 

搬送設備 － 

警報設備等 － 

廃棄施設 － 

放射線管理施設 － 

非常用電源設備 － 

その他事業許可で求める仕

様 

－ 

添付図 第2.1-2図 J60構造図 

特記事項 － 

注1  技術基準に対する仕様の補足説明 

(1) 核燃料物質の臨界防止 

貯蔵単位であるJ60は，核燃料物質を収容する部分の寸法が貯蔵単位の形状寸法になるように設計

する。また，移動時を考慮して高さを制限する設計とする。 

●. 燃料棒収容設備 

(●) 運搬・製品容器 

 変更前 変更後 

名称＊2 J60 変更なし 

種類＊3 － － 

臨界管理 

外径 mm ○○以下 

内径 mm ○○以上 

高さ mm ○○以上 

主要寸法＊4 

たて ㎜ ○○＊1 

横 ㎜ ○○＊1 

高さ ㎜ ○○＊1 

主要材料＊5 － ○○ 

個数＊6 － ○○ 

取付箇所＊7 

系統名(ライン名) － － 

設置床 － 
粉末一時保管室 

T.M.S.L. ○○m＊8 

化学薬品防護上の区画番

号 
－ ○○ 

化学薬品防護上の配慮が

必要な高さ 
－ ○○ 

溢水防護上の区画番号 － ○○ 

溢水防護上の配慮が必要

な高さ 
－ ○○ 

注記 ＊1：公称値を示す。 

＊2：記載の適正化。既設工認では「設備・機器名称」と記載。 

＊3：記載の適正化。既設工認では「形式」と記載。 

＊4：記載の適正化。既設工認では「寸法(単位 mm)」と記載。 

＊5：記載の適正化。既設工認では「主要な構成材」と記載。 

＊6：記載の適正化。既設工認では「数量」と記載。 

＊7：記載の適正化。既設工認では「設置場所」と記載。 

＊8：記載内容は，平成●年●月●日付け平成●原第●号にて認可を受けた設工認申請書の本文添付図

「1.- ●図 貯蔵施設の機器配置図」による。 

 

 

 

 

 

〇溢水及び化学薬品の影響を考慮し、取付箇所の項目を追加 
 

 

適合説明のため添付書類で展開 

工程情報を示す項目であり、設

備仕様に直接関係しない項目で

あるため、仕様表に記載しない。 
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仕様表記載例（機種：ろ過装置）

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

変更前 変更後 

名 称 
凝縮廃液ろ過
器(4115A,B-

F16) 
 

種 類 － 
たて置円筒形
(焼結金属製フ

ィルタ付) 
 

設
計
条
件 

臨界 
管理 

核的制
限値 

最大内径 mm ○○  

容量 L/個 ○○  

最高使用圧力 kPa ○○*2  

最高使用温度 ℃ ○○*2  

仕
様 

主 
要 
寸 
法 

上部胴内径 mm ○○*1  

下部胴外径 mm ○○*1  

上部胴板厚さ mm ○○*1  

下部胴板厚さ mm ○○*1  

上部平板厚さ mm ○○*1  

下部平板厚さ mm ○○*1  

全高 mm ○○*1  

主
要
材
料 

上部胴板 － ○○  

下部胴板 － ○○  

上部平板 － ○○  

上部平板 － ○○  

個数 － ○○  

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○  

設置床 － ○○  

溢水防護上の区画番号 － ○○  

溢水防護上の配慮が必要な
高さ 

－ ○○  

化学薬品防護上の区画番号 － ○○  

化学薬品防護上の配慮が必
要な高さ 

－ ○○  

注記：*1 公称値を示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

○主要寸法については設備の構造に応じて必要な箇所の情報を記
載する。 
○溢水、化学薬品影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
 

主要設備リストで

展開。 

工程情報を示す項目であ

り、設備仕様に直接関係し

ない項目であるため、仕様

表に記載しない。 

保安規定で示す 
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仕様表記載例（機種：熱交換器） 

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 
 
 
 
 
 

名称 － 
高レベル廃液濃縮缶凝縮器

A（0000-00） 

種類 － ○○ 

設
計
条
件 

機器の

種類 

菅側 
－ 

○○ 

胴側 ○○ 

標準濃

度 

βγ Bq/cm3 ○○ 

α αBq/cm3 ○○ 

Ｐｕ g/ℓ ○○ 

耐震クラス  ○○ 

管側 流体の種類 － ○○ 

胴側 流体の種類 － ○○ 

容量 
処理容量 m3/h/個 ○○ 

設計熱交換量 kW/個 ○○ 

管側 
最高使用圧力 MPa ○○ 

最高使用温度 ℃ ○○ 

胴側 
最高使用圧力 MPa ○○ 

最高使用温度 ℃ ○○ 

伝熱面積 m３/個 ○○ 

仕
様 

主
要
寸
法 

管側 

胴内径 mm ○○ 

胴板厚さ  ○○ 

鏡板厚さ mm ○○ 

胴側 

胴内径 mm ○○ 

胴板厚さ  ○○ 

鏡板厚さ mm ○○ 

管板厚さ mm ○○ 

伝熱管外径 mm ○○ 

伝熱管厚さ mm ○○ 

全高 mm ○○ 

主
要
材
料 

管側 
胴板 － ○○ 

鏡板 － ○○ 

胴側 
胴板 － ○○ 

鏡板 － ○○ 

管板 － ○○ 

伝熱管 － ○○ 

個数 － ○○ 

構造図：第 3.2.2.1.1.1－3 図に示す。 
 
注記  1）：単位は（kcal/h/個）。 
    2）：単位は（kg/cm3）。 
 
 
 
 
 

 

 変更前 変更後 

名称 － ○○  

種類 － ○○  

設
計
条
件 

容量 
処理容量 m3/h/個 ○○  

設計熱交換量 kW/個 ○○  

伝熱面積 m３/個 ○○*1  

管側 
最高使用圧力*2 MPa ○○  

最高使用温度*2 ℃ ○○  

胴側 
最高使用圧力*2 MPa ○○  

最高使用温度*2 ℃ ○○  

仕
様 

主
要
寸
法 

管
側 

鏡内径 mm ○○*1  

胴板厚さ mm ○○*1  

鏡板厚さ mm ○○*1  

胴
側 

胴内径 mm ○○*1  

胴板厚さ mm ○○*1  

鏡板厚さ mm ○○*1  

管板厚さ mm ○○*1  

伝熱管外径 mm ○○*1  

伝熱管厚さ mm ○○*1  

全高 mm ○○*1  

主
要
材
料 

管

側 

胴板 － ○○  

鏡板 － ○○  

胴

側 

胴板 － ○○  

鏡板 － ○○  

管板 － ○○  

伝熱管 － ○○  

個数 － ○○  

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○  

設置床 － ○○  

溢水防護上の区画番号 － ○○  

溢水防護上の配慮が必要な

高さ 
－ ○○  

化学薬品防護上の区画番号 － ○○  

化学薬品防護上の配慮が必

要な高さ 
－ ○○  

注記 *1：公称値を示す。 

   *2：重大事故時等における使用時の値を示す。 

 

 

 
 

○溢水、化学薬品影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
○重大事故時の値を示す必要がある場合は、注記に重大事故時の
値である旨を記載する。（最高使用圧力／最高使用温度）。 
 

主要設備リストで

展開。 

工程情報を示す項目であ

り、設備仕様に直接関係し

ない項目であるため、仕様

表に記載しない。 

旧単位系記載のため、SI 単位系表

記に統一することに伴い適正化。 

添付書類に位置付けを変

更したため、記載を削除 
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仕様表記載例（機種：冷却塔／冷凍機） 

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

 

 

 

名称 
－ 

安全冷却水 B冷却塔 

（機器番号） 

種類 － 〇〇 

設
計
条
件 

機器の種類 － 〇〇 

耐震クラス － 〇〇 

航空機に対する防護 
－ 

航空機の衝突に対し，～

～分離配置する。 

流体の種類 － 〇〇 

冷
却
塔 

容量（設計熱交換量） MW/個 〇〇 

最高使用圧力 MPa 〇〇 

最高使用温度 ℃ 〇〇 

伝熱面積（フィン外表面） m２/個 〇〇 

仕
様 

主要寸法 

全長 mm 〇〇 

全幅 mm 〇〇 

全高 mm 〇〇 

主要材料 
伝熱管（内管） － 〇〇 

ヘッダー － 〇〇 

個数 － 〇〇 

特記事項 

 

本設備は，非常用所内電源系統に

接続する。 

 
 
注記：１）：単位は（kcal/h/個） 
   ２）：単位は（kg/cm2） 

３）：安全冷却水 A冷却塔は，前処理建屋の屋上に据え付ける。 
   安全冷却水 B冷却塔は，鉄筋コンクリート造りの基礎上に据え付ける。 
４）：安全冷却水 B冷却塔基礎の主要寸法は，以下とする。 
    南北方向：○m（外壁外面寸法） 
    東西方向：○m（外壁外面寸法） 
    厚  さ：○m 
５）：安全冷却水 B冷却塔基礎の主要材料は，以下とする。 
    鉄筋：JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）に定める SD345 
    コンクリート：JASS5 の規定による普通コンクリート 
           設計基準強度 ○N/㎜ 2（○kgf/cm2） 
    マンメイドロック（コンクリート）：設計基準強度 ○N/㎜ 2（○

kgf/cm2） 
６）：安全冷却水 B 冷却塔基礎の支持地盤の許容支持力度は，鷹架層の許容

支持力度として，重要な建物・構築物ごとに定まる値の最小値とし，長
期：○MPa（○kgf/cm2），短期：○MPa（○kgf/cm2）とする。 

７）：安全冷却水 B 冷却塔基礎は，As クラスの設備を設置しているため，基
準地震動 S1 及び S2 で間接支持構造物としての支持機能が維持されて
いることの確認を行う。 

 

 

注記：*1 公称値を示す。 

    *2 記載の適正化を行う。既設工認には「伝熱面積（フィン外表面）」と

記載。 

   *3 既設工認の仕様表に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容

は設計図書による。 

   *4 航空機墜落による火災により熱影響がある支持架構の柱等に耐火塗装

を施す。 

 

  変更前 変更後 

名称 － 

安全冷却水B冷

却塔（機器番

号） 

 

種類 － 
基礎：〇〇 

冷却塔：〇〇 
 

支持地盤の許容支持力度 
MPa 

長期：〇 

短期：〇 
― 

支持地盤の極限支持力度 MPa ― 〇 

マンメイドロックの強度 N/mm2 〇  

設

計

条

件 

機器の種類    

流体の種類 － 〇〇  

冷
却
塔 

容量 
設計熱交換量 MW／個 〇〇*1  

設計冷却空気流量 kg／h ○○*1  

最高使用圧力 MPa 〇〇  

最高使用温度 ℃ 〇〇  

伝熱面積（伝熱管及びフィン

外表面）*2 
m2／個 〇〇*1 

 

仕 

様 

主要 

寸法 

全長 ㎜ 〇〇*1  

全幅 ㎜ 〇〇*1  

全高 ㎜ 〇〇*1  

主要 

材料 

伝熱管（内管） － 〇〇  

フィン － 〇〇*3  

ヘッダー － 〇〇  

耐火 

被膜 

種類  － 耐火塗料*4 

厚さ mm  ○以上 

原動機 
種類 － 〇〇  

出力 kW/個 〇〇  

ファン台数 台 〇〇  

個数 － 〇〇  

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － 〇〇*3  

設置床 － 〇〇*3  

溢水防護上の区画番号 － －  

溢水防護上の 

配慮が必要な高さ 
－ －  

化学薬品防護上の区画番号 － －  

化学薬品防護上の 

配慮が必要な高さ 
－ －  

 

 

 

主要設備リストで展開。 分離配置は配置図で示す。 

基本設計方針で展開。 

基礎については、構造図で示す。 

○重大事故時の値を示す必要がある場合は、注記に重大事故時の
値である旨を記載する。（最高使用圧力／最高使用温度）。 
○主要寸法については設備の構造に応じて必要な箇所の情報を
記載する。 
○航空機墜落による火災により熱影響がある支持架構の柱等に
施す耐火塗装の種類及び厚さを記載する。 
○溢水、化学薬品影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
 

主要設備リストで展開。 

旧単位系記載のため、SI 単位系表

記に統一することに伴い適正化。 
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仕様表記載例（機種：ボイラ）

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 

 

備
考
 

 

注
記
 
1
）
 
：
第

4
.2
.3
.2

－
1
図
 
分
配
設

備
 
そ
の
他
の
重
要
な
機
器
等
の
構
造
図
中
の
当
該
機
器
の
該
当
番
号
を
示
す
。
 

 
 
 

2
）
 
：
単
位
は
（
kg
/
㎤
）。

 
 

構
造

1
)
 

○
○
 

個
数
 

○
○
 

主
要
 

材
料
 

胴
板
 

○
○
 

寸
法
 

L
 

(
m
m)
 

－
 

ｔ
 

(
m
m)
 

○
○
 

D
 

(
m
m)
 

－
 

最
高
使
用
温
度
 

(
℃
) ○

○
 

○
○
 

菅
側
 

胴
側
 

最
高
使
用
圧
力
 

(
M
Pa

) (
内
圧
)

○
○

2
)

／
 

(
外
圧
)

○
○

2
)
 

(
内
圧
)

○
○

2
)

／
 

(
外
圧
)

○
○

2
)
 

菅
側
 

胴
側
 

容
量
 

(
ℓ
/
個
) 

○
○
 

耐
震
 

ク
ラ
ス
 

○
○

 

機
器
の
 

種
類
 

－
 

名
称
 

蒸
気
発

生
器
 

（
0
0
00

-0
00

0
）
 

 

 変更前 変更後 

名称 － 蒸気発生器 
（0000-0000） 

 

種類 － －  

設
計
条
件 

容量 ℓ/個 ○○  

最高使用
圧力 

菅側 MPa (内圧)○○*2／(外圧)○○*2  

胴側 MPa (内圧)○○*2／(外圧)○○*2  

最高使用
温度 

菅側 ℃ ○○  

胴側 ℃ ○○  

仕
様 

主要寸法 たて mm ○○*1  

横 mm ○○*1  

高さ mm ○○*1  

主要材料 胴板 mm ○○*1  

個数 － ○○  

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － － ○○ 

設置床 － － ○○ 

溢水防護上の区画番
号 

－ － ○○ 

溢水防護上の配慮が
必要な高さ 

－ － ○○ 

化学薬品防護上の区
画番号 

－ － ○○ 

化学薬品防護上の配
慮が必要な高さ 

－ － ○○ 

 
注記：*1 公称値を示す。 
   *2 重大事故時等における使用時の値を示す。 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

主要設備リストで展開。 

○重大事故時の値を示す必要がある場合は、注記に重大事故時の
値である旨を記載する。（最高使用圧力／最高使用温度）。 
○設計条件として記載が必要な設備について、単位および容量を
記載する。 
○主要寸法については設備の構造に応じて必要な箇所の情報を記
載する。 
○溢水、化学薬品影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
 

旧単位系記載のため、

SI 単位系表記に統一す

ることに伴い適正化。 

添付書類に位置

付けを変更したた

め、記載を削除 
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仕様表記載例（機種：電気ヒータ） 

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 
 
 
 
 
 

名称 － 加熱器Ａ，Ｂ（0000-00） 

種類 － ○○ 

設
計
条
件 

機器の種類 － ○○ 

標準濃度 

βγ Bq/cm3 ○○ 

α αBq/cm3 ○○ 

Ｐｕ g/ℓ ○○ 

耐震クラス  ○○ 

流体の種類 － ○○ 

容量 kW/個 ○○ 

最高使用圧力 MPa ○○ 

最高使用温度 ℃ ○○ 

仕
様 

主
要
寸
法 

胴内径 mm ○○ 

胴板厚さ mm ○○ 

鏡板厚さ mm ○○ 

管板厚さ mm ○○ 

伝熱管外径 mm ○○ 

伝熱管厚さ mm ○○ 

全高 mm ○○ 

主
要
材
料 

胴板 － ○○ 

鏡板 － ○○ 

管板 － ○○ 

フランジ － ○○ 

伝熱管 － ○○ 

個数 － ○○ 

特記事項 － 

構造図：第 3.2.1.3－9 図に示す。 
 
注記  1）：単位は（kcal/h/個）。 
    2）：単位は（kg/cm3）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 変更前 変更後 

名称 － 
加熱器Ａ，Ｂ

（0000-00） 

 

種類 － ○○  

設
計
条
件 

容量 kW/個 ○○  

最高使用圧力 MPa ○○*2  

最高使用温度 ℃ ○○*2  

仕
様 

主
要
寸
法 

胴内径 mm ○○*1  

胴板厚さ mm ○○*1  

鏡板厚さ mm ○○*1  

管板厚さ mm ○○*1  

伝熱管外径 mm ○○*1  

伝熱管厚さ mm ○○*1  

全高 mm ○○*1  

主
要
材
料 

胴板 － ○○  

鏡板 － ○○  

管板 － ○○  

フランジ － ○○  

伝熱管 － ○○  

個数 － ○○  

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） －  ○○ 

設置床 －  ○○ 

溢水防護上の区画番号 －  ○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ －  ○○ 

化学薬品防護上の区画番号 －  ○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な高

さ 
－ 

 
○○ 

注記 *1：公称値を示す。 

   *2：重大事故時等における使用時の値を示す。 

 

 

 
 

○溢水、化学薬品影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
○重大事故時の値を示す必要がある場合は、注記に重大事故時の
値である旨を記載する。（最高使用圧力／最高使用温度）。 
 

主要設備リストで

展開。 

工程情報を示す項目であ

り、設備仕様に直接関係し

ない項目であるため、仕様

表に記載しない。 

旧単位系記載のため、SI 単位系表

記に統一することに伴い適正化。 

添付書類に位置付けを変

更したため、記載を削除 
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仕様表記載例（機種：ポンプ） 

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 
 
 
 
 
 

 構造図：第 3.1.2.4.2－3 図に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

名 称 － 

プール水浄化系ポンプ

（燃料取出しピット水

ポンプ）Ａ，Ｂ 

（0000-00,00） 

種 類 － ○○ 

設

計

条

件 ポ
ン
プ 

耐 震 ク ラ ス － ○○ 

定 格 容 量 m3／h／個 ○○ 

仕 

様 

定 格 揚 程 ｍ ○○ 

主要材料 ケーシング － ○○ 

個 数 － ○○ 

原 

動 

機 

種 類 － ○○ 

出 力 kW／個 ○○ 

個 数 － ○○ 

 

注記 *1：公称値を示す 
   *2：重大事故時等における使用時の値を示す。 

 変更前 変更後 

名称 － 

プール水浄化系
ポンプ（燃料取
出しピット水ポ
ンプ）Ａ，Ｂ 

（0000-00,00） 

 

種類 － ○○  

設

計

条

件 

ポ
ン
プ 

容量 m3／h／個 ○○  

揚程 m ○○  

最高使用圧力*2 MPa ○○  

最高使用温度*2 ℃ ○○  

仕 

様 

主要

寸法 

吸込口径 mm ○○*1  

吐出口径 mm ○○*1  

ケーシング

厚さ 
mm ○○*1  

横 mm ○○*1  

全高 mm ○○*1  

主要

材料 
ケーシング － ○○  

個数 
－ ○○  

取 

付 

箇 

所 

系統名（ライン名） － ○○  

設置床 － ○○  

溢水防護上の区画番号 － ○○  

溢水防護上の配慮が必要

な高さ 
－ ○○  

化学薬品防護上の区画番

号 
－ ○○  

化学薬品防護上の配慮が

必要な高さ 
－ ○○  

原 

動 

機 

種 類 － ○○  

出 力 kW／個 ○○  

個 数 － ○○  

取 付 箇 所 － ○○  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○重大事故時の値を示す必要がある場合は、注記に重大事故時の
値である旨を記載する。（最高使用圧力／最高使用温度）。 
○主配管との接続性を説明する観点から、吸込口径および吐出口
径の記載欄を追加。 
○溢水、化学薬品影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
○特記事項については、基本設計方針等にて展開するため削除。 
〇ケーシング厚さについては、耐圧強度評価（耐圧バウンダリ）を
する場合は、記載する。 

主要設備リストで

展開。 

添付書類に位置付けを変

更したため、記載を削除 
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仕様表記載例（機種：特殊ポンプ） 

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 
 

備
考
 

○
○

2
）

 

注
記
 
1
）
 
：
第

4
.2

.2
.2
.1
－
1
図
 
第
１
低
レ
ベ
ル
廃
液
処
理
系
 
そ
の
他
の
重
要
な
機
器
等
の
構
造
図
中
の
当
該
機
器
の
該
当
番
号
を
示
す
。
 

 
 
 
2
）
 
：
将
来
予
備
の
た
て
軸
遠
心
ポ
ン
プ
は
ケ
ー
シ
ン
グ
の
み
の
申
請
で
あ
り
仮
蓋
し
た
状
態
と
す
る
。
 

 
 
 
3
)
 
：
○
○
相
当
 

 

構
造

1
)
 

○
○
 

個
数
 

○
○
 

主
要
材
料
 

ケ
ー
シ
ン
グ
 

○
○

3
）
 

寸
法
 

H
 

(
m
m)
 

○
○
 

定
格
容
量
 

(
㎥
/
/
個
) 

○
○
 

耐
震
 

ク
ラ

ス
 

○
○

 

名
称
 

○
○
ポ
ン
プ

A 
（
0
0
00

-0
00

0
）
 

 

注記 *1：公称値を示す 
   *2：重大事故時等における使用時の値を示す。 

 変更前 変更後 

名称 － 
○○ポンプＡ 

（0000-00,00）  

種類 － ○○駆動式  

設

計

条

件 

容量 m3／h／個 ○○  

揚程 m ○○  

最高使用圧力*2 MPa ○○  

最高使用温度*2 ℃ ○○  

仕 

様 

主

要

寸

法 

ケーシング厚さ mm ○○*1  

横 mm ○○*1  

全高 mm ○○*1  

主

要

材

料 

ケーシング － ○○  

 個数 － ○○  

取 

付 

箇 

所 

系統名（ライン名） － ○○  

設置床 － ○○  

溢水防護上の区画番号 － ○○  

溢水防護上の配慮が必要

な高さ 
－ ○○  

化学薬品防護上の区画番

号 
－ ○○  

化学薬品防護上の配慮が

必要な高さ 
－ ○○  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

〇ケーシング厚さについては、耐圧強度評価（耐圧バウンダリ）を
する場合は、記載する。 
○重大事故時の値を示す必要がある場合は、注記に重大事故時の
値である旨を記載する。（最高使用圧力／最高使用温度）。 
○記載の適正化のため種類、揚程、横寸法を追加する。 
○溢水、化学薬品影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
 

基本設計方針で展開。 

主要設備リストで展開。 

添付書類に位置付けを変

更したため、記載を削除 

基本設計方針で展開。 

① 
 
② 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 
 
 

③ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 
 
 
 
 
 
 
 
① 
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仕様表記載例（機種：圧縮機）

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 
 
 
 

名称 － 安全空気圧縮装置Ａ，Ｂ，Ｃ 
（0000-0000） 

設
計
条
件 

種類 － ○○ 

耐震クラス － ○○ 

仕
様 

定格容量 ㎥/h/個 ○○ 

吐出圧力 MPa  

出力 kW/個  

主要寸法 全高 mm ○○*1 

主要材料 フレーム － ○○*1 

個数 － ○○ 

特記事項 (1) 本設備は，非常用所内電源系統に接続する。 
(2) 本設備は，空気圧縮機，後置冷却器，後置冷

却器ドレンセパレータ等により構成される。 

 構造図：第 3.2.1.2.2－4 図に示す。 
 
 

 

 変更前 変更後 

名称 － 安全空気圧縮装置Ａ，Ｂ，Ｃ 
（0000-0000） 

 

設
計
条
件 

種類 － －  

定格容量 ㎥/h/個 ○○  

吐出圧力 MPa   

仕
様 

出力 kW/個   

主要寸法 全高 mm ○○*1  

主要材料 フレーム － ○○*1  

個数 － ○○  

原
動
機 

種類 － ○○  

出力 kW/個 ○○  

個数 － ○○  

取付箇所 － ○○  

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － － ○○ 

設置床 － － ○○ 

溢水防護上の区画番
号 

－ － ○○ 

溢水防護上の配慮が
必要な高さ 

－ － ○○ 

化学薬品防護上の区
画番号 

－ － ○○ 

化学薬品防護上の配
慮が必要な高さ 

－ － ○○ 

 
注記：*1 公称値を示す。 
   *2 重大事故時等における使用時の値を示す。 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

○設計条件として記載が必要な設備について、単位および容量を
記載する。 
○主要寸法については設備の構造に応じて必要な箇所の情報を記
載する。 
○設備の要求事項を担保するための原動機の種類、出力、個数、取
付箇所を記載する。 
○溢水、化学薬品影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
 

添付書類に位置

付けを変更したた

め、記載を削除 

主要設備リストで展開。 

基本設計方針、系統図

で展開。 
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仕様表記載例（機種：ファン）

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変更前 変更後 

名 称 
中央制御室排風機 

(2115-K021,K022) 
 

種類 － 遠心式  

容量 m3/h/個  〇○○  

主要寸法 

吸込口径 mm 〇〇〇  

吐出口径 mm 〇〇〇  

全高 mm 〇〇〇  

主要材料 ケーシング － 〇〇〇  

個数 － 〇  

設
置
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○  

設置床 － ○○  

化学薬品防護上の区画番号 － ○○  

化学薬品防護上の配慮が必要な

高さ 
－ ○○  

溢水防護上の区画番号 － ○○  

溢水防護上の配慮が必要な高さ － ○○  

原
動
機 

種類 － ○○  

出力 kW/個 ○○  

個数 － ○○  

取付箇所 － ○○  

設計上の空気の流入率 回/h ○  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

○主配管との接続性を説明する観点から、吸込口径および吐出口
径の記載欄を追加。 
○溢水及び化学薬品の影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
○制御室の居住性維持に係るファンの容量を担保するための原動
機の出力等を記載する。 
○制御室の居住性維持に係るファンの設計上の空気流入率を記載
する。 
 

主要設備リストで展開。 

単線結線図で展開。 

工程情報を示す項目であ

り、設備仕様に直接関係

しない項目であるため、仕

様表に記載しない。 
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仕様表記載例（機種：主要弁） 

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 
備

考
 

2
）
3
）
 

注
記
 
1
）
 
：
第

4
.2
.1
.4
.8

－
1
図
 
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
換
気
設
備
 
そ
の
他
の
重
要
な
構
造
中
の
当
該
機
 
 
 
 

 
器
の
番
号
を
示
す
。
 

 
 
 
2
）
 
：
耐
震
重
要
度
分
類
上
Ａ
ク
ラ
ス
の
配
管
（
0
0
-0
00

-0
0）

に
含
め
て
耐
震
設
計
を
行
う
。
 

 
 
 
3
）
 
：
本
弁
は
駆
動
源
喪
失
時
「
開
」
の
状
態
と
な
る
。
 

構
 
造

1
）

 

○
○
 

個
数
 

○
○
 

主
要

材
料
 

（
弁

箱
）
 

○
○
 

寸
法
 

（
呼

び
径

Ａ
）

 

○
○
 

種
類
 

○
○
 

名
称
 

セ
ル
内
ク
ー
ラ

冷
却
水
供
給
弁

Ａ
～
Ｊ
 

（
0
0
00

-0
00

0
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

注記 *1：公称値を示す。 
   *2：重大事故時等における使用時の値を示す。 

 変更前 変更後 

名 称 － 

セル内クーラ

冷却水供給弁

Ａ～Ｊ 

（0000-0000） 

 

種 類 － ○○  

設

計

条

件 

最 高 使 用 圧 力 * 2 MPa ○○  

最 高 使 用 温 度 * 2 ℃ ○○  

仕 

様 

主要寸法 

呼 び 径 mm ○○*1  

弁 箱 厚 さ mm ○○*1  

弁 ふ た 厚 さ mm ○○*1  

材 料 

弁 箱 － ○○  

弁 ふ た 
－ 

○○  

弁 体 － ○○  

駆 動 方 法 － ○○  

個 数 
－ 

○○  

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○  

設置床 － ○○  

溢水防護上の区画番号 － ○○  

溢水防護上の配慮が必要な高さ － ○○  

化学薬品防護上の区画番号 － ○○  

化学薬品防護上の配慮が必要な

高さ 
－ ○○  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

○溢水、化学薬品影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
○主要寸法については設備の構造に応じて必要な箇所の情報を記
載する。 
○記載の適正化のため最高使用圧力、最高使用温度、駆動方法を追
加する。 
○重大事故時の値を示す必要がある場合は、注記に重大事故時の
値である旨を記載する。（最高使用圧力／最高使用温度）。 
 

構造図は添付書類に位置

付けを変更したため、記

載を削除 

主要設備リストで

展開。 

基本設計方針で

展開。 
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仕様表記載例（機種：安全弁及び逃がし弁） 

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記 *1：公称値を示す。 
   *2：重大事故時等における使用時の値を示す。 

 変更前 変更後 

名 称 － 
○○安全弁 

（0000-0000） 
 

種 類 － ○○  

設

計

条

件 

吹 出 圧 力 * 2 MPa ○○  

吹 出 量 
kg/h/

個 
○○  

吹 出 場 所  ○○  

仕 

様 

主要寸法 

呼 び 径 mm ○○*1  

弁 箱 厚 さ mm ○○*1  

弁 ふ た 厚 さ mm ○○*1  

材 料 

弁 箱 － ○○  

弁 ふ た － ○○  

弁 体 － ○○  

駆 動 方 法 － ○○  

個 数 － ○○  

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○  

設置床 － ○○  

溢水防護上の区画番号 － ○○  

溢水防護上の配慮が必要な高さ － ○○  

化学薬品防護上の区画番号 － ○○  

化学薬品防護上の配慮が必要な

高さ 
－ ○○  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

○溢水、化学薬品影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
○主要寸法については設備の構造に応じて必要な箇所の情報を記
載する。 
○記載の適正化のため最高使用圧力、最高使用温度、駆動方法を追
加する。 
○重大事故時の値を示す必要がある場合は、注記に重大事故時の
値である旨を記載する。（最高使用圧力／最高使用温度）。 
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仕様表記載例（機種：フィルタ）

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 
 
 
 

名 称 

－ 

第 1高性能粒子フ

ィルタＡ，Ｂ，Ｃ 

（ ○○ ） 

種 類 

－ 箱型 

（高性能粒子フィ

ルタ 2段内蔵形） 

設
計
条
件 

機 器 の 種 類 － 再処理第 2種容器 

標準濃度 

βγ Bq/cm3[normal] ○○ 

α αBq/cm3[normal] ○○ 

Pu g/m3[normal] ○○ 

耐 震 ク ラ ス － A 

流 体 の 種 類 － 廃ガス 

最 高 使 用 圧 力 kPa 
外圧○○（○○）

２） 

最 高 使 用 温 度 ℃ ○○ 

仕 
 

様 

容 量 m3/h/個[normal] ○○ 

粒 子 除 去 効 率 １ ） ％ 
○○以上（0.3μ

mDOP 粒子）/段 

主 要 寸 法 

全 長 mm ○○ 

全 幅 mm ○○ 

全 高 mm ○○ 

厚 さ mm ○○ 

主 要 材 料 
ケーシング － ○○L 

ろ 材 － ○○ 

個 数 － 
3（うち 1基は予

備） 

注記 １）：○○％以上/2 段 
   ２）：単位は(kg/cm３) 
 
 
 
 

 

 変更前 変更後 

名称 － 

第 1高性能粒子

フィルタＡ，

Ｂ，Ｃ（機器番

号） 

変更なし 

種類 － ○○ 

設

計

条

件 

最高使用圧力 kPa ○○*2 変更なし 

最高使用温度 ℃ ○○*2 変更なし 

容量 m3/h/個[normal] ○○ 
変更なし 

仕

様 

粒子除去効率 ％ ○○ 

主要寸法 

吸込口径 mm ○○*1 

 

吐出口径 mm ○○*1 

全長 mm ○○*1 

全幅 mm ○○*1 
全高 mm ○○*1 
厚さ mm ○○*1 

主要材料 
ケーシング － ○○*1 

ろ材 － ○○*1 
個数 － ○○  

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － 

－ 

○○ 

設置床 － ○○ 

溢水防護上の区画番号 － ○○ 
溢水防護上の配慮が 

必要な高さ 
－ ○○ 

化学薬品防護上の区画

番号 
－ ○○ 

化学薬品防護上の配慮

が必要な高さ 
－ ○○ 

 

注記：*1 公称値を示す。 

   *2 重大事故時等における使用時の値を示す。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針で

展開。 

○主要寸法については設備の構造に応じて必要な箇所の情報を記
載する。 
○重大事故時の値を示す必要がある場合は、注記に重大事故時の
値である旨を記載する。（最高使用圧力／最高使用温度）。 
○主配管との接続性を説明する観点から、吸込口径および吐出口
径の記載欄を追加。 
○溢水及び化学薬品の影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
 

主要設備リストで

展開。 工程情報を示す項目であり、設

備仕様に直接関係しない項目で

あるため、仕様表に記載しない。 

旧単位系記載のため、SI 単位系表

記に統一することに伴い適正化。 
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仕様表記載例（機種：建物・構築物（貯蔵ピット）

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 
 
（ガラス固化体貯蔵建屋） 

名 称 － 貯蔵ピット 

種 類 － 間接自然空冷貯蔵方式 

設計 

条件 

耐震 

クラス 

収 納 管 － Ａ 

通 風 管 － Ａ 

仕

様 

容 量 

－ 収納管80本／基 

－ 
ガラス固化体9本／ 

収納管1本 

構成 
収納管 － 天井スラブ懸架支持 

通風管 － 支持架構に固定 

主要 

寸法 

収 納 管  

内径（mm） 000 

厚さ（mm） 00.0 

長さ（mm） 00000 

通 風 管 
内径（mm） 000 

長さ（mm） 00000 

主要 

材料 

収 納 管  － SM41A（アルミニウム溶射） 

通 風 管  － SM41A（アルミニウム溶射） 

基 数 － 2 

添付図（配置図，構造図） 
第1.1-1図，第1.1-3図及び第2.1-2図に示

す。 

（ガラス固化体貯蔵建屋 B棟） 

名 称 貯蔵ピット 

設
計
条
件 

種 類 間接自然空冷貯蔵方式 

構成 収納管及び通風管 各80本／基 

容 量 
ガラス固化体720本／基 

（ガラス固化体9本／収納管1本） 

主
要
寸
法 

収 納 管  

内径 000mm 

厚さ 00.0mm 

長さ 00000mm 

通 風 管 

内径 000mm 

厚さ 00㎜ 

長さ 00000mm 

主
要
材
料 

収 納 管  － SM400A JIS G 3106 

通 風 管  － SM400A JIS G 3106 

支持架構 － 
STKR490 JIS G 3466 

STPG370（支柱） JIS G 3454 

断熱材 － 
JIS A 9504（人造鉱物繊維保存材）に定めるロ

ックウール 

基 数 － 2 

添付図 第1.1-1図 

構造図 第1.2-3図，第1.2-4図 

特記事項 
外気に直接触れる炭素鋼部については，JIS H 9300によ

りアルミニウム溶射を施工する。 

 
 
 
 

 

 変更前 変更後 

名 称 貯蔵ピット 

変更なし 

種 類 － 間接自然空冷貯蔵方式 

設計

条件 
容 量 

－ 収納管80本／基 

－ 
ガラス固化体9本／収納管1

本 

仕様 

主要 

寸法 

収納管 

内径 mm 000*1 

厚さ mm 000*1 

長さ mm 000*1 

通風管 

内径 mm 000*1 

厚さ mm 000*1 

長さ mm 000*1 

主要 

材料 

収納管 － SM400A(アルミニウム溶射) 

通風管 － SM400A(アルミニウム溶射) 

基 数 － 2基 

 

 

注記：*1 公称値を示す。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
基本設計方針で

展開。 

○貯蔵ピット自体の記載項目に見直したことから、貯蔵ピットの

支持架構や断熱材の記載項目は削除する。 
○主要寸法については設備の構造に応じて必要な箇所の情報を記
載する。 
 

添付書類に位置付けを変

更したため、記載を削除 

主要設備リストで

展開。 
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仕様表記載例（機種：排気筒）

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 
 
 
 
 

名 称 ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒 

種 類 六角鉄塔支持形 

設
計
条
件 

耐震クラス － Ｃ 

流体の種類 － 空気 

仕 
 
 
 
 
 
 
 
 

様 

主
要
寸
法 

出口内径 m 00 

地上の高さ m 00.0 

主
要
材
料 

主要材料 － SMA41BP 

主柱材 － STK41 

添 付 図 

（ 構 造 図 ） 
第 1.-1 図に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 変更前 変更後 

名称 
北換気筒（ガラス固化体受入

れ・貯蔵建屋換気筒）*2*3 

変更な

し 

種類 
六角鉄塔支持形（制震装置付き

[減衰係数：□□*4]）*5 

仕 
 
 

様 

主
要
寸
法 

内径*6 m 0.0*1 

地表上の高さ*6 m 00.0*1 

主要材料 － SMA41BP 

主柱材 － STK41 

個数*8 － 1 

 

注記：*1 公称値を示す。 

*2 北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒）の支持構造物は，

再処理施設と共用する。 

*3  記載の適正化を行う。既設工認には「ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋

換気筒」と記載。 

*4  オイルダンパの減衰係数を示す。 

*5  記載の適正化を行う。既設工認には「六角鉄塔支持形」と記載。 

*6  記載の適正化を行う。既設工認には「出口内径」と記載。 

*7  記載の適正化を行う。既設工認には「地上の高さ」と記載。 

*8  既設工認の仕様表に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容

は設計図書による。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

主要設備リストで

展開。 
工程情報を示す項目であり、設

備仕様に直接関係しない項目で

あるため、仕様表に記載しない。 

 

○主要寸法については設備の構造に応じて必要な箇所の情報を記
載する。 
○記載の適正化のため個数を追加する。 

添付書類に位置付けを変

更したため、記載を削除 
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仕様表記載例（機種：飛来物防護設備） 

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

 
＜既認可の仕様表なし＞ 
 
＜発電炉の要目表なし＞ 
以下発電炉の基本設計方針抜粋 
2.3.3 設計方針 
（中略） 
防護措置として設置する防護対策施設としては，防護ネット（硬鋼線材：線径φ
4 mm，網目寸法 40 mm），防護鋼板（炭素鋼：板厚 16 mm 以上），架構及び扉（炭
素鋼：板厚 31.2 mm 以上）を設置し，内包する外部事象防護対象施設の機能を損
なわないよう，外部事象防護対象施設の機能喪失に至る可能性のある飛来物が外
部事象防護対象施設に衝突することを防止する設計とする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記 *1：飛来物防護ネットは杭基礎を介して○○に支持する。 
   *2：公称値を示す。 
   *3：航空機墜落による火災により熱影響がある指示架構の柱等に耐火塗装

を施す。 

 変更前 変更後 

名称 －  
安全冷却水Ｂ冷却塔

飛来物防護ネット 

種類 －  ○○ 
支持地盤の許容支持力

度 
MPa  ○○ 

指示地盤の極限支持力

度 
MPa  ○○ 

マンメイドロックの強

度 
MPa  ○○ 

支持地盤 －  ○○*1 

杭の強度 N/mm2  ○○ 

主
要
寸
法 

防護 

ネット 

線径 mm  ○○*2 
網目 mm  ○○*2 

防護板 厚さ mm  ○○*2 

支持 

架構 

たて mm  ○○*2 
横 mm  ○○*2 
高さ mm  ○○*2 

主
要
材
料 

防護ネット －  ○○ 
防護板 －  ○○ 

支持架構 －  ○○ 

耐
火
被
膜 

種類 －  ○○*3 

厚さ mm  ○○ 

基数 式  ○○ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

○設備の識別のため名称、種類を記載する。 
○設備の耐震強度を示す必要がある設備については、支持地盤の
許容支持力度、支持地盤の極限支持力度、マンメイドロックの強度
を記載する。杭基礎の場合は支持地盤、杭の強度を記載する。 
○主要寸法、主要材料については設備の構造に応じて必要な箇所
の情報を記載する。 
○航空機墜落による火災防護のために必要な耐火塗装について種
類、厚さを記載する。 
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仕様表記載例（機種区分：ラック） 

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 
第1.-2表 機器仕様 

対応

する

加工

事業

許可 

許可番号(日付) 平成○○原第○○号(平成○○年○○月○○日) 

主要な設備及び 

機器の種類 

核燃料物質の貯蔵施設 貯蔵容器一時保管設備 

一時保管ピット 

許可との対応 本体 

設備・機器名称 貯蔵容器一時保管設備 

一時保管ピット(PA○○-○-○○) 

設置場所 燃料加工建屋地下〇階 〇〇〇室 

変更内容 新設 

数量 〇台 

一 

般 

仕 

様 

形式 〇〇〇方式 

主要な構成材 ○○ 

寸法(単位：mm) ・幅 ：〇〇〇 

・奥行：〇〇〇 

・高さ：〇〇〇 

その他の構成機器 － 

その他の性能 最大貯蔵能力 

・〇t･HM(〇ピット) 

核燃料物質の状態 粉末 

技

術

基

準

に

対

す

る

仕

様 
(注1) 

核燃料物質の臨界

防止 

①単一ユニット又は複数ユニットの区分 

・複数ユニット(配列：〇行×〇列) 

②貯蔵単位 

・混合酸化物貯蔵容器 

③貯蔵する核燃料物質の形態(注2) 

・混合酸化物貯蔵容器：原料MOX粉末 

④貯蔵単位相互間の距離 

・中心間距離(ピット間隔)：行方向〇mm以上，列方向〇mm以上 

火災等による損傷

の防止 

一時保管ピットには不燃性の材料を使用する。 

耐震性 一時保管ピット 

・耐震クラス：Bクラス(注3) 

・主要材料：〇〇〇(〇〇〇，〇〇〇) 

・基礎ボルト材質：〇〇〇(〇〇〇) 

・基礎ボルト本数：〇〇〇×〇〇〇本 

・基礎ボルト配置：〇〇〇mm×〇〇〇mm 

・取付ボルト材質：〇〇〇(〇〇〇) 

・取付ボルト本数：〇〇〇×〇〇〇本 

・取付ボルト配置：〇〇〇mm 

材料及び構造 － 

閉じ込めの機能 － 

しゃへい － 

換気 － 

核燃料物質等によ

る汚染の防止 

－ 

安全上重要な施設 適切な方法により，安全機能を確認するための検査又は試験並びに安

全機能を健全に維持するための保守又は修理ができる設計とする。 

搬送設備 － 

警報設備等 － 

廃棄施設 － 

●. 貯蔵容器一時保管設備 

(●) ラック 

 変更前 変更後 

名称＊2 
一時保管ピット 

(PA○○-○-○○) 

変更なし 

種類＊3 － ○○方式 

臨界管

理 

中心間距離(ピット間隔) ＊9 mm 
行方向○○以上 

列方向○○以上 

設置する室の壁・

床・天井までの距

離＊10 

南壁 mm ○○○以上 

北壁 mm ○○○以上 

床 mm ○○○以上 

天井 mm ○○○以上 

設置室の周囲の壁厚さ＊11 mm ○○○以上＊12 

容量＊4 t･HM ○○ (○○ピット) 

主要寸

法 
＊5 

たて mm ○○○＊1 

横 mm ○○○＊1 

高さ mm ○○○＊1 

主要材料＊6 － ○○○ 

個数＊7 － ○ 

取付箇

所 
＊8 

系統名（ライン名） － － 

設置床 － 
〇〇〇室 

T.M.S.L. 〇〇〇m＊13 

溢水防護上の区画番号 － ○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ － ○○ 

化学薬品防護上の区画番号 － ○○  

化学薬品防護上の配慮が必要な

高さ 
－ 

○○ 
 

注記  ＊1：公称値を示す。 

＊2：記載の適正化。既設工認では「設備・機器名称」と記載。 

＊3：記載の適正化。既設工認では「形式」と記載。 

＊4：記載の適正化。既設工認では「その他の性能」と記載。 

＊5：記載の適正化。既設工認では「寸法(単位 mm)」と記載。 

＊6：記載の適正化。既設工認では「主要な構成材」と記載。 

＊7：記載の適正化。既設工認では「数量」と記載。 

＊8：記載の適正化。既設工認では「設置場所」と記載。 

＊9：貯蔵単位である混合酸化物貯蔵容器の配列(〇行×〇列)が核的に安全な配置となるよう貯蔵単

位相互間の距離を維持する。 

＊10：本装置で取り扱う〇〇〇〇〇〇室の壁・床・天井までの距離を示す。 

＊11：核的隔離条件であるのコンクリート厚さを示す。なお，臨界隔離条件として用いるコンクリー

ト設置個所については，添付書類「I-2-4 成形施設、被覆施設、組立施設及びその他の加工

施設における複数ユニットの臨界防止に関する計算書」に示す。 

＊12：記載内容は，平成〇年〇月〇日付け平成〇原第〇号にて認可を受けた設工認申請書の「別添

イ．燃料加工建屋(その 1)及び貯蔵容器搬送用同道 (4)設計条件及び仕様  特記事項」におい

て記載したコンクリート厚さによる。 

＊13：記載内容は，平成〇年〇月〇日付け平成〇原第〇号にて認可を受けた設工認申請書の本文添付

図「第 1.- 〇図組立施設の機器配置図」による。 

 

 

〇臨界計算に用いる計算条件及び設計条件の制限値（設置室の周囲

の壁厚さ）を追加。 

〇溢水及び化学薬品の影響を考慮し、取付箇所の項目を追加 

 
① 
② 
 
③ 
 
④ 
 
 
⑤ 
 
 
 
⑥ 
 
 
 
⑦ 
 
 
 
 
 
⑧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 
④ 
 
⑧ 
 
⑨ 
 
 
 
 
⑥ 
 
⑤ 
 
 
③ 
 
② 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑨ 

添付書類で展開 

添付書類で展開 

構造図で展開 

主要設備リストで展開 

基本方針/添付書類

で展開 

工程情報を示す項目であ

り、設備仕様に直接関係し

ない項目であるため、仕様

表に記載しない。 
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既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 

放射線管理施設 － 

非常用電源設備 － 

その他事業許可で求め

る仕様 

－ 

添付図 第1.-1図 核燃料物質の貯蔵施設の機器配置図(1/2)  

第2.1-1図 一時保管ピット(PA○○-○-○○)構造図(1/2) 

第2.1-2図 一時保管ピット(PA○○-○-○○)構造図(2/2) 

特記事項 運転管理にて貯蔵量が最大貯蔵能力を超えないように管理する。 

注1  技術基準に対する仕様の補足説明 

(1) 核燃料物質の臨界防止 

本装置は，貯蔵単位である混合酸化物貯蔵容器(第1.-3表参照)及び核燃料物質の形態(原料MOX粉

末)を管理し，貯蔵単位の配列(〇行×〇列)が核的に安全な配置となるよう貯蔵単位相互間の距離

(行方向〇〇〇mm以上，列方向〇〇〇mm以上)を維持することにより臨界を防止する設計とする。貯蔵

する混合酸化物貯蔵容器から最も近い〇〇〇〇〇〇室の壁・床・天井までの距離について，南壁まで

の距離〇〇〇mm以上，北壁までの距離〇〇〇mm以上，床までの距離〇〇〇mm以上，及び，天井までの

距離〇〇〇mm以上となるように設置する。 

臨界防止に係る計算結果は，添付書類Ⅰ「核燃料物質の臨界防止に関する説明書」に示す。 

(2) 火災等による損傷の防止 

一時保管ピットは安全上重要な施設であるため，不燃性の○○を使用することにより火災による損

傷を防止する。 

(3) 耐震性 

一時保管ピットは，耐震Bクラスとする。また，耐震設計上の主要な評価部位は装置を直接支持す

る構造物に固定するボルト(基礎ボルト)及び貯蔵単位相互間の距離を維持するのに必要なボルト(取

付ボルト)とする。設備構造設計上の耐震設計結果は，添付書類Ⅲ「主要な加工施設の耐震性に関す

る説明書」に示す。 

(4) 安全上重要な施設  

一時保管ピットは，安全上重要な施設であり，外観検査等により，加工施設の安全を確保する機

能のピット間距離の確認は実施できる。また，周囲にメンテナンススペースを設けておりこれらの機

能を健全に維持するための保守又は修理が可能である。なお，他の原子力施設と共用しない。 

注2 貯蔵施設で取り扱う核燃料物質の形態及び設定条件を第1.-5表に示す。 

注3 一時保管ピットは，基準地震動Ssによる地震力に対して過大な変形等が生じないように設計する。 

 

 

⑨ 

保安規定で展開 

適合説明のため添

付書類で展開 

臨界の添付書類で

展開 

適合説明のため添

付書類で展開 

適合説明のため添

付書類で展開 

適合説明のため添

付書類で展開 

耐震の添付書類で

展開。 
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仕様表記載例（機種：溢水／化学薬品防護設備）

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 
 
 
 
 

既認可に該当する施設なし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変更前 変更後 

名 称  ○○○ 

種類 －  堰 

主要寸法 高さ mm  〇〇〇 

主要材料 堰 －  〇〇〇 

個数 －  〇 

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） －  － 

設置床 －  ○○ 

化学薬品防護上の区画番号 －  ○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な

高さ 
－  ○○ 

溢水防護上の区画番号 －  ○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ －  ○○ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

○溢水及び薬品防護機能に係る防水区画構築物（堰、防水扉、止水
板及び蓋等）の材料及び寸法を記載する。 
○溢水及び化学薬品の影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
 
〇仕様表共通記載事項として、名称、種類、個数を記載する。 
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仕様表記載例（機種：遮蔽設備）

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 
 
 
 
 
 
 

 
注記 ＊ ガラス固化体貯蔵建屋は，Ａクラスの構築物を有しているため、Ａク

ラスの施設に適用される地震力に対して耐えるように設計する。 
      また，ガラス固化体貯蔵建屋は，Ａクラスの設備を内蔵しているた

め，基準地震動Ｓ１で間接支持構造物としての支持機能が維持されて
いることの確認を行う。 

 
 
 
 

名 称 
ガラス固化体貯蔵建屋 

設

計

条

件 

耐 震 ク ラ ス －＊ 

放射線防護 
（しゃへい体の材料及び寸法） 

材料：普通コンクリート 
寸法：放射線防護の必要厚さを満足す

るものとする。 

設
計
仕
様 

基礎及び構造の種類 

基礎：鉄筋コンクリート造（べた基
礎） 

上部構造：鉄筋コンクリート造（一部
鉄骨鉄筋コンクリート造及
び鉄骨造） 

主要寸法 

南北方向：00.0m（外壁外面寸法） 
東西方向：00.0m（外壁外面寸法） 
階数：地上 0階，地下 0階 
高さ：地上 000.0m 

（冷却空気出口シャフトは， 
地上 00.0m） 

主要材料 

鉄筋：JIS G 3112（鉄筋コンクリート
用棒鋼）に定める SD35 

鋼材：JIS G 3101（一般構造用圧延鋼
材）に定める SS41 及び JIS G 
3106（溶接構造用圧延鋼材）に
定める SM41A，SM50A 

ｺﾝｸﾘｰﾄ：JASS5N の規定によるコンクリ
ート 

   設計基準強度 000kgf/cm３ 

添付図 
（建物各階平面図，建物断面図） 

第 1.-1 図～第 1.-6 図に示す。 

 

 

注記：*1 公称値を示す。 

   *2 既設工認の仕様表に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容

は平成 4年 7月 6日付け 4安第 252号にて認可された設工認申請書の

添付書類「Ⅰ－3 放射線による被ばくの防止に関する計算書」によ

る。 

   *3 記載の適正化を行う。既設工認には「鉄筋：JIS G 3112（鉄筋コンク
リート用棒鋼）に定める SD35，鋼材：JIS G 3101（一般構造用圧延
鋼材）に定める SS41 及び JIS G 3106（溶接構造用圧延鋼材）に定
める SM41A，SM50A，ｺﾝｸﾘｰﾄ：JASS5N の規定によるコンクリート     
設計基準強度 300kgf/cm３」と記載。 

 

 変更前 変更後 

名 称 ガラス固化体貯蔵建屋  

設
計
仕
様 

種類 
（主要構造） 

鉄筋コンクリート造
（一部鉄骨鉄筋コンク
リート造及び鉄骨造） 

 

主
要
寸
法 

建
屋 

南北方向 m 00.0（外壁外面寸法）  

東西方向 m 00.0（外壁外面寸法）  

高さ m 
地上 000.0 

（冷却空気出口シャフ
トは，地上 00.0m） 

 

貯
蔵
区
域
し
ゃ
へ
い 

たて×横 mm 〇〇*1  

高さ mm 〇〇*1  

壁
厚
さ 

東壁 mm 000*1*2  

西壁 mm 000*1*2  

南壁 mm 000*1*2  

北壁 mm 000*1*2  

天井 mm 000*1*2  

主要材料（しゃへい） － 鉄筋コンクリート*3  

個数 － 1*2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○主要寸法については設備の構造に応じて必要な箇所の情報を記
載する。 
○記載の適正化のため貯蔵区域しゃへいに係る主要寸法、主要材
料、個数を追加する 
 

主要設備リストで

展開。 
基本設計方針で展開。 

添付書類に位置付けを変

更したため、記載を削除 
基本設計方針で展開。 
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① 
④ 
 
⑦ 
 
⑩ 
 
⑧ 
 
 
⑤ 
 
 
⑨ 
⑤ 
③ 
 
② 
 

仕様表記載例（機種区分：搬送設備） 

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 
第1.-4表 機器仕様 

対応

する

加工

事業

許可 

許可番号(日付) 平成〇原第〇号(平成〇年〇月〇日) 

主要な設備及び機器の種類 成形施設 原料粉末受入工程 貯蔵容器受入設備 

 

許可との対応 付属設備 

設備・機器名称 貯蔵容器受入設備 

保管室クレーン(PA○○○) 

設置場所 燃料加工建屋地下○○○階 ○○○室 

変更内容 新設 

数量 1台 

一 

般 

仕 

様 

形式 ○○○式 

主要な構成材 本体：○○○ 

寸法(単位：mm) ・幅 ：○○○ 

・奥行：○○○ 

・高さ：○○○ 

・可動範囲：○○○ 

その他の構成機器 － 

その他の性能 － 

核燃料物質の状態 粉末 

技

術

基

準

に

対

す

る

仕

様 
(注1) 

核燃料物質の臨界防止 ①単一ユニット又は複数ユニットの区分 

・単一ユニット(保管室クレーンユニット) 

②臨界管理の方法 

・体数管理 

③核的制限値 

・○体(取扱単位：混合酸化物貯蔵容器)(注2) 

火災等による損傷の防止 － 

耐震性 

 

保管室クレーン 

・耐震クラス：Bクラス 

・主要材料：○○○(○○○) 

・走行ガイドローラ軸材質：○○○(○○○) 

・走行ガイドローラ軸個数：○○○個/台 

・横行ガイドローラ軸材質：○○○(○○○) 

・横行ガイドローラ軸個数：○○○個/台 

材料及び構造 － 

閉じ込めの機能 － 

しゃへい － 

換気 － 

核燃料物質等による汚染の防止 － 

安全上重要な施設 － 

搬送設備 保管室クレーン 

・定格荷重：○○○kg 

・動力喪失時に混合酸化物貯蔵容器及びしゃへい蓋の落下

を防止するため，把持部を閉状態に維持する機構及び昇降

用モータは無励磁作動ブレーキ付とする。 

警報設備等 － 

●. 貯蔵容器受入設備 

(●)  搬送設備 

 変更前 変更後 

名称＊2 
保管室クレーン 

(PA○○○) 

変更なし 

種類＊3 － ○○○式 

臨

界

管

理 

核的制限値＊9 
混合酸化物貯蔵容

器取扱体数 
体 

○ 

他の単一ユニットとの相互間隔＊10 mm ○○○以上 

設置室の壁までの距離＊11 mm ○○○以上 

設置室の周囲の壁等厚さ＊10 mm ○○○以上＊11 

容量＊4 kg ○○○ 

主

要

寸

法
＊5 

たて mm ○○○＊1 

横 mm ○○○＊1 

高さ mm ○○○＊1 

可動範囲 mm ○○○ 

混合酸化物貯蔵容器取扱高さ mm ○○○以下 

主要材料＊6 － ○○○ 

個数＊7 － ○ 

取

付

箇

所
＊8 

系統名（ライン名） － － 

設置床 － 
○○○室 

T.M.S.L. ○○○m＊14 

溢水防護上の区画番号 － 
○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ － ○○ 

注記  ＊1：公称値を示す。 

＊2：記載の適正化。既設工認では「設備・機器名称」と記載。 

＊3：記載の適正化。既設工認では「形式」と記載。 

＊4：記載の適正化。既設工認では「搬送設備」と記載。 

＊5：記載の適正化。既設工認では「寸法(単位 mm)」と記載。 

＊6：記載の適正化。既設工認では「主要な構成材」と記載。 

＊7：記載の適正化。既設工認では「数量」と記載。 

＊8：記載の適正化。既設工認では「設置場所」と記載。 

＊9：本装置に単一ユニット（保管室クレーンユニット）を設定する。単一ユニットでは，体数管理

により，構成する設備・機器が構造的に核的制限値以下の体数でしか取り扱えない設計とす

る。 

＊10：保管室クレーンユニット及び○○ユニットとの相互間隔（水平方向）を示す。 

＊11：本装置で取り扱う混合酸化物貯蔵容器から〇〇室の壁までの距離 

＊12：核的隔離条件であるのコンクリート厚さを示す。なお，臨界隔離条件として用いるコンクリー

ト設置個所については，添付書類「I-2-4 成形施設、被覆施設、組立施設及びその他の加工

施設における複数ユニットの臨界防止に関する計算書」に示す。 

＊13：記載内容は，平成〇年〇月〇日付け平成〇原第〇号にて認可を受けた設工認申請書の「別添

イ．燃料加工建屋(その 1)及び貯蔵容器搬送用同道 (4)設計条件及び仕様  特記事項」におい

て記載したコンクリート厚さによる。 

＊14：記載内容は，平成〇年〇月〇日付け平成〇原第〇号にて認可を受けた設工認申請書の本文添付

図「第 1.-1 図組立施設の機器配置図」による。 

 

〇臨界計算に用いる計算条件及び設計条件の制限値（設置室の周囲

の壁等厚さ）を追加。 

〇溢水及び化学薬品の影響を考慮し、取付箇所の項目を追加 

 

構造図で展開 

主要設備リストで展開 

① 

② 

③ 
④ 

⑦ 

⑧
 

⑤ 

⑥ 

⑥
⑪ 
 

基本設計方針／ 

添付書類で展開 

工程情報を示す項目であり、

設備仕様に直接関係しない項

目であるため、仕様表に記載

しない。 
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既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 

廃棄施設 － 

放射線管理施設 － 

非常用電源設備 － 

その他事業許可で求める仕様(注3) ①本装置で使用するポリエチレンは，○○○○製のカバー

で覆い，極力露出しない構造とする。 

②混合酸化物貯蔵容器の取扱高さは〇〇〇m以下とする。 

③走行装置及び横行装置の逸走を防止するため，走行メカ

ニカルストッパ及び横行メカニカルストッパを設置する。 

添付図 第1.-5図 成形施設の機器配置図「地下〇階」 

第2.1-4図 保管室クレーン(PA〇〇)構造図(1/2) 

第2.1-5図 保管室クレーン(PA〇〇)構造図(2/2) 

特記事項 － 

注1  技術基準に対する仕様の補足説明 

 (1) 核燃料物質の臨界防止 

     本装置に単一ユニットを設定する。単一ユニットでは体数管理により，構成する設備・機器が構造

的に核的制限値以下の体数でしか取り扱えない設計とする。臨界防止に係る計算結果は，添付書類

Ⅰ「核燃料物質の臨界防止に関する説明書」に示す。なお，複数ユニットの評価は，隣接する単一

ユニットを申請する際に実施するが，本装置で取り扱う混合酸化物貯蔵容器から〇〇室の壁までの

距離を○○○mm以上となるように設置する。 

(2) 耐震性 

本装置は，耐震Bクラスとする。また，耐震設計上の主要な評価部位は，軌道レールより保管室ク

レーン本体を支持するガイドローラとする。設備構造設計上の耐震設計結果は，添付書類Ⅲ「主要な

加工施設の耐震性に関する説明書」に示す。 

(3) 搬送設備 

本装置は，クレーン等安全規則に基づき，搬送物を取り扱える重量を定格荷重として設計する。 

本装置で取り扱う搬送物のうち，重量が最大のものは，しゃへい蓋(最大〇kg)である。 

しゃへい蓋は，建物のしゃへい設備にて第1回に申請済みである。 

本装置は，混合酸化物貯蔵容器及びしゃへい蓋頭部を把持し，前後左右方向及び上下方向に移

動させる機器であるため，把持部に台形ねじを使用したセルフロック機能を有する駆動機構を設け

ることで把持部の閉状態を維持する設計とする。また，昇降用モータは無励磁作動ブレーキ付と

し，電源喪失時に混合酸化物貯蔵容器及びしゃへい蓋が落下しないようにする。 

注2  成形施設で取り扱う核燃料物質の形態と核的制限値の設定条件を第1.-6表に示す。 

注3  その他事業許可で求める仕様の補足説明 

(1) 本装置で使用するポリエチレンは可燃性のため，不燃性の○○○○製のカバーで覆い露出しない構

造として火災による損傷を防止する。 

(2) 本装置は，混合酸化物貯蔵容器を把持したときの最大取扱高さが約〇mであり，構造的にこれ以上の

高さにならない設計とする。 

(3) 走行装置及び横行装置には，逸走により落下しないよう各レールエンドにメカニカルストッパを設

置する。 

 
 

 

⑩ 

⑨ 

構造図で展開 

基本設計方針/ 

添付書類で展開 

適合説明のため添付書類で展開 

添付書類で展開 

構造図で展開 

⑪ 

適合説明のため添付書類で展開 

適合説明のため添付書類で展開 

適合説明のため添付書類で展開 
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仕様表記載例（機種区分：機械装置） 

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 

第1.-5表 機器仕様 

対応する加

工事業許可 

許可番号(日付) 平成○原第○号(平成○年○月○日) 

主要な設備及び機器の種類 成形施設 原料粉末受入工程 貯蔵容器受入設備 

許可との対応 付属設備 

設備・機器名称 貯蔵容器受入設備 

貯蔵容器検査装置(PA○○-○-○○) 

設置場所 燃料加工建屋地下○階 ○○室 

変更内容 新設 

数量 ○○台 

一 

般 

仕 

様 

形式 ○○○検査方式 

主要な構成材 本体：○○ 

寸法(単位：㎜) ①スミヤ部 

・幅：○○  奥行：○○  高さ：○○ 

②クランプ部 

・幅：○○  奥行：○○  高さ：○○ 

その他の構成機器 － 

その他の性能 － 

核燃料物質の状態 粉末 

技 

術 

基 

準 

に 

対 

す 

る 

仕 

様 
(注1) 

核燃料物質の臨界防止 ①単一ユニット又は複数ユニットの区分 

・単一ユニット(貯蔵容器検査ユニット) 

②臨界管理の方法 

・体数管理 

③核的制限値 

・○○体 (取扱単位：混合酸化物貯蔵容器)(注2)  

④他の単一ユニットとの相互間隔 

・ 隣接する単一ユニット：受渡ユニット 

・単一ユニット間距離(水平方向)：○○mm以上 

火災等による損傷の防止 － 

耐震性 貯蔵容器検査装置 

①スミヤ部 

・耐震クラス：Bクラス 

・主要材料：○○ 

・基礎ボルト材質：○○ 

・基礎ボルト本数：○○×○○本 

・基礎ボルト配置：○○mm 

②クランプ部 

・耐震クラス：Bクラス 

・主要材料：○○ 

・基礎ボルト材質：○○ 

・基礎ボルト本数：○○×○○本 

・基礎ボルト配置：○○mm 

材料及び構造 － 

閉じ込めの機能 － 

しゃへい － 

換気 － 

核燃料物質等による汚染の防止 － 

●. 貯蔵容器受入設備 

(●) 機械装置 

 変更前 変更後 

名称 貯蔵容器検査装置(PA○○-○-○○)  

種類 － ○○検査方式  

臨

界

管

理 

核的制

限値 

混合酸化物貯蔵容

器取扱体数 
体 ○ 

 

他の単一ユニットとの相互間

隔＊3 
mm ○○以上 

 

設置する室の壁までの距離＊4 mm ○○以上  

設置室の周囲の壁等厚さ＊5 mm ○○以上＊6  

容量 kg －  

主要寸法 

スミヤ部 

たて mm ○○  

横 mm ○○  

高さ mm ○○  

クランプ

部 

たて ㎜ ○○  

横 ㎜ ○○  

高さ ㎜ ○○  

主要材料 本体 － ○○  

個数 － ○  

取付箇所 

系統名(ライン名) － － 
 

設置床 
－ 

○○室 

T.M.S.L. ○○m 

 

溢水防護上の区画

番号 
－ 

○○  

溢水防護上の配慮

が必要な高さ 
－ ○○ 

 

化学薬品防護上の区

画番号 
 ○○ 

 

化学薬品防護上の配

慮が必要な高さ 
 ○○ 

 

注記 ＊1：公称値を示す。 

＊2：本装置に単一ユニット（貯蔵容器検査ユニット）を設定する。単一ユニットでは，体数管理によ

り，構成する設備・機器が構造的に核的制限値以下の体数でしか取り扱えない設計とする。  

＊3：貯蔵容器検査ユニットと受渡ユニットとの相互間隔（水平方向）を示す。 

＊4：本装置で取り扱う混合酸化物貯蔵容器から○○室の壁までの距離を示す。  

＊5：核的隔離条件であるのコンクリート厚さを示す。なお，臨界隔離条件として用いるコンクリート

設置個所については，添付書類「I-2-4 成形施設、被覆施設、組立施設及びその他の加工施設に

おける複数ユニットの臨界防止に関する計算書」に示す。 

＊6：記載内容は，平成 22年 10 月 22 日付け平成 22･05:21 原第９号にて認可を受けた設工認申請書の

「別添イ．燃料加工建屋(その 1)及び貯蔵容器搬送用同道 (4)設計条件及び仕様  特記事項」にお

いて記載したコンクリート厚さによる。 

 

 

〇臨界計算に用いる計算条件及び設計条件の制限値（設置室の周囲

の壁等厚さ）を記載する。 

〇構成機器に搬送設備の条文適合を受ける搬送装置を有する場合は

容量（定格荷重）を記載する。 

〇溢水及び化学薬品の影響を考慮し、取付箇所の項目を追加 

 

① 
 
② 
 
③ 
 
④ 
 
⑤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥ 
 
 
⑦ 
 
⑧ 
⑨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 
④ 
⑦ 
 
⑨ 
④ 
⑩ 
 
 
 
 
 
⑤ 
 
 
 
 
③ 
 
 
② 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥ 
⑧ 
 
 

工程情報を示す項目であ

り、設備仕様に直接関係し

ない項目であるため、仕様

表に記載しない。 

主要設備リストで示す 

構造図で示す 
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既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 

安全上重要な施設 － 

搬送設備 － 

警報設備等 － 

廃棄施設 － 

放射線管理施設 － 

非常用電源設備 － 

その他事業許可で求める仕様 － 

添付図 第1.-1図 成形施設の機器配置図「地下○階」(1/2) 

第1.-2図 成形施設の機器配置図「地下○階」(2/2) 

第2.1-6図 貯蔵容器検査装置(PA○-○-○○)構造図 

特記事項 － 

注1  技術基準に対する仕様の補足説明 

(1) 核燃料物質の臨界防止 

本装置に単一ユニットを設定する。単一ユニットでは体数管理により，構成する設備・機器が

構造的に核的制限値以下の体数でしか取り扱えない設計とする。また，単一ユニット間の中性子相

互作用については，単一ユニット間距離を維持することにより臨界安全を確保する設計とする。本

装置で取り扱う混合酸化物貯蔵容器から貯蔵容器受入第2室の壁までの距離を○○mm以上となるよう

に設置する。臨界防止に係る計算結果は，添付書類Ⅰ「核燃料物質の臨界防止に関する説明書」に

示す。 

(2)  耐震性 

本装置は，耐震Bクラスとする。また，耐震設計上の主要な評価部位は，装置を直接支持する構造

物に固定するボルト(基礎ボルト)とする。設備構造設計上の耐震設計結果は，添付書類Ⅲ「主要な加

工施設の耐震性に関する説明書」に示す。 

注2  成形施設で取り扱う核燃料物質の形態と核的制限値の設定条件を第1.-6表に示す。 

 

 

⑩ 

適合説明のため添付書類で示す 
⑧ 

適合説明のため添付書類で示す 

核的制限値の設定条件のため添付書類で示

す 
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仕様表記載例（機種区分：核物質取扱ボックス） 

既認可の仕様表 仕様表案 追加記載要求事項の整理 

 

第5.-2表 機器仕様 

対応

する

加工

事業

許可 

許可番号(日付) 平成〇原第〇号(平成〇年〇月〇日) 

主要な設備及び

機器の種類 

成形施設 粉末調整工程 スクラップ処理設備 

グローブボックス 

許可との対応 本体 

設備・機器名称 スクラップ処理設備 

回収粉末処理・混合装置グローブボックス(PA〇-〇-〇〇) 

設置場所 燃料加工建屋地下〇階 〇〇〇室 

変更内容 新設 

数量 ○基 

一 

般 

仕 

様 

形式 － 

主要な構成材 ①本体：○○○ 

②窓板：○○○ 

寸法(単位：㎜) 本体寸法 

・幅 ：○○ 

・奥行：○○ 

・高さ：○○ 

その他の構成機器 －(注1) 

その他の性能 － 

核燃料物質の状態 粉末 

技 

術 

基 

準 

に 

対 

す 

る 

仕 

様 
(注2) 

核燃料物質の臨

界防止 

①単一ユニット又は複数ユニットの区分 

・単一ユニット(回収粉末処理・混合ユニット) 

②臨界管理の方法 

・質量管理 

③核的制限値 

・○○kg･Pu*(注3)(形態：MOX粉末-2，MOX粉末-4)(注4)  

④他の単一ユニットとの相互間隔 

・隣接する単一ユニット：一次混合ユニットB 

・単一ユニット間距離：○○mm以上 

火災等による損

傷の防止 

グローブボックスには窓板を除き可能な限り不燃性又は難燃性の

材料を使用する。 

耐震性 回収粉末処理・混合装置グローブボックス 

・耐震クラス：Bクラス 

・主要材料(本体)：○○○(○○○，○○○) 

(耐震サポート)：○○○(○○○) 

・基礎ボルト材質：○○○(○○○) 

・基礎ボルト本数：○×○本 

・取付ボルト材質：○○○(○○○) 

・取付ボルト本数：○×○本 

・取付ボルト配置：○○○mm×○○○mm 

材料及び構造 － 

閉じ込めの機能 給排気口を除き密封できる構造とする。 

・気密性(漏れ率)：○○vol%/h以下 

しゃへい － 

換気 － 

●. スクラップ処理設備 

(●) 核物質取扱ボックス 

 変更前 変更後 

名称＊2 
回収粉末処理・混合装置グローブ

ボックス(PA〇-〇-〇〇) 

変更なし 

種類＊3 － － 

臨

界

管

理 

核的制

限値＊12 

取扱Ｐｕ

＊質量＊13 
kg・Pu* ○○○ 

他の単一ユニットと

の相互間隔*14 
mm 

○○○以上 

設置する室の壁・天

井までの距離*6*15 
mm ○○○以上 

設置床からの核燃料

物質の取扱高さ*6*16 
mm 

○○○以上 

設置室の周囲の壁厚

さ*17 
mm ○○○以上*18 

最高使用圧力 Pa － ○○○*20 

最高使用温度 ℃ － ○○○*20 

漏れ率＊4 vol%/h ○○○以上 変更なし 

開口部風速*5*11 m/s ○○○以上 

主要寸法*7 

たて mm ○○○＊1 

横 mm ○○○＊1 

高さ mm ○○○＊1 

主要材料*8 
本体 － ○○○ 

窓板部 － ○○○ ○○○ 

個数*9 － ○○○ 変更なし 

取

付

箇

所
*10 

系統名(ライン名) － 
－ 

－ 

設置床 － 
○○○室 

T.M.S.L ○○○m*19 

○○○室 

T.M.S.L ○○○m 

溢水防護上の 

区画番号 
－ 

○○○ 
○○ 

溢水防護上の配慮が

必要な高さ 
－ ○○○ T.M.S.L ○○○m以上 

注記  ＊1：公称値を示す。 

＊2：記載の適正化。既設工認では「設備・機器名称」と記載。 

＊3：記載の適正化。既設工認では「形式」と記載。 

＊4：記載の適正化。既設工認では「気密性(漏れ率)」と記載。 

＊5：記載の適正化。既設工認では「その他事業許可で求める仕様」と記載。 

＊6：記載の適正化。既設工認では「注 2  技術基準に対する仕様の補足説明 (1) 核燃料物質の臨

界防止」と記載。 

＊7：記載の適正化。既設工認では「寸法(単位 mm)」と記載。 

＊8：記載の適正化。既設工認では「主要な構成材」と記載。 

＊9：記載の適正化。既設工認では「数量」と記載。 

＊10：記載の適正化。既設工認では「設置場所」と記載。 

＊11：グローブ 1個が破損した場合にグローブポートの開口部における風速を示す。 

    ＊12：回収粉末処理・混合装置グローブボックスに単一ユニット（回収粉末処理・混合ユニット）

を設定する。単一ユニットでは質量管理により，核的制限値を超えないように管理する設計と

する。  

＊13：Pu*は，プルトニウム-239，プルトニウム-241 及びウラン-235 の総称とし，kg･Pu*は，その合

計質量とする。    

    ＊14：回収粉末処理・混合ユニット及び一次混合ユニット Bとの相互間隔を示す。 

 

〇臨界計算に用いる計算条件及び設計条件の制限値（設置室の周囲

の壁厚さ）を追加。 

〇重大事故等対処設備に係る耐圧強度評価で使用する設計条件とし

て最高使用圧力、最高使用温度を追加。 

〇溢水の影響を考慮し、取付箇所の項目を追加 

 
① 

② 

③ 
④ 
 
⑤ 

⑦ 

⑦ 

⑥ 

⑨ 

⑥ 
⑩ 
 

⑧ 

⑧ 

主要設備リストで展開 

構造図で展開 

基本方針で展開 

添付書類(臨界)で展開 

① 
 
④ 
 
 
⑦ 
⑪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧ 
⑨ 
 
⑤ 
 
 
 
 
③ 
 
② 
 
 
 
 
 
 
 

⑧ 
 

基本設計方針で展開 

工程情報を示す項目であ

り、設備仕様に直接関係し

ない項目であるため、仕様

表に記載しない。 
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既認可の仕様表 仕様表案 追加記載要求事項の整理 

核燃料物質等に

よる汚染の防止 

－ 

安全上重要な施設 適切な方法により，安全機能を確認するための検査又は試験並び

に安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができる設計と

する。 

搬送設備 － 

警報設備等 ①グローブボックス内の温度及び温度上昇率が設定値以上となっ

た場合に警報を発する火災警報を設置する。 

・設定値：温度○℃，温度上昇率○℃/min 

②グローブボックス内の気圧が設置場所に対して設定値以上とな

った場合に警報を発する負圧警報を設置する。 

・設定値：-○Pa 

廃棄施設 － 

放射線管理施設 － 

非常用電源設備 － 

そ の 他 事 業 許 可 で

る仕様(注5) 

グローブ1個が破損した場合にグローブポートの開口部における

風速を○m/s以上とする。 

注1  今回の申請範囲は管台までであり，管台から接続配管等の第1弁まではグローブボックスとして後次

回に申請する。 

注2  技術基準に対する仕様の補足説明 

(1) 核燃料物質の臨界防止 

本グローブボックスに単一ユニットを設定する。単一ユニットでは質量管理により，核的制限値を

超えないように管理する設計とする。また，単一ユニット間の中性子相互作用については，単一ユニ

ット間距離を維持することにより臨界安全を確保する設計とする。本グローブボックスから○○○室

の壁・天井までの距離を○○mm以上となるように設置するとともに，○○室の床から核燃料物質取扱

高さ下限までの距離を○○mm以上となるように設置する。臨界防止に係る計算結果は，添付書類Ⅰ「核

燃料物質の臨界防止に関する説明書」に示す。 

(2) 火災等による損傷の防止 

本グローブボックスは，安全上重要な施設であるため本体には不燃性の○○○○○○を使用し火災

による損傷を防止する。ただし，視認性及び耐震性の観点から窓板には○○○○製の○○○○○○を

使用する。 

(3) 耐震性 

本グローブボックスは，耐震Bクラスとする。また，耐震設計上の主要な評価部位は，グローブボ

ックスを直接支持する構造物に固定するボルト(基礎ボルト，取付ボルト)とする。設備構造設計上の

耐震設計結果は，添付書類Ⅲ「主要な加工施設の耐震性に関する説明書」に示す。 

(4) 閉じ込め機能 

本グローブボックスは，給排気口を除き密封できる構造とし，漏れ率は〇vol%/h以下とする。給排

気口を除き密封できる構造とは，他のグローブボックスと伸縮継手を介して連結し，ユーティリティ

配管類に弁類が設置され気密境界を形成できる状態をいう。また，気体廃棄物の廃棄設備によりその

内部を設置場所に対して常時負圧に維持する設計とする。常時負圧についての仕様は，気体廃棄物の

廃棄設備にて申請する。 

(5) 安全上重要な施設 

本グローブボックスは，安全上重要な施設であり，外観検査，負圧確認等により，加工施設の安全

を確保する機能の負圧維持の確認は実施できる。また，周囲にメンテナンススペースを設けておりこ

れらの機能を健全に維持するための保守又は修理が可能である。なお，他の原子力施設と共用しない。 

(6) 警報設備等 

本グローブボックスには，グローブボックス内の温度が〇℃以上，かつ，温度上昇率が〇℃/min以

上となった場合に，所定の場所で警報を発するための検出器を設置する。また，グローブボックス内

火災の消火のため火災警報信号をガス消火装置(消火設備)に送信する。 

本グローブボックスには，グローブボックス内の気圧が設置場所に対して〇Pa以上となった場合

に，所定の場所で警報を発するための検出器を設置する。また，負圧警報により窒素循環ファン(窒

素循環設備)を停止させるために，負圧警報信号を換気空調設備制御盤(気体廃棄物の廃棄設備)に送

信する。 

注3  Pu*は，プルトニウム-239，プルトニウム-241及びウラン-235の総称とし，kg･Pu*はその合計質量と

    ＊15：本グローブボックスから○○室の壁・天井までの距離を示す。 

    ＊16：粉末調整第 6室の床から核燃料物質取扱高さ下限までの距離を示す。 

    ＊17：核的隔離条件であるのコンクリート厚さを示す。なお，臨界隔離条件として用いるコンクリー

ト設置個所については，添付書類「I-2-4 成形施設、被覆施設、組立施設及びその他の加工施

設における複数ユニットの臨界防止に関する計算書」に示す。      

＊18：記載内容は，平成○○年○○月○○日付け平成○○原第○○号にて認可を受けた設工認申請書

の「別添イ．燃料加工建屋(その 1)及び貯蔵容器搬送用同道 (4)設計条件及び仕様  特記事

項」において記載したコンクリート厚さによる。 

＊19：記載内容は，平成○○年○○月○○日付け平成○○原第○○号にて認可を受けた設工認申請書

の本文添付図「第 1.-1 図成形施設の機器配置図(1/2)」による。 
＊20：重大事故等時における使用時の値を示す。 

 

 

 

 

 

 

⑦ 

⑨ 
 

GB 温度監視装置の仕様表、 

基本設計方針/添付書類で展開 

基本設計方針/添付

書類で展開 

⑩ 
 

⑪ 
 

適合説明のため添付書類で展開 

適合説明のため添付書類で展開 

適合説明のため添付書類で展開 

適合説明のため添付書類で展開 

適合説明のため添付書類で展開 

適合説明のため添付書類で展開 

適合説明のため添付書類で展開 

核的制限値の設定条件は添付書類

で展開 

添付書類で展開 
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既認可の仕様表 仕様表案 追加記載要求事項の整理 
する。 

注4  成形施設で取り扱う核燃料物質の形態と核的制限値の設定条件を第1.-6表に示す。 

注5  その他事業許可で求める仕様の補足説明 

(1) グローブ1個が破損をした時は，グローブボックス排風機により外部空気を吸入し開口部における風

速〇m/s以上を確保する。グローブ1個の破損とは，全グローブボックスに対する1個の開口部とする。 

 

 

 

 

適合説明のため添付書類で展開 
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仕様表記載例（機種：変圧器）

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 

 

 
構造図：第 3.2.1.1.12－2 図に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名 称 － 
非常用動力用変圧器 A,B 

(00-000-00,00) 

種類 － ○○ 

設計条件 耐震クラス － ○○ 

仕様 

用途 － ○○ 

主要寸法 高さ mm ○○ 

個数 － ○○ 

 

注記：*1 公称値を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変更前 変更後 

名 称 － 

非常用動力用変

圧器 A,B 

(00-000-00,00) 

 

種類 － ○○  

設計条件 容量 kVA ○○  

仕様 

電圧 V ○○  

主要寸法 

幅 mm ○○*1  

奥行 mm ○○*1  

高さ mm ○○*1  

個数 － ○○  

設
置
箇
所 

系統名（ライン名） － － ○○ 

設置床 － － ○○ 

化学薬品防護上の区画番号 － － ○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な

高さ 
－ － ○○ 

溢水防護上の区画番号 － － ○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ － － ○○ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

○溢水及び化学薬品の影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
○記載の適正化のため、変圧器の容量、電圧、盤の主要寸法に奥
行、幅を追加する。 
 
 

主要設備リストで展開。 

基本設計方針で展開。 

添付書類に位置付けを変

更したため、記載を削除 
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仕様表記載例（機種：受電開閉設備用遮断器）

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 

（既許可に仕様表なし） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

注記：*1 公称値を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変更前 変更後 

名 称 － 
受電変圧器用遮断器 

(00-000-00,00) 
 

種類 － ○○  

仕様 

定格電圧 kV ○○  

定格電流 A ○○  

主要寸法 

たて mm ○○*1  

横 mm ○○*1  

高さ mm ○○*1  

個数 － ○○  

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － － ○○ 

設置床 － － ○○ 

化学薬品防護上の区画番号 － － ○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な

高さ 
－ － ○○ 

溢水防護上の区画番号 － － ○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ － － ○○ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

○溢水及び化学薬品の影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
○電気設備の基本情報として、名称、種類、個数、盤の主要寸法を
示す。 
○受電変圧器用の遮断器の仕様として、電圧、電流を示す。 
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仕様表記載例（機種：電源盤） 

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 
 
 
 
 
 
 

名 称 － 

6.9kV 非常用メタクラ

Ａ，Ｂ 

（00-00） 

設計条件 耐震クラス 
－ 

○○ 

仕  様 

用  途  ○○ 

電  圧 V ○○ 

主要寸法 高 さ ㎜ ○○ 

個  数 － ○○ 

構造図：第 3.2.1.1.11－1 図に示す。 
 
 
＜発電炉の要目表なし＞ 
以下発電炉の基本設計方針抜粋 

4 非常用電源設備の基本設計方針，適用基準及び適用規格 

(1) 基本設計方針 

第２章 個別項目 

1. 非常用電源設備の電源系統 

1.2 代替所内電気系統 

（省略） 

これとは別に上記 3 系統の非常用母線等の機能が喪失したことにより発生する

重大事故等の対応に必要な設備に電力を給電する代替所内電気設備として，緊急

用断路器（6900V，1200A のものを 1 個），緊急用メタルクラッド開閉装置（6900V，

1200A のものを 1個），緊急用動力変圧器（2000kVA，6900/480V のものを 1個），

緊急用パワーセンタ（480V，3000A のものを 1個），緊急用モータコントロールセ

ンタ（480V，800A のものを 3 個），可搬型代替低圧電源車接続盤（交流入出力

（480V，1600A），可搬型整流器交流入力（210V，600A），可搬型整流器直流出力

（150V，400A）のものを 2 個），緊急用計装交流主母線盤（50 kVA，480/240-120V

のものを 1個），緊急用直流 125V 充電器（125V，700A のものを 1個），可搬型整

流器用変圧器（150kVA，480/210V のものを 2 個），可搬型代替直流電源設備用電

源切替盤（125V，400A のものを 1個），緊急用直流 125V 主母線盤（125V，1200A 

のものを 1個），緊急用直流 125V モータコントロールセンタ（125V，400A のもの

を 1個），緊急用直流 125V 計装分電盤（125V，400A のものを 1個），緊急用無停

電電源装置，緊急用無停電計装分電盤（120V，400A のものを 1 個），緊急用電源

切替盤（緊急用交流電源切替盤（480V，65A のものを 2個），緊急用直流電源切替

盤（125V，120A のものを 1 個），緊急用直流計装電源切替盤（125V，50A のもの

を 2個），緊急用無停電計装電源切替盤（120V，50A のものを 1個））を使用でき

る設計とする。 

 

 変更前 
変更後 

名 称 － 

6.9kV 非常

用メタクラ

Ａ，Ｂ 

（00-00） 

 

仕  様 

電 圧 V 
○○ 

 

主要寸法 

幅 
㎜ 

○○  

奥行 ㎜ ○○  

高さ mm ○○  

個 数 － 
○○ 

 

取付箇所 

系統名 

（ライン名） 
－ ○○  

設置床 － 
○○ 

 

溢水防護上の区画番号 － ○○  

溢水防護上の配慮が 

必要な高さ 
－ ○○  

 

 

 

 

○溢水、化学薬品影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
○記載の適正化のため、盤の主要寸法に奥行、幅を追加する。 
 

主要設備リストで

展開。 

添付書類に位置付けを変

更したため、記載を削除 

工程情報を示す項目であ

り、設備仕様に直接関係し

ない項目であるため、仕様

表に記載しない。 
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仕様表記載例（機種：発電機）

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

注記：*1 公称値を示す。 

    

 

 変更前 変更後 

名 称 － 
ディーゼル機

関 
 

仕

様 

エ

ン

ジ

ン 

種 類 － ○○  

出 力 kW／台 ○○  

回 転 数 rpm ○○  

起 動 時 間 秒 ○○  

燃料 
種 類 － ○○  

使 用 量 L/h ○○  

個 数 － ○○  

過

給

機 

種 類 － ○○  

出 口 の 圧 力 MPa ○○  

回 転 数 rpm ○○  

個 数 － ○○  

主要寸法 高 さ mm ○○*1  

設
置
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○  

設置床 － ○○  

化学薬品防護上の区画番号 － ○○  

化学薬品防護上の配慮が必要

な高さ 
－ ○○  

溢水防護上の区画番号 － ○○  

溢水防護上の配慮が必要な高

さ 
－ ○○  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ディーゼル機関の仕様を示

すため、関連機器である調

速装置及び非常調速装置に

ついては削除する 

 

○主要寸法については設備の構造に応じて必要な箇所の情報を記
載する。 
○ディーゼル機関で使用する燃料を明確化するため、その種類と
使用料について記載項目を追加。 
○溢水及び化学薬品の影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
 
 

主要設備リストで

展開。 

添付書類に位置付けを変

更したため、記載を削除 

 

基本設計方針で

展開。 
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仕様表記載例（機種：無停電電源装置）

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 

 

 
構造図：第 3.2.1.1.3－8 図に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名 称 － 
105V 非常用無停電電源装置

A,B(00-000-00,00) 

種類 － ○○ 

設計条件 耐震クラス － ○○ 

仕様 

用途 － ○○ 

容量 kVA ○○ 

電圧 

交流入力 V ○○ 

直流入力 V ○○ 

交流出力 V ○○ 

周波数 Hz ○○ 

予備変圧器容量 kVA ○○ 

主要寸法 高さ mm ○○ 

個数 － ○○ 

 

注記：*1 公称値を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変更前 変更後 

名 称 － 

105V 非常用無停

電電源装置 A,B 

(00-000-00,00) 

 

種類 － ○○  

設計条件 容量 kVA ○○  

仕様 

電圧 

交流入力 V ○○  

直流入力 V ○○  

交流出力 V ○○  

周波数 Hz ○○  

予備変圧器容量 kVA ○○  

主要寸法 

幅 mm ○○*1  

奥行 mm ○○*1  

高さ mm ○○*1  

個数 － ○○  

設
置
箇
所 

系統名（ライン名） － － ○○ 

設置床 － － ○○ 

化学薬品防護上の区画番号 － － ○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な

高さ 
－ － ○○ 

溢水防護上の区画番号 － － ○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ － － ○○ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

○電源供給能力に係る蓄電池の容量を記載する。 
○溢水及び化学薬品の影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
○記載の適正化のため、盤の主要寸法に奥行、幅を追加する。 
 
 

主要設備リストで展開。 

基本設計方針で展開。 

添付書類に位置付けを変

更したため、記載を削除 

 

182



仕様表記載例（機種：電力貯蔵装置）

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変更前 変更後 

名 称 

110V 第 2 非常用蓄

電池 

(AG-BAT-A1,B1) 

 

種類 － ○○式据置蓄電池  

容量 Ah  〇○○  

電圧 V 〇○○  

主要寸法 高さ mm 〇〇〇  

個数 － 〇  

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○  

設置床 － ○○  

化学薬品防護上の区画番号 － ○○  

化学薬品防護上の配慮が必要な

高さ 
－ ○○  

溢水防護上の区画番号 － ○○  

溢水防護上の配慮が必要な高さ － ○○  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

○溢水及び化学薬品の影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
 
 

主要設備リストで展開。 

基本設計方針で展開。 
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仕様表記載例（機種：計装／放管設備）

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変更前 変更後 

名 称 
モニタリングポス

ト 
 

検出器の種類 － 

NaI(Tl)

シンチレ

ーション

検出器 

電離箱  

計測範囲 μGy/h ○～〇 ○～〇  

警報作動範囲 μGy/h ○～〇 ○～〇  

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○  

設置床 － ○○  

化学薬品防護上の区画番号 － ○○  

化学薬品防護上の配慮が必要な

高さ 
－ ○○  

溢水防護上の区画番号 － ○○  

溢水防護上の配慮が必要な高さ － ○○  

個数  ○  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

○溢水及び化学薬品の影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
 
 

主要設備リストで

展開。 

基本設計方針/添

付書類で展開。 
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仕様表記載例（機種：保守設備）

既認可の仕様表・発電炉の要目表 仕様表案 要求事項の整理 

＜既認可の仕様表＞ 
 

備
考
 

3
）
 

4
) 

注
記
 
1
）
 
：
第

4
.2
.3
.1

－
1
図
 
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
換
気
設
備
 
そ
の
他
の
重
要
な
機
器
等
の
構
造
図
中
の
当
該
機
器
の
 

 
番
号
を
示
す
。
 

 
 
 
2
）
 
：
ガ
ラ
ス
溶
融
炉
の
負
圧
維
持
に
係
る
耐
震
ク
ラ
ス
を
示
す
。
 

 
 
 
3
）
 
：
保
守
作
業
時
に
保
守
治
具
入
口
シ
ャ
ッ
タ
の
上
部
に
設
置
し
，
保
守
治
具
入
口
シ
ャ
ッ
タ
の
シ
ャ
ッ
タ
を
開
と
し
た
際
に
，
 

 
 
 
 
 
 
ガ
ラ
ス
溶
融
炉
を
負
圧
に
維
持
し
う
る
よ
う
開
口
面
積
が

3
8
㎠
以
下
を
満
足
す
る
構
造
と
す
る
。
保
守
治
具
入
口
シ
ャ
ッ
タ
 

 
 
 
 
 
 
に
含
め
て
耐
震
計
算
を
行
う
。
な
お
，
レ
ン
ガ
回
収
作
業
の
進
捗
に
よ
り
必
要

に
応
じ
て
交
換
し
，
以
降
使
用
し
な
い
場
合
 

 
 
 
 
 
 
が
あ
る
。
 

 
 
 
4
)
 
：
保
守
作
業
時
に
保
守
治
具
入
口
シ
ャ
ッ
タ
の
上
部
に
設
置
し
，
保
守
治
具
入
口

シ
ャ
ッ
タ
の
シ
ャ
ッ
タ
を
開
と
し
た
際
に
，
 

 
 
 
 
 
 
ガ
ラ
ス
溶
融
炉
を
負
圧
に
維
持
し
う
る
よ
う
開
口
面
積
が

3
8
㎠
以
下
を
満
足
す
る
構
造
と
す
る
。
平
成

2
0
年

12
月

2
2
日
 

 
 
 
 
 
 
に
確
認
さ
れ
た
ガ
ラ
ス
溶
融
炉
の
一
部
損
傷
の
原
因
調
査
の
た
め
上
部
に
流
下

補
助
治
具
を
設
置
し
ガ
ラ
ス
の
抜
き
出
し
中
 

 
 
 
 
 
 
に
流
下
速
度
が
大
き
く
低
下
し
流
下
の
継
続
が
困
難
に
な
っ
た
時
は
，
流
下
補

助
治
具
を
溶
融
ガ
ラ
ス
内
に
挿
入
す
る
場
合
 

 
 
 
 
 
 
が
あ
る
。
 

構
 
造

1
）

 

○
○
 

○
○
 

個
数
 

○
○
 

○
○
 

主
要

材
料
 

○
○
 

○
○
 

寸
法
 

L
 

（
m
m
）
 

－
 

－
 

H
 

（
m
m
）
 

○
○
 

○
○
 

D
 

（
m
m
）
 

－
 

－
 

容
量
 

－
 

－
 

耐
震

ク
ラ

ス
 

○
○

2
）
 

○
○
 

名
称
 

レ
ン
ガ
回
収
治

具
１
～
６
 

（
0
0
00

-0
00

0
）
 

負
圧
維
持
治
具

１
，
２
 

（
0
0
00

-0
00

0
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 変更前 変更後 

名称 
－ レンガ回収

治具１～６ 
(0000-0000) 

 

仕
様 

主要寸法 

D mm ○○*1  

H mm ○○*1  

L mm ○○*1  

主要材料 － ○○  

個数 － ○○  

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － － ○○ 

設置床 － － ○○ 

化学薬品防護上の区画番号 － － ○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要

な高さ 

－ － ○○ 

溢水防護上の区画番号 － － ○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高

さ 

－ － ○○ 

注記 *1：公称値を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
主要設備リストで展開。 

添付書類に位置付けを変

更したため、記載を削除 

○主要寸法については設備の構造に応じて必要な箇所の情報を記
載する。 
○溢水及び化学薬品の影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 

基本設計方針で展開。 

容量を示す必要のある設備

ではないため記載を削除 
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令和３年４月 16 日 R０ 

 
 
 
 

 
設⼯認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理 

（プール⽔冷却系） 
別紙-３ 
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理（プール水冷却系） 別紙-3（1/6）

1/6

1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

安全機
能を有
する施
設の地
盤

津波に
よる損
傷の防
止

再処理
施設へ
の人の
不法な
侵入等
の防止

閉じ込
めの機
能

数量 単位 主登録 MOX共用
E施設共

用
OSL共用 主登録

兼用登
録

対象設
備

安重区
分

SA区分

DB
耐震重
要度分

類

SA
設備区

分
1.2Ss

耐震評
価

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

1 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

1
プール水冷却系熱交
換器A/B/C

FA 3 基 ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

2 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

2
プール水冷却系ポン
プA/B/C

FA 3 台 ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

3 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

3

燃料貯蔵プール/燃
料送出しピット
～
プール水冷却系ポン
プA

FA 18 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

4 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

4

燃料貯蔵プール/燃
料送出しピット～プー
ル水冷却系ポンプA
分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

5 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

5

プール水冷却系ポン
プA
～
プール水冷却系熱交
換器A

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

6 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

6

弁
～
プール水冷却系ポン
プA～
プール水冷却系熱交
換器A合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

7 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

7

弁 ～
プール水冷却系ポン
プA～プール水冷却
系熱交換器A合流部
の分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

8 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

8

プール水冷却系ポン
プA～プール水冷却
系熱交換器A分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

9 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

9

プール水冷却系ポン
プA～プール水冷却
系熱交換器A分岐部
～弁
分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

10 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

10

弁
～
プール水冷却系ポン
プA～プール水冷却
系熱交換器A分岐部
～弁
合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

11 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

11

プール水冷却系熱交
換器A
～
弁

FA 21 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

12 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

12

弁
～
プール水冷却系熱交
換器A～弁

合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

13 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

13

弁

～
燃料仮置きピット/燃
料取出しピット/燃料
貯蔵プール/チャンネ
ルボックス・バーナブ
ルポイズン取扱ピット
（チャンネルボックス
用，バーナブルポイ
ズン用並びにチャン
ネルボックス及び
バーナブルポイズン
用）

FA 11 ライン ― ― ― ― ○

重大事
故等対
処設備
漏えい
抑制設

備

DB/SA 安重 常設SA S
常設耐

震
1.2Ss 1.2Ss 常設 改造 2－1 ○

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカを
含む

－ － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

14 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

14

燃料貯蔵プール
～
プール水冷却系ポン
プB

FA 14 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

15 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

15

燃料貯蔵プール/燃
料送出しピット～プー
ル水冷却系ポンプA
分岐部
～
燃料貯蔵プール～
プール水冷却系ポン
プB合流部

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

16 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

16

燃料貯蔵プール～
プール水冷却系ポン
プB分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

17 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

17

プール水冷却系ポン
プB
～
プール水冷却系熱交
換器B

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

18 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

18

弁
～
プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

19 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

19

弁 ～
プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B合流部
の分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

20 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

20

プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

21 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

21

プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B分岐部
～弁
分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

22 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

22

弁
～
プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B分岐部
～弁
合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

23 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

23

プール水冷却系熱交
換器B
～
プール冷却系熱交換
器A～弁

合流部
及び弁

FA 16 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

24 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

24

弁

～
燃料貯蔵プール

FA 3 ライン ― ― ― ― ○

重大事
故等対
処設備
漏えい
抑制設

備

DB/SA 安重 常設SA S
常設耐

震
1.2Ss 1.2Ss 常設 改造 2－1 ○

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカを
含む

－ － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

25 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

25

弁
～
弁

～燃
料貯蔵プール合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

26 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

26

弁

～
プール水冷却系ポン
プＣ

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

27 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

27

プール水冷却系ポン
プＣ
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

28 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

28

弁

～
主要弁

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

29 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

29

主要弁

～
弁

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

30 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

30

弁

～
主要弁

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

31 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

31

弁

～
プール水冷却系熱交
換器Ｃ

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

32 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

32

プール水冷却系熱交
換器Ｃ
～
弁

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

33 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

33

燃料取出しピット／
燃料仮置きピット／
チャンネルボックス・
バーナブルポイズン
取扱ピット（チャンネ
ルボックス用，バー
ナブルポイズン用並
びにチャンネルボック
ス及びバーナブルポ
イズン用）
～
主要弁

FA 19 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

34 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

34 主要弁 FA 8 個 ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○ － － － ○ － ○ － － ○ ○ △ － － － － ○ －

設工認申請書 他施設共用 兼用

2 3 4 5 6

設置場所
常設
/

可搬

変更区
分

申請回
仕様表
対象

DB/SA区分

番号 施設区分 機器名称系設備又は系設備

耐震設計

備考

核燃料物質
の臨界防止

地震による損傷の防止
外部からの衝撃による損傷

の防止
火災等による損傷の防止

適合性を別
紙-3（1）
に展開

187

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked



設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理（プール水冷却系） 別紙-3（2/6）

2/6

1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

数量 単位 主登録 MOX共用
E施設共

用
OSL共用 主登録

兼用登
録

対象設
備

安重区
分

SA区分

DB
耐震重
要度分

類

SA
設備区

分
1.2Ss

耐震評
価

1 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

1
プール水冷却系熱交
換器A/B/C

FA 3 基 ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

2 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

2
プール水冷却系ポン
プA/B/C

FA 3 台 ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

3 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

3

燃料貯蔵プール/燃
料送出しピット
～
プール水冷却系ポン
プA

FA 18 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

4 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

4

燃料貯蔵プール/燃
料送出しピット～プー
ル水冷却系ポンプA
分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

5 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

5

プール水冷却系ポン
プA
～
プール水冷却系熱交
換器A

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

6 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

6

弁
～
プール水冷却系ポン
プA～
プール水冷却系熱交
換器A合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

7 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

7

弁 ～
プール水冷却系ポン
プA～プール水冷却
系熱交換器A合流部
の分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

8 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

8

プール水冷却系ポン
プA～プール水冷却
系熱交換器A分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

9 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

9

プール水冷却系ポン
プA～プール水冷却
系熱交換器A分岐部
～弁
分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

10 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

10

弁
～
プール水冷却系ポン
プA～プール水冷却
系熱交換器A分岐部
～弁
合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

11 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

11

プール水冷却系熱交
換器A
～
弁

FA 21 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

12 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

12

弁
～
プール水冷却系熱交
換器A～弁

合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

13 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

13

弁

～
燃料仮置きピット/燃
料取出しピット/燃料
貯蔵プール/チャンネ
ルボックス・バーナブ
ルポイズン取扱ピット
（チャンネルボックス
用，バーナブルポイ
ズン用並びにチャン
ネルボックス及び
バーナブルポイズン
用）

FA 11 ライン ― ― ― ― ○

重大事
故等対
処設備
漏えい
抑制設

備

DB/SA 安重 常設SA S
常設耐

震
1.2Ss 1.2Ss 常設 改造 2－1 ○

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカを
含む

14 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

14

燃料貯蔵プール
～
プール水冷却系ポン
プB

FA 14 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

15 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

15

燃料貯蔵プール/燃
料送出しピット～プー
ル水冷却系ポンプA
分岐部
～
燃料貯蔵プール～
プール水冷却系ポン
プB合流部

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

16 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

16

燃料貯蔵プール～
プール水冷却系ポン
プB分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

17 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

17

プール水冷却系ポン
プB
～
プール水冷却系熱交
換器B

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

18 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

18

弁
～
プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

19 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

19

弁 ～
プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B合流部
の分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

20 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

20

プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

21 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

21

プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B分岐部
～弁
分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

22 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

22

弁
～
プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B分岐部
～弁
合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

23 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

23

プール水冷却系熱交
換器B
～
プール冷却系熱交換
器A～弁

合流部
及び弁

FA 16 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

24 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

24

弁

～
燃料貯蔵プール

FA 3 ライン ― ― ― ― ○

重大事
故等対
処設備
漏えい
抑制設

備

DB/SA 安重 常設SA S
常設耐

震
1.2Ss 1.2Ss 常設 改造 2－1 ○

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカを
含む

25 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

25

弁
～
弁

～燃
料貯蔵プール合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

26 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

26

弁

～
プール水冷却系ポン
プＣ

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

27 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

27

プール水冷却系ポン
プＣ
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

28 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

28

弁

～
主要弁

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

29 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

29

主要弁

～
弁

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

30 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

30

弁

～
主要弁

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

31 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

31

弁

～
プール水冷却系熱交
換器Ｃ

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

32 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

32

プール水冷却系熱交
換器Ｃ
～
弁

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

33 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

33

燃料取出しピット／
燃料仮置きピット／
チャンネルボックス・
バーナブルポイズン
取扱ピット（チャンネ
ルボックス用，バー
ナブルポイズン用並
びにチャンネルボック
ス及びバーナブルポ
イズン用）
～
主要弁

FA 19 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

34 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

34 主要弁 FA 8 個 ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

設工認申請書 他施設共用 兼用

2 3 4 5 6

設置場所
常設
/

可搬

変更区
分

申請回
仕様表
対象

DB/SA区分

番号 施設区分 機器名称系設備又は系設備

耐震設計

備考

適合性を別
紙-3（1）
に展開

再処理
施設内
における
溢水に
よる損
傷の防

止

再処理
施設内
における
化学薬
品の漏
洩による
損傷の

安全避
難経路
等

安全上
重要な
施設

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
一
条
第
８
項

第
十
一
条
第
９
項

第
十
一
条
第
１
０
項

第
十
一
条
第
１
１
項

第
十
一
条
第
１
２
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条

第
十
五
条

第
十
六
条
第
１
項

第
十
六
条
第
２
項

第
十
六
条
第
３
項

第
十
六
条
第
４
項

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

－ － － － － － － － ○ ○ － △ － － － ○

安全機能を有する施設火災等による損傷の防止

188
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j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked
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1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

数量 単位 主登録 MOX共用
E施設共

用
OSL共用 主登録

兼用登
録

対象設
備

安重区
分

SA区分

DB
耐震重
要度分

類

SA
設備区

分
1.2Ss

耐震評
価

1 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

1
プール水冷却系熱交
換器A/B/C

FA 3 基 ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

2 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

2
プール水冷却系ポン
プA/B/C

FA 3 台 ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

3 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

3

燃料貯蔵プール/燃
料送出しピット
～
プール水冷却系ポン
プA

FA 18 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

4 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

4

燃料貯蔵プール/燃
料送出しピット～プー
ル水冷却系ポンプA
分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

5 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

5

プール水冷却系ポン
プA
～
プール水冷却系熱交
換器A

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

6 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

6

弁
～
プール水冷却系ポン
プA～
プール水冷却系熱交
換器A合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

7 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

7

弁 ～
プール水冷却系ポン
プA～プール水冷却
系熱交換器A合流部
の分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

8 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

8

プール水冷却系ポン
プA～プール水冷却
系熱交換器A分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

9 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

9

プール水冷却系ポン
プA～プール水冷却
系熱交換器A分岐部
～弁
分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

10 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

10

弁
～
プール水冷却系ポン
プA～プール水冷却
系熱交換器A分岐部
～弁
合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

11 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

11

プール水冷却系熱交
換器A
～
弁

FA 21 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

12 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

12

弁
～
プール水冷却系熱交
換器A～弁

合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

13 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

13

弁

～
燃料仮置きピット/燃
料取出しピット/燃料
貯蔵プール/チャンネ
ルボックス・バーナブ
ルポイズン取扱ピット
（チャンネルボックス
用，バーナブルポイ
ズン用並びにチャン
ネルボックス及び
バーナブルポイズン
用）

FA 11 ライン ― ― ― ― ○

重大事
故等対
処設備
漏えい
抑制設

備

DB/SA 安重 常設SA S
常設耐

震
1.2Ss 1.2Ss 常設 改造 2－1 ○

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカを
含む

14 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

14

燃料貯蔵プール
～
プール水冷却系ポン
プB

FA 14 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

15 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

15

燃料貯蔵プール/燃
料送出しピット～プー
ル水冷却系ポンプA
分岐部
～
燃料貯蔵プール～
プール水冷却系ポン
プB合流部

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

16 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

16

燃料貯蔵プール～
プール水冷却系ポン
プB分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

17 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

17

プール水冷却系ポン
プB
～
プール水冷却系熱交
換器B

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

18 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

18

弁
～
プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

19 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

19

弁 ～
プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B合流部
の分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

20 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

20

プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

21 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

21

プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B分岐部
～弁
分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

22 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

22

弁
～
プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B分岐部
～弁
合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

23 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

23

プール水冷却系熱交
換器B
～
プール冷却系熱交換
器A～弁

合流部
及び弁

FA 16 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

24 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

24

弁

～
燃料貯蔵プール

FA 3 ライン ― ― ― ― ○

重大事
故等対
処設備
漏えい
抑制設

備

DB/SA 安重 常設SA S
常設耐

震
1.2Ss 1.2Ss 常設 改造 2－1 ○

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカを
含む

25 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

25

弁
～
弁

～燃
料貯蔵プール合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

26 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

26

弁

～
プール水冷却系ポン
プＣ

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

27 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

27

プール水冷却系ポン
プＣ
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

28 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

28

弁

～
主要弁

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

29 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

29

主要弁

～
弁

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

30 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

30

弁

～
主要弁

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

31 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

31

弁

～
プール水冷却系熱交
換器Ｃ

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

32 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

32

プール水冷却系熱交
換器Ｃ
～
弁

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

33 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

33

燃料取出しピット／
燃料仮置きピット／
チャンネルボックス・
バーナブルポイズン
取扱ピット（チャンネ
ルボックス用，バー
ナブルポイズン用並
びにチャンネルボック
ス及びバーナブルポ
イズン用）
～
主要弁

FA 19 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

34 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

34 主要弁 FA 8 個 ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

設工認申請書 他施設共用 兼用

2 3 4 5 6

設置場所
常設
/

可搬

変更区
分

申請回
仕様表
対象

DB/SA区分

番号 施設区分 機器名称系設備又は系設備

耐震設計

備考

適合性を別
紙-3（1）
に展開

搬送設
備

放射線
管理施
設

制御室
等

第
十
六
条
第
５
項

第
十
七
条
第
１
項

第
十
七
条
第
２
項

第
十
八
条

第
十
九
条
第
１
項

第
十
九
条
第
２
項

第
二
十
条
第
１
項

第
二
十
条
第
２
項

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条
第
１
項

第
二
十
三
条
第
２
項

第
二
十
三
条
第
３
項

第
二
十
三
条
第
４
項

第
二
十
三
条
第
５
項

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ － － － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ △ △ － △ － － － － － － － － － － －

－ － － － △ － － － － － － － － － － －

制御室等材料及び構造
使用済み燃料の
貯蔵施設等

計測制御系統施
設

2

安全保護回路

189
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j2189164 : None
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j2189164 : MigrationNone
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ノート注釈
j2189164 : Unmarked
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設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理（プール水冷却系） 別紙-3（4/6）
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1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

数量 単位 主登録 MOX共用
E施設共

用
OSL共用 主登録

兼用登
録

対象設
備

安重区
分

SA区分

DB
耐震重
要度分

類

SA
設備区

分
1.2Ss

耐震評
価

1 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

1
プール水冷却系熱交
換器A/B/C

FA 3 基 ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

2 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

2
プール水冷却系ポン
プA/B/C

FA 3 台 ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

3 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

3

燃料貯蔵プール/燃
料送出しピット
～
プール水冷却系ポン
プA

FA 18 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

4 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

4

燃料貯蔵プール/燃
料送出しピット～プー
ル水冷却系ポンプA
分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

5 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

5

プール水冷却系ポン
プA
～
プール水冷却系熱交
換器A

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

6 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

6

弁
～
プール水冷却系ポン
プA～
プール水冷却系熱交
換器A合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

7 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

7

弁 ～
プール水冷却系ポン
プA～プール水冷却
系熱交換器A合流部
の分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

8 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

8

プール水冷却系ポン
プA～プール水冷却
系熱交換器A分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

9 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

9

プール水冷却系ポン
プA～プール水冷却
系熱交換器A分岐部
～弁
分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

10 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

10

弁
～
プール水冷却系ポン
プA～プール水冷却
系熱交換器A分岐部
～弁
合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

11 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

11

プール水冷却系熱交
換器A
～
弁

FA 21 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

12 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

12

弁
～
プール水冷却系熱交
換器A～弁

合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

13 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

13

弁

～
燃料仮置きピット/燃
料取出しピット/燃料
貯蔵プール/チャンネ
ルボックス・バーナブ
ルポイズン取扱ピット
（チャンネルボックス
用，バーナブルポイ
ズン用並びにチャン
ネルボックス及び
バーナブルポイズン
用）

FA 11 ライン ― ― ― ― ○

重大事
故等対
処設備
漏えい
抑制設

備

DB/SA 安重 常設SA S
常設耐

震
1.2Ss 1.2Ss 常設 改造 2－1 ○

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカを
含む

14 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

14

燃料貯蔵プール
～
プール水冷却系ポン
プB

FA 14 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

15 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

15

燃料貯蔵プール/燃
料送出しピット～プー
ル水冷却系ポンプA
分岐部
～
燃料貯蔵プール～
プール水冷却系ポン
プB合流部

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

16 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

16

燃料貯蔵プール～
プール水冷却系ポン
プB分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

17 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

17

プール水冷却系ポン
プB
～
プール水冷却系熱交
換器B

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

18 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

18

弁
～
プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

19 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

19

弁 ～
プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B合流部
の分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

20 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

20

プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

21 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

21

プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B分岐部
～弁
分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

22 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

22

弁
～
プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B分岐部
～弁
合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

23 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

23

プール水冷却系熱交
換器B
～
プール冷却系熱交換
器A～弁

合流部
及び弁

FA 16 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

24 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

24

弁

～
燃料貯蔵プール

FA 3 ライン ― ― ― ― ○

重大事
故等対
処設備
漏えい
抑制設

備

DB/SA 安重 常設SA S
常設耐

震
1.2Ss 1.2Ss 常設 改造 2－1 ○

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカを
含む

25 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

25

弁
～
弁

～燃
料貯蔵プール合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

26 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

26

弁

～
プール水冷却系ポン
プＣ

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

27 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

27

プール水冷却系ポン
プＣ
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

28 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

28

弁

～
主要弁

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

29 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

29

主要弁

～
弁

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

30 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

30

弁

～
主要弁

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

31 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

31

弁

～
プール水冷却系熱交
換器Ｃ

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

32 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

32

プール水冷却系熱交
換器Ｃ
～
弁

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

33 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

33

燃料取出しピット／
燃料仮置きピット／
チャンネルボックス・
バーナブルポイズン
取扱ピット（チャンネ
ルボックス用，バー
ナブルポイズン用並
びにチャンネルボック
ス及びバーナブルポ
イズン用）
～
主要弁

FA 19 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

34 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

34 主要弁 FA 8 個 ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

設工認申請書 他施設共用 兼用

2 3 4 5 6

設置場所
常設
/

可搬

変更区
分

申請回
仕様表
対象

DB/SA区分

番号 施設区分 機器名称系設備又は系設備

耐震設計

備考

適合性を別
紙-3（1）
に展開

廃棄施
設

保管廃
棄施設

換気設
備

第
二
十
四
条

第
二
十
五
条

第
二
十
六
条
第
１
項

第
二
十
六
条
第
２
項

第
二
十
七
条
第
１
項

第
二
十
七
条
第
２
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
第
１
項

第
二
十
九
条
第
２
項

第
二
十
九
条
第
３
項

第
二
十
九
条
第
４
項

第
二
十
九
条
第
５
項

第
三
十
条
第
１
項

第
三
十
条
第
２
項

第
三
十
一
条
第
１
項

第
三
十
一
条
第
２
項

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

通信連絡設備緊急時対策所

8

使用済燃料等に
よる汚染の防止

遮蔽 保安電源設備

190

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked



設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理（プール水冷却系） 別紙-3（5/6）

5/6

1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

数量 単位 主登録 MOX共用
E施設共

用
OSL共用 主登録

兼用登
録

対象設
備

安重区
分

SA区分

DB
耐震重
要度分

類

SA
設備区

分
1.2Ss

耐震評
価

1 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

1
プール水冷却系熱交
換器A/B/C

FA 3 基 ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

2 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

2
プール水冷却系ポン
プA/B/C

FA 3 台 ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

3 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

3

燃料貯蔵プール/燃
料送出しピット
～
プール水冷却系ポン
プA

FA 18 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

4 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

4

燃料貯蔵プール/燃
料送出しピット～プー
ル水冷却系ポンプA
分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

5 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

5

プール水冷却系ポン
プA
～
プール水冷却系熱交
換器A

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

6 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

6

弁
～
プール水冷却系ポン
プA～
プール水冷却系熱交
換器A合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

7 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

7

弁 ～
プール水冷却系ポン
プA～プール水冷却
系熱交換器A合流部
の分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

8 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

8

プール水冷却系ポン
プA～プール水冷却
系熱交換器A分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

9 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

9

プール水冷却系ポン
プA～プール水冷却
系熱交換器A分岐部
～弁
分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

10 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

10

弁
～
プール水冷却系ポン
プA～プール水冷却
系熱交換器A分岐部
～弁
合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

11 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

11

プール水冷却系熱交
換器A
～
弁

FA 21 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

12 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

12

弁
～
プール水冷却系熱交
換器A～弁

合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

13 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

13

弁

～
燃料仮置きピット/燃
料取出しピット/燃料
貯蔵プール/チャンネ
ルボックス・バーナブ
ルポイズン取扱ピット
（チャンネルボックス
用，バーナブルポイ
ズン用並びにチャン
ネルボックス及び
バーナブルポイズン
用）

FA 11 ライン ― ― ― ― ○

重大事
故等対
処設備
漏えい
抑制設

備

DB/SA 安重 常設SA S
常設耐

震
1.2Ss 1.2Ss 常設 改造 2－1 ○

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカを
含む

14 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

14

燃料貯蔵プール
～
プール水冷却系ポン
プB

FA 14 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

15 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

15

燃料貯蔵プール/燃
料送出しピット～プー
ル水冷却系ポンプA
分岐部
～
燃料貯蔵プール～
プール水冷却系ポン
プB合流部

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

16 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

16

燃料貯蔵プール～
プール水冷却系ポン
プB分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

17 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

17

プール水冷却系ポン
プB
～
プール水冷却系熱交
換器B

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

18 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

18

弁
～
プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

19 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

19

弁 ～
プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B合流部
の分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

20 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

20

プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

21 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

21

プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B分岐部
～弁
分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

22 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

22

弁
～
プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B分岐部
～弁
合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

23 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

23

プール水冷却系熱交
換器B
～
プール冷却系熱交換
器A～弁

合流部
及び弁

FA 16 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

24 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

24

弁

～
燃料貯蔵プール

FA 3 ライン ― ― ― ― ○

重大事
故等対
処設備
漏えい
抑制設

備

DB/SA 安重 常設SA S
常設耐

震
1.2Ss 1.2Ss 常設 改造 2－1 ○

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカを
含む

25 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

25

弁
～
弁

～燃
料貯蔵プール合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

26 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

26

弁

～
プール水冷却系ポン
プＣ

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

27 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

27

プール水冷却系ポン
プＣ
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

28 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

28

弁

～
主要弁

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

29 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

29

主要弁

～
弁

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

30 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

30

弁

～
主要弁

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

31 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

31

弁

～
プール水冷却系熱交
換器Ｃ

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

32 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

32

プール水冷却系熱交
換器Ｃ
～
弁

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

33 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

33

燃料取出しピット／
燃料仮置きピット／
チャンネルボックス・
バーナブルポイズン
取扱ピット（チャンネ
ルボックス用，バー
ナブルポイズン用並
びにチャンネルボック
ス及びバーナブルポ
イズン用）
～
主要弁

FA 19 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

34 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

34 主要弁 FA 8 個 ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

設工認申請書 他施設共用 兼用

2 3 4 5 6

設置場所
常設
/

可搬

変更区
分

申請回
仕様表
対象

DB/SA区分

番号 施設区分 機器名称系設備又は系設備

耐震設計

備考

適合性を別
紙-3（1）
に展開

重大事
故等対
処施設
の地盤

津波に
よる損
傷の防
止

臨界事
故の拡
大を防
止する
ための
設備

冷却機
能の喪
失による
蒸発乾
固に対
処する
ための

放射線
分解に
より発生
する水
素による
爆発に
対処す

第
三
十
ニ
条

第
三
十
三
条
第
１
項

第
三
十
三
条
第
２
項

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条
第
１
項

第
三
十
五
条
第
２
項

第
三
十
五
条
第
３
項

第
三
十
五
条
第
４
項

第
三
十
六
条
第
１
項

第
三
十
六
条
第
２
項

第
三
十
六
条
第
３
項

第
三
十
七
条
第
１
項

第
三
十
七
条
第
２
項

第
三
十
八
条

第
三
十
九
条

第
四
十
条

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

〇 ○ － － － － ○ ○ ○ ○ － ○ － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

〇 ○ － － － － ○ ○ ○ ○ － ○ － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

地震による損傷の
防止

火災等による損傷の防止 重大事故等対処設備 材料及び構造
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j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked



設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理（プール水冷却系） 別紙-3（6/6）

6/6

1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

数量 単位 主登録 MOX共用
E施設共

用
OSL共用 主登録

兼用登
録

対象設
備

安重区
分

SA区分

DB
耐震重
要度分

類

SA
設備区

分
1.2Ss

耐震評
価

1 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

1
プール水冷却系熱交
換器A/B/C

FA 3 基 ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

2 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

2
プール水冷却系ポン
プA/B/C

FA 3 台 ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

3 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

3

燃料貯蔵プール/燃
料送出しピット
～
プール水冷却系ポン
プA

FA 18 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

4 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

4

燃料貯蔵プール/燃
料送出しピット～プー
ル水冷却系ポンプA
分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

5 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

5

プール水冷却系ポン
プA
～
プール水冷却系熱交
換器A

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

6 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

6

弁
～
プール水冷却系ポン
プA～
プール水冷却系熱交
換器A合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

7 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

7

弁 ～
プール水冷却系ポン
プA～プール水冷却
系熱交換器A合流部
の分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

8 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

8

プール水冷却系ポン
プA～プール水冷却
系熱交換器A分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

9 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

9

プール水冷却系ポン
プA～プール水冷却
系熱交換器A分岐部
～弁
分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

10 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

10

弁
～
プール水冷却系ポン
プA～プール水冷却
系熱交換器A分岐部
～弁
合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

11 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

11

プール水冷却系熱交
換器A
～
弁

FA 21 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

12 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

12

弁
～
プール水冷却系熱交
換器A～弁

合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

13 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

13

弁

～
燃料仮置きピット/燃
料取出しピット/燃料
貯蔵プール/チャンネ
ルボックス・バーナブ
ルポイズン取扱ピット
（チャンネルボックス
用，バーナブルポイ
ズン用並びにチャン
ネルボックス及び
バーナブルポイズン
用）

FA 11 ライン ― ― ― ― ○

重大事
故等対
処設備
漏えい
抑制設

備

DB/SA 安重 常設SA S
常設耐

震
1.2Ss 1.2Ss 常設 改造 2－1 ○

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカを
含む

14 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

14

燃料貯蔵プール
～
プール水冷却系ポン
プB

FA 14 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

15 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

15

燃料貯蔵プール/燃
料送出しピット～プー
ル水冷却系ポンプA
分岐部
～
燃料貯蔵プール～
プール水冷却系ポン
プB合流部

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

16 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

16

燃料貯蔵プール～
プール水冷却系ポン
プB分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

17 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

17

プール水冷却系ポン
プB
～
プール水冷却系熱交
換器B

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

18 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

18

弁
～
プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

19 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

19

弁 ～
プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B合流部
の分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

20 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

20

プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

21 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

21

プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B分岐部
～弁
分岐部
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

22 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

22

弁
～
プール水冷却系ポン
プB～プール水冷却
系熱交換器B分岐部
～弁
合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

23 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

23

プール水冷却系熱交
換器B
～
プール冷却系熱交換
器A～弁

合流部
及び弁

FA 16 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

24 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

24

弁

～
燃料貯蔵プール

FA 3 ライン ― ― ― ― ○

重大事
故等対
処設備
漏えい
抑制設

備

DB/SA 安重 常設SA S
常設耐

震
1.2Ss 1.2Ss 常設 改造 2－1 ○

漏えい抑制設備のサイフォンブレーカを
含む

25 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

25

弁
～
弁

～燃
料貯蔵プール合流部

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

26 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

26

弁

～
プール水冷却系ポン
プＣ

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

27 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

27

プール水冷却系ポン
プＣ
～
弁

FA 1 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

28 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

28

弁

～
主要弁

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

29 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

29

主要弁

～
弁

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

30 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

30

弁

～
主要弁

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

31 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

31

弁

～
プール水冷却系熱交
換器Ｃ

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

32 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

32

プール水冷却系熱交
換器Ｃ
～
弁

FA 2 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

33 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

33

燃料取出しピット／
燃料仮置きピット／
チャンネルボックス・
バーナブルポイズン
取扱ピット（チャンネ
ルボックス用，バー
ナブルポイズン用並
びにチャンネルボック
ス及びバーナブルポ
イズン用）
～
主要弁

FA 19 ライン ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

34 1
使用済燃料の
受入れ施設及
び貯蔵施設

2
使用済燃料の
貯蔵施設

2
使用済燃料貯
蔵設備

9
プ―ル水浄

化・冷却設備
1

プ―ル水冷却
系

34 主要弁 FA 8 個 ― ― ― ― ― ― DB 安重 ― S ― ― S 常設 確認 2－1 ○

設工認申請書 他施設共用 兼用

2 3 4 5 6

設置場所
常設
/

可搬

変更区
分

申請回
仕様表
対象

DB/SA区分

番号 施設区分 機器名称系設備又は系設備

耐震設計

備考

適合性を別
紙-3（1）
に展開

有機溶
媒等に
よる火
災又は
爆発に
対処す
るため

放射性
物質の
漏えい
に対処
するた
めの設
備

工場等
外への
放射性
物質等
の放出
を抑制
するた

重大事
故等へ
の対処
に必要と
なる水
の供給
設備

電源設
備

制御室

通信連
絡を行う
ために
必要な
設備

第
四
十
一
条

第
四
十
ニ
条
１
項

第
四
十
ニ
条
２
項

第
四
十
三
条

第
四
十
四
条

第
四
十
五
条

第
四
十
六
条

第
四
十
七
条
第
１
項

第
四
十
七
条
第
２
項

第
四
十
七
条
第
３
項

第
四
十
八
条

第
四
十
九
条
第
１
項

第
四
十
九
条
第
２
項

第
五
十
条
第
１
項

第
五
十
条
第
２
項

第
五
十
一
条

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ ○ － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ ○ － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － －

監視測定設備 緊急時対策所
使用済燃料貯蔵
槽の冷却等のた

めの設備
計装設備

192

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked

j2189164
ノート注釈
j2189164 : None

j2189164
ノート注釈
j2189164 : MigrationNone

j2189164
ノート注釈
j2189164 : Unmarked



別紙-3(1)
(1/7)

仕様表対象 基本設計方針対象（②-ａ）
【核燃料物質の臨界防止】

1

安全機能を有する施設は、核燃料物質の取扱い上の一つ
の単位(次項において「単一ユニット」という。)において、運
転時に予想される機械若しくは器具の単一の故障若しくは
その誤作動又は運転員の単一の誤操作が起きた場合に、
核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう、核燃料物
質を収納する機器の形状寸法の管理、核燃料物質の濃
度、質量若しくは同位体の組成の管理若しくは中性子吸収
材の形状寸法、濃度若しくは材質の管理又はこれらの組
合せにより臨界を防止するための措置その他の適切な措
置が講じられたものでなければならない。

－ － － －

2

安全機能を有する施設は、単一ユニットが二つ以上存在
する場合において、運転時に予想される機械若しくは器具
の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤
操作が起きた場合に、核燃料物質が臨界に達するおそれ
がないよう、単一ユニット相互間の適切な配置の維持若し
くは単一ユニットの相互間における中性子の遮蔽材の使
用又はこれらの組合せにより臨界を防止するための措置
が講じられたものでなければならない。

－ － － －

3
再処理施設には、臨界警報設備その他の臨界事故を防止
するために必要な設備が設けられていなければならない。

－ － － －

【安全機能を有する施設の地盤】

五 1

安全機能を有する施設は、事業指定基準規則第六条第一
項の地震力が作用した場合においても当該安全機能を有
する施設を十分に支持することができる地盤に設置された
ものでなければならない。

・プール水冷却系熱交換器
・プール水冷却系ポンプ
・主配管（DB）
・主配管（DB/SA）
・系統分離弁

－ ○ （NO.1～34）

【地震による損傷の防止】

1

安全機能を有する施設は、これに作用する地震力(事業指
定基準規則第七条第二項の規定により算定する地震力を
いう。)による損壊により公衆に放射線障害を及ぼすことが
ないものでなければならない。

－ － － －

2

耐震重要施設(事業指定基準規則第六条第一項に規定す
る耐震重要施設をいう。以下同じ。)は、基準地震動による
地震力(事業指定基準規則第七条第三項に規定する基準
地震動による地震力をいう。以下同じ。)に対してその安全
性が損なわれるおそれがないものでなければならない。

・プール水冷却系熱交換器
・プール水冷却系ポンプ
・主配管（DB）
・主配管（DB/SA）
・系統分離弁

－ ○ （NO.1～34）

3
耐震重要施設は、事業指定基準規則第七条第三項の地
震により生ずる斜面の崩壊によりその安全性が損なわれ
るおそれがないものでなければならない。

－ － － －

【津波による損傷の防止】

七 1

安全機能を有する施設は、基準津波(事業指定基準規則
第八条に規定する基準津波をいう。第三十四条において
同じ。)によりその安全性が損なわれるおそれがないもので
なければならない。

－ － － －

【外部からの衝撃による損傷の防止】

1

安全機能を有する施設は、想定される自然現象(地震及び
津波を除く。)によりその安全性を損なうおそれがある場合
において、防護措置、基礎地盤の改良その他の適切な措
置が講じられたものでなければならない。

・プール水冷却系熱交換器
・プール水冷却系ポンプ
・主配管（DB）
・主配管（DB/SA）
・系統分離弁

－ ○ （NO.1～34）

2

安全機能を有する施設は、周辺監視区域に隣接する地域
に事業所、鉄道、道路その他の外部からの衝撃が発生す
るおそれがある要因がある場合において、事業所におけ
る火災又は爆発事故、危険物を搭載した車両、船舶又は
航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想
定される事象であって人為によるもの(故意によるものを除
く。)により再処理施設の安全性が損なわれないよう、防護
措置その他の適切な措置が講じられたものでなければな
らない。

・プール水冷却系熱交換器
・プール水冷却系ポンプ
・主配管（DB）
・主配管（DB/SA）
・系統分離弁

－ ○ （NO.1～34）

3

安全機能を有する施設は、航空機の墜落により再処理施
設の安全性を損なうおそれがある場合において、防護措
置その他の適切な措置が講じられたものでなければなら
ない。

・プール水冷却系熱交換器
・プール水冷却系ポンプ
・主配管（DB）
・主配管（DB/SA）
・系統分離弁

－ △ （NO.1～34）

【再処理施設への人の不法な侵入等の防止】

九 1

再処理施設を設置する工場又は事業所(以下「工場等」と
いう。)は、再処理施設への人の不法な侵入、再処理施設
に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害
を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持
ち込まれること及び不正アクセス行為(不正アクセス行為
の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第
二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。第二十
二条第二項第五号において同じ。)を防止するため、適切
な措置が講じられたものでなければならない。

－ － － －

【閉じ込めの機能】
1

一

流体状の使用済燃料等を内包する容器又は管に使用済
燃料等を含まない流体を導く管を接続する場合には、流体
状の使用済燃料等が使用済燃料等を含まない流体を導く
管に逆流するおそれがない構造であること。

－ － － －

二
セルは、その内部を常時負圧状態に維持し得るものである
こと。

－ － － －

三

液体状の使用済燃料等を取り扱う設備をその内部に設置
するセルは、当該設備からの当該物質の漏えいを監視し
得る構造であり、かつ、当該物質が漏えいした場合にこれ
を安全に処理し得る構造であるとともに当該物質がセル外
に漏えいするおそれがない構造であること。

－ － － －

四

セル内に設置された流体状の使用済燃料等を内包する設
備から、使用済燃料等が当該設備の冷却水、加熱蒸気そ
の他の熱媒中に漏えいするおそれがある場合は、当該熱
媒の系統は、必要に応じて、漏えい監視設備を備えるとと
もに、汚染した熱媒を安全に処理し得るように設置するこ
と。

－ － － －

五

プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又
は二以上を含む物質(以下この条において「プルトニウム
等」という。)を取り扱うグローブボックスは、その内部を常
時負圧状態に維持し得るものであり、かつ、給気口及び排
気口を除き、密閉することができる構造であること。

－ － － －

六
液体状のプルトニウム等を取り扱うグローブボックスは、当
該物質がグローブボックス外に漏えいするおそれがない構
造であること。

－ － － －

七
密封されていない使用済燃料等を取り扱うフードは、その
開口部の風速を適切に維持し得るものであること。

－ － － －

八
プルトニウム等を取り扱う室(保管廃棄する室を除く。)及び
使用済燃料等による汚染の発生のおそれがある室は、そ
の内部を負圧状態に維持し得るものであること。

－ － － －

九

液体状の使用済燃料等を取り扱う設備が設置される施設
(液体状の使用済燃料等の漏えいが拡大するおそれがあ
る部分に限る。)は、次に掲げるところによるものであるこ
と。

－ － － －

イ
施設内部の床面及び壁面は、液体状の使用済燃料等が
漏えいし難いものであること。

－ － － －

ロ

液体状の使用済燃料等を取り扱う設備の周辺部又は施設
外に通ずる出入口若しくはその周辺部には、液体状の使
用済燃料等が施設外へ漏えいすることを防止するための
堰が設置されていること。ただし、施設内部の床面が隣接
する施設の床面又は地表面より低い場合であって、液体
状の使用済燃料等が施設外へ漏えいするおそれがないと
きは、この限りでない。

－ － － －

十

四

技術基準の条文・条項に対する該当設備（プール水冷却系）
「○」：適合性確認を実施するもの。「△」：適合性について、既認可から変更がないもの。「－」：条文要求を受けないもの。

条 項 号 判断 備考（設備リスト番号）
技術基準

（四月一日改正）
条文該当設備

六

八
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別紙-3(1)
(2/7)

仕様表対象 基本設計方針対象（②-ａ）

技術基準の条文・条項に対する該当設備（プール水冷却系）
「○」：適合性確認を実施するもの。「△」：適合性について、既認可から変更がないもの。「－」：条文要求を受けないもの。

条 項 号 判断 備考（設備リスト番号）
技術基準

（四月一日改正）
条文該当設備

十 ハ

工場等の外に排水を排出する排水路(湧水に係るもので
あって使用済燃料等により汚染するおそれがある管理区
域内に開口部がないものを除く。)の上に施設の床面がな
いようにすること。ただし、当該排水路に使用済燃料等に
より汚染された排水を安全に廃棄する設備及び第二十一
条第三号に掲げる事項を計測する設備が設置されている
場合は、この限りでない。

－ － － －

【火災等による損傷の防止】

1

安全機能を有する施設は、火災又は爆発の影響を受ける
ことにより再処理施設の安全性に著しい支障が生ずるお
それがある場合において、消火設備(事業指定基準規則第
五条第一項に規定する消火設備をいう。以下同じ。)及び
警報設備(警報設備にあっては自動火災報知設備、漏電
火災警報器その他の火災の発生を自動的に検知し、警報
を発するものに限る。以下同じ。)が設置されたものでなけ
ればならない。

－ － － －

2
前項の消火設備及び警報設備は、その故障、損壊又は異
常な作動により安全上重要な施設の安全機能に著しい支
障を及ぼすおそれがないものでなければならない。

－ － － －

3

安全機能を有する施設であって、火災又は爆発により損
傷を受けるおそれがあるものは、可能な限り不燃性又は
難燃性の材料を使用するとともに、必要に応じて防火壁の
設置その他の適切な防護措置が講じられたものでなけれ
ばならない。

・プール水冷却系熱交換器
・プール水冷却系ポンプ
・主配管（DB）
・主配管（DB/SA）
・系統分離弁

－ ○ （NO.1～34）

4

有機溶媒その他の可燃性の液体(以下この条において「有
機溶媒等」という。)を取り扱う設備は、有機溶媒等の温度
をその引火点以下に維持すること、不活性ガス雰囲気で
有機溶媒等を取り扱うことその他の火災及び爆発の発生
を防止するための措置が講じられたものでなければならな
い。

－ － － －

5
有機溶媒等を取り扱う設備であって、静電気により着火す
るおそれがあるものは、適切に接地されているものでなけ
ればならない。

－ － － －

6

有機溶媒等を取り扱う設備をその内部に設置するセル、グ
ローブボックス及び室のうち、当該設備から有機溶媒等が
漏えいした場合において爆発の危険性があるものは、換
気その他の爆発を防止するための適切な措置が講じられ
たものでなければならない。

－ － － －

7

硝酸を含む溶液を内包する蒸発缶のうち、リン酸トリブチ
ルその他の硝酸と反応するおそれがある有機溶媒(爆発
の危険性がないものを除く。次項において「リン酸トリブチ
ル等」という。)が混入するおそれがあるものは、当該設備
の熱的制限値を超えて加熱されるおそれがないものでな
ければならない。

－ － － －

8
再処理施設には、前項の蒸発缶に供給する溶液中のリン
酸トリブチル等を十分に除去し得る設備が設けられていな
ければならない。

－ － － －

9
水素を取り扱う設備(爆発の危険性がないものを除く。)は、
適切に接地されているものでなければならない。

－ － － －

10
水素の発生のおそれがある設備は、発生した水素が滞留
しない構造でなければならない。

－ － － －

11

水素を取り扱い、又は水素の発生のおそれがある設備(爆
発の危険性がないものを除く。)をその内部に設置するセ
ル、グローブボックス及び室は、当該設備から水素が漏え
いした場合においてもこれが滞留しない構造とすることそ
の他の爆発を防止するための適切な措置が講じられたも
のでなければならない。

－ － － －

12

ジルコニウム金属粉末その他の著しく酸化しやすい固体
廃棄物を保管廃棄する設備は、水中における保管廃棄そ
の他の火災及び爆発のおそれがない保管廃棄をし得る構
造でなければならない。

－ － － －

【再処理施設内における溢水による損傷の防止】

十二 1

安全機能を有する施設は、再処理施設内における溢水の
発生によりその安全性を損なうおそれがある場合におい
て、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなけ
ればならない。

・プール水冷却系熱交換器
・プール水冷却系ポンプ
・主配管（DB）
・主配管（DB/SA）
・系統分離弁

－ ○ （NO.1～34）

【再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止】

十三 1

安全機能を有する施設は、再処理施設内における化学薬
品の漏えいによりその安全性を損なうおそれがある場合に
おいて、防護措置その他の適切な措置が講じられたもの
でなければならない。

・プール水冷却系熱交換器
・プール水冷却系ポンプ
・主配管（DB）
・主配管（DB/SA）
・系統分離弁

－ ○ （NO.1～34）

【安全避難通路等】

1
再処理施設には、次に掲げる設備が設けられていなけれ
ばならない。

－ － － －

一
その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に
識別できる安全避難通路

－ － － －

二
照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわな
い避難用の照明

－ － － －

三
設計基準事故が発生した場合に用いる照明(前号の避難
用の照明を除く。)及びその専用の電源

－ － － －

【安全上重要な施設】

十五 1

非常用電源設備その他の安全上重要な施設は、再処理
施設の安全性を確保する機能を維持するために必要があ
る場合において、当該施設自体又は当該施設が属する系
統として多重性を有するものでなければならない。

・プール水冷却系熱交換器
・プール水冷却系ポンプ
・主配管（DB）
・主配管（DB/SA）
・系統分離弁

－ △ （NO.1～34）

【安全機能を有する施設】

1

安全機能を有する施設は、設計基準事故時及び設計基準
事故に至るまでの間に想定される全ての環境条件におい
て、その安全機能を発揮することができるように設置され
たものでなければならない。

－ － （○）
この条項は「施設共通」として
の対象

2

安全機能を有する施設は、その健全性及び能力を確認す
るため、その安全機能の重要度に応じ、再処理施設の運
転中又は停止中に検査又は試験ができるように設置され
たものでなければならない。

－ － （○）
この条項は「施設共通」として
の対象

3
安全機能を有する施設は、その安全機能を維持するた
め、適切な保守及び修理ができるように設置されたもので
なければならない。

－ － （○）
この条項は「施設共通」として
の対象

4

安全機能を有する施設に属する設備であって、ポンプその
他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により損傷を受
け、再処理施設の安全性を損なうことが想定されるもの
は、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでな
ければならない。

・プール水冷却系熱交換器
・プール水冷却系ポンプ
・主配管（DB）
・主配管（DB/SA）
・系統分離弁

－ ○ （NO.1～34）

5
安全機能を有する施設は、二以上の原子力施設と共用す
る場合には、再処理施設の安全性が損なわれないように
設置されたものでなければならない。

－ － － －

【材料及び構造】

1

安全機能を有する施設に属する容器及び管並びにこれら
を支持する構造物のうち、再処理施設の安全性を確保す
る上で重要なもの(以下この項において「容器等」という。)
の材料及び構造は、次に掲げるところによらなければなら
ない。この場合において、第一号及び第三号の規定につ
いては、法第四十六条第二項に規定する使用前事業者検
査の確認を行うまでの間適用する。

－ － － －

一
容器等に使用する材料は、その使用される圧力、温度、荷
重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学
的成分を有すること。

・プール水冷却系熱交換器
・主配管（DB）
・主配管（DB/SA）

－ △ （NO.1, 3～33）

二
容器等の構造及び強度は、次に掲げるところによるもので
あること。

－ － － －

イ
設計上定める条件において、全体的な変形を弾性域に抑
えること。

・プール水冷却系熱交換器
・主配管（DB）
・主配管（DB/SA）

－ △ （NO.1, 3～33）

十七

十一

十六

十四
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仕様表対象 基本設計方針対象（②-ａ）

技術基準の条文・条項に対する該当設備（プール水冷却系）
「○」：適合性確認を実施するもの。「△」：適合性について、既認可から変更がないもの。「－」：条文要求を受けないもの。

条 項 号 判断 備考（設備リスト番号）
技術基準

（四月一日改正）
条文該当設備

ロ
容器等に属する伸縮継手にあっては、設計上定める条件
で応力が繰り返し加わる場合において、疲労破壊が生じな
いこと。

・プール水冷却系熱交換器
・主配管（DB）
・主配管（DB/SA）

－ △ （NO.1, 3～33）

ハ 設計上定める条件において、座屈が生じないこと。
・プール水冷却系熱交換器
・主配管（DB）
・主配管（DB/SA）

－ △ （NO.1, 3～33）

三
容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をい
う。以下同じ。）は、次に掲げるところによるものであるこ
と。

－ － － －

イ 不連続で特異な形状でないものであること。
・プール水冷却系熱交換器
・主配管（DB）
・主配管（DB/SA）

－ △ （NO.1, 3～33）

ロ
溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接
部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを
非破壊試験により確認したものであること。

・プール水冷却系熱交換器
・主配管（DB）
・主配管（DB/SA）

－ △ （NO.1, 3～33）

ハ 適切な強度を有するものであること。
・プール水冷却系熱交換器
・主配管（DB）
・主配管（DB/SA）

－ △ （NO.1, 3～33）

ニ
機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法及び
溶接設備並びに適切な技能を有する溶接士であることを
あらかじめ確認したものにより溶接したものであること。

・プール水冷却系熱交換器
・主配管（DB）
・主配管（DB/SA）

－ △ （NO.1, 3～33）

2

安全機能を有する施設に属する容器及び管のうち、再処
理施設の安全性を確保する上で重要なものは、適切な耐
圧試験又は漏えい試験を行ったとき、これに耐え、かつ、
著しい漏えいがないように設置されたものでなければなら
ない。

・プール水冷却系熱交換器
・主配管（DB）
・主配管（DB/SA）

－ △ （NO.1, 3～33）

【搬送設備】

1
使用済燃料等を搬送する設備(人の安全に著しい支障を
及ぼすおそれがないものを除く。)は、次に掲げるところに
よるものでなければならない。

－ － － －

一
通常搬送する必要がある使用済燃料等を搬送する能力を
有するものであること。

－ － － －

二 搬送中の使用済燃料が破損するおそれがないこと。 － － － －

三
使用済燃料等を搬送するための動力の供給が停止した場
合に、使用済燃料等を安全に保持しているものであるこ
と。

－ － － －

【使用済燃料の貯蔵施設等】

1
使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設は、次に掲げるとこ
ろによるものでなければならない。

－ － － －

一 使用済燃料の崩壊熱を安全に除去し得るものであること。

・プール水冷却系熱交換器
・プール水冷却系ポンプ
・主配管（DB）
・主配管（DB/SA）
・系統分離弁

－ △ （NO.1～34）

二
使用済燃料を受け入れ、又は貯蔵する水槽は、次に掲げ
るところによるものであること。

－ － － －

イ
水があふれ、又は漏えいするおそれがないものであるこ
と。

－ － － －

ロ
水が使用済燃料によって汚染されるおそれがある場合に
は、浄化装置を設けること。

－ － － －

ハ 水の漏えいを適切に検知し得るものであること。 － － － －

2
製品貯蔵施設は、製品の崩壊熱を安全に除去し得るよう
に設置されていなければならない。

－ － － －

【計測制御系統施設】

1

再処理施設には、次に掲げる事項その他必要な事項を計
測し、制御する設備が設けられていなければならない。こ
の場合において、当該事項を計測する設備については、
直接計測することが困難な場合は間接的に計測する設備
をもって代えることができる。

－ － － －

一
ウランの精製施設に供給される溶液中のプルトニウムの
濃度

－ － － －

二
液体状の中性子吸収材を使用する場合にあっては、その
濃度

－ － － －

三 使用済燃料溶解槽内の温度 － － － －
四 蒸発缶内の温度及び圧力 － － － －
五 廃液槽の冷却水の流量及び温度 － － － －

2

再処理施設には、その設備の機能の喪失、誤操作その他
の要因により再処理施設の安全性を著しく損なうおそれが
生じたとき、次条第二号の放射性物質の濃度若しくは同条
第四号の外部放射線に係る原子力規制委員会の定める
線量当量が著しく上昇したとき又は液体状の放射性廃棄
物の廃棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏えいす
るおそれが生じたときに、これらを確実に検知して速やか
に警報する設備が設けられていなければならない。

－ － － －

【放射線管理施設】

1

工場等には、次に掲げる事項を計測する放射線管理施設
が設けられていなければならない。この場合において、当
該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接
的に計測する施設をもって代えることができる。

－ － － －

一
再処理施設の放射線遮蔽物の側壁における原子力規制
委員会の定める線量当量率

－ － － －

二
放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇所における
排気中の放射性物質の濃度

－ － － －

三
放射性廃棄物の海洋放出口又はこれに近接する箇所に
おける放出水中の放射性物質の種類別の量及び濃度

－ － － －

四

管理区域における外部放射線に係る原子力規制委員会
の定める線量当量、空気中の放射性物質の濃度及び放
射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密
度

－ － － －

五
周辺監視区域における外部放射線に係る原子力規制委
員会の定める線量当量

－ － － －

【安全保護回路】

1
再処理施設には、安全保護回路が設けられていなければ
ならない。

－ － － －

2
安全保護回路は、次に掲げるところによるものでなければ
ならない。

－ － － －

一

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した
場合において、これらの異常な状態を検知し、これらの核
的、熱的及び化学的制限値を超えないようにするための
設備の作動を速やかに、かつ、自動的に開始させるものと
すること。

－ － － －

二

火災、爆発その他の再処理施設の安全性を著しく損なうお
それが生じたときに、これらを抑制し、又は防止するため
の設備(前号に規定するものを除く。)の作動を速やかに、
かつ、自動的に開始させるものとすること。

－ － － －

三

系統を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは、単一
故障(事業指定基準規則第十五条第二項に規定する単一
故障をいう。第二十九条第五項において同じ。)が起きた場
合又は使用状態からの単一の取り外しを行った場合にお
いて、安全保護機能を失わないよう、多重性を確保するこ
と。

－ － － －

四

駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況が生じた
場合においても、再処理施設をより安全な状態に移行し、
又は当該状態を維持することにより、再処理施設の安全
上支障がない状態を維持できるものであること。

－ － － －

五
不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿う
べき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせる行
為による被害を防止するために必要な措置を講ずること。

－ － － －

六
計測制御系統を安全保護回路と共用する場合には、その
安全保護機能を失わないよう、計測制御系統から機能的
に分離されたものであること。

－ － － －

二十二

二十二

十七

十九

二十

二十一

十八
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別紙-3(1)
(4/7)

仕様表対象 基本設計方針対象（②-ａ）

技術基準の条文・条項に対する該当設備（プール水冷却系）
「○」：適合性確認を実施するもの。「△」：適合性について、既認可から変更がないもの。「－」：条文要求を受けないもの。

条 項 号 判断 備考（設備リスト番号）
技術基準

（四月一日改正）
条文該当設備

【制御室等】

1
再処理施設には、制御室が設けられていなければならな
い。

－ － － －

2

制御室は、当該制御室において制御する工程の設備の運
転状態を表示する装置、当該工程の安全性を確保するた
めの設備を操作する装置、当該工程の異常を表示する警
報装置その他の当該工程の安全性を確保するための主
要な装置を集中し、かつ、誤操作することなく適切に運転
操作することができるように設置されたものでなければな
らない。

－ － － －

3
制御室には、再処理施設の外部の状況を把握するための
装置が設けられていなければならない。

－ － － －

4

分離施設、精製施設その他必要な施設には、再処理施設
の健全性を確保するために必要な温度、圧力、流量その
他の再処理施設の状態を示す事項(第四十七条第一項に
おいて「パラメータ」という。)を監視するための設備及び再
処理施設の安全性を確保するために必要な操作を手動に
より行うことができる設備が設けられていなければならな
い。

－ － － －

5

設計基準事故が発生した場合に再処理施設の安全性を
確保するための措置をとるため、従事者が支障なく制御室
に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるため
の操作を行うことができるよう、次の各号に掲げる場所の
区分に応じ、それぞれ当該各号に定める装置又は設備が
設けられていなければならない。

－ － － －

一

制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍　工
場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及
び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に制御室に
おいて自動的に警報するための装置

－ － － －

二

制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従
事者が制御室に出入りするための区域　遮蔽壁その他の
適切に放射線から防護するための設備、気体状の放射性
物質及び制御室外の火災又は爆発により発生する有毒ガ
スに対し換気設備を隔離するための設備その他の従事者
を適切に防護するための設備

－ － － －

【廃棄施設】

1
放射性廃棄物を廃棄する設備(放射性廃棄物を保管廃棄
する設備を除く。)は、次に掲げるところによるものでなけれ
ばならない。

－ － － －

一

周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度及び液
体状の放射性物質の海洋放出に起因する線量が、それぞ
れ原子力規制委員会の定める濃度限度及び線量限度以
下になるように再処理施設において発生する放射性廃棄
物を廃棄する能力を有するものであること。

－ － － －

二

放射性廃棄物以外の廃棄物を廃棄する設備と区別して設
置すること。ただし、放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物
を流体状の放射性廃棄物を廃棄する設備に導く場合にお
いて、流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以外の流
体状の廃棄物を取り扱う設備に逆流するおそれがないとき
は、この限りでない。

－ － － －

三
気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、排気口以外の
箇所において気体状の放射性廃棄物を排出することがな
いものであること。

－ － － －

四

気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備にろ過装置を設け
る場合にあっては、ろ過装置の機能が適切に維持し得るも
のであり、かつ、ろ過装置の使用済燃料等による汚染の除
去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。

－ － － －

五
液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、海洋放出口以
外の箇所において液体状の放射性廃棄物を排出すること
がないものであること。

－ － － －

【保管廃棄施設】

二十五 1

放射性廃棄物を保管廃棄する設備であって、放射性廃棄
物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱によって
過熱するおそれがあるものは、冷却のための必要な措置
を講じ得るように設置されたものでなければならない。

－ － － －

【使用済燃料等による汚染の防止】

1

再処理施設のうち人が頻繁に出入りする建物内部の壁、
床その他の部分であって、使用済燃料等により汚染される
おそれがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表面
は、使用済燃料等による汚染を除去しやすいものでなけれ
ばならない。

－ － － －

2
再処理施設には、人が触れるおそれがある器材その他の
物が使用済燃料等により汚染された場合に当該汚染を除
去するための設備が設けられていなければならない。

－ － － －

【遮蔽】

1

安全機能を有する施設は、運転時及び停止時において再
処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による工場等
周辺の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を十
分下回るように設置されたものでなければならない。

－ － － －

2

工場等内における外部放射線による放射線障害を防止す
る必要がある場所には、放射線障害を防止するために必
要な遮蔽能力を有する遮蔽設備が設けられていなければ
ならない。この場合において、当該遮蔽設備に開口部又は
配管その他の貫通部がある場合であって放射線障害を防
止するために必要がある場合には、放射線の漏えいを防
止するための措置が講じられたものでなければならない。

－ － － －

【換気設備】

1

再処理施設内の使用済燃料等により汚染された空気によ
る放射線障害を防止する必要がある場所には、次に掲げ
るところにより換気設備が設けられていなければならな
い。

－ － － －

一
放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するも
のであること。

－ － － －

二
使用済燃料等により汚染された空気が逆流するおそれが
ない構造であること。

－ － － －

三

ろ過装置を設ける場合にあっては、ろ過装置の機能が適
切に維持し得るものであり、かつ、ろ過装置の使用済燃料
等による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造
であること。

－ － － －

四
吸気口は、使用済燃料等により汚染された空気を吸入し
難いように設置すること。

－ － － －

【保安電源設備】

1

再処理施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止
した場合において、再処理施設の安全性を確保するため
に必要な設備の機能を維持するために、内燃機関を原動
力とする発電設備又はこれと同等以上の機能を有する非
常用電源設備が設けられていなければならない。

－ － － －

2
再処理施設の安全性を確保するために特に必要な設備に
は、無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する
設備が設けられていなければならない。

－ － － －

3

保安電源設備(事業指定基準規則第二十五条第三項に規
定する保安電源設備をいう。)は、外部電源系統及び非常
用電源設備から再処理施設の安全性を確保するために必
要な設備への電力の供給が停止することがないよう、次に
掲げる措置が講じられたものでなければならない。

－ － － －

一
高エネルギーのアーク放電による電気盤の損壊の拡大を
防止するために必要な措置

－ － － －

二
前号に掲げるもののほか、機器の損壊、故障その他の異
常を検知し、及びその拡大を防止するために必要な措置

－ － － －

4

再処理施設に接続する電線路のうち少なくとも二回線は、
当該再処理施設において受電可能なものであり、かつ、こ
れらにより当該再処理施設を電力系統に連系するもので
なければならない。

－ － － －

二十三

二十八

二十九

二十七

二十六

二十四

二十三
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別紙-3(1)
(5/7)

仕様表対象 基本設計方針対象（②-ａ）

技術基準の条文・条項に対する該当設備（プール水冷却系）
「○」：適合性確認を実施するもの。「△」：適合性について、既認可から変更がないもの。「－」：条文要求を受けないもの。

条 項 号 判断 備考（設備リスト番号）
技術基準

（四月一日改正）
条文該当設備

二十九 5

非常用電源設備及びその附属設備は、多重性を確保し、
及び独立性を確保し、その系統を構成する機械又は器具
の単一故障が発生した場合であっても、運転時の異常な
過渡変化時又は設計基準事故時において安全上重要な
施設及び設計基準事故に対処するための設備がその機
能を確保するために十分な容量を有するものでなければ
ならない。

－ － － －

【緊急時対策所】

1
工場等には、設計基準事故が発生した場合に適切な措置
をとるため、緊急時対策所が制御室以外の場所に設けら
れていなければならない。

－ － － －

2

緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の
近傍には、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるた
め、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための
装置、当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急
時対策所において自動的に警報するための装置その他適
切に有毒ガスから防護するための設備が設けられていな
ければならない。

－ － － －

【通信連絡設備】

1

工場等には、設計基準事故が発生した場合において工場
等内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び多
様性を確保した通信連絡設備が設けられていなければな
らない。

－ － － －

2

工場等には、設計基準事故が発生した場合において再処
理施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡が
できるよう、多様性を確保した専用通信回線が設けられて
いなければならない。

－ － － －

【重大事故等対処施設の地盤】

1
重大事故等対処施設は、次の各号に掲げる施設の区分に
応じ、それぞれ当該各号に定める地盤に設置されたもので
なければならない。

－ － － －

一

重大事故等対処設備のうち常設のもの(重大事故等対処
設備のうち可搬型のもの(以下「可搬型重大事故等対処設
備」という。)と接続するものにあっては、当該可搬型重大
事故等対処設備と接続するために必要な再処理施設内の
常設の配管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下「常
設重大事故等対処設備」という。)であって、耐震重要施設
に属する設計基準事故に対処するための設備が有する機
能を代替するもの(以下「常設耐震重要重大事故等対処設
備」という。)が設置される重大事故等対処施設
基準地震動による地震力が作用した場合においても当該
重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤

・主配管（DB/SA） － ○ （No.13,24）

二

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故
等対処設備が設置される重大事故等対処施設
事業指定基準規則第七条第二項の規定により算定する地
震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設
を十分に支持することができる地盤

－ － － －

【地震による損傷の防止】

1
重大事故等対処施設は、次の各号に掲げる施設の区分に
応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより設置された
ものでなければならない。

－ － － －

一

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事
故等対処施設
基準地震動による地震力に対して重大事故に至るおそれ
がある事故(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故
を除く。)又は重大事故(以下「重大事故等」と総称する。)に
対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないも
のであること。

・主配管（DB/SA） － ○ （No.13,24）

二

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故
等対処設備が設置される重大事故等対処施設

事業指定基準規則第七条第二項の規定により算定する地
震力に十分に耐えるものであること。

－ － － －

2

前項第一号の重大事故等対処施設は、事業指定基準規
則第七条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊により重
大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそ
れがないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられた
ものでなければならない。

－ － － －

【津波による損傷の防止】

三十四 1

重大事故等対処施設は、基準津波により重大事故等に対
処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、
防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなけれ
ばならない。

－ － － －

【火災等による損傷の防止】

1

重大事故等対処施設は、火災又は爆発の影響を受けるこ
とにより重大事故等に対処するために必要な機能が損な
われるおそれがある場合は、消火設備及び警報設備が設
置されたものでなければならない。

－ － － －

2

前項の消火設備及び警報設備は、故障、損壊又は異常な
作動により重大事故等に対処するために必要な機能に著
しい支障を及ぼすおそれがないよう、適切な措置が講じら
れたものでなければならない。

－ － － －

3

重大事故等対処施設であって、火災又は爆発により損傷
を受けるおそれがあるものは、可能な限り不燃性又は難
燃性の材料を使用するとともに、必要に応じて防火壁の設
置その他の適切な防護措置が講じられたものでなければ
ならない。

・主配管（DB/SA） － ○ （No.13,24）

4
重大事故等対処施設は、火災又は爆発により重大事故等
に対処するために必要な機能が損なわれないよう、次に掲
げる措置が講じられたものでなければならない。

－ － － －

一
発火性又は引火性の物質を内包する系統の漏えい防止
その他の措置

・主配管（DB/SA） － ○ （No.13,24）

二
避雷設備その他の自然現象による火災の発生を防止する
ための設備の設置

・主配管（DB/SA） － ○ （No.13,24）

【重大事故等対処設備】

1
重大事故等対処設備は、次に掲げるところによるものでな
ければならない。

－ － － －

一
想定される重大事故等の収束に必要な個数及び容量を有
すること。

・主配管（DB/SA） － ○ （No.13,24）

二
想定される重大事故等が発生した場合における温度、放
射線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対
処するために必要な機能を有効に発揮すること。

・主配管（DB/SA） － ○ （No.13,24）

三
想定される重大事故等が発生した場合において確実に操
作できること。

・主配管（DB/SA） － ○ （No.13,24）

四
健全性及び能力を確認するため、再処理施設の運転中又
は停止中に検査又は試験ができること。

・主配管（DB/SA） － ○ （No.13,24）

五
本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため
に使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から
速やかに切り替えられる機能を備えること。

・主配管（DB/SA） － ○ （No.13,24）

六 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないこと。 ・主配管（DB/SA） － ○ （No.13,24）

七

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故
等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、
線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場
所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講ずること。

－ － － －

2

常設重大事故等対処設備は、前項各号に掲げるもののほ
か、共通要因(事業指定基準規則第一条第二項第九号に
規定する共通要因をいう。以下この条において同じ。)に
よって設計基準事故に対処するための設備の安全機能と
同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な
措置が講じられたものでなければならない。

・主配管（DB/SA） － ○ （No.13,24）

三十二

三十五

三十一

三十三

三十

三十六
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別紙-3(1)
(6/7)

仕様表対象 基本設計方針対象（②-ａ）

技術基準の条文・条項に対する該当設備（プール水冷却系）
「○」：適合性確認を実施するもの。「△」：適合性について、既認可から変更がないもの。「－」：条文要求を受けないもの。

条 項 号 判断 備考（設備リスト番号）
技術基準

（四月一日改正）
条文該当設備

3
可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項の規定に
よるほか、次に掲げるところによるものでなければならな
い。

－ － － －

一

常設設備(再処理施設と接続されている設備又は短時間
に再処理施設と接続することができる常設の設備をいう。
以下この項において同じ。)と接続するものにあっては、当
該常設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、
二以上の系統が相互に使用することができるよう、接続部
の規格の統一その他の適切な措置を講ずること。

－ － － －

二

常設設備と接続するものにあっては、共通要因によって接
続することができなくなることを防止するため、可搬型重大
事故等対処設備(再処理施設の外から水又は電力を供給
するものに限る。)の接続口をそれぞれ互いに異なる複数
の場所に設けること。

－ － － －

三

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重
大事故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備
と接続することができるよう、線量が高くなるおそれが少な
い設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他
の適切な措置を講ずること。

－ － － －

四

地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムによる影響、設計基準事故に
対処するための設備及び重大事故等対処設備の配置そ
の他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異
なる保管場所に保管すること。

－ － － －

五

想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型
重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況
を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できる
よう、適切な措置を講ずること。

－ － － －

六

共通要因によって、設計基準事故に対処するための設備
の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等
に対処するために必要な機能と同時に可搬型重大事故等
対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能が
損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講ずること。

－ － － －

【材料及び構造】

1

重大事故等対処設備に属する容器及び管並びにこれらを
支持する構造物のうち、再処理施設の安全性を確保する
上で重要なもの(以下この項において「容器等」という。)の
材料及び構造は、次に掲げるところによらなければならな
い。この場合において、第一号(容器等の材料に係る部分
に限る。)及び第二号の規定については、法第四十六条第
二項に規定する使用前事業者検査の確認を行うまでの間
適用する。

－ － － －

一
容器等がその設計上要求される強度及び耐食性を確保で
きるものであること。

・主配管（DB/SA） － ○ （No.13,24）

二
容器等の主要な溶接部は、次に掲げるところによるもので
あること。

－ － － －

イ 不連続で特異な形状でないものであること。 ・主配管（DB/SA） － ○ （No.13,24）

ロ
溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接
部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを
非破壊試験により確認したものであること。

・主配管（DB/SA） － ○ （No.13,24）

ハ 適切な強度を有するものであること。 ・主配管（DB/SA） － ○ （No.13,24）

ニ
機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法及び
溶接設備並びに適切な技能を有する溶接士であることを
あらかじめ確認したものにより溶接したものであること。

・主配管（DB/SA） － ○ （No.13,24）

2

重大事故等対処設備に属する容器及び管のうち、再処理
施設の安全性を確保する上で重要なものは、適切な耐圧
試験又は漏えい試験を行ったとき、これに耐え、かつ、著し
い漏えいがないように設置されたものでなければならな
い。

－ － － －

【臨界事故の拡大を防止するための設備】

1

セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止す
るための機能を有する施設には、再処理規則第一条の三
第一号に掲げる重大事故の拡大を防止するために必要な
次に掲げる重大事故等対処設備が設けられていなければ
ならない。

－ － － －

一
未臨界に移行し、及び未臨界を維持するために必要な設
備

－ － － －

二

臨界事故が発生した設備に接続する換気系統の配管の
流路を遮断するために必要な設備及び換気系統の配管内
が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外
部へ放射性物質を排出するために必要な設備

－ － － －

三
臨界事故が発生した場合において放射性物質の放出によ
る影響を緩和するために必要な設備

－ － － －

【冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備】

1

セル内において使用済燃料から分離された物であって液
体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を
有する施設には、再処理規則第一条の三第二号に掲げる
重大事故の発生又は拡大を防止するために必要な次に掲
げる重大事故等対処設備が設けられていなければならな
い。

－ － － －

一 蒸発乾固の発生を未然に防止するために必要な設備 － － － －

二
蒸発乾固が発生した場合において、放射性物質の発生を
抑制し、及び蒸発乾固の進行を緩和するために必要な設
備

－ － － －

三

蒸発乾固が発生した設備に接続する換気系統の配管の
流路を遮断するために必要な設備及び換気系統の配管内
が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外
部へ放射性物質を排出するために必要な設備

－ － － －

四
蒸発乾固が発生した場合において放射性物質の放出によ
る影響を緩和するために必要な設備

－ － － －

【放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備】

1

セル内において放射線分解によって発生する水素が再処
理設備の内部に滞留することを防止する機能を有する施
設には、再処理規則第一条の三第三号に掲げる重大事故
の発生又は拡大を防止するために必要な次に掲げる重大
事故等対処設備が設けられていなければならない。

－ － － －

一
放射線分解により発生する水素による爆発(以下この条に
おいて「水素爆発」という。)の発生を未然に防止するため
に必要な設備

－ － － －

二
水素爆発が発生した場合において水素爆発が続けて生ず
るおそれがない状態を維持するために必要な設備

－ － － －

三

水素爆発が発生した設備に接続する換気系統の配管の
流路を遮断するために必要な設備及び換気系統の配管内
が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外
部へ放射性物質を排出するために必要な設備

－ － － －

四
水素爆発が発生した場合において放射性物質の放出によ
る影響を緩和するために必要な設備

－ － － －

【有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備】

1

セル内において有機溶媒その他の物質を内包する施設に
は、再処理規則第一条の三第四号に掲げる重大事故の
発生又は拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事
故等対処設備が設けられていなければならない。

－ － － －

一
火災又は爆発の発生(リン酸トリブチルの混入による急激
な分解反応により発生するものを除く。)を未然に防止する
ために必要な設備

－ － － －

二
火災又は爆発が発生した場合において火災又は爆発を収
束させるために必要な設備

－ － － －

三

火災又は爆発が発生した設備に接続する換気系統の配
管の流路を遮断するために必要な設備及び換気系統の配
管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管
の外部へ放射性物質を排出するために必要な設備

－ － － －

四
火災又は爆発が発生した場合において放射性物質の放出
による影響を緩和するために必要な設備

－ － － －

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

三十六
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別紙-3(1)
(7/7)

仕様表対象 基本設計方針対象（②-ａ）

技術基準の条文・条項に対する該当設備（プール水冷却系）
「○」：適合性確認を実施するもの。「△」：適合性について、既認可から変更がないもの。「－」：条文要求を受けないもの。

条 項 号 判断 備考（設備リスト番号）
技術基準

（四月一日改正）
条文該当設備

【使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備】

1

再処理施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注
水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏え
いその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低
下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃料を
冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要
な設備が設けられていなければならない。

・主配管（DB/SA） － ○ （No.13,24）

2

再処理施設には、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏
えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が
異常に低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の使用
済燃料の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止す
るために必要な設備が設けられていなければならない。

－ － － －

【放射性物質の漏えいに対処するための設備】

1

セル内又は建屋内(セル内を除く。以下この条において同
じ。)において系統又は機器からの放射性物質の漏えいを
防止するための機能を有する施設には、必要に応じ、再処
理規則第一条の三第六号に掲げる重大事故の発生又は
拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処
設備(建屋内において系統又は機器からの放射性物質の
漏えいを防止するための機能を有する施設にあっては、第
三号に掲げる設備を除く。)が設けられていなければならな
い。

－ － － －

一
系統又は機器からの放射性物質の漏えいを未然に防止す
るために必要な設備

－ － － －

二
系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した場合に
おいて当該系統又は機器の周辺における放射性物質の
漏えいの拡大を防止するために必要な設備

－ － － －

三

系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した設備に
接続する換気系統の配管の流路を遮断するために必要な
設備及び換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセ
ル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するた
めに必要な設備

－ － － －

四
系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した場合に
おいて放射性物質の放出による影響を緩和するために必
要な設備

－ － － －

【工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備】

四十四 1
再処理施設には、重大事故が発生した場合において工場
等外への放射性物質及び放射線の放出を抑制するため
に必要な設備が設けられていなければならない。

－ － － －

【重大事故等への対処に必要となる水の供給設備】

四十五 1

再処理施設には、設計基準事故への対処に必要な水源と
は別に、重大事故等への対処に必要となる十分な量の水
を有する水源を確保することに加えて、設計基準事故に対
処するための設備及び重大事故等対処設備に対して重大
事故等への対処に必要となる十分な量の水を供給するた
めに必要な設備が設けられていなければならない。

－ － － －

【電源設備】

四十六 1

再処理施設には、設計基準事故に対処するための設備の
電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合にお
いて当該重大事故等に対処するために必要な電力を確保
するために必要な設備が設けられていなければならない。

－ － － －

【計装設備】

1

再処理施設には、重大事故等が発生し、計測機器(非常用
のものを含む。)の直流電源の喪失その他故障により当該
重大事故等に対処するために監視することが必要なパラ
メータを計測することが困難となった場合において当該パ
ラメータを推定するために有効な情報を把握できる設備が
設けられていなければならない。

－ － － －

2

再処理施設には、再処理施設への故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムが発生した場合においても必
要な情報を把握できる設備が設けられていなければならな
い。

－ － － －

3
前項の設備は、共通要因によって制御室と同時にその機
能が損なわれないものでなければならない。

－ － － －

【制御室】

四十八 1
第二十三条第一項の規定により設置される制御室には、
重大事故が発生した場合においても運転員がとどまるた
めに必要な設備が設けられていなければならない。

－ － － －

【監視測定設備】

1

再処理施設には、重大事故等が発生した場合に工場等及
びその周辺(工場等の周辺海域を含む。)において、当該再
処理施設から放出される放射性物質の濃度及び線量を監
視し、及び測定し、並びにその結果を記録することができ
る設備が設けられていなければならない。

－ － － －

2

再処理施設には、重大事故等が発生した場合に工場等に
おいて、風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその
結果を記録することができる設備が設けられていなければ
ならない。

－ － － －

【緊急時対策所】

1

第三十条第一項の規定により設置される緊急時対策所
は、重大事故等が発生した場合においても当該重大事故
等に対処するための適切な措置が講じられるよう、次に掲
げるところによるものでなければならない。

－ － － －

一
重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がと
どまることができるよう、適切な措置を講ずること。

－ － － －

二
重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重
大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備
を設けること。

－ － － －

三
再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通
信連絡を行うために必要な設備を設けること。

－ － － －

2
緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な数
の要員を収容することができる措置が講じられたものでな
ければならない。

－ － － －

【通信連絡を行うために必要な設備】

五十一 1

再処理施設には、重大事故等が発生した場合において当
該再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と
通信連絡を行うために必要な設備が設けられていなけれ
ばならない。

－ － － －

四十七

五十

四十三

四十九

四十二
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FSA

流量計

FSA

FSA

【安全冷却水系】

【プール水浄化系】
ポンプ

燃料貯蔵プール ピット

水路

プール水冷却系の系統概略図

脱塩装置

②プール水冷却系ポンプA

B

C

ベント弁

別紙－3（2）
（凡例）

（当該系統の色別凡例）

仕様表対象（①）：赤色

基本設計方針対象（②-ａ）：青色

SA設備/1.2Ssの境界：緑色

耐震Sクラス/安重の境界：水色

今回説明用に配管付番の実例を示した箇所：黄色

PSA

C

B

FSA

PSA
③

④

⑤

⑥ ⑦

㉘

⑩

⑪

⑫

⑬⑬

⑧

流量計

【燃料取出し準備設備】

キャスク冷却へ

【プール水浄化系】

ポンプ

【プール水浄化系】

㉙

圧力計

㉞主要弁

㉞主要弁

㉞主要弁

①プール水冷却系熱交換器A

冷却塔

ポンプ

主要弁

主要弁

主要弁
主要弁

弁 弁 弁

弁

弁

弁

㉞主要弁

主要弁（逆止弁）

ポンプ

熱交換器

主要弁（電動弁）

主要弁（空気作動弁）

PSA

ＦSA

圧力計

流量計

他系統（設備）の範囲

信号線

各主配管の範囲

ＴSA 温度計

ＬSA 液位計
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FSA

【安全冷却水系】

【プール水浄化系】
ポンプ

燃料貯蔵プール
ピット

水路

プール水冷却系の関連系統（電気、計装）の概略図

脱塩装置

B

C

ベント弁

別紙－3（2）

PSA

C

B

キャスク冷却へ

【プール水浄化系】

ポンプ
（7123‐P29,P30）

【プール水浄化系】

冷却塔

ポンプ

A A

FI FI

【流量計】 【流量計】

①

【漏えい検知】

【漏えい検知】

LSA

【燃料貯蔵プール水位】

【燃料貯蔵プール温度】

②

ＴSA

PSA

FSA

FSA

FSA

【圧力計】【圧力計】

【流量計】

【流量計】

【流量計】

【流量計】

②

①

③

【計測制御設備】
安全系制御盤 安全系監視制御盤

監視制御盤

【電気設備】

6.9ｋV非常用メタルクラッド
スイッチギヤ

460V非常用パワーセンタ

第1非常用ディーゼル発電機

460V非常用モータコントロー
ルセンタ

※1

※1【電気設備】

制御室

110V非常用充電
器盤

110V非常用
直流主分電盤

105V非常用無停電
電源装置

Ａ

Ｗ
指示値

①

②

Ａ

※2

【電気設備】

※2

105V常用
無停電電源装置

LSA

LSA

指示値

Ａ

Ａ

④

④

④

④

④

④ ④

105V常用
無停電交流分電盤

③

105V非常用無停電
交流分電盤

④
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再処理施設　仕様表対象／基本設計方針対象整理表（プール水冷却系）
別紙-3(3)

施設／設備／設備又は系／系

当該設備の主たる機能
※事業変更許可：再処理施設の位置及び
構造並びに再処理の方法，安全設計の説

明書から要約して記載

仕様表対象（①）
仕様表対象とする考え方と
仕様表の具体的な記載項目

（概要）
基本設計方針対象（②-a）

基本設計方針（②-a）対象
とする考え方

基本設計方針対象（②-b）
基本設計方針（②-b）対象

とする考え方
記載方針に基づく

既認可からの変更点（概要）
発電炉の整理

（参考）

－プール水冷却系熱交換器、プール水冷却系ポンプ、
主配管は、主流路対象機器且つ許可整合及び安全設計
上の要求がある主たる設備であり、仕様表対象
・主要弁は、崩壊熱除去機能維持の観点から、下位ク
ラスであるプール水浄化系及び燃料取出し準備設備と
の接続部に設置されプール水の異常な漏出を防止する
ために作動する弁であるため、仕様表対象。また、安
全上重要な施設の安全機能維持のために必要な計測制
御設備からの自動操作信号により作動する弁であるた
め、仕様表対象。

【仕様表の記載項目（概要）】
・プール水冷却系熱交換器：名称、種類、容量、最高
使用圧力、最高使用温度、伝熱面積、主要寸法、主要
材料、個数、取付箇所
・プール水冷却系ポンプ：名称、種類、容量、揚程、
最高使用温度、最高使用圧力、主要寸法、主要材料、
個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数
・主配管：配管番号、最高使用圧力、最高使用温度、
主要寸法（外径、厚さ）、主要材料
・主要弁：名称、種類、駆動方式、最高使用圧力、最
高使用温度、主要寸法、主要材料、個数、取付箇所

【耐震Sクラス、安全上重要な施設】
安重設備（プール水冷却系熱交換
器、プール水冷却系ポンプ、主配管、
主要弁）

【上記以外】
該当なし

【主たる機能：再処理の方法】
・その他再処理設備の附属施設の安全冷
却水系と熱交換器を介して熱交換し、冷
却
・通常２系列運転、万が一１系列運転で
あっても燃料貯蔵プールに3,000tの使用
済燃料が貯蔵された場合の崩壊熱を除去
・水温65℃以下を確保し、燃料貯蔵プー
ル等の構造物の健全性を維持
・２系列運転時における水温は50℃以下
に維持

【その他機能】
該当なし

＜主な安全機能＞
・燃料貯蔵プール等の冷却（崩壊熱除
去）機能
・非常用所内電源系への接続を行い、外
部電源喪失時においても冷却機能維持
・動的機器の多重化（単一故障）

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設

使用済燃料貯蔵設備

プール水浄化・冷却設備

プール水冷却系

該当なし その他配管（ドレンライン、
ベントライン、計装ライン）
逆止弁（漏えい防止）

・その他配管については、プール
水冷却系の主流路及び安全機能に
係るものではない主流路対象外機
器
・逆止弁（漏えい防止）について
は、技術基準規則要求に基づき
プール水の漏えいを防止するため
の機能を有するが、仕様表対象機
器でもなく、基本設計方針に個別
名称を記載する機器でもないため

＜仕様表⇒基本設計方針となる機器＞
該当なし

＜基本設計方針⇒仕様表となる機器＞
該当なし

別表二　「核燃料物質の取扱施設
及び貯蔵施設」の設備別記載事項
において使用済燃料貯蔵槽冷却浄
化設備の仕様を示す旨要求してい
る。
プール水冷却系において使用済燃
料貯蔵槽冷却浄化設備に相当する
プール水冷却系熱交換器、プール
水冷却系ポンプ及び主配管は左記
のとおり仕様表対象としているた
め、発電炉の整理に対し差異はな
い。
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